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1　公認審判員制度
競技会における役員は，運営面（主催，共催，後援等）を担当す

る大会役員と直接競技そのものに携わる競技役員とから構成されて

いる。競技役員は，競技をスムーズに進行させるための総務系統を

担当する役員と，規則に則った審判を行い，その結果の記録および

順位を正しく判定する競技系統の役員に分けられている。

通常，総務系統と競技系統を合わせて，それぞれの職務にあたる

ものを審判員と言うが，競技会前の準備に携わる役員と競技会当日

の運営に携わる役員の両方を含めて広く解釈している。

競技が公平で信頼できるように，また競技者が快く競技すること

ができるようにするためには，審判員の役割は重要である。そのた

めには信頼のおける審判員が不可欠であり，その資格が検討されな

ければならない。

日本陸上競技連盟では，1948年から公認審判員制度を設け，そ

の制度のために定められた公認審判員規程の下で，資質の向上を目

指して実践してきた。その規程は数回の修改正を経て，現在に至っ

ている。現在の規程は2021年3月に改正されたものである。

公認審判員規程の要点

①　公認審判員の任務に関すること

②　資格に関すること

　　公認審判員は本連盟の登録会員でなければならない。

③　公認審判員の級別に関すること

　 　審判員を審判技術，審判態度，経験年数，年齢等の条件に応

じて，S級，A級，B級，C級に分類した。

　 　この級別によって審判員の努力目標が明示され，積極的な規

則の研究，審判講習会や競技会の参加等によって審判員の養成

や技術の向上，審判員組織の確立ができるようになった。

　 　この級とは別に，競技規則や運営に関する知識の確かな審判

員を選考し JTOs（Japan Technical Officials）として各種主催・

共催・後援競技会に派遣し，審判長を補佐する制度を発足させ

た。

　 　また，競歩競技における歩形判定技能や競技運営には，専
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門的な知識と経験が必要となることから，世界陸連（World 

Athletics：以下WAとする）の基準を満たした競歩審判員を

JRWJ（Japan Race Walking Judges）として認定し，本連盟主催・

共催・後援競技会に派遣している。

　 　JTO，JRWJともに（各地域，都道府県陸協から推薦された）

A級以上で55歳以下の審判員が本連盟実施の認定試験に臨む

ことができる。受験したすべての試験に対し，おおむね８割以

上得点した審判員を合格としている。

　 　2021年オリンピック・パラリンピック開催に伴い，開催期

間中の JTOが不足することが考えられるので JTOの定年延長

（年齢が満70歳に達し，当該年度を全うしたときまでにするこ

と）を決定した。

④　公認審判員の推薦，審査および委嘱に関すること。

⑤　公認審判員の解任および復権に関すること｡

⑥ 　審判員手帳，公認審判員章（カード）およびバッジの制定に

関すること。

⑦ 　記録が公認される競技会における公認審判員の関わりに関す

ること。

　 　競技会の権威と記録の信頼性を確保するために，公認競技会

の競技役員は補助役員を除きすべて公認審判員で構成しなけれ

ばならない。

⑧　登録審判員の処分に関すること。

以上８つの項目に付いて挙げたが，電子機器や情報技術の発達お

よび開発によって，競技会の運営や審判技術は一層科学性を求めら

れるようになっている。

本連盟および加盟団体は，この要求に応じ得るようにあらゆる手

段を講じて，優秀な審判員の確保と養成に努力することが大切であ

る。

2　公認審判員資格取得の基準
⑴　公認審判員となる条件

①　陸上競技規則を熟知すること。
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②　1つの審判部署に関して深い経験をもち，かつ優れた技術ま

たは能力を有していること。

③　審判員として公平・公正であり，かつ人間関係が円満である

こと。

④　審判員として一定の経験年数に達していること（S級，A級

が対象）。

⑤　現在審判員としての熱意を有し，委嘱があれば可能な限り出

席していること。

　　以上5つの条件を基準として，4つの級に分けられている。

公認審判員として認定された者は，経験年数や審判技術により

順次上級に進むことができる。

⑵　S級公認審判員資格取得の基準

現在 A級公認審判員で満10年を経過し，55歳（4月1日を基準と

する）に達した者のうち，審判員としての活動に精励し，熟練した

審判技術と知識を有する者（公認審判員規程第4条）。

審判講習会出席回数については，原則として年1回とする。ただ

し，少なくとも5年間で3回以上の出席がなければならない。

⑶　A級公認審判員資格取得の基準

現在 B級公認審判員で原則として満10年を経過した者のうち，

数多くの審判員としての活動を通して，より高い審判技術と知識を

身につけた者。

A級公認審判員の資格は，加盟団体で審査し，本連盟は当該級の

審判員の資格を取得したものとして委嘱する。　

⑷　B級公認審判員資格取得の基準

①　加盟団体の登録会員で18歳に達した者は，B級公認審判員

となる資格を有する。加盟団体は，B級公認審判員の資格取得

を希望する者に対して審判講習会を開催し，テスト等の結果，

加盟団体の競技会の審判ができると認定された者に資格を与

え，B級公認審判員に委嘱する。

②　日本学生陸上競技連合に登録する学生については，同連合か

らの申請に基づき B級公認審判員に委嘱する。

③　C級公認審判員でその年度内に18歳に達するものは，B級

公認審判員になり得る資格を有する。加盟団体は B級公認審
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判員の資格取得を希望する者に対して審査し，B級公認審判員

に委嘱する。

⑸　C級公認審判員資格取得の基準

高体連の登録会員で16歳に達した者は，C級公認審判員となる

資格を有する。加盟団体は，C級公認審判員の資格取得を希望する

者に対して審判講習会を開催し，テスト等の結果，基礎的な技術と

知識を身に付け，加盟団体の競技会の審判ができると認定された者

に資格を与え，C級公認審判員に委嘱する。

3　公認審判員の推薦と承認
公認審判員の推薦と承認は，公認審判員規程第4条によって行わ

れる。S級公認審判員資格取得の事務処理は，後述8 公認審判員「資

格取得等の事務手順」を参照のこと。

S級公認審判員は，加盟団体から推薦する。推薦書類は本連盟競

技運営委員会指定の期日までに，本連盟に提出する。

S級公認審判員は，本連盟競技運営委員会で審査し，理事会の承

認を得て本連盟が委嘱する。

提出に際しての留意点

⑴　S級公認審判員推薦候補者は，A級公認審判員の昇格時からの

審判員手帳を添付すること。添付されない場合は，対象者から除

外するので留意のこと。

⑵　審判員手帳には，出席競技会名を一括整理してはならない。競

技会の都度，記録するよう留意すること。

⑶　加盟団体が候補者を推薦する場合は，公認審判員の資格取得の

基準の条件に適合する者のみ行なうこと。

⑷　A級，B級，C級公認審判員については，各加盟団体によって

確認された審判員数を，毎年4月末日までに本連盟に報告するこ

と。

4　公認審判員の解任と復権
公認審判員規程第5条によって，次の⑴⑵に該当するときは，自
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動的にその任を解かれる。

⑴　登録会員でなくなったときは，解任される。

　　ただし，特別の事情によって，一時的に登録会員でなくなって

も，その特別な事情が解消し，再び登録会員となったときには，

以前の資格を回復する。

⑵　競技会の審判員を委嘱されたにもかかわらず，1年以上特別な

理由もなく，その任にあたらないとき。

⑶　⑴⑵により解任された者で復権を希望する者に対しては申請に

基づき，S級公認審判員は本連盟競技運営委員会によって審査し，

本連盟がこれを委嘱する。また A級，B級および C級公認審判員

については，加盟団体で審査し，本連盟がこれを委嘱する。

5　公認審判員の心得
公認審判員は，競技者のよき指導者として高い識見を有し，常に

競技規則を研鑚するとともに正しい審判技術を身につけ，公正で適

切な審判ができ，競技会の円滑な運営を図るために協力する心掛け

が必要である。

また公認審判員の資質の向上を図る心得として，つぎのことに留

意する。

⑴　審判員として委嘱を受けたときは，可能な限り出席し，数多く

の競技実例を体得し審判技術を磨くことに努める。

⑵　直接，審判員として任務する以外に，競技会を見学または視察

などして競技会の運営や審判方法を身につけるように努める。そ

の際は，審判員手帳を提示し，証明を受けるようにする。

⑶　毎年少なくとも1回の審判講習会に出席し，規則の理解と研究

ならびに技術の向上に努める。

⑷　自己の専門領域外の審判技術に対しても精通することが大切で

あるので，各種の審判員を経験し，オールラウンドな審判技術を

習得するように努める。

⑸　審判員はコンプライアンスを遵守し判定や運営にあたる。
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6　公認審判員の服装と態度
⑴　服装について

審判員の服装は，スポーツの特性に応じて，それに相応しい服装

が定められている。まず競技者と審判員の区別ができる服装でなけ

ればならない。また審判員によっては，その任務がはっきり識別で

きる服装も考えなければならない。本連盟では，審判員の服装につ

いて，概ねつぎのようなものを標準としている。

①　平常の競技会における服装

 　男性は白ワイシャツ，紺または黒のブレザー，グレーのズボ

ン，女性は白ブラウス，紺または黒のブレザー，グレーのスカー

トまたはスラックスおよび加盟団体制定のネクタイ，スカーフ，

帽子等の着用を標準とする。ブレザーは必ずボタンを止めるよ

うに心がける。

②　夏季における服装

 　男性は半袖白ポロシャツ，グレーのズボンまたはハーフパン

ツ，女性は半袖白ポロシャツ，グレーのスカートまたはスラッ

クスまたはハーフパンツ，加盟団体制定の帽子を着用する。

 　主催者側の意向により，都道府県カラーや，大会のイメージ

カラーを用いたシャツを着用することも構わない。但し，競技

役員全員が同じ服装で運営にあたることが必須である。

 　尚，審判長，スターター，リコーラーおよび各主任等は，よ

く目立つ色の帽子や腕章などで識別するとよい。紫外線から目

を保護するために，サングラスの使用も可としている。

③　その他の着用物

 　公認審判員章（カード），バッジ，ADカード（必要なとき）

を着用する。

⑵　態度について

①　競技場内での歩行

競技場内での出入りは，堅苦しくなく，自然体で歩くように

する。特に配置につくとき，また待機位置に戻るときの行動は，

できるだけ団体行動をとり，歩調を合わせるようにすることが

望ましい。
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②　競技者に接するとき

審判にあたるときの姿勢は，競技者が快く競技に参加できる

ように接し，不快の念を抱かせるような態度は慎むべきである。

③　審判にあたっているとき

規則に則り，適切に公正な態度で審判にあたり，私語または

他人に無駄な話しかけをしないように心がける。

また椅子に座っているときに，足組みまたは腕組みをして審

判をするような行為や，首を傾げる様な動作は慎む。

7　その他の留意事項
⑴　競技規則の理解について

本連盟の競技規則は，特別なものを除きWAの競技規則に準拠

した内容になっている。特別なものというのは，国内の競技会にお

いて採用することが適切でない条項があるので，その条項は別扱い

にしているということである。これらの条項は，直接的に理解でき

るように〔国際〕と記載している。これらの条項は国際大会のみ適

用されるもので，国内の競技会には適用しないということである。

この他ルールブックに掲載してある表記の中に，〔注意〕，〔国内〕，

〔国際－注意〕，〔参照〕等が説明してあるので，理解しておくこと。

WAでは，大きな競技規則の修改正は2年ごとと決められている

が，細かい修改正は毎年行っているので，本連盟の競技規則も修改

正せざるを得ないのが現状である。従って常に研修を怠らない姿勢

をもつ必要がある。

⑵　競技注意事項について

競技会当日に受け取ったプログラムの中に，必ず競技注意事項が

掲載されている。この注意事項には，競技運営に関する事項や競技

規則に準ずる内容あるいは申合せ事項等が記載されている。これを

読まずに審判にあたったため，大きな誤りをすることもある。競技

開始前の習慣として精読し確認することを，ぜひ身につけておきた

いものである。

⑶　審判員の連携

競技会の運営を良くするには，審判員のチームワークが大切であ
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る。陸上競技場が広く，しかも同時に数種目が競技をしていること

も多く，連携がうまく取れないと大きなミスに繋がることもある。

各人，各グループが責任をもって任務を果たすことは当然であるが，

関連するグループとの連携プレーも重要である。また情報機器を有

効に使用した競技運営の大切さを理解し，実践にあたってほしい。

⑷　豊富な経験

審判員の委嘱を受けたら出席し，経験を深める努力が必要である。

また委嘱を受けなくても，競技会を見学して，研修する機会を多く

もつことが大切である。その際には，「ルールブック」とともに「ハ

ンドブック」も持参すれば，より深い研修ができる。

⑸　柔軟な競技会運営

競技会には，初心者の参加が多い競技会，経験者の多い競技会な

ど競技会の内容の相違する競技会が数多くある。参加する競技者の

質が相違するので，すべての競技会が同じ運営方法では，競技者に

とって不満の残る競技会になってしまう。臨機応変な姿勢をもつこ

とも大切である。

競技者に対する接し方は，公平で親切が基本でなければならない

が，競技者の緊張状態や平常な心理状態を少しでも緩和する雰囲気

を作り，審判員の言動や態度などに留意すれば，自己記録を出せる

ような競技会運営は必ずできるはずである。審判員の心がけひとつ

であることを忘れずに審判にあたってほしいものである。

⑹　観客に対する配慮

競技会の規模・性格にもよるが，観客の多い競技会では，競技者

と審判員だけということではなく，観客に対するサービスも考えな

ければならない。

審判員の位置，記録表示の仕方，判定の明確化とスピード化など，

審判員の創意工夫によって，観客に対するサービスが数多くできる。

興味深く見られる競技会運営は，審判員の努力にかかっているとい

うことを常に頭に入れ，創意工夫に富んだ競技会運営に努めていた

だきたい。
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8　公認審判員資格取得等の事務手順
⑴　公認審判員に関する書類

本連盟ではつぎの種類を用意している。

①　Ｓ級公認審判員候補者推薦名簿（書式第1号）

②　Ｓ級公認審判員候補者審査資料理由書（書式第2号）

③　転入 ･転出届（書式第4号）

④　除籍届（書式第5号）

⑵　Ｓ級公認審判員候補者推薦の申請

加盟団体では，Ｓ級公認審判員候補者推薦名簿（書式第1号），（必

要申請者分の）理由書（書式第2号）および現在使用中（前昇格時の

手帳も含めて）の審判員手帳をそろえて，指定期日までに本連盟競

技運営委員会に申請する。併せて加盟団体が実施した過去5年分の

審判講習会開催実績報告書を提出する。

⑶　審査

本連盟競技運営委員会ではＳ級公認審判員の審査を行い，理事会

の承認を得た後，昇格決定者名を加盟団体に連絡し，審査済みの審

判員手帳を返却する。返却された審判員手帳は，各加盟団体から各

審判員に返却する。

⑷　審判員手帳作成上の注意

①　審判員登録番号は陸協ごとに通し番号とする。

② 　委嘱年月日，取得年月日は同日とし，その年の4月1日付と

する。

③　写真には陸協の責任印（刻印）を押す。

⑸　転入・転出

転入・転出があるときには，加盟団体相互で連絡をとる。

日本学生陸上競技連合に登録している学生が，卒業後引き続いて

審判員活動を行う場合には，学連から各都道府県陸協へ移籍手続き

を行う。

⑹　2021年度からのＣ級審判員制度導入について

近年少子高齢化による審判員の減少，若い人材の確保を求める声

が多くあり，本連盟競技運営委員会で検討を進めた。全国からの声

をもとに今後高体連陸上部員限定にＣ級審判員制度を導入すること



を2019年度全国競技運営責任者会議において報告した。2021年度

の導入に向け条件整備し，講習テキスト作成等基本的な枠組みは本

連盟競技運営委員会で作成した。
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公認競技会
陸上競技は，走る（歩く），跳ぶ､ 投げるといった人間の本源的

な動作の速さ，高さ，長さを競う競技である。そしてこの走る，跳

ぶ，投げるといった動作を競う場面は，全国の至る所で行われ，そ

の速さ，高さ，長さといった記録についても至る所で計測されてい

る。

しかし，その記録がすべて陸上競技の公認記録として認められる

かといえば，答えはNOである。例えば，学校の校庭で行われる

運動会で100mの記録が計測されたとしても，それが公認記録とし

て認められることはない。

陸上競技の公認記録は，陸上競技の公認競技会でマークされた記

録でなければならない。そして公認記録と認められれば，それは日

本のみならず，世界共通に通用する記録となるのである。

1　公認競技会の条件

それでは，公認記録を出す前提となる公認競技会とは，どのよう

な競技会であるのか。

本連盟は，2014年に「公認競技会規程」を制定した。その規程に

よれば，公認競技会の条件は，以下の8つである。

①　主催者（主催団体）が本連盟，または本連盟が公認競技会を

主催する権利を委譲した団体であること。

②　原則として，参加競技者は本連盟登録会員規程に定める登録

会員であること。

③　本連盟競技規則に基づいて行われること。

④　本連盟の公認に関する諸規程に合致した陸上競技場，室内陸

上競技場，長距離競走路及び競歩路で行われること。

⑤　審判員は，補助員を除きすべて公認審判員であること。

⑥　管轄する加盟団体または協力団体の審査を経て，本連盟が定

める方法により競技会開催前に本連盟に申請され，承認を受け

た競技会であること。

⑦　競技結果を本連盟が定める方法及び書式で競技会終了後定め

られた期日内に提出されていること。
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そして，2019年には「道路競走競技会」においては，以下の各

号を順守することを条件に，公認競技会を主催する権利を委譲す

ることができるとした。

⑧　道路競走競技会開催の条件とは

・医師を含む医務員を複数任命する

・緊急医療体制（AEDの配置を含む）を整備する

・ 競技者，競技役員に対して傷害事故，疾病事故等の保険に

加入することである。

以下，これら①～⑧のうち，必要なものについて解説を加える。

2　公認競技会の主催者

⑴　公認競技会を主催する権利

日本陸上競技連盟は定款第5条第1項において，「WAに日本の陸

上競技界を代表する唯一の団体として加盟する」と規定されている。

そしてそのWA競技会規則 CR1.7において，「加盟団体は自国の競

技会を認可することができる」としていることから，日本陸上競技

連盟が日本で開催される陸上競技会を認可することが読み取れる。

さらに定款第４条第7号に目的を達成するための事業として，「陸

上競技の国際競技大会，日本選手権大会及びその他の競技会の開催

に関すること」が規程されていることから，本連盟のみが日本にお

ける陸上競技会を開催すること，すなわち陸上競技の公認競技会を

主催することができると解釈される。

ただし，これは条文からの解釈または類推適用であることから，

今まで一般に理解しづらい側面があった。今回制定された「公認競

技会規程」においては，このような解釈に委ねられていた部分が，

条文で直接示されることとなっている。公認競技会規程第3条第1

項において「公認競技会の主催は，国内において本連盟のみがその

権利を有する」と規程された。

⑵　公認競技会を主催する権利の委譲

本連盟のみが陸上競技の公認競技会を主催する権利（以下「主催

権」という）を有している。しかし，国内には，さまざまな地区，年代，

レベルの競技会が数多くあり，それらすべてを本連盟が主催するの
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は不可能である。そのため，主催権を他の団体に委譲し，その団体

が主催した競技会に限り，（他の条件を満たしていれば）公認競技会

として認可をし，国内において広く公認競技会が開催されるような

仕組みとっている。ただ，この主催権をやみくもに委譲するわけに

はいかない。主催権を委譲する団体及びその範囲は，特定する必要

がある。

「公認競技会規程」において，主催権を委譲されているのは，以

下の団体である。

①　加盟団体（都道府県陸協）

②　加入団体

③　地域陸上競技協会

④　日本実業団陸上競技連合及びその下部組織

⑤　日本学生陸上競技連合及びその下部組織

⑥　日本マスターズ陸上競技連合及びその下部組織

⑦　本連盟が出資・設立した法人

加盟団体である47都道府県陸協には，都道府県の陸上競技選手

権大会及びその地域内での公認競技会を主催する権利が委譲され

る。また，加盟団体であるということから，都道府県陸協については，

本連盟の承認のもとで，全国規模の大会を開催することもできる。

加入団体とは，加盟団体である都道府県陸協に登録している団体

であり，郡市区町村陸協や，その他の一般クラブがこれに該当する。

「加入団体」以外の上記①，③～⑦に対しては，本連盟が主催権を

委譲しているのに対し，加入団体に対しては「加盟団体」が主催権

を委譲している。このことは，加入団体の主催する公認競技会は，

原則として，その対象は加入団体が登録している都道府県登録者に

限られていることを意味する。また，このことから加入団体は全国

規模の競技会を開催することはできない。

地域陸上競技協会とは，北海道，東北，関東，東京，北陸，東

海，近畿，中国，四国，九州の10の陸上競技協会をいい，当該地

域に所属する加盟団体をもって構成される。（ただし，北海道陸協，

東京陸協は加盟団体であると同時に地域陸協でもある）地域陸協は，

地域陸上競技選手権大会及び地域的競技会の公認競技会を主催する

権利を委譲されている。



24

日本実業団陸上競技連合，日本学生陸上競技連合，日本マスター

ズ陸上競技連合は，下部組織とともに，それぞれ実業団，大学生，

マスターズの公認競技会を主催する権利を委譲されている。

これら3つの団体は本連盟の協力団体であるが，協力団体として

はその他に全国高等学校体育連盟（以下「高体連」という），日本中

学校体育連盟（以下「中体連」という）の2つの団体がある。しかし，

この2つの団体に対して，本連盟は公認競技会を主催する権利を委

譲していない。それは，高体連及び中体連は，総合体育団体であり，

陸上競技のみを目的とする団体ではないからである。そこで，高体

連及び中体連とその下部組織については，本連盟もしくは加盟団体

（都道府県陸協）の主催のもとに公認競技会を開催することができ

るとしている。

公認競技会規程においては，本連盟が出資・設立した法人に対し

ても，公認競技会を主催する権利を委譲することが明確にされた。

現在，それに該当する団体は，「東京マラソン」を主催する「東京マ

ラソン財団」である。

⑶　公認競技会での主催の表記

公認競技会は，本連盟または主催権を委譲された団体が主催しな

ければ，開催できない。そのため，競技会要項やプログラム等の「主

催」には，必ず本連盟もしくは主催権を委譲された団体が列挙され

ていなければならない。

＜全国規模の競技会の例＞

日本陸上競技選手権　　　　　主催：日本陸上競技連盟

全日本実業団陸上競技選手権　主催：全日本実業団陸上競技連合

日本学生陸上競技対校選手権　主催：日本学生陸上競技連合

全国高等学校陸上競技選手権

　　　　　主催：日本陸上競技連盟，全国高等学校体育連盟

全日本中学校陸上競技選手権

　　　　　主催：日本陸上競技連盟，日本中学校体育連盟

⑷　公認競技会とはならない主催の表記

主催者の表記に関してしばしば問題となるのは，「共催」の扱いと，

主催権を委譲された団体が加盟団体となっている体育協会や，構成

団体となっている実行委員会等が主催のケースである。
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「共催」に関しては，共に開催しているという意味で，主催者の

一翼を担っているのではという解釈はあるけれども，本連盟として

は，主催者あっての共催者という見解をとっているので，主催権を

委譲された団体が「主催」ではなく，「共催」に列挙されていた場合は，

公認競技会にはならない。

次に，主催権を委譲された団体の上部団体が主催者となっている

場合である。各自治体単位の陸上競技協会の多くは，その自治体単

位の体育協会の加盟団体となっている場合が多い。また，近年のマ

ラソンブームで，道路競走の競技会が数多く開催されている。その

場合は多方面の協力が必要なため，実行委員会等の組織が起ち上げ

られることが多く，各自治体単位の陸上競技協会は，その実行委員

会等の構成団体となっている場合が多い。このようなとき，体育協

会や実行委員会のみが主催になっていただけでは，公認競技会には

ならない。体育協会や実行委員会等自体に主催権はなく，あくまで

主催権を委譲された団体が，主催に列挙されていなければならない。

ここで，公認競技会にならない場合，なりうる場合を例示する。（○

は公認競技会と認められる表記，×は公認競技会とは認められない

表記）

　　×　　主催：　A市，A市体育協会

　　　　　共催：　A市陸上競技協会

　　○　　主催：　A市，A市体育協会，A市陸上競技協会

　　×　　主催：　B県高体連

　　　　　共催：　B陸上競技協会

　　○　　主催：　B陸上競技協会，B県高体連

　　×　　主催：　C市マラソン実行委員会

　　×→○主催：　C市マラソン実行委員会

　　　　　共催：　C市陸上競技協会

前回の公認競技会規程の改定において3つの条件を遵守すること

を条件に主催権を委譲することが認められることとなった。

　　×→○主催：　 C市マラソン実行委員会（C市，C市教育委

員会，C市体育協会，C市陸上競技協会）
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3　参加競技者

⑴　日本陸上競技連盟登録会員

公認競技会規程第5条第1項には，参加競技者に関する規程があ

る。そこでは，「公認競技会には，本連盟登録会員規程に定める登

録会員のみが競技者として参加できる」としている。

ここで登録に関して，簡単に説明しておく。「登録会員規程」第4

条には登録の種類が規程されている。そこに記載されているのは，

団体登録，個人登録，中学生登録，高校生登録，大学生登録，在外

者登録である。ただし，小学生登録及びロードレース登録に関して

は，まだ定められてはいない。それでは，登録の種類によって，ど

この登録会員となるか，以下の表にまとめている。

団体登録 個人登録 中学生登録 高校生登録 大学生登録
加入団体 ◎
中学 ◎
高校 ◎
大学 ◎
都道府県陸協 ○ ◎ ○ ○ ○
都道府県中体連 ○
都道府県高体連 ○
地区及び日本学連 ○
日本陸連 ○ ○ ○ ○ ○

この表で○はその団体の登録会員であることを示し，◎は所属団

体の登録会員であることを示す。例えば，東京都の X高校で東京

都高体連を通じて登録すれば，東京都高体連，東京陸協そして本

連盟にその登録情報が送付されることから，所属名は X高校で，X

高校の登録会員であると同時に，東京都高体連（陸上競技専門部），

東京陸協，本連盟の登録会員となる。

上記のいずれについても，都道府県陸協と本連盟には登録情報が

もたらされることから，登録をすることによって都道府県陸協及び

本連盟の登録会員（登録競技者）となる。これらの登録による競技

者のみが参加していれば，その競技会は公認競技会の要件を満たす

ことになる。逆に言えば，参加資格に登録競技者であることを明示

しておけば，例えば，それが「東京陸協登録競技者」や「東京都高

体連登録競技者」といったような記載であっても，「日本陸上競技連
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盟登録競技者」であり，公認競技会の要件は満たされる。

これ以外に，協力団体に関係する登録で，実業団登録とマスター

ズ登録というものがある。実業団登録をしている競技者については，

一方で加入団体を通じた団体登録または個人登録をしている。その

ため，実業団登録を参加資格としている実業団連合主催の競技会で

あっても公認競技会の要件は満たされることになる。

2020年度よりマスターズ連盟に登録した全員に本連盟登録を義

務付けたため，本連盟で定めている種目および競技方法で実施され

ているものは公認競技会の要件を満たされることになった。

⑵　参加競技者に関する例外

原則として，公認競技会に参加できるのは本連盟登録会員であり，

本連盟登録会員のみが参加競技者でなければ公認競技会の要件を満

たすことにはならない。しかし，ここに例外があり以下に3つの場

合を挙げる。

①　道路競技会に参加する競技者

②　小学生競技者

③　主催者が認めた外国人競技者

上記の競技者に関しては，登録会員ではなくても公認競技会に参

加することはでき，逆に言えば，上記の競技者が参加していたとし

ても公認競技会の要件は満たされることになる。

①　道路競技会に参加する競技者

ここでいう道路競技会とは，TR55.1の道路競走で規程され

ている競技会を指し，クロスカントリーとマウンテンレース，

道路で行われる競歩競技，そして駅伝競走については含まない。

公認の道路競技会を主催する団体は，非登録会員であっても参

加をさせることは可能である。ただし，道路競走でマークされ

た非登録会員の記録は公認記録とならないことはいうまでもな

い。

②　小学生競技者

小学生に関してはいまのところ本連盟として制度化した登録

とはなっていない。ただし，いくつかの加盟団体（都道府県陸

協）においては小学生登録を行っているところがある。普及の

観点から非登録会員である小学生の参加を公認競技会に認める
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こととしている。

③　主催者が認めた外国人競技者

外国人競技者は，一般的には，本連盟登録会員ではない。そ

のため，海外のトップアスリートを招待して競技会を行うよう

な場合，そのような外国人競技者を例外としておかないと，そ

の競技会は公認競技会の要件を満たさなくなってしまう。

ただし，外国人競技者（日本に継続して6カ月以上居住し，

本連盟の登録会委員になっている者を除く）に関しては CR1.7

において「外国人競技者の競技参加のすべての交渉は，本連盟

を通じまたは承認を得ておかなければならない」となっており，

本連盟の承認が必要である。その際には第6項に規程されてい

るとおり　「外国人競技者の出場資格」にあるように，「その者

の属する国のWA加盟団体から競技者資格および参加許可に

関する証明書」を本連盟に提出する必要がある。このような書

類を提出し，本連盟の承認を得てはじめて，「本連盟が公認す

る競技会にその競技会の規程に基づき出場することができる」

ことになる。

なぜこのような手続きをとる必要があるのだろうか。それは，

日本国内のレースで外国人競技者がマークした記録を当該国の

陸連に確実に伝達するためである。もし当該国の国内記録また

は世界大会（オリンピックや世界選手権）の参加標準記録を突

破するような記録がマークされた場合，その重要性は非常に大

きくなる。

当該国の陸連としても競技者資格及び参加許可に関する証明

書を発行することを通じて，その競技者が日本のどの大会に参

加しているかを把握できることになる。他方，本連盟としても

日本国内のどの競技会に外国人競技者しているかを把握でき，

当該国に対しそこで記録がマークされたことを伝達することが

できる。さらに，国内記録等であれば当該国の競技規則に基づ

く必要な資料（判定写真や各所の証明書等）の提供や，必要な

措置（ドーピング検査の実施等）の実施が可能となる。

このような手続きを踏まえた上で，「主催者が認めた」外国人

競技者は，登録会員でなくても公認競技会に参加できることと
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なる。

4　競技場及びコース

公認競技会規程第7条第1項では「公認競技会は，本連盟の公認

に関する諸規程に合致した陸上競技場，室内陸上競技場，長距離競

走路及び競歩路で行うものとする」とされる。

公認競技会規程で明確にされたのは，クロスカントリー競走，マ

ウンテンレース，駅伝競走に関するコースに関してである。これら

についてもそれぞれ競技規則 TR56，TR57，駅伝競走規準に合致

したコースであれば，公認競技会を開催できると認めた点である。

（これらのコースについては，公認競走路としての申請も必要とし

ていない）

そのため，他の公認競技会の要件を満たしていれば，クロスカン

トリー競走，マウンテンレース，駅伝競走についても公認競技会と

して開催できる。

5　道路競走競技会の開催

近年のマラソンブーム，ジョギングブームを反映して，各地で様々

な道路競走競技会が開催されている。競技場内で行われる競技会と

違い，一度に多くの競技者がスタートすること。コースが本部から

遠く離れ，競技役員の目が十分に届かないこと。等が問題点として

挙げられている。

競技者の万一の安全を考慮して競技会を開催，運営する必要があ

り，そのためには

・医師を含む医務員を複数任命し，要所要所に救護所を設けたり，

医務員自身が移動しながら競技者の健康観察を行い，緊急時に

は即対応できるようにすることが必要である。

・併せて，AEDの配置を含めて緊急医療体制を整備し，医療機

関と連携を取りながら，緊急時に備えることが必要である。加

盟団体によっては，日本赤十字社，消防署の協力を得ながら，

競技役員を対象に救急救命講習や AEDの使用講習を実施し，

競技役員の緊急時対応の意識や技能の向上に役立てられている

ところもある。
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・競技者や競技役員に傷病事故や疾病事故が発生した場合に備

え，各種保険に加入しておくことも必要である。

6　公認競技会の要項

⑴　要項のひな型

公認競技会を開催するにあたって，主催者は競技会の要項を作成

し，参加競技者を募集する。それと同時に，要項には，その内容に

基づいて競技会が運営されるという側面もある。そのため，要項の

記載事項は，競技会にとって非常に重要な意味をもつ。

ここで，本連盟主催競技会の要項について，そのひな型を示す。

競技会の規模や内容によっては，特に記載する必要のない事項もあ

る。しかし，どのような事項を考慮する必要があるのか，参考にし

ていただきたい。
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《公認競技会の要項のひな型（日本陸連主催競技会）》

  1.主　催

  2.共　催

  3.後　援

  4.主　管

  5.特別協賛

  6.協　賛

  7.特別協力

  8.期　日

  9.場　所（※ロードはコース）

10.種　目

11.参加資格

（※ロードは制限時間等）

12.競技規則

13.参加料 

14.申込方法

15.欠場について

※　共催，特別協賛，協賛，特別協力等がない場合は，項番を繰り上げる。

《共通的な項目の記載例（日本陸連主催競技会）》

【ロードのコース】

○○コース　このコースは○ km，・・・○ kmの記録が公認さ

れる。ただし，完走／完歩した競技者が対象。

【参加資格】

20ｘｘ年度日本陸上競技連盟登録者で，・・・日本国籍を有す

る競技者（日本で生まれ育った外国籍競技者を含む）

【競技規則】

20xx年度日本陸上競技連盟競技規則による。

【欠場について】

大会参加が認められた後に欠場する者は，本大会規程の欠場届

（日本陸連ホームページ大会情報本大会要項）に必要事項を記

入し大会前日までに本大会事務局へ FAX（xx-xxxx-xxxx）する

こと。大会開催中は招集所に提出のこと。　届けなく欠場した

16.表　彰

17.個人情報取り扱いについて

18.その他

　⑴正式な競技日程…

　⑵競技中に発生した傷害…

　⑶ドーピングコントロール

　⑷ TUE申請

　⑸未成年競技者

　　 親権者からのドーピング検査 

に対する同意書の取得

　⑹…持ち込める物品の商標…

　⑺大会の映像…

　⑻宿舎等

　⑼ 棒高跳用ポールの送付先 

について

19.問合せ先
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者は，本連盟及び加盟団体の主催・主管する競技会に出場を認

めない処置を講ずることがある。

【個人情報取り扱いについて】

⑴ 　主催者及び共催者は，個人情報の保護に関する法律及び関

連法令等を順守し個人情報を取り扱う。なお，取得した個人

情報は，大会の資格審査，プログラム編成及び作成，記録発

表，公式ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な

連絡等のみに利用する。

⑵ 　本大会はテレビ放送及びインターネットで動画配信を行う

ことがある。

＜※；テレビ放映／インターネット配信を行う場合に入れる。＞

⑶ 　大会の映像，写真，記事，個人記録等は，主催者，共催者

及び主催者，共催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等

の目的で，大会プログラム，ポスター等の宣伝材料，テレビ，

ラジオ，新聞，雑誌，インターネット等の媒体に掲載するこ

とがある。

【正式な競技日程】

正式な競技日程及び競技注意事項等は，申込締切後に資格審査

を行い，xx月 xx日（x）以降，日本陸連ホームページに掲載する。

https://www.jaaf.or.jp/

【競技中に発生した傷害・・・】

競技中に発生した傷害・疾病についての応急措置は主催者側に

て行うが，以後の責任は負わない。

【ドーピングコントロール】

WAアンチ・ドーピング規程もしくは日本ドーピング防止規程

に基づいて行われる。なお，本大会のドーピング検査では，尿

又は血液（或いは両方）の採取が行われる。該当者は指示に従っ

て検査を受けること。競技会時，ドーピング検査の対象となっ

た場合，顔写真のついた学生証，社員証，運転免許証，顔写真

が鮮明なパスポートコピーなどを持参すること。

【TUE申請】

禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療
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目的で使わざるを得ない競技者は “治療目的使用に係る除外措

置（TUE）” の申請を行わなければならない。詳細については，

日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ（http://www.jaaf.

or.jp/medical/index.html），又は日本アンチドーピング機構ホー

ムページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。

【・・・持ち込める物品の商標の大きさ・・・】

競技者の衣類及び競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込

める物品の商標の大きさは，競技会における広告及び展示物に

関する規程（国内）による。←※国際大会は（国内）を外す。

【大会の映像・・・】

大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用

すること（インターネット上において画像や動画を配信するこ

とを含む）を禁止する。

⑵　公認競技会を開催するにあたっての要項のチェックポイント

公認競技会規程第9条には，「公認競技会を開催するには，管轄

する加盟団体または協力団体の審査を経て，本連盟が定める方法に

より競技会開催前に本連盟に申請し承認を受けなければならない」

と規程されている。

各都道府県陸協の加入団体，または協力団体の傘下の団体が公認

競技会の開催を申請した場合，各都道府県陸協及び協力団体は，そ

の競技会が公認競技会として認められるかどうかの審査を行う。競

技会の要項は，その際の最も重要な審査資料となっている。要項

上，公認競技会として認められるための重要な点は以下のとおりで

ある。

①　「主催」に「日本陸上競技連盟」もしくは主催権を委譲された

団体が列挙されているか。

②　参加資格に「日本陸上競技連盟登録者」であることが明記さ

れているか。

③　競技規則が「日本陸上競技連盟競技規則」に則っているか。

④　会場もしくはコースが，駅伝等を除き，公認陸上競技場，公

認室内陸上競技場，公認長距離競走路及び競歩路となっている

か。
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なお，②については，「３．参加競技者（1）」で示したとおり，各

都道府県陸協登録者，各都道府県高体連・中体連登録者，日本学連

（または地区学連）登録者といったことの明記でもかまわない。
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公認記録
公認記録とは「本連盟が認めた記録をいう」と定義されている。

ここでは，公認記録となるための条件，公認競技会と公認記録と

の関係について解説する。

1　公認記録の条件

「公認記録規程」で定められた公認記録の条件は以下の4つであ

る。

①　公認競技会で樹立された記録であること。ただし，クロスカ

ントリー競走，マウンテンレース及び駅伝競走を除く。

②　競技者が本連盟登録会員であること。

③　競技場で行われる種目は，事前に検定を受けている距離及び

器具で実施されていること。

④　競技会終了後定められた期日内に指定された方法で，本連盟

に結果が申請されること。

※ 風に関する規程に抵触している記録は資格記録や最高記録とし

て認められない場合がある。しかし，追風参考記録であっても

WAのワールドランキングポイント制度では，記録が点数化さ

れランキングに反映される。

2　公認競技会でも公認記録とならない場合

公認記録は，公認競技会でマークされた記録であるが，公認競技

会でマークされた記録が，すべて公認記録となるわけではない。そ

れを上記の公認記録の条件をもとに見ていくこととする。

⑴　公認競技会の種類に関して

公認記録の条件①の部分で，クロスカントリー競走，マウンテン

レース，駅伝競走に関しては，それらが公認競技会であっても，そ

こでマークされた記録は公認記録とはならない。その主たる理由は，

それらの競技会が行われているコースが公認競走路ではないためで

ある。公認の駅伝競技会の10㎞区間での記録は，その競技会での

記録（大会記録等）としては認められるが，10㎞の公認記録とはな

らない。
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⑵　公認競技会の参加者に関して

公認競技会においても，本連盟登録会員以外の競技者が参加でき

る場合がある。これに関しては前述の「公認競技会　3．（2）参加競

技者の例外」に記載されている。

そこに記載のあるもののうち，道路競走の公認競技会に参加した

非登録競技者と，登録者であっても，非登録者の部に参加した競技

者の記録は，公認記録とは認められない。

⑶　公認陸上競技場に関して

公認陸上競技場で開催される公認競技会においても，公認記録が

認められない場合がある。

まず1つは，事前に検定を受けていない距離で実施された記録で

ある。例えば，50m，60m，80mといった距離に関しては，陸上

競技場の検定の際にスタート地点が計測されておらず，マークやポ

イントがうたれていない。このような距離で競技を行う場合，技術

総務，公式計測員等が巻き尺で計測をしてスタート地点を定めては

いるが，検定された距離でない以上，そこでマークされた記録を公

認記録とすることには問題がある。

もう1つは，事前に検定を受けていないレーンで実施された記録

である。この主なものは，100mで向かい風が吹いている時に，逆

走をしたり，バックストレートで競技を実施する場合である。ホー

ムストレートの逆走やバックストレートの100mが事前に検定を受

けている場合には問題はないが，もしこのような検定を受けていな

い陸上競技場で，そのような方法で競技を行った場合には，そこで

マークされた記録は公認記録とは認められない。

⑷　競技規則に関して

公認競技会は本連盟競技規則に則って開催されなければならな

い。そのため，競技記規則に記載されていない規格の器具を用いて

実施された種目の記録については公認記録と認定されない。

ジャベリックボール投やジャベリックスロー等，競技規則に規程さ

れていない投てき物を用いての競技，小学生用のハードルといった，

競技規則とは異なる規格で実施される競技の記録がこれにあたる。

3　公認記録が認められる種目・距離について
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公認競技会においてマークされた記録については，前述の例外を

除き，公認記録として認められる。それでは，どんな種目または距

離でも公認記録として認められるのだろうか。

競技規則によれば，ハードル競技，障害物競走，リレー競技，道

路競走については，それぞれ標準の距離が定められている（TR22.1，

TR23.1，TR24.1，TR55）。また混成競技については TR39.1～5，

及び TR39〔国内〕で，構成される種目が明記されている。そして

フィールド種目については，走高跳，棒高跳，走幅跳，三段跳，砲

丸投，円盤投，ハンマー投，やり投のみが明記されている。そのた

め，これらの競技に関しては，その種目以外については公認記録と

は原則として認められない。

問題になるのはトラック競技の距離と，競歩競技についてである。

競歩競技のうち道路競歩については，公認競歩路で実施されるため，

それぞれの公認競歩路で公認される距離が決まっていることから，

これ以外の距離では記録は公認されない。

しかし，トラック競技の競走競技と競歩競技については，競技規

則の上で種目に関する規程は特にはない。そのため，公認陸上競技

場においてスタート地点にマーカーやポイントがある競技について

は，記録としては公認される。例えば，4000m競走の競技を実施

したとしても記録は公認される。

ただ，記録は公認されたとしても，その距離が一般的に実施され，

認知されているのかという問題がある。実際，中学・高校の特有の

種目を除いては，多くの公認競技会で実施されているのは，世界記

録または日本記録が認められる種目についてである。それ以外の種

目について競技を実施し，公認記録として認められたとしても，注

目されることはほとんどないというのが実情である。

4　世界記録，日本記録が認められる種目

それでは，世界記録または日本記録が認められる種目とはどの種

目か。これについては CR32～ CR36に記載がある。それをまと

めたものが下記の表である。

なおエリア記録（アジア記録）が認められる種目は，世界記録が

認められる種目と同じである。
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＜世界記録，日本記録が認められる種目＞
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

世界 日本 U20 世界 U20日本 U18日本 室内世界 室内日本 U20 室内世界 U20･U18 室内日本

種目 男子 
（45 種目）

女子 
（45 種目）

男子 
（56 種目）

女子 
（53 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（27 種目）

男子 
（28 種目）

女子 
（30 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（26 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（22 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（20 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

ト
ラ
ッ
ク

50ｍ － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写） － － － －

60ｍ － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

100ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

200ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

300ｍ － － （写）（写） － － － － － － － － － － － － － －

400ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

800ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

1000ｍ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1500ｍ ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1 マイル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2000ｍ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

3000ｍ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

5000ｍ ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

10000ｍ ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

15000ｍ － － ◯ － － － － － － － － － － － － － － －

20000ｍ － － － － － － － － － － － － － － － － － －

1 時間 ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

25000ｍ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

30000ｍ － － － － － － － － － － － － － － － － － －

50 mH － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写） － － － －

60 mH － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

110 mH ＊ （写） － （写） － （写） － （写） － （写） － － － － － － － － －

100 mH ＊ － （写） － （写） － （写） － （写） － （写） － － － － － － － －

300 mH － － － － － － （写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

400 mH ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

2000 mSC － － － － － － ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

3000 mSC ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

4×100 mR ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

4×200 mR （写）（写）（写）（写） － － － － － － （写）（写）（写） － － － － －

100 ＋ 200 ＋ 300 ＋ 400ｍ － － － － － － － － － － － － － － － － － －

4×400 mR ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － （写）（写）（写） － － － － －

4×800 mR ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － ◯ ◯ ◯ ◯ － － － －

ディスタンスメドレーリレー ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － － － －

4×1500 mR ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

男女混合 4×400 mR ＊ （写） （写） － － － － － － － － － － － － － －

3000 m（トラック） － － － － － － － － － － － ◯ － ◯ － － － －

5000 mW（トラック） － － ◯ ◯ － － － ◯ － ◯ ◯ － ◯ － － － － －

10000 mW（トラック） － ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － －

20000 mW（トラック） ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

30000 mW（トラック） ◯ － ◯ － － － － － － － － － － － － － － －

50000 mW（トラック） ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － － －

2 時間 W（トラック） － － － － － － － － － － － － － － － － － －
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写　：写真判定のみ       
◯　：写真判定あるいは手動計時
●　：写真判定・手動計時・トランスポンダー計時      
     

【注意①】　競歩競技を除く女子道路競走について，WAは，男女混合レースで      
　　　　　樹立された世界記録と女子単独レースで樹立された世界記録に分けて    
　　　　　二つの世界記録を認定する。      

【注　釈】　WAは男女別に時間差を置いてスタートするレースは「女子単独」    
　　　　　に含めている。       
   

【注意②】　競歩競技を除く女子道路競走について，男女混合レースで樹立された    
　　　　　日本記録と女子単独レース（男女別時間差スタートを含む）で樹立された    
　　　　　日本記録に分けて二つの日本記録を認定する。     
   
※7300点を超える場合のみ認定 
＊アジア記録は世界記録と同じもの

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

世界 日本 U20 世界 U20日本 U18日本 室内世界 室内日本 U20 室内世界 U20･U18 室内日本

種目 男子 
（45 種目）

女子 
（45 種目）

男子 
（56 種目）

女子 
（53 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（27 種目）

男子 
（28 種目）

女子 
（30 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（26 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（22 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（20 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

混
成
競
技

五種競技 － － － － － － － － － － － （写） － （写） － （写） － （写）

七種競技 ＊ － （写） － （写） － （写） － （写） － （写）（写） － （写） － （写） － （写） －

八種競技 － － － － － － － － （写） － － － － － － － － －

十種競技 ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）※ （写）（写） － － － － － － － － － －

道
路
競
走

5ｋｍ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

10ｋｍ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

15ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

10 マイル － － ● － － － － － － － － － － － － － － －

20ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

ハーフマラソン ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

25ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

30ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

マラソン ＊ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

100ｋｍ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －
ロードリレー 

（マラソンの距離のみ） ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

競
歩
（
道
路
）

5ｋｍ － － － ● － － － － － － － － － － － － － －

10ｋｍ － － ● ● ● ● ● ● － － － － － － － － － －

15ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

20ｋｍ ＊ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

30ｋｍ － － ● － － － － － － － － － － － － － － －

50ｋｍ ＊ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

跳
躍

走高跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

棒高跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

走幅跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

三段跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

投
て
き

砲丸投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

円盤投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

ハンマー投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

やり投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －
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5　U20世界記録とU20日本記録，U18日本記録

2016年度の競技規則の改正において，年齢区分の表記が変更

となった。従来，「ジュニア」と呼ばれていたのがＵ20（アンダー

20），「ユース」と呼ばれていたものがU18（アンダー18）と表記さ

れるようになった。

TR3によれば，U20は「競技会が行われる年の12月31日現在で

18歳あるいは19歳の競技者」，U18は「競技会が行われる年の12

月31日現在で16歳あるいは17歳の競技者」と定義づけられている。

このことから U20世界記録の対象となるのは，競技会が行われ

た年に満18歳か満19歳の競技者ということになる。

一方，U20日本記録に関しては，若干注意が必要である。競技

会が行われた年に満18歳か満19歳かという点については同じであ

るが，TR3.1〔国内〕にあるように「国内のユース，ジュニア競技

会では年齢区分の下限は設けない」ことから，満18歳未満の競技

者がマークした記録であっても U20日本記録として認められてい

る。

もうひとつ U20日本記録に関して注意することがある。日本に

おいては4月1日現在の年齢で学齢が定められているのが通常で

あるため，U20に相当するかどうかは学年のみでは判断できない。

（U18についても同様）。大学2年生でも，場合によっては U20に

相当する競技者も存在する。そのため，記録が出そうな競技会では，

競技者の生年月日のチェックも重要な主催者の職務となってくる。

TR3においてU18の定義がされているが，CR31において「U18

世界記録」というものは設定されていない。しかしWAのホームペー

ジ上では，U18世界最高記録（U18-World Best Performance）が紹

介されている。

日本においては，2017年度より「U18日本記録」が制定された。

日本においては U18陸上競技大会が開催されているためであり，

過去に対象年齢の競技者がマークした記録を調べて設定したもので

ある。

U18陸上競技大会の種目の設定にあたっては，ハードルの規格，

投てき物の規格等で「日本記録」や「U20日本記録」と異なるもの

がある。対象競技者の中には，U18日本記録で設定規格よりも厳
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しい規格（より高いハードルやより重い投てき物）で，よい記録を

マークしている場合がある。設定されている規格よりも条件の厳し

い規格でマークされたものについては，それをＵ18日本記録とし

て認定している。

6　世界記録，日本記録が認められるための要件

公認競技会において，日本記録または世界記録を上回る記録が

マークされたとする。公認競技会でマークされた公認記録であるか

ら，直ちに日本記録または世界記録として公認されるかというと，

そうではない。

その記録が日本記録または世界記録として正式に認められるため

には，日本記録または世界記録としての要件を満たす必要がある。

それについては CR31及び CR36に規程されており，これをまと

めたのが次ページの表である。

各種目に該当する要件をすべて満たしていることが認定されたと

きに，はじめて世界記録，日本記録として公認されるのである。

逆に言えば，従前の世界記録または日本記録を上回り，公認記録

として認められているにもかかわらず，世界記録もしくは日本記録

とならない場合があるのは，これらの要件のうち１つでも満たされ

ていないものがあるためだと，ご理解いただきたい。

なおエリア記録（アジア記録）が認められるための要件は，世界

記録が認められるための要件と同じである。

（付録：世界記録，日本記録が認められるための要件参照）
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＜世界記録・アジア記録・日本記録が公認されるための要件＞
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※ロードレースの途中計時については，記録が認められることがあるので，CR31.20.5,	CR31.21.6を確認のこと。

＊国外で日本記録「（U20･U18を含む）日本室内記録（U20･U18を含む）」を上回るか同等の成績を記録した場合には，陸連事務局
に即時連絡すること。
＊国外に遠征する場合には，登録証明書海外用を事前に作成し遠征先に提出しておくと，記録証明などを入手し易い。（記録用紙
類参照）

追風参考記録は公認記録か否か

「200ｍ以下のトラック競技，及び走幅跳，三段跳で2ｍを

越える追風が吹いている場合，その記録は追風参考記録となる」

というのは陸上競技において，かなり一般的なものと理解され

ている。

では，その競技規則上の根拠条文はどこにあるのだろうか。

これについては CR31.14.3, CR31.17.2がそれに相当すると考

えられている。

CR31.14.3では，「200ｍ以下の屋外記録は，（中略）風速の

報告が必要である。平均秒速2ｍを超える風力が走る方向へ吹

いたと測定された場合，記録は認定されない」となっている。

問題は，下線を引いた「記録」が何を指すかである。CR31は「世

界記録」を扱っている条文である。とすると，この記録は記録

一般のことではなく，世界記録を上回った記録と解釈されるの

ではないだろうか。そのような記録は追風が2ｍを超える場合

には世界記録としては認定されないのである。

追風が2ｍを超えた場合，世界記録（〔国内〕CR37日本記録）

として認定されないことは条文上確認できたが，はたして公認

記録としては扱われないのであろうか。

世界記録や日本記録の延長線上で考えると，高校記録，中学

記録，そして大会記録等としては認定できないし，追風参考記

録をもって他の競技会の資格記録とすることもできないであろ

う。

しかし，公認競技会でマークされた記録は原則として公認記

録である。もし追風参考記録を非公認記録とすると，不都合な

問題が生じる。

記録で次のラウンドの進出者を決定する場合や，タイムレー

スで順位を決定する場合，風については考慮していない。追風

参考記録であっても，タイムのよい者が次ラウンドに進出した

り，上位の順位となる。追風参考記録が非公認記録とすると，

公認記録と非公認記録が比較されるということになり，追風参
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考記録の方が記録がよければ非公認記録の方が順位が上になる

ということで，公認競技会の中で矛盾が生じることになる。こ

れは走幅跳の TOP8の決定や，順位決定についても同様であ

る。

このように考えていくと，2ｍを超える追風のもとでマーク

された記録については，公認記録ではあるけれども，追風参考

記録として，各種の歴代最高記録（世界記録，日本記録，大会

記録等），ランキング記録，そして他の競技会参加のための資

格記録とすることはできない。このような解釈をするのが妥当

ではないだろうか。

道路競走競技会における留意点

公認記録の扱い

　道路競走競技会においては，公認競技会で登録者と未登録

者 が混在して競技を行うことが認められている。 しかしなが

ら当然その中で本連盟登録会員の記録のみが公認記録となる。 

道路競走競技会においては，グロスタイム（スタートの号砲 か

らフィニッシュまでの時間）とネットタイム（スタートライ ン

を通過した時からフィニッシュまでの時間）が表示されること

がよくあるが，公認記録となるのはグロスタイムのみである。

一方で，大規模大会ではスタート位置によって大幅にタイムが

異なることから，世界的には，エリートを除く一般ランナーに

対してネットタイムを大会の正式タイムとして採用するレース

が増えている状況である。

　技術的にグロスタイムとネットタイムの両方計測することが

可能であることから，公認記録としてはグロスタイムを適用す

るが，主催者の判断でネットタイムを各大会への参加資格記録

として認めたり，エリートを除く一般ランナーの表彰に利用す

る等，有効活用しても構わない。

ウェーブスタートの実施

　日本国内では一斉スタートが主流のスタート方式であるが，
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大規模大会における一斉スタートの問題点として，特に速度の

異なるランナーが一斉にスタートすることによる転倒事故の危

険性や，スタート直後の混雑によるタイムロスを挽回する為に

一般ランナーが無理なペースで走ることで，怪我や心肺停止等

のリスクを高める等の問題が挙げられる。海外ではニューヨー

クシティマラソンやボストンマラソンは参加者を何組かに分

け，時間をずらしながら出走させるスタート方式であるウェー

ブスタート（時差スタート）を採用しており，国内において

も本方式による運営を認めている。また，記録については，

ウェーブごとにグロスタイムとネットタイムを計測することと

する。
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記録公認申請の方法
国内で行なわれる各種競技会の記録公認は，原則として日本陸上

競技連盟（以下，「本連盟」という。）が行う。また，本連盟はすべて

の記録を保管する義務を有するので，加盟団体，協力団体が主催す

る競技会の記録は，本連盟に対して公認申請をする必要がある。

本連盟が主催する競技会及び日本実業団陸上競技連合（以下，「日

本実業団」という。）並びに日本学生陸上競技連合（以下，「日本学連」

という。）が主催する競技会のように，即時公認記録となる場合でも，

公認申請が必要となる。

主管となる加盟団体あるいは協力団体は，すべての記録を競技会

終了後定められた期日内に本連盟へ提出しなくてはならない。

1　記録公認の申請

⑴　加盟団体，協力団体等が主催する場合

競技会終了後速やかに，競技会記録公認申請書及び正誤訂正済み

のプログラム等を添えて本連盟競技運営委員会に申請する。

（紙媒体で申請する場合）

①　提出書類（トラック＆フィールド）

競技会で行なった種目により⒜，⒝及び⒞～⒣の必要な記録

表を添付して申請する。なお，記録表等は陸連システム及びパ

ソコン等で印刷したものでも構わない。

　⒜　競技会記録公認申請書（JAAF-28）

　⒝　プログラム（正誤修正済み）

　⒞　トラック競技（予選・準決勝・決勝）記録表（JAAF-11）

　⒟　リレー種目　（予選・準決勝・決勝）記録表（JAAF-12）

　⒠　走高跳・棒高跳記録表（JAAF-13）

　⒡　走幅跳・三段跳記録表（JAAF-14） 

　⒢　投てき種目記録表砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投　

　　　　（JAAF-16）

　⒣　混成競技記録得点表 （JAAF-15）

②　提出書類（道路競技）

マラソン・競歩競技など各種ロードレース等については，公
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認コース等条件を満たしたもの。

　⒜　競技会記録公認申請書（JAAF-28）

　⒝　プログラム（正誤修正済み）

　⒞　道路競技成績記録表 （JAAF-10）

③　提出先

　　日本陸上競技連盟 競技運営委員会　

　　（陸上競技マガジン編集部内）

　

（電子申請の場合）

本連盟競技運営委員会競技部分室より指示を受けたシステムで申

請を行う。提出書類については，紙媒体の場合と変更はないが，競

技会記録公認申請書（JAAF-28）の公印は省略して良いものとする。

⑵　公認申請の際の留意点

１　 記録用紙は本連盟が定めている様式を参考にする。

（CR25〔国内〕を参照）

２　 出場した競技者の登録陸協が複数の都道府県にまたがる

場合は，所属欄に登録陸協名を記入する。

３　 大学生については，出身高校の所在する都道府県に登録

していることが多いので，必ず記入すること。また，同

じ所属名でありながら，登録陸協の異なる場合があるの

で注意する。

４　 風の関係する種目の「風力」や2日以上に渡る競技会で

は各種目の実施日等の記入を忘れないこと。

５　 ハードルの高さや投てき物の重さを必ず記入する。

６　 外国で出された記録に関しては，本人またはその所属す

るチーム担当者が当該種目の記録表または写しを提出す

る。

2　日本新（タイ）記録の申請

（日本記録・室内日本記録・U20日本記録・U20室内日本記録・

U18日本記録・U18室内日本記録）

日本新（タイ）記録の申請は記録公認申請と同様，陸連主催大会

では，記録は即時公認される。加盟団体，協力団体等が主催する大
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会で，日本記録と同じか上回る記録が出た場合は，トラック＆フィー

ルド及び道路競技は日本記録・日本タイ記録申請書（ JAAF-30）で

申請する必要がある。

⑴　日本陸連が主催する競技会，日本実業団並びに日本学連の主催

する競技会の場合。

①　記録は即時公認となる取扱いは次の通りとする。

　⒜ 　同じラウンドでは，従来の日本記録を基準としてその記録

と同じか上回るすべての記録が日本記録となる。

　⒝ 　前のラウンドで新たに複数の日本記録が出た場合は，その

記録の中で最高のものが日本記録となっているので，次のラ

ウンドではその記録と同じか上回る記録のみが日本記録とな

る。

　※　 この場合のラウンドとはトラック，フィールド共に，予選・

決勝などの各々をさす。

② 　日本実業団，日本学連はその主催する競技会で日本記録が出

た時は直ちに本連盟に通知し，その後速やかに必要書類（下記

⑵と同じ）を提出する。

⑵　前記⑴以外の競技会の場合。

①　競技会終了後当該加盟団体が速やかに下記の書類を添付し

て，本連盟に日本記録公認を申請する。　（〔国内〕CR37日本

記録の項を参照）

・ 日本記録・日本タイ記録申請書（JAAF-30）

・ 競技会プログラム（訂正済みのもの）

・ 当該種目の全記録表（予選から決勝までの全記録）

・ トラック競技で写真判定装置が使用された場合は，その判定

写真。

②　国外の競技会の場合は，本人またはその所属するチーム担当

者が当該種目の記録表または写しと，主催者発行の記録証明書

を提出する。

⑶　提出先

　日本陸上競技連盟　競技運営委員会　（陸連事務局）

⑷　申請にあたっての留意点

１　 競技会時の最新の日本記録を基準に，その記録と同じか上
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回った記録のすべてを日本記録として申請する。

２　 同じ競技会で同一人が同種目で複数回樹立した場合もラウ

ンドが異なっていればすべて申請する。

３　 U20・U18日本新（タイ）記録申請については，競技者の

生年月日を必ず記入すること。（TR3.1,2参照）

４　 800mまでの日本記録は本連盟承認の写真判定装置によっ

て記録された時間だけが申請できる。（CR31.14.2を参照）

５　 日本記録（オリンピック種目のみ，U20・U18・室内は含

まない）が樹立された場合，ドーピング検査を24時間以

内に受ける必要がある。主催者は本連盟事務局員にただち

に電話連絡を行い，ドーピング検査の実施方法について確

認する。

　　　（医師：「競技会ドーピング検査（ICT）の手順参照」）

3　申請の流れ

記録公認申請・日本記録申請の方法は，以下⑴⑵のように大会主

管団体により異なるので注意を要する。各々競技会終了後，速やか

に送付すること。

⑴　47加盟団体，協力団体，加入団体（郡市町村陸協等）

記録公認申請書は，大会を主管した団体が記録公認申請書を必

要部数作成して，　陸連に1通と都道府県陸協に控え１通を残す

こと。また，加入団体等が主管した場合は，陸連と都道府県陸協

に各1通を提出し，主管団体に控え1通を残すこと。

都道府県陸協主管

①　加盟団体・協力団体

②　加入団体等

都道府県陸協

日本陸連

日本陸連大会主管

控え1通

1通

1通

控え1通
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⑵　日本学生陸上競技連合

日本学生陸上競技連合加盟校競技者は，出身高等学校所在地の

都道府県，大学所在地の都道府県または，居住地の都道府県のう

ち，いずれか１つに登録する３つの方法があることから各種大会

を主管した大学は記録公認用申請書を必要部数作成して１通は控

え，残りを地区学連に提出する。

地区学連は，日本学連に２部提出する。また，学生が登録する

都道府県陸協に登録競技者分を提出する。

日本学連は申請書を確認し２部のうち１部を陸連に提出する。

4　ワールドランキング制度

2020東京オリンピックは，各種目の出場枠に対して，参加標準

記録突破者とワールドランキング上位者に出場資格を与えると発表

された。

ワールドランキングに記録を反映させるには，記録がWAに提

出されていなければならない。本連盟公認競技会であっても，ど

んなに良い記録であっても，記録がWAに提出されていなければ，

反映されない。

都道府県選手権レベル以上の競技会においてはワールドランキン

グ申請をお願いしているが，競技会運営上・記録申請上の留意点が

あるため，詳細を陸連ホームページで確認されたい。

日本陸連

日本学連 1通

1通

都道府県陸協

大会主管校 各地区学連

登録された競技
者の記録1通
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JTO：

署　名 　　ｋｋ　　　　　　　　　　　　　　　

JTO：

署　名 　　ｋｋ　　　　　　　　　　　　　　　

トラック審判長：

署　名 　　　ｋ

写真判定員主任：

署　名 　　　ｋ

写真判定員：

署　名 　　　ｋｋ　　　　　　　　　　　　　　　

トラック審判長：

署　名 　　　ｋ

写真判定員主任：

署　名 　　　ｋ

写真判定員：

署　名 　　　ｋｋ
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総　務

1　任務

総務は競技実施場所で起こっているすべてのことについて責任を

負い，その任務については CR15に記載されている。

競技会の規模に応じて総務員を置き，任務の一部を代行させるこ

とができる。

＜主な任務＞

⑴　競技会を準備・管理し，競技会を順調に進行させる責任を負う。

⑵　すべての役員の任務遂行の状況を監視し，競技規則に精通して

いなければ，その代わりを指名する。

⑶　新記録（日本・アジア・世界）が誕生した場合の記録公認要件

の確認と，申請手続きに関して関係部署への連絡・指示を行う。

⑷　各会議で変更になった事項や新たな決定事項があれば，競技会

開始前に関係全部署に連絡，周知徹底を図る。　

⑸　マーシャルと連携し，許可・権限のある者以外は競技場内に入

れないように競技場内を規制・整理する。

⑹　抗議・上訴がなされた場合に対応する（裁定は審判長，ジュ

リー）。

⑺　トラブルが発生した際の情報収集，関係部署も含めた対応策の

検討を主導し，指示を行う。

⑻　式典表彰の管理を行う。

⑼　広告および展示物に関する規程が順守されるよう，関係部署に

指示を行う。

2　競技会準備段階での任務と留意点

準備段階からすべてに関与し，主催者や関係役員に対して大会・

競技運営に必要な準備の指示を行い，進捗状況を管理する。必要に

応じて，総務自らが対応する。

⑴　競技施設・用器具関係

①　公認競技場借用の申込内容の確認

・ 日時，借用器具，夜間照明使用可否，サブトラック借用有



64

無，  雨天練習場借用有無　等

・ 競技場備付用器具，会議室，控室　等

②　競技場との打合せ

・ 開場・閉場時間，送付物の送付先，持込物品の搬入方法　

等

③　競技会運営サポート業者等との打合せ

・ 用器具提供会社，情報機器提供会社，映像処理会社，広告

代理店　等

⑵　役員・補助員関係

①　競技役員の出欠状況確認，補充指示

・ 審判編成，審判員各人の経験・習熟度（場合によっては解

任し，別の者を指名する）

・ 主要役員間での事前連絡指示，部署別準備状況の確認

②　補助員の割振り確認，補充指示

③　大規模大会では「審判員必携」の作成指示，監修

④　服装

・ 大会個別の指定服がある場合は各役員への周知，配布指示

⑶　競技規則関係

①　大会要項の決定，プログラムの作成指示

・ 大会要項，出場資格，競技注意事項，申合せ事項の確認

・ 申込状況（種目，組数，人数）の確認

・ ラウンド，進出条件などの決定

・ 競技日程の決定

②　特に注意を要する事項の確認

・ 抗議対応

　手順の確認と場所の確保

・ ドーピング検査有無と準備状況

　 関係役員（NFR，DCO，シャペロンなど）の手配と検査

場所の確保

・ 国際大会の場合は国際ルールの確認，関係者との打合せ

⑷　競技運営関係

①　主催者との各種打合せ。特に主催者が陸協以外の場合は，主

催者の要望と競技運営の上での制約の調整が重要。
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②　大会で使用する通信機器準備，審判部署間の通信網整備

③　報道対応

・ TV中継がある場合は TV局との打合せ（放映時間，競技

時間の微調整必要時の対応，映像，PAの場内利用　等）

・ 報道関係者対応の準備（ビブス，ADカード，取材エリア， 

会見場所，作業部屋，待機場所，通信回線　等）

④　諸会議

・ 監督会議，審判主任者会議等の実施計画

　開催日時，場所，議題，決定事項の反映・伝達方法　等

⑤　PC使用の場合はデータ，PC不使用の場合は流し用紙の準

備

⑥　記録用紙関係の準備

　　　日本陸連ウェブサイト

　　　「日本陸上競技連盟が定めている記録用紙などの様式 」

　　　＊ https://www.jaaf.or.jp/about/resist/athleticclub/form/

⑦　各種計画書の作成・確認

・ 進行計画（進行表）

・ 式典表彰計画，プレゼンター一覧

・ 競技場整備用具搬入計画

・ 競技者係招集誘導計画表

・ 荒天，地震発生等緊急時対応計画　等

⑧　医療・治療体制の確認

・ 医師の手配

・ 救急措置時の手順（消防，病院，競技場からの搬出方法　等）

⑨　広告ボード，場内広告掲示物の設置場所確認

⑩　道路競走・駅伝での各ポイント設置状況確認，実施に際して

の道路使用許可，交通規制等について警察その他関係者との折

衝状況確認

⑸　庶務事項

①　物品，消耗品，賞品等の準備，管理

②　アスリートビブス準備，選手への配布方法

③　プログラム準備，関係者への配布方法

④　競技会関係者昼食・飲料準備
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⑤　来客・来賓，スポンサー対応検討

⑥　道路競走・駅伝での競技役員輸送方法，随行車輌配置，競技

役員間の連絡網整備，医師の手配，救急措置時の対応方法検討

3　競技会当日の任務と留意点

⑴　競技場施設・用器具の準備状況

　主催者，技術総務と分担して必要事項のチェック

⑵　競技役員の集合状態の確認，補充措置

⑶　抗議・上訴への対応

①　総務，抗議担当総務員，審判長，ジュリー，TICの役割分担

の確認

②　受付からの流れ，対応場所の確認

③　結果発表時間の確認

 抗議に備えて，公式記録発表時刻の記録を指示しておく

また，あらかじめ，基準時刻は何にするかを決めておく（ア

ナウンスか，大型映像表示か，掲示板への記録用紙の掲示か）

⑷　競技場内の規制・整理状況のチェック，マーシャルへの指示

①　事故防止の観点から，練習場も含めて事故予防対策の徹底

②　トラック競技，フィールド競技ならびに競合する個所の規制・

整理，特に投てき競技の危険防止対策の徹底

③　コーチ席の確保

⑸　掲示広告物のチェック

①　広告ボードの位置，内容，スタンドでの展示物等のチェック

②　広告および展示物に関する規程の違反物，競技運営の妨げに

なる物の移動，撤去指示 

⑹　審判長裁量（判断）事項への対応　

原則，判断自体は審判長だが，運営上，その内容を共有する必要

がある

①　競技時間・場所の決定・変更（再レースの時間設定等）

②　警告・除外

③　失格

④　競技規則にない事項の審判長裁定

⑤　混成競技の組み合わせ変更
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⑺　新記録誕生時

①　記録の保全（ゼロコントロールテスト写真，フィニッシュ判

定写真，投てき物の再検査指示 等）

②　記録申請に関する部署への連絡・指示

③　関係者のサイン徴求

④　記録原票の保管指示

⑻　ドーピング検査

①　実施方法，検査場所の確認

②　関係者への連絡

⑼　進行状況確認

①　競技進行（進行担当総務員），式典表彰（表彰担当総務員）

②　招集状況

③　遅れが出た場合の回復方法の検討・指示

④　道路競走・駅伝では審判長，関門役員，移動審判員

⑽　記録・情報処理員からの記録原票の受領保管，主催者に対する

記録申請指示

⑾　報道機関等への情報提供

①　記録，資料

②　記者会見等の設定

⑿　その他

①　競技の判定に時間を必要とし，状況を説明した方がよいと思

われるケースについての報道関係者，関係競技役員，チーム監

督，競技者，観客への説明。説明方法，説明者，説明内容検討

指示

②　競技会前に準備したその他事項の実施状況確認
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〈国内・主要審判関係イメージ〉

広告規程から見たユニフォーム

ユニフォームに表示される製造会社 /ロゴ，スポンサー名 /

ロゴや所属団体名 /ロゴは，「競技会における広告および展示物

に関する規程」の国内適用により，大きさなどが制限されてい

る。

製造会社名 /ロゴ，スポンサー名 /ロゴは上半身・下半身に，

それぞれ１か所ずつ入れることができる。大きさは，高さは5

㎝以内で，面積40㎠以内と規程されている。競技会会場で販

売されてる記念 Tシャツを競技エリアで着用する場合も例外

ではなく，この規程に違反している場合は，商標を隠すための

 

 

 

総務  

技術総務  

総務員  

JTO ﾏｰｼｬﾙ  

トラック  
審判長  

スタート  
審判長  

招集所  
審判長  

投てき
審判長

跳躍  
審判長  

混成競技  
審判長  

競技者係  出発係  監察員  

公式計測員  ｱﾅｳﾝｻｰ  

TIC 

ジュリー  

用器具係  
処理員

風力計測員  
役員係  

報道係  

跳躍審判員  投てき審判員 混成競技係  

写真判定員  ｽﾀｰﾀｰ  

周回記録員  

医務員  

表彰係  

競歩審判員  

JRWJ

記録・情報
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テープを貼るか，裏返しに着るなどの指示をすることになる。

この規程の中で製造会社ロゴとは「シンボル，デザインまた

はその他の図案化された表示，キャッチフレーズ，スローガン，

タグラインなど，製造会社，スポンサー，他のあらゆる会社，

または，そうした会社の製品名を表すもの」と規程されている。

その製造会社だけが使用している図案化された表示，キャッチ

フレーズ，スローガンもすべてその製造会社を表現するものと

してとらえられているので注意を払う必要がある。

また，所属団体名 /ロゴを上半身の前後，下半身の前にそれ

ぞれ表示することができる。高さは前が5㎝以内，後ろが4㎝

以内で長さに制限はない。

例外として，日本学生陸上競技連合，全国高等学校体育連盟，

日本中学校体育連盟に加盟している学校教育法第1条，第124

条および第134条に規程する学校の学校名／ロゴは上半身の前

後，下半身の前にそれぞれ1か所表示でき，大きさに制限はな

い。ユニフォームに限らず，競技エリアで着用するすべての衣

類，ソックスや眼鏡などの小物，持ち込むバッグにも商標の規

程がある。フィールド種目は，競技エリアに持ち込む荷物や競

技前の練習で着用する衣類にも適用されるので，競技者係だけ

でなく，該当種目の審判員も規程に反する同様の対処をしなく

てはならない。

一方で，ゴールデングランプリ陸上やロードレースやマラソ

ンのラベリング大会など，国内で開催されるWAの主催大会

では，WAの規程が適用される。

ユニフォームに表示できるスポンサー名 /ロゴの数や登録所

属名 /ロゴの大きさなど国内適用規程とは異なる部分があるの

で，注意すること。
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WA国際規程　国際大会用（ユニフォーム，その他の衣類すべて同様）

アスリートビブスについて（補足）

・最大の大きさは幅24cm×高さ16cmとする。

・競技者表示より上部表示の最大の高さは6cmとする。

・ 競技者表示より下部表示の最大の高さは4cmとする。大会

主催者によって事前に承認されていればスポンサー名または

大会が開催されている都市または地域を表示できる。

 

製造会社/ロゴ
・上下１つずつ
・場所は問わない
・40㎠，高さ5㎝

スポンサーB名/ロゴ
・上下１つずつ
・場所は問わない
・上下全く同一のもの
　でなければならない
・40㎠，高さ5㎝

スポンサーA名/ロゴ
・上下１つずつ
・場所は問わない
・上下全く同一のもの
　でなければならない
・40㎠，高さ5㎝

1234 
スポンサー

スポンサー2又は都市名等

スポンサーA
スポンサーB

スポンサーA
スポンサーB

製造会社

製造会社

1234 
スポンサー

スポンサー2又は都市名等
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JAAF国内規程　国内大会所属団体表示用
（ユニフォーム，その他の衣類すべて同様）

アスリートビブスについて（補足）

・最大の大きさは幅24cm×高さ16cmとする。

・競技者表示より上部表示の最大の高さは6cmとする。

・ 競技者表示より下部表示の最大の高さは4cmとする。大会

主催者によって事前に承認されていれば大会名，加盟団体名，

大会スポンサー名，大会が開催されている都市または地域の

いずれかを表示することができる。

例外として，日本学生陸上競技連合，全国高等学校体育連盟，

日本中学校体育連盟に加盟している学校教育法第1条，第124

条および第134条に規程する学校の学校名／ロゴは上半身の前

1234 
スポンサー

スポンサー2又は大会名等

スポンサー

スポンサー

所属団体

所属団体

所属団体
製造会社

製造会社

1234 
スポンサー

スポンサー2又は大会名等

製造会社/ロゴ
・上下１つずつ
・場所は問わない
・40㎠，高さ5㎝

所属団体名/ロゴ
・上衣は前後に1つずつ
・下衣は１つのみ
・上衣後ろは高さ4cm，他は5cm
　それぞれ長さは問わない

スポンサーA名/ロゴ
・上下１つずつ
・場所は問わない
・上下全く同一のもの
　でなければならない
・40㎠，高さ5㎝
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後，下半身の前にそれぞれ1か所表示でき，大きさに制限はな

い。

ロードレース・マラソンのラベリング大会はすべての競技

者が対象になるわけではないが，WAが定める規則（LABEL 

ROAD RACES REGULATIONS）が適用される。招待選手，

エリート選手等はWAの広告規程を遵守させなければならな

い。WAの広告規程では，高さ5cm，大きさ40㎠で2つまで

スポンサー名／ロゴなどが表示できる。対象となる競技者は，

これを遵守しなければならない。

WA広告規程を遵守しなければならない競技者を次の3つに

定める。

１　国内外の招待選手

２　エリート競技者

３　 有力競技者で，上位集団でレースを展開することが想定

される競技者

この規程を遵守するため，国際大会やマラソン・ロードレー

スのラベリング大会の場合には，最新版の「競技会における広

告および展示物に関する規程」などを確認すること。
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スタンドからの怪しげな撮影行為に対する対応

関係者以外の怪しげな撮影に対しては，以下のような対策が

考えられる。

１ ．そのような撮影を可能にする場所は「撮影禁止区域」とし，

張り紙などで周知する。

２ ．仮に怪しい人物がいた場合，マーシャル，総務員などが撮

影を遮るような位置で往復するなど，撮影が困難になる状況

を作り出す。

３ ．女子走高跳の着地場所はトラック側に設置し，直近のスタ

ンド側からは背面しか写せないようにする。

４ ．フィニッシュしたランナーの腰ナンバー標識回収の際，で

きるだけ迅速にランナーをスタンドから見えない場所に誘導

する。フィニッシュ後に倒れこんですぐに動けないような場

合は，補助員（女性が好ましい）の協力を得ながら，できる

だけ撮影を遮ることのできる位置取りをしてもらう。駅伝な

ど道路競技の場合は，救護場所を幕で囲うなど外から見えな

いようにする。

５ ．以下のような場所も可能性があるので，マーシャルや総務

員は注意が必要である。

①　走幅跳・三段跳の砂場の競技者と対面する延長線上

②　ハードルの正面

③　障害物競走の水濠付近

とはいえ，当然善意の撮影者の場合もあるので「熱心に撮影

されていますね。選手のご家族の方ですか（選手の学校関係者

の方ですか）？」などの声掛けも牽制効果がある。

それでも続く場合は，「昨今は疑われることがあるので」と説

明し，少し場所を移動してもらうなどの対応をお願いする。い

ずれにしても落ち着いて丁寧に対応することが肝要であり，家

族や競技関係者であればすぐに理解してくれるであろう。
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体調に異常をきたした競技者への対応

先ほどから呼吸が荒く，大量の汗をかいて走行（歩行）して

いた競技者が，ふらつき，コースを逸脱し始めた……。転倒し

た競技者がそのままうずくまり，動けない状態が続いている

……。

近くにいる競技役員の貴方はどのような行動をすべきであろ

うか？

TR6「助力」では，「主催者によって任命された医師は競技者

の生命・身体保護の観点から，競技の中止を命じることがで

き，審判員や公式の医療スタッフが声掛けをしたり，介護のた

めに身体に接触したり，競技者が立ち上がったり医療支援を受

けたりするための身体的な手助けをすることを助力とは見なさ

ない」としている。

「下手に声掛けや身体に接触してしまい，それが原因で競技

者が失格になったら……」と懸念する声もかつてはあったが，

何より競技者の生命・安全を保護する姿勢を第一に持ち，勇気

ある行動が望まれる。

競技場内で発生した場合，即座に審判長または医師の判断に

より，競技の中止が決定されるが，道路競技においては，必ず

しも審判長や医師がそばにいるとは限らない。そういった場合，

現場の審判員から審判長や医師に現況が報告され，対応の指示

を受けて措置できる体制作り，連絡網の整備が必要である。

また，大会要項や競技注意事項，監督会議等を通じ，緊急事

態発生の際には，審判長や医師の判断により，競技を中止させ

ることがある旨を周知徹底しておく必要がある。

何より道路競技における監察員の仕事は，観客の整理やコー

スの整備だけでなく，選手の観察も重要な任務になっているこ

とを認識して頂きたい。
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進行担当総務員

1　任務

進行担当総務員の任務は，CR15に記載されている総務の任務の

中から，競技会進行に関する部分について分担し，代行することで

ある。

競技日程に合わせたスムーズな運営が行われるよう，競技会進行

に関するあらゆる情報を収集し（集約させ），関係部署間での連絡

調整やトラブル発生時の対応を指示する等の役割を担う。

進行担当総務員の任務分担や人数は，競技会の規模や性格，競技

種目数，日程などを勘案して決める。特に大規模競技会においては，

一つの種目を行うのにも複数部署の多くの競技役員が関与すること

から，関連する部署間の連携を密接なものにするために，進行担当

総務員の配置が不可欠となる。

実際には，進行担当総務員の役割をさらに次のように分けること

が多い。

・総括担当（全体進行担当）

・トラック進行担当

 ・フィールド進行担当（跳躍担当，投てき担当）

・式典表彰担当

2　任務分担と留意点

無線やインカムなどの通信機器が備わり，関係部署へ瞬時に連絡

できる手段が確保されている場合には，各進行担当総務員は，なる

べく全体の流れが見渡せるスタンドの最上階に位置し，アナウン

サーと同席した方がよい。

 ⑴　 総括担当進行総務員の任務と留意点

①　競技会の準備段階において，イベントプレゼンテーションマ

ネージャー（EPM）の役割も一部担いながら，主としてプログ

ラムの円滑な進行という視点から総務に各種進言を行い，了承

と委任を受ける。

⒜　タイムテーブルの検証と調整
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・ フィールド競技，トラック競技，表彰式の同時刻の設定に

注意する

⒝　大型映像装置への映像・文字情報の表示方法とアナウンス

との連携について事前調整

・ アナウンスの方針，用語の統一，アナウンススクリプトの

作成

⒞　総括進行表の作成と決定

・ 総括進行表を作成し，総務の承認を得た上で，主要競技役

員へ配布

⒟　観衆・テレビ中継対応 

・ 大型映像装置（電光掲示板）にトラック競技の写真判定中

の結果やフィールド競技の途中経過を表示する場合には，

その運用方法などについて，関係部署と確認をしておく

・ 場内インタビューが行われる場合のカメラ位置や音声の調

整

・ テレビ中継が行われる場合，中継局ディレクターとの連絡

調整

②　競技中に発生しうるすべての事項について状況を把握し，総

務（担当総務員）と連携し，プログラムが順調に進行するよう

に各部署との連絡調整を行う。

⒜　競技役員，補助役員の配置状況

⒝　マーシャル，場内整理の状況

⒞　競技者係，招集所の状況

⒟　記録・情報処理員の作業状況

⒠　アナウンスならびにアナウンス方法

⒡　表彰方法，賞状・記念品の確認

⒢　医師，救急関係措置

⒣　報道関係との折衝，インタビューなど報道に関する措置

・ 報道係との連携

⒤　雨天，荒天対策

・ 用器具係との連携

・ 出発係，フィールド競技役員との連携（選手紹介方法の変

更など）
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⒥　広告商標違反者への措置

・競技者係，フィールド競技審判員との連携

⒦　イベントプレゼンテーション的要素に関する各技術者への

対応

・ファンファーレ，BGM使用時の音響担当との連携

・ 大型映像装置へのライブリザルト，リプレイ（VTR）表示

の映像担当との連携

⒧　システムトラブル（信号器，写真判定装置，光波計測器，

記録情報等）発生時の対応

⑵　トラック競技・フィールド競技担当進行総務員の任務と留意点

競技時間の進行状況，競技役員の配置・活動状況，参加競技者の

誘導ならびに練習状況，施設用器具の設置状況などを詳細にチェッ

クしてプログラムが順調に進行しているか，たえず細かい配慮をす

る。

また，進行計画表を作成・携帯し，トラック競技の場合は１組毎

の競技開始・終了・速報・記録発表時刻等を記録する。フィールド

競技の場合は，入場・練習開始・競技開始・競技終了時刻，各ラウ

ンドの所要時間，試技回数，記録発表時刻等を記録する。

トラック競技

①　トラック競技進行計画表の作成と進行結果の記録

⒜　競技日程が進行計画表通り進んでいるか

⒝　遅れている場合どのように回復させるか

②　招集，誘導状況

⒜　招集は予定通り完了し，予定通りの組数ずつ誘導されてい

るか

⒝　スタートライン付近に早く誘導された競技者が溜まってい

ないか

③　関係競技役員の連携状況

・ トラック審判長，競技者係，出発係，スターター，監察員， 

競歩審判員，周回記録員，写真判定員，風力計測員，用器

具係，アナウンサー，大型映像係等

⒜　スタート側の準備状況，スタートできる態勢か
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⒝　フィニッシュ側（写真判定員）の準備はできているか

⒞　出場競技者は誤りなく紹介されたか

⒟　通過タイムの発表，ブレイクラインマーカーの撤去，周回

表示，最終周回の鐘は正しく行われたか

④　競技終了後の関係競技役員の対応状況，特に記録の正確，迅

速な処理

⒜　決勝審判員，計時員の記録集計，写真判定員からの結果連

絡

⒝　記録の速報表示，アナウンス内容

⒞　正式結果の発表，発表時間，競技終了から発表までの所要

時間

フィールド競技

①　 フィールド競技進行計画表の作成と進行結果の記録

⒜　競技日程が進行計画表通り進んでいるか

⒝　遅れている場合どのようにして回復させるか

②　招集，誘導状況

⒜　招集は予定通り完了したか

⒝　誘導は予定通り行われているか

③　競技者の競技エリア入場と練習

⒜　競技役員の指示の下，安全・公平に練習が行われているか

⒝　競技開始時刻までに練習は終了するか

④　関係競技役員の連携状況

・ フィールド（跳躍・投てき）審判長，競技者係，跳躍審判員，

投てき審判員，用器具係，アナウンサー，大型映像係等

⒜　呼び出し係のタイミング

⒝　1回の試技の所要時間の測定，明瞭な判定，距離測定の手

際

⒞　走幅跳・三段跳では，風向風速の記録伝達

⒟　記録表示器の見やすさ

⒠　TOP8の選出と発表

⑤　競技進行途中の成績の表示方法

⒜　フィールド記録表示器
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⒝　フィールド順位表示器（TOP8板）

⑥　競技終了後の関係競技役員の対応状況，特に記録の正確，迅

速な処理

⒜　記録担当審判員による表記，記録・情報処理員によるデー

タ処理

⒝　アナウンス内容

⒞　正式結果の発表，発表時間，競技終了から発表までの所要

時間

⑶　式典表彰担当進行総務員の任務と留意点

式典表彰が計画通りに行われ，競技進行に支障をきたすことのな

いよう，勝者を称え厳かな表彰・式典となるよう，たえず細かい配

慮をする。特に競技者及びプレゼンターの氏名・所属・肩書等につ

いては，読み間違いがないよう，十分に注意する。担当総務員は，

事前に内容を確認したうえで，担当するアナウンサーと情報共有を

行う。

また，表彰進行計画表を作成，携帯し，競技開始，終了，結果発

表，表彰開始，表彰終了時刻等を記録する。

①　表彰計画の作成，表彰要領の共有

⒜　表彰実施予定時刻・所要時間

⒝　表彰方法

・表彰対象 （何位まで）　

・表彰の順序 （上位からか下位からか）

・渡すもの （賞状，メダル，優勝杯，花束等）

・入場方法 （控え場所から入場，表彰台，退場の導線）

・リレー （賞状等の授与は全員か代表者か）

⒞　表彰の流れ

・内容 （１種目の表彰のパターン，盛り込む内容，演出）

・アナウンス原稿（開・閉会式，式典） 

⒟　雨天時の表彰方法

・場所の設定

・観客を含む会場への対応，報道関係者への対応

②　表彰者（プレゼンター）リスト

⒜　氏名，肩書，読み方
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⒝　陸上競技経験者の場合のプロフィール

③　関係者の集合状況

⒜　表彰対象者（入賞者）への集合時間の告知方法

⒝　集合状況の確認

・入賞者

・表彰者（プレゼンター）

④　表彰の実施

⒜　タイミング

⒝　開始（入場）指示

⒞　（フォトセッション後の）退場指示

⑤　関係競技役員（関係者）の連携

⒜　各進行担当総務員 （競技進行状況，タイミングの確認）

⒝　表彰係（入退場誘導，表彰物準備，旗の掲揚等）

⒞　アナウンサー（紹介，アナウンス）

⒟　大型映像係（入賞者，記録，VTR，表彰映像の表示）

⒠　映像・音響技術者（コンテンツ，タイミング）

3　競技日程の遅延原因

一つの種目を実施するにも，多数の審判員がそれぞれの分担した

任務で行動するのが陸上競技会の特徴であり，競技会の円滑な運営

には，審判員相互の連携が必要である。一か所でも任務が滞れば全

体が遅延することとなり，競技者だけでなく，観衆にとっても集中

を欠いた盛り上がらない競技会となってしまう。

以下に，過去の事例から遅延等のトラブルの原因を例示する。

①　競技者の入場遅延（競技者係）

②　器具，施設の準備不十分。ライン引き直し，スターティング

ブロック，バトン，ハードルの置き違い等（技術総務，公式計

測員，用器具係，出発係）

③　競技役員の入場遅延・準備遅延

④　リレー種目での第２走者以降の準備不十分（出発係）

⑤　番組編成用紙，スタートリスト配布の遅延（記録・情報処理

員，競技者係）

⑥　競技者紹介の不十分（アナウンサー，大型映像係）
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⑦　スタート時の連絡不十分（スターター，決勝審判員，写真判

定員）

⑧　途中計時時間発表の拙劣（アナウンサー）

⑨　計時・順位判定の遅延（計時員，決勝審判員，写真判定員，

審判長）

⑩　速報発表の遅延（計時員，決勝審判員，写真判定員，アナウ

ンサー）

⑪　成績発表の遅延（計時員，決勝審判員，写真判定員，記録・

情報処理員，総務，審判長，アナウンサー）

⑫　雨天荒天による遅延（審判員の雨天服装，器具器材の防雨態

勢）

⑬　競技者に対する練習指示の不徹底（フィールド審判員）

⑭　競技時間，順序の指示不十分（フィールド審判員の呼び出し

担当）

⑮　開始合図の不徹底（フィールド審判員）

⑯　競技役員の判定，計測動作の緩慢。試技の開始合図を審判員

の準備完了ではなく，競技者に合わせる（フィールド審判員）

⑰　記録表示方法の不十分（フィールド審判員）

⑱　TOP8移行の遅延（フィールド審判員，アナウンサー）　　

⑲　競技日程作成時の考慮・検証不足（大会主催者）

⑳　システムトラブルへの対応遅延（スターター，写真判定員，

トランスポンダー係，科学計測員，記録・情報処理員等）
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競技開始

終　　了

６０分前

３０分前

１０分前

総　務 総　務　員

役員係・庶務係

マーシャル 風力計
　測員

トラック競技
審　判　員

フィールド
競技審判員

表彰係

表彰

ジュリー

抗議の裁定

番　組　編　成　員

記　録　員

医　師
（医務員）

競技者
役員
観衆への
応急処置

ドーピング
コントロール
テストへの
対応

競技の進行と総務系統競技役員間の連携

総務から委任さ
れた任務の遂行

・跳躍審判員

・投てき
　　　審判員

・計測員
　　（光波）

 ※職務内容は
 各項参照のこ
 と

・計時員

・決勝審判員

・写真判定員

・監察員

・周回記録員
・スターター
　リコーラー

・出発係

※職務内容は
各項目参照の
こと

・計測機
　器設置
　作動性
　点検確
　認

・準備完
　了

・風力計
　測表示

・風力計
　測記録
　表作成
・計測機
　機器撤
　収

・競技場内の
　統制，整理
・トラック・
　フィールド
　交差地点の
　整理
・カメラマン
　等の整理

・助力の監視

・退出競技者
　の誘導

競技記録の整理
成　績　発　表

・予選通過者の決定
・試技順の決定

用器具係

用器具撤収

成績表示

大型映像係

大型映像係

・競技者
　紹介

・新記録

練習場係

競技者係

アナウンサー

アナウンサー

成績発表

アナウンサー

表彰

・競技者点呼
　確認
・衣類，持ち物
　商標確認
・スパイク
　シューズ点検
・競技者誘導

・競技者紹介

・途中経過
　発表
（好記録，高さ
　が変わった
　ときなど）

・TOP8紹介
（順位の変動）

用器具係

用器具準
備
配置完了

技術総務

公式計測員
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３５分

マー
シャル

審判長

用器具係・担当審判員

アナウンサー大型映像係

ジュリー

番　組　編　成　員

トラック競技の進行と競技役員間の連携

３０分

２０分
２５分

５分

２分

０分

フィニッシュ

審判長

競 技 者 係

・競技者招集
　出場者確認・規程条件確認
・スタートリスト作成・配布

スタートリスト

競
技
者
誘
導

・
競
技
規
則
遵
守
の
監
視

・
技
術
的
問
題
の
処
置

・
場
内
の
整
理
と
統
合

大型映像係

・出場者紹介 ・出場者紹介

・途中経過の
　発表

・実況描写

出　発　係　

・競技者受け
　入れ
・組・レーン
　の確認
・スターティン
　グブロック
　のセット
・集合線に誘
　導
・出発準備完
　了合図
・不正スタート
　時の警告

スターター

・信号器準
　備，確認
・配置完了
・写真判定
　準備確認

・スタート合
　図
・不正スター
　ト呼び戻し

誤
作
動
時
の
連
絡

写真判定員

・準備完了
・判定装置
　動作確認

・着順・計時
　判定
・写真判定
　記録表作
　成
・1着速報タ
　イム表示

写真判定
記録用紙

計　時　員

・配置完了
・準備完了

・計時
（途中）

（フィニッシュ）
・計時記録
　表作成

計時記録
判定表

決勝審判員

・配置完了
・準備完了

・着順判定

・順位判定
　表作成

順位記録
判定表

監 察 員

・配置完了
・準備完了

・協議状況
　の監察
・違反時黄
　旗

・監察記録
　用紙作成

・配置完了
・準備完了

・周回記録

・周回記録
　表作成

監察記録
用紙

周回記録員

周回記録表

風力計測員

・配置完了
・準備完了

・風力計測

・風力記録
　表作成

種目別風力
記録表

・用器具撤収

・成績表示
・リプレイ表示 ・成績発表

記録・情報処理員

・競技成績整理まとめ

成績記録用紙

・次ラウンド通過者の決定
・次ラウンドの組合せ決定

番組編成表

裁定

アナウンサー

総　務
・総務から委任された任務の遂行
総務員（トラック競技進行担当） 技術総務

公式計測員
用器具係
・用器具準備・配置完了・引き渡し
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競技開始

終　　了

６０分前

３０分前

１０分前

風力計
　測員

フィールド競技の進行と競技役員間の連携

予選通過者の決定
試技順の決定

・総務から委任された任務の遂行
総務員（フィールド競技進行担当）

審　判　長

・競技場所
　の整備状
　況，用器
　具の配備
　状況の点
　検確認

・競技規則
　遵守の
　監督
・審判運営
　技術上の
　問題点の
　処置

・記録の点
　検，確認
　署名

マーシャル

・場内の整
　理と統合

・競技者の
　勝手な行
　動を抑止

・カメラマ
　ンの規制

・トラック
　とフィー
　ルドの交
　差地点の
　整理

・退出競技
　者の誘導

跳躍・投てき
審　判　員　

・用器具準備
　点検，確認
　競技者引継ぎ
　掌握

・諸注意伝達
・公式練習指示

助走マーク確認
（安全・平等・
　公平を確保）

・競技者呼び出
　し
・制限時間計測
・判定
・記録の入力，
　表示

・入賞者の誘導

計測員
（光波）

・配置完了確認
　計測機器設置
　鋼製巻き尺計
　測値との整合
　性確認
・電光記録表示
　器，コンピュー
　ターとの連結
　点検確認
・準備完了

・距離計測
　記録表示

・計測機
　器撤収

・配備完了
　確認
・計測機器
　設置作動
　性点検確
　認

・準備完了

・風力
　計測

・風力
　記録表
　作成

競技者係

・競技者点呼
　確認
・衣類，持ち物
　商標確認

・スパイク
　シューズ点検
　競技者誘導

大型映像係

・競技者
　紹介

・新記録

アナウンサー

・競技者紹介

・途中経過
　発表
（好記録，高さ
　が変わったと
　きなど）

・TOP8紹介
（順位の変動等
　状況の描写）

・成績発表

用器具係・担当審判員

用器具撤収

大型映像係

成績表示

記　録　員

・競技記録の整理
・成績発表

番組編成員

総　務
技術総務
公式計測員

用器具係
・用器具準備・引き渡し・配置完了
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総括進行表の例①　（第 94 回日本陸上競技選手権大会進行表）

OP8

OP

OP8

OP

　S：スタートリスト紹介，映：リプレイ，速：記録速報，R：結果報告，Eは掲示終了，数字は発表時間
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総括進行表の例②　（第 94 回日本陸上競技選手権大会進行表）

OP

OP

OP

OP

　S：スタートリスト紹介，映：リプレイ，速：記録速報，R：結果報告，Eは掲示終了，数字は発表時間
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フィールド競技進行表の例①　（第 94 回日本陸上競技選手権大会跳躍進行表）

フィールド競技進行表の例②　（第 94 回日本陸上競技選手権大会投てき進行表）
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MMM 有線 有線・無線 ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ PHS
1 2 3 4 5 6 7 8

1 総務統括 SS-8 1
2 技術総務 SS-8 1
3 ジュリー（上訴） SS-8
4 ﾄﾗｯｸ審判長 BR-5
5 跳躍審判長 1ch
6 投てき審判長 2ch
7 進行統括 BP-8
8 ﾄﾗｯｸ進行 SS-3 SS-5 SS-7
9 ﾌｨｰﾙﾄﾞ進行 SS-1 SS-2
10 表彰進行 SS-4
11 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 1・跳躍 BP-1

1ch12 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 2・跳躍 BP-1
13 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 3・跳躍 BP-1
14 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 4・投てき BP-2

2ch
15 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 5・投てき BP-2
16 写真判定 SS-5 BP-6
17 ｽﾀｰﾀｰ・ﾘｺｰﾗｰ BR-6
18 ｽﾀｰﾀｰ・ﾘｺｰﾗｰ BR-6
19 監察主任 SS-5 BP-6
20 監察 1 BR-5

3ch × 6
21 監察 2 BR-5
22 監察 3 BR-5
23 監察 4 BR-5
24 出発 1 BR-7
25 出発 2 BR-7
26 競技者 1（ﾄﾗｯｸ） BP-3
27 競技者 2（ﾌｨｰﾙﾄﾞ） BP-3
28 ﾏｰｼｬﾙ（場内指令） 4ch × 6 1
29 記録室 SS-5 SS-8
30 周回記録 BP-6
31 ミックスゾーン 1
32 用器具 1 BP-8

5ch × 3
33 用器具 2 BP-8
34 表彰 BP-4
35 ドーピング室
36 練習所 2
37 駐車場 1

インカム配置の例（東京国体）

使用数 残 合計
BP（ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｯｸ） 14 1 15
SS（ｽﾋﾟｰｶｰｽﾃｰｼｮﾝ） 13 2 15
BR（ﾌﾞﾚｽﾄ）・無線ｲﾝｶﾑ 9 7 16
PHS 7 0 7
トランシーバー 19



95

競
技
会
役
員

技術総務

1　任務

技術総務は，競技会ディレクターまたは総務の指揮の下で行動す

る。任務については，CR16に記載されている。

国際競技会では，技術総務の下に複数の担当者をおき，チームで

任務にあたっている。国内競技会では技術総務の任務の一部を公式

計測員（〔国内〕CR39）に任せている競技会もある。

⑴　トラック，助走路，サークル，円弧，角度，フィールド競技

の着地場所が競技規則に合致しているかを確認する。

⑵　用器具が競技規則に合致しているかを確認する。国内競技会

では，技術総務の担当者（以下，担当者）あるいは，公式計測

員が投てき用器具の確認を行い，技術総務が報告を受ける。

⑶　技術代表によって承認された競技会の技術的・組織的計画に

従って用器具が準備され，設置・撤収することを確認する。

⑷　競技場所の設備や用器具等が前述の計画に従っていることを

確認する。

⑸　TR32.2に従って，競技会に許可された個人の投てき物を検

査し，マークを付ける。国内競技会では担当者あるいは公式計

測員が行い，技術総務に報告をする（「公式計測員」参照）。国

際競技会では担当者が点検し，主催者が用意した投てき物リス

トに掲載されていないものであることも確認する。国内競技会

では技術総務が特に決めない限り，2個までの持ち込が認めら

れる。

⑹　〔国内〕CR39（公式計測員）に従って，競技会前に必要な証

明書を受け取る。国内競技会では公認競技場として，公認競技

会を開催し得る十分な精度のある適切な施設であることを確認

した報告を受ける。国際競技会はWA公認競技場で行われる

ので，その報告書を閲覧できるようにしておく。

⑺　技術総務の直接指揮下に，公式計測員（配置されている場合），

用器具係をおき，用器具係には各競技に必要な用器具を整備さ

せ，開始前に配置，終了後に撤収させる。
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⑻　投てき競技において，世界記録，エリア記録，日本記録，Ｕ

20・Ｕ18日本記録，室内日本記録，室内Ｕ20・Ｕ18日本記録

が達成された場合には担当者あるいは公式計測員が達成された

時に使用した投てき物の再検査を実施しなければならない。選

手がどの投てき物を使用したか，投てき審判員は記録をしてお

く必要がある。

⑼　マラソンコース，競歩コースが公認計測されたとおり正しく

整備されているか確認する。スタートライン，コース表示板，

㎞表示板，中間点，折り返し点標識，関門の器具・機材，競技

に支障となる個所のコーン等の位置，給水・給食の設置等を確

認する責任を負う。公式計測員が配置されている時には，連携

して行う。

2　競技会前の準備と留意点

⑴　使用される競技場が，公認競技会として開催されるのに十分

であるかどうか事前に調査をする。競技の実施が可能であるか

どうかを担当者あるいは公式計測員が確認する。もし，不都合

なものがあれば，競技場管理者と折衝して整備を依頼する。

⑵　競技場の機器，機材が使用可能な状態かどうか，用器具係に

調査検討させ，不十分なものについて競技場管理者に整備を依

頼する。

⑶　常備用器具については競技場管理者の了解を得て用器具係に

検査させ，使用可能なものとその他のものを区別する。また競

技会の規模に応じて，その使用個数を決定し，不足する場合に

は補充の計画をする。

⑷　競技実施種目および競技開始時刻が決定したら，競技場管理

者にできる限り早く連絡し，用器具の借用と諸準備を依頼する。

⑸　出場する競技者の記録から投てきの距離ラインを決定する。

⑹　用器具係から，プログラムに基づく運営進行表を提出させて，

競技の円滑な進行を図る。

⑺　主催者に許可された個人の投てき物の持ち込方法，返却方法

を総務，担当者あるいは公式計測員と決定する。TICを通すこ

とが多い。
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⑻　道路競技では，距離ポイントを確認すると共に使用する用具

の手配，確認をする。

3　競技開始前の準備と留意点

⑴　縁石，スタートライン，フィニッシュライン，テイクオーバー

ゾーン，助走路の状況，投てき場所の角度線，投てきの距離ラ

イン等を確認する。

⑵　跳躍審判長と協議し跳躍場所をあらかじめ決定する。

⑶　任命された競技役員に競技場の諸施設，用器具等の準備状況

を説明する。そのためには現地の報告に頼らず準備段階で実査・

確認しておくべきである。

⑷　用器具は，用器具係主任に引き渡す。

⑸　特に雨天時における準備態勢や危険防止の措置（ハンマー投

の防護ネット，危険エリアへの立ち入り禁止措置）などの用意

も必要である。走路，助走路の雨水除去方法も，用器具係を指

揮して措置する。

⑹　担当者あるいは公式計測員，用器具係から，それぞれの役割

分担について報告を受け，正しい状態で競技が実施できること

を確認し，その旨を各審判長と総務に連絡する。

⑺　道路競技では，競技開始前に技術総務車で出発して，競技に

支障となる個所のコーン等の位置，スタートライン，フィニッ

シュライン，折り返し点，中間点，5㎞毎のポイント，駅伝で

は中継線，給水・給食の設置等のポイントがマークされている

ことなどを確認する。

4　競技中，競技終了後の留意点

⑴　競技進行中は全体を監察し，たえず審判長や総務と連携を取

り合い競技の円滑な進行を図る。

⑵　競技実施場所を変更する場合は，審判長，総務，各総務員な

どと連携し対応する。ただし，風の強さや風向きの変化よる競

技実施場所を変更するのに十分な条件ではないことを認識して

おく必要がある。（TR25.20〔注意〕）

⑶　日本記録等が達成された場合の投てき物の検査を実施できる
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よう準備をする。

⑷　使用した競技場の機器，機材，用器具が正しく返却されてい

るか確認する。また，不具合や故障，破損などの報告を受け，

競技場管理者に報告し，対応を協議する。

5　パラ陸上の留意点

パラ陸上の競技規則はWAの競技規則に基づくが，パラ陸上独

特の競技についての競技規則はWPA（World Para Athletics）の競

技規則で定められている。以下のことに特に留意する。

⑴　WPA公認大会は国際競技規則を適用して行われる。

⑵　車いすの競技者のリレー競走ではテイクオーバーゾーンが

40mであり，テイクオーバーゾーンの入口のラインの設置が

必要である。（出口のラインは変わらない。）

⑶　視覚障害のクラス（T11および T12）レーンのすべてまたは

一部を走るトラック種目，車いすの競技者が含まれるリレー競

走については，それぞれの競技者に2レーンを割り当てるため

に，スタートラインの延長を行う。奇数レーン及びその右隣り

のレーンを割り当てて実施する。（例：第3レーンのスタート

ラインを第4レーンに延長する。競技者には2レーン分が割り

当てられる。）また，ユニバーサルリレーにおいても，それぞ

れの競技者に2レーンを割り当てるため，テイクオーバーゾー

ンのラインも延長する。

⑷　800m以上の車いす競走においては，最初の50mで競技者の

衝突が起きた場合にスターターが呼び戻しを行う場合があるの

で，スタートから50mのポイントを設置しておく必要がある。

⑸　車いす800m競走において，危険回避のために，ブレイクラ

インにコーンや角柱は置かない。その代わり，高さ1.5mの旗

をインフィールドとトラック外側に設置する。また，50mm×

50mmの色付きの平らなマーカーをブレイクラインに置くこ

とができる。

⑹　投てき種目ではパラ陸上独自の重さの設定がある。

⑺　すべての座位投てき（F31～34および F51～57の砲丸投・

円盤投・やり投・こん棒投）は直径2.135～2.50mの円形の中
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心角34.92度から投てきを行う。

⑻　視覚障害のクラス（Ｔ11およびＴ12）の走幅跳は，1.00m

×1.22mの長方形のパウダーゾーンが踏切エリアとなる。また，

砂場の幅は安全確保のため，幅3.5ｍが強く推奨されている。

3.5mの確保が不可能な場合は技術代表が追加的な安全措置を

要請できる。



100

ジュリー（Jury of Appeal:上訴審判員）

1　任務

ジュリーは TR8に規程された抗議について裁定し，また競技会

の進行中に生じた問題のうち，その決定を付託された事項について

裁定することを基本的な任務とする。その決定は最終的なものであ

る。しかしながら，新しい事実が提出され，それが規則に適合して

いれば，再審議してもよい。（TR8.9）

2　配置

全国的な競技会および国内の大規模な競技会では，通常3人また

は5人からなるジュリーを任命（主任1人を含む）する。国内競技

大会では，ジュリーの秘書は任命しない。

オリンピック，世界選手権大会などでは，大会の規程でWA評

議員が毎日5人～7人ずつ交代でつくことになっている。これにな

らって，本連盟が主催する国内大会では，主管団体選出のジュリー

に加えて陸連理事からも交代で選出され任務にあたることになって

いる。

裁定にあたって，上訴している者に関係するジュリーは任にあた

ることができないので予め代理を決めておくことが望ましい。

3　実施要領（抗議と上訴の手続きと裁定について）

①　競技者の参加資格に関する抗議の手続きと裁定

加盟団体（都道府県陸上競技協会）あるいは加入団体（クラブ，

学校，職域）の責任者より，文書をもって，競技会の開始前に

大会総務になされなければならない。

②　競技の結果または行為に関する質問・抗議の手続きと裁定

注） 国際競技大会では TR8.4,5が適用され，競技中に審判

長に対し，ただちに口頭で抗議することができる。日本

では〔国際〕扱いである。

⒜　担当総務員は，競技者又は代理人による質問・口頭による抗

議の受付時間やその内容を記録する。
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・ 正式発表後30分以内，国内では「同一日に次のラウンド

がある場合には15分以内まで受け付ける」というルール

を適用している。

⒝　審判長から判定理由等を当該者に伝える。

注） 黄旗などの措置があった場合は，その内容を事前に把握

しておくと迅速に対応できる。

⒞　当該者が審判長の裁定に納得できない場合，競技者又は代理

人，又はそのチームの責任ある代表者がさらにジュリーに「上

訴」することができる。この場合，審判長裁定後30分以内（同

一日に次のラウンドがある場合には15分以内）に，担当総務

員に「上訴申立書」を提出し，現金10,000円を預託する。担当

総務員は預託金預り証を発行する。担当総務員は審判長を経て，

ジュリーに回付する。

・ 担当総務員はそれまでの対応状況や説明を実施した時刻を

記録する。

・ 担当総務員からジュリーに状況を連絡する。

・ 抗議に部外者が介入すると，冷静な対応が阻害されるので，

関係者以外の入室ができない抗議者控室を必ず設置する。

・ 上訴申立書を提出した抗議者は，裁定を待つ間，抗議者控

室で待機する。

・ 上訴申立書のひな型は次ページおよび本連盟ＨＰを参照の

こと。

⒟　ジュリーは，申立書に基づき関係役員より事情聴取をおこな

い，必要に応じて録画されたビデオ，証拠物件や関係書類等を

確認し，ジュリーで協議して，裁定書を作成する。担当総務員

は裁定書の内容を抗議者に伝達する。

4　留意事項

①　競技中のジュリーの席は競技場全体が見通せるような高い場

所に設置すると共に，競技本部と連絡するための通信機器を準

備する。

②　抗議と上訴の手続きについては，競技注意事項に明記し，監

督会議などで説明しておくとよい。
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③　抗議者控室は，可能な限り個室を用意し，落ち着ける環境を

確保する。

④　抗議受付場所を TICとしている場合，抗議担当総務員は

TICに常駐することが望ましい。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

上訴に至るまでの各時間・受理者名記入
預託金預り証発行・申立書裁定文書コピー

上告が受け入れられた場合は預託金を返金
上告が却下された場合は預託金没収

ジュリー
申立内容の検討・協議・審判長からの事情聴取・
関係審判員からの事情聴取・ビデオチェック etc
を経て裁定し，結果とその理由を裁定書に記述

第1段階

第2段階

結果発表
☆競技成績正式発表時間の記録

☆抗議提出時間，審判長が裁定を申し渡した
　  時間の記録

連絡

連絡

連絡

総務

総務

ジュリー

つぎのラウンドがある場合は15分以内
決勝の場合30分以内

審判長裁定からつぎのラウンドがある場合は15分以内
決勝の場合30分以内

申し出後控え室で待機

堤出後控え室で待機

直接あるいは担当総務員を通じて

担当総務員

担当総務員

審判長　　　　　　　　　     審判長や
審判員からの事情聴取・監視ビデオ・
利用可能なビデオ等のチェック etc

抗議者が審判長の裁定を受け入れた場合は
ここで落着

 抗議者が審判長の裁定を不服として上告が行われた場合

裁定・理由説明（口頭）

 抗議者
上訴申立書記入・預託金

最終決定伝達（文書）

最終決定（文書）

抗議（口頭）

5　抗議提出から最終決定までの流れ
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6　上訴申立書と記入例
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JTOs（Japan Technical Officials）
日本陸連技術委員

WAでは，オリンピックや世界選手権などの主要競技会に於

いて，技術代表（Technical Delegates：TD）および国際技術委

員（International Technical Officials：ITOs）をおいている。この

ITOsは，可能な限り競技が進行する各種目にそれぞれ1人，ITO

主任によって指名され担当することになる。

2006年度から本連盟が主催・共催する競技会においては原則と

して JTOs（Japan Technical Officials）をおいている。この JTOsは

総務の直下に位置づけられ，ITOsに準じた任務を行う。

1　任務（ITOs： CR8）

〔国際〕1.　 技術代表は ITOsが任命されている競技会で，事前に

主催団体によって ITO主任が任命されていなければ，

ITOsの中から主任を任命しなければならない。ITO

主任は技術代表と協力して可能な限り実施される各種

目にそれぞれ１人の ITOを任命しなければならない。

ITOsは担当する各種目の審判長を務める。

2.　 クロスカントリー競走・道路競走・マウンテンレース・

トレイルランニングにおいて ITOsが指名されたら，

ITOsは主催者に必要な支援を行う。ITOsは自身に割り

当てられた競技種目実施中ずっと競技場所にいなくて

はならない。ITOsは競技がWA競技規則と競技注意事

項等ならびに技術代表の最終的決定に従って行われて

いることを確認する。ITOsは割り当てられた各種目の

審判長となる。ITOsに関する情報はWAのウェブサイ

トから入手可能な The International Technical Officials 

Guidelinesにより提供される。

〔国内〕　本連盟が主催する競技会には原則として JTOs（Japan 

Technical Officials）をおく。JTOsは総務の直下に位置づけられ

て，WAの ITOsに準じた任務を行う。
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JTOはその種目の審判長に必要な支援を行わなければならな

い。JTOは，自身に割り当てられた競技種目実施中ずっと競技

場所にいなくてはならない。JTOは競技が本連盟競技規則や競

技注意事項等ならびに総務の最終的決定に従って行われているこ

とを確認しなければならない。

問題が起こった時や意見を述べる必要があると感じる事実を見

つけた場合は，最初の行動としては審判長に注意を促し，必要に

応じて何をすべきかの助言をする。

〔国内〕　もし助言が受諾されず，このことが競技規則や競技注意事

項あるいは総務の最終決定に明らかに違反している時は JTOが

決定を下すことができる。それでも問題が解決しない場合は総務

に付託する。

〔国内〕　フィールド競技終了時には JTOも記録用紙にも署名しな

ければならない。

〔注意〕　JTOは，審判長が不在の時，当該審判員主任とやり取り

をする。

リレー競走（招待競技などではなく，正式プログラムとしての

競技）が行われる場合には，JTOは各テイクオーバーゾーンの監

察も行うこととしている。異常を監察した場合には各コーナー主

任を通じて黄旗を揚げて審判長に連絡するか，JTOの専用無線

を通じて審判長にビデオ記録を確認してもらうことがある。後者

の場合，違反が確認されれば黄旗が揚がることなく審判長により

失格の判定が下されることもある。

2　陣容

2020年末現在 46人が有資格者と登録され，JTOsとして本連盟

主催・共催大会，後援大会などで各種支援を行なっている。原則と

して Track and Fieldの競技会では，審判長の補佐であるため競技

運営委員会委員を Leaderとして含む複数名で構成している。さら

に複数日にわたって開催される競技会では，負担軽減のために走・

跳・投の各種目に複数名を配置できるようにしている。ロードレー

ス・駅伝の派遣は原則1名である。
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JRWJ（Japan Race Walking Judges）
日本陸連競歩審判員

1　IRWJと JRWJ

国際競歩審判員（IRWJ：International Race Walking Judges）は

WAが育成認証する競歩審判員資格で，WAレベル（レベルⅢ）と

Areaレベル（レベルⅡ）がある。WAレベルは，Areaレベルを取得

後1年以上経過したのち，WAが行う INTERNATIONAL RACE 

WALKING JUDGES EVALUATION SEMINAR（IRWJES）でWA

が定める基準に合格したものに与えられる資格である。Areaレベ

ルの資格はWAが定める基準に合格したNTO資格取得者が，本連

盟の推薦を受けて，RDC（Regional Development Centerで行われ

る IRWJESでWAが定める基準に合格したものに与えられる。WA

レベル，Areaレベル共に4年に一度更新試験が行われており，終身

資格ではない。定年は70歳である。

JRWJは本連盟が認証する資格で，本連盟の主催，共催競技会で

は必ず任命しなければならない（TR54.3.3〔国内〕）JRWJ育成セミ

ナー（JRWJ規程第3条）では IRWJESに準じて試験を行い，合格

者を JRWJとして認定しており，その判定技能は国際レベルである。

JRWJには上級資格として S級があり，RWJECS（Race Walking 

Judges Education and Certification System）と本連盟が定めた試験

に合格したものに与えられる（JRWJ制度施行細則第7条）。なお，

JRWJは全国各地でその判定技能や競歩競技の運営方法について普

及する役目も担っているので，競歩競技会ではこれらの JRWJを活

用していただきたい。

2　JRWJの競技会での任務

JRWJは，WAならびに本連盟が主催，共催，後援あるいは

所管する競技会において TR54に基づき競歩審判員の任務を行

う。JRWJは主管陸協の競技役員と共に協調して任務を遂行する。

（JRWJ規程第1条）



109

競
技
会
役
員

3　JRWJの派遣基準

本連盟が主催共催する競技会への JRWJの派遣は，開催される会

場の地域性を勘案して競技運営委員長が決定し，委嘱する。それ以

外の競技会への派遣は主催者が本連盟に派遣申請し，本連盟が審査

したうえで派遣を決定する（JRWJ制度施行細則第6条）。

4　S級　JRWJ

JRWJで，WAが行う RWJECSで LevelⅡまたは LevelⅢの資格

を得た者及び JRWJの有資格者で本連盟が行う試験で本連盟が定め

る基準に達した者に与えられる資格である。（JRWJ制度施行細則第

7条）

5　JRWJの報告義務

本連盟より競技会に派遣された JRWJは任務完了後，2週間以内

に報告書を本連盟に提出しなければならない。（JRWJ制度施行細則

第8条）
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テクニカルインフォメーション
センター（TIC）

テクニカルインフォメーションセンター（Technical Information 

Centre：TIC）は，主に大規模の国際競技大会（オリンピック，世

界選手権，ユニバーシアード，アジア大会，アジア選手権など）に

おいて設置される部署である。競技者，チームと LOC，大会主催

者，技術代表とのコミュニケーションをとる重要な役割を果たす。

競技会に対する要望なども受け付け，競技会を安全に適切に運営す

ることにも寄与している。

1　任務

TICは，競技会全体がWA規則に沿って円滑に運営されるよう

に，各選手団（監督，コーチ，選手）と競技役員（組織委員会，WA

技術代表等）の間に立って，必要な情報を関係者に提供することが

主な任務となる。

日本国内で開催される全国レベルの競技会（例えば，日本選手権

大会）では，TICは主催者と競技者のコミュニケーションの（受付）

窓口として，2010年の日本陸上競技選手権大会で初めて設置され

た。競技場内の「競技者案内所（TIC）」という名称で，「質問・抗議

の受付」「欠場届の受付」「持込競技用具の受付」「賞状（4～8位）の

配布」「遺失物管理」「記録証明書受付」「棒高跳ポール（送付・受付）

輸送の手配」などを業務として担当した。　

TICは，大会期間中のサポートもさることながら，業務内容を

整理し事前準備をしっかり行うことが業務を滞りなく遂行すること

につながる。とはいえ，特に大規模国際競技大会（世界選手権等）

のように TIC業務を総合的に経験する機会は極めて限られるため，

メンバーを早期に編成し，事前に準備に取り掛かることが肝要とな

る。

ここでは大規模国際大会での業務を想定して解説する。
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2　配置

一般的には選手村と競技場に配置される。選手村ではSID（スポー

ツインフォメーションデスク）と呼ばれ，選手団の入村から競技開

始までの様々な業務が行われる。競技場では TIC（テクニカルイン

フォメーションセンター）と呼ばれ，競技に関する多数の業務が行

われる。よって，人員の配置には配慮が必要である。

3　業務内容

両者の業務には多少の違いはあるが，主な業務内容は以下のとお

り。

⑴　入村前準備資料

事前に準備しておくべき主な資料：エントリーリスト（チーム

別，種目別），チーム別の選手村チェックイン・チェックアウト

予定表，最終の競技日程，各種申請書類等（3.（9）参照）。

⑵　入村手続き

入村時配布資料：テクニカルガイドブック（または，チームマ

ニュアル），監督会議質問票（監督会議前に TICにて受付，監督

会議で回答できるよう技術代表に渡す），最終確認書（チーム，

種目別），リレーオーダー用紙，上訴申立書，アスリートビブス，

監督会議入場用パス（通常は各国代表者1～2名），ピジョンボッ

クスの鍵（ピジョンボックスがないこともある）等，必要な書類

などを配布する。監督会議以降に入村するチーム（選手）もある

ので，配布漏れ・連絡漏れを防ぐため，各選手団の入国（入村），

帰国（退村）予定表をもとにチェックし（受領者のサインをもらっ

ておくとよい），代表者・アタッシェの連絡先も同時に把握して

おく。

⑶　監督会議（テクニカルミーティング）準備

会場内のレイアウトの確認（座席配置など），参加チームの

チェック，監督会議質問票回答の準備（通常は技術代表が準備し

会議の場で回答する），同時通訳者への情報提供等。

⑷　ユニフォーム撮影

競技会では撮影されたユニフォームだけが着用できる。入村時

に各選手団の競技会用ユニフォームを撮影し，保存用メモリー（あ
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るいはアルバム）に整理して技術代表，総務，表彰係，競技者係（招

集所）に配布，TICでも保管する。撮影については以下の点を考

慮する。

1　 撮影漏れを防ぐため，入村受付からユニフォーム撮影までの

導線の確保

2　撮影スペースの確保

3　 デジタルカメラ，パソコン，カラープリンター，保存用メモ

リー（アルバム），撮影用背景，ハンガー，留め具，商標サイ

ズ判定用定規など必要用具・備品の準備

4　ユニフォームの商標やチームロゴ等のチェック

5　 一度に多くのチームが入村しても対応できるよう，入村手続

係と密な連絡をとり，迅速な撮影を心がける。

6　 ユニフォームは全く同型のものでなくても，ランニングとレ

オタードなどで同じデザイン・配色でも可となることが多い。

複数種類でも可のことがあるので，必要に応じ技術代表と確

認をする。

⑸　最終確認（ファイナルコンファメーション）の受付

最終出場者を確定させるため，当該種目の全エントリー競技者

の最終確認書を受付，技術代表および番組編成担当業者に渡す。

監督会議時および競技前日の指定時刻までに提出させる。

競技期間中は選手村・競技場の SID，TICで受け付けるので，

受付完了分を確実に記録し，SID，TICで共有，必要に応じて欠

場届も確認の上，未提出の場合は連絡をし，提出を求める。

特に監督会議終了時の提出は混雑を極めるため，余裕のあるス

ペースと，受付からチェック済コピーを返却するまでのスムーズ

な手順を確保したい。

⑹　情報提供

例：スタートリスト，リザルト（それぞれ，男女などで色分け

することがある），デイリープログラム，招集時刻，開会式・閉

会式案内，練習場案内（開閉門時間等），チーム関係者・選手輸

送バス（選手村～競技場，選手村～練習会場）時刻表，気象情報，

総務や技術代表からの連絡事項および事務諸連絡まで必要な情報

を掲示すると同時に，各選手団のピジョンボックスに投函するか



113

競
技
会
役
員

メールで連絡する。配布物が多いため，帰国した国のピジョンボッ

クスを閉鎖する等の管理も必要。なお，最近はインターネットの

活用で配布物が少なくなる傾向にある。

⑺　抗議・上訴の受付・対応（主に競技場 TIC）

競技に関する質問，抗議，上訴を受け付ける。受付時刻と公式

記録発表時刻を確認・記録し，抗議・上訴として受付可能かを判

断する。と同時に，次の対応に備えて関係部署（総務，審判長，

技術代表，必要に応じて写真判定，ビデオルーム等。また，上訴

の場合はジュリーとも）と連絡を取る。たとえ口頭による簡単な

質問や抗議であっても，規則上は，抗議の際の記録は必須とはなっ

ていないものの，その内容を正確に記録しておく。

抗議受付の際は個別スペースを確保し，飲み物を準備する等で

きるだけ落ち着ける環境を整備し冷静に対応する。必要に応じ専

門の通訳者を付け，回答者にはできるだけ文書で正確に内容を伝

達する。ビデオ監察による判定を行っている場合は，証拠として

そのビデオを質問者や抗議者に見せることになっているので，必

要に応じてビデオ監察審判長とも連絡を取る。

上訴の場合は預託金を受領，預かり証を発行し，コピー，ある

いは半券を保管する。ジュリーからの回答は掲示する。

⑻　その他諸対応

上記以外に以下のような役割も担う。

１　各種視察等の受付

スタジアム視察，マラソン・競歩コース視察，Warm-up 

Meet，Starter’s practice等。

２　コーチ席の案内

フィールド種目にはコーチ席が準備されるので，その席へ案

内する。チケットが必要な場合，必要枚数を確認し，各チー

ムへ配布する。

３　リレーオーダー用紙の受付

受付時に，規則に則っているかを確認，チェックリストで管

理し，技術代表，記録・情報処理員に回す。

４　アスリートビブス紛失時の再発行

ブランクのアスリートビブス，プリンターまたは各数字の型・
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マジック（赤黒等），安全ピンをあらかじめ準備しておくと

よい。リレーの国名が略称の時もある。

５　 記録証明書申請 /ナショナルレコード申請時の必要書類発行

の受付

証明書類への署名，リザルト写し，フォトフィニッシュ等，

必要書類はその時々（国々）で異なるので，何が必要かを本

人またはチーム代表に確認する必要がある。また，ナショナ

ルレコードの場合はドーピング検査が必要な場合もある。関

係部署が多岐にわたる可能性があるので，整理の上，早めに

連絡をとり準備する。

６　有償ドーピング検査の付添者への連絡・対応

国により，ナショナルレコードにドーピング検査が必要なこ

とがある。その場合はDCO（Doping Control Officer）に連

絡の上，対応を確認する。費用を TICで受領することもあ

るので，その場合は，領収書発行なども担う。

７　各種パスの管理

混成控室，フィールド競技のコーチ席，ドーピング検査の付

き添い，練習場への入場，競歩ドリンクテーブルへの入場，

翌日表彰の場合の待機場所（例えば TIC等）への入場パス等

の管理と配布。パスごとに受付簿を作り，枚数制限がある場

合は重複がないよう管理する。

８　借り上げ投てき物の受理・返却

用器具倉庫で行うこともあるが，TICが受け持つこともあ

る。借り上げ用の書類を準備し，必ず写し（半券）を保管する。

実際の検査は技術総務が行い，合格の場合，附番した「合格

シール」を投てき物に貼り（あるいは，直に投てき物に記載），

どの投てき物が誰のものかを紐づけできるようにしておく。

不合格のこともあるので，その際の本人への連絡方法も確立

しておく。返却の際は，書類と半券を確認し，間違いのない

ように返却する。

９　 競技場持込禁止物品（スマートフォン，その他の通信機能を

備えた機器，CDプレーヤー等）の保管・返却

通常，持込禁止物品は招集所で預かり，競技場 TICで返却
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する。預かり品は封筒に入れるなど保管方法・場所を配慮の

上，預かる際には受領書の写し（あるいは半券）を保管し，

該当する選手に間違いなく返却する。

10　競技運営上の選手団要望書の取り次ぎ

関係部署と確認の上，回答を掲示する，あるいはピジョンボッ

クスに入れる。

11　 マラソン・競歩のスペシャルドリンク用容器の預かり，ラ

ベル配布等

総務とも確認の上，受付時間を設定し保管用ボックス，ラベ

ルの準備を行う。ラベルの記載，容器への貼付は，間違うと

問題となることがあるので，選手（代理人）に直接行っても

らう方がよい。

12　競技場や練習会場への競技者やポールの輸送手段の案内

13　参加証（diploma）や記録証の配布

 参加証は総務，記録証は記録・情報処理員など，関係部署と

すり合わせの上，TIC業務かどうかを事前に確認し，必要に

応じて担う。ただ，TICでは印刷は行わずあくまで配布窓口

業務に留める。

⑼　主な申請用紙の一覧

欠場届，リレーオーダー用紙，投てき物預かり証（＋半券），個

人持ち込み物預かり証（＋半券），抗議受付用紙，上訴申立書（＋上

訴預託金預かり証），記録証明申請書，監督会議質問票，一般質問票，

有償ドーピング依頼書（＋領収書）。

大会ロゴ入りで印刷できるとよい。

4　留意事項

⑴　内容が多岐にわたるため，競技規則に精通することはもちろん

のこと，ウォームアップからドーピング検査までの競技者の一連

の動きや，他部署との連絡体制など競技会運営全体の流れを把握

する。

⑵　業務に漏れが出ないよう業務計画表（業務別，日程別チェック

リストなど）を作成する。

⑶　日本陸連競技規則とWA競技規則の相違点（国際適用が基準）
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を理解し，大会要項なども熟知する。

⑷　情報に相違が起きないよう，競技場 TICと選手村 SIDとのホッ

トラインを確立し，常時情報を1か所に集約し連絡ミスを防ぐ。

⑸　各情報機器類（複合機，パソコンなど），および必要文具を整

備する。また，選手村 SIDと競技場 TIC，TICと総務など必要

部署とのやり取り等のための通信手段（トランシーバー，IP電話，

メール，インターネット環境など）や，チーム閲覧用の PCの確

保も必要。

⑹　各 TICに必要な言語の通訳者を確保する。また，通訳者は必

ずしも陸上競技に精通しているわけではないので，その点にも配

慮した運営が求められる。

⑺　各国チームとの緊急連絡などに備えて，チームアタッシェ（各

国チームに付く語学ボランティアなどの随行員）の具体的な仕事

内容やその活動時間，連絡先などを確認する。
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イベントプレゼンテーション
マネージャー（EPM）

1　イベントプレゼンテーションマネージャーの役割の具体例

イベントプレゼンテーションマネージャー（EPM）は，「見（魅）せ

る競技会」を実現するための広範囲かつ専門的な役割を担っている。

⑴　「イベントプレゼンテーション実施計画（以下 EPプラン）」の

策定

場内アナウンス，進行連携（放送，表彰，タイムテーブル管理），

大型映像装置，フィールドイベントボード，場内音楽，各種プロ

モーション，場内リスク管理等を織り込んだ「プレゼンテーショ

ン実施計画」（図表を含む）を作成し，主催者（組織代表，技術代

表）の承認を得る。

⑵　EPプランに基づく関係部署との連携確認と，事前打合せの実

施

EPプランに沿って関係各部署と連携についての確認を行ない，

それぞれの部署の準備状況について総務と協働して進捗管理を行

う。

⑶　競技進行についての準備

事前に分刻みの進行表を作成し，競技会で起こり得る事象につい

てあらかじめ検討し，解決策を準備する。

⑷　競技会開催中の役割

競技会における進行・演出に関し総務から判断を委任され，EP

プランと事前に策定した進行表に沿って競技会をコーディネート

する。

⑸　EPルームがスタンド高層に設置されている場合には，競技全

体や審判員の動きを観察し，トラブル発生時には早期に対応がで

きるように心がける。

2　観客が満足する競技会演出

競技場へ足を運び観戦している観客やテレビを通じて観戦している

人々が満足し，競技者がベストパフォーマンスを披露できる競技会



118

にするために特に留意するべき点は以下のとおりである。

⑴　「常に何かが起こっている空間」の演出

競技会ではトラック・フィールドで複数の種目が同時に進行する

が， 競技進行の状況によってはごく稀に「何も行われていない」

状況がある。その様な状況は事前に策定する進行表である程度予

測されるが，競技場で何も見るものがなく観客が沈黙している事

がないように，タイムテーブルを事前に調整し，各種イベントや

プロモーションを計画することが必要である。また，事前の予想

や計画に反してその様な状況になった場合には，臨機応変に対応

することが求められる。

⑵　観客にとって分かりやすい競技会の演出

多種目が同時に展開する競技会において，観客が注目すべき場面

は刻一刻と変化する。その様な状況下，「今，注目の種目は何か」

を的確に把握し，アナウンス等でガイドして注目させるという役

割が求められる。注目種目がフィールド競技の場合にはトラック

競技の進行を一時的に遅らせるという対応を選択してもよい。

⑶　テレビ中継との連携

テレビ中継が生放送で行われている場合には，中継局のディレク

ター等と連携し，中継が円滑に行えるように協働する。テレビ中

継を通じて競技を見ている人々へのサービスにも配慮する。中継

局とは事前に策定する進行表等であらかじめ打合せを行っておく

ことで，円滑な進行と連携が可能になる。

中継局側の意向を踏まえつつも，競技規則の順守，全体のコント

ロールは EPMが行うという役割分担の明確化が重要である。

3　日本国内での運用

現在 EPMは〔国際〕扱いとされ，本連盟が指定した競技会にのみ

任命される位置づけになっているが，実際はその任務の大部分を総

務員（進行担当）が従来業務に加えた形で行っている。

また，最近の大規模競技会では，大型映像装置等を活用したライブ

リザルト及び VTR再生（リプレイ）の表示や，音楽の効果的な活

用等を企画し，実施している。



119

競
技
会
役
員

4　イベントプレゼンテーション実施計画で検討される事項

⑴　イベントプレゼンテーションの基本方針

①　アナウンスの方針，トラック競技とフィールド競技のバランス

②　アナウンサーの役割区分とその分担内容

③　大型映像装置への具体的な表示内容と活用方法

④　音楽と音響効果

⑤　役員相互の連携と連絡手段・方法

⑵　選手紹介のプレゼンテーション

①　プレゼンテーションの原則

プレゼンテーションのタイミング・方法

競技開始時間の定義

（「On Your Marks」のコマンドか，ピストルを撃つタイミン

グか。旗上げのタイミングか，アナウンスの開始コメント時

か）

②　トラック種目のプレゼンテーション

短距離種目，長距離種目，リレー種目それぞれの出場者紹介

方法

ラウンド毎（予選，準決勝，決勝）の出場者紹介方法

③　フィールド種目のプレゼンテーション

出場者紹介方法（競技開始前に全員か，TOP8時か）

紹介時の選手の並び方

最近は，競技開始前に全員を一人ひとり映像・アナウンスで

紹介し（ワンバイワン），TOP8は大型映像装置に文字情報

を表示し，アナウンスすることが多い。

⑶　競技描写のプレゼンテーション

①　タイミング・方法

アナウンスのみか

大型映像装置を使用し，画像に合わせてアナウンスか

フィールドイベントボードに何を出すか

②　内容の濃淡づけ

トラック：予選か決勝か

フィールド：高さの競技か長さの競技か

前半3回の各ラウンド時か TOP8の試技か
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⑷　場内インタビュー

場内インタビューのタイミング，インタビューの実施場所，実施

種目，TV中継局や報道係との連携方法，表彰係との連携確認，

予定所要時間

⑸　表彰式

表彰式の実施内容（入賞者数，タイミング，表彰方法等），想定

所要時間，その他事項（プレゼンターの立ち位置，メダルプレゼ

ンターとフラワープレゼンターを分けるか等）

＊ 式典表彰マニュアルにて定められている場合はその内容も考

慮する

⑹　オープニングイベント・エンディングイベント

内容と所要時間の検討，アナウンス要領・原稿の監修，

ハイライトシーン映像（前日，当日，全期間）の手配，

スポンサー VTRの掲出　　等
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アナウンサー
1　任務

アナウンサーの任務は〔国内〕CR38に記載されているが，これら

に加えて，「見（魅）せる競技会」実現への重要な役割を担っている。

アナウンスのタイミングや言葉が選手や観客に大きな影響を与える

ということを自覚して，事前準備を行い，マイクに向かう必要があ

る。

　

2　アナウンスする上での留意点

競技会におけるアナウンサーは，選手や観客，競技役員へ伝えるべ

き情報を正確に伝えることが第一の任務であり，自身のパフォーマ

ンスのためにマイクに向かうわけではない。競技会を盛り上げるた

めアナウンサーに求められることは，個性の強い喋りや絶叫するこ

とではなく，公正かつ冷静な姿勢で，その場にいる誰もが知りたい

情報を的確に選び，タイムリーにコメントできる力量である。その

ためには，関係部署とスムーズに連携できるよう，事前の打合せを

行い，観客等にわかりやすく説明するためにも競技規則に精通し，

出場選手の戦績の下調べ等の準備が重要になる。

⑴　アナウンスする時は，まず全体をよく見て，トラック競技のス

タートやフィールド競技の試技に悪影響を及ぼさないように配慮

する。

⑵　成績発表は情報を入手したら，できるだけ早くわかりやすく発

表する（大型映像装置への表示を含む）。また抗議があった場合

に備え，発表時刻を記録する。

⑶　トラック競技の途中時間は，ポイント通過後，速やかにアナウ

ンスする。また，１着の速報をどのような要領でアナウンスす

るかについても関係者間で事前に決めておく（フィニッシュタイ

マーを用いる，ライブリザルトを活用する等，競技場設備により

異なる）。    

⑷　フィールド競技については，可能な限り一跳一投の描写ができ

るよう努める。そのためにフィールド競技審判員と連携して，記

録表示器を活用する，無線等で情報を伝えてもらう，競技場所で
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ワイヤレスマイクを用いてアナウンスする等の方法を検討する。

⑸　大型映像装置がある競技場では，文字や映像の表示に合わせて

アナウンスすることを心がける。

⑹　PCを使用する競技会では，モニターを見ながらアナウンスで

きるようにする。

⑺　日本陸連公式サイト＊掲載の「陸上競技アナウンサーのしおり」

「陸上競技のアナウンサー ～初めてマイクに向かう人に～」にア

ナウンサーとしての心構えや数字の読み方を含めた基本的な言い

回し，状況別のアナウンス方法，具体例等，実務についてまとめ

てあるので利用されたい。

＊日本陸上競技連盟公式サイト

　委員会情報＿競技運営委員会

　  https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/

3　場内の統制に関するアナウンス

⑴　競技開始前やウォームアップエリア開放時の注意（対競技者）

事故防止の注意喚起，使用レーンの制限，芝生への立ち入り制限

や禁止，投てき練習についての注意，練習時間等。

⑵　競技上の注意（対競技者）

時刻規正，招集時刻や招集場所，持ち込み投てき物の取り扱い，

不正スタートの取り扱い，トラック競技における予選通過条件や

フィールド競技の予選通過標準記録等。

⑶　全般的注意（対観客）

熱中症対策，盗難防止対策，貴重品管理，迷惑撮影禁止，不審者

警戒，応援マナー，場所取り禁止，緊急呼出（迷子）への対応，

火災や地震の災害時における避難誘導等。

尚，競技に関係すること以外のアナウンスは，総務に確認をして

から行う。

4　 選手紹介のアナウンス

選手紹介のアナウンスは，トラック競技とフィールド競技で異な

るが，事前にイベントプレゼンテーション実施計画（EPプラン）等

でその方法を明確化，統一化しておく。EPプランを作成しない競
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技会では，競技会開始前の打合せでアナウンサーをはじめとする関

係者が同じ目線で共通認識を持つ。

⑴　トラック競技

①　レーンバイレーン（個別紹介）か，欠場レーン・人数のみ紹

介か。

出発係からの準備完了の連絡は，紹介方法によりタイミング

が異なるので（「On You Marks」のコマンドまで個別紹介で概

ね1分前，人数のみなら15秒前），「予選は人数のみ」「準決勝・

決勝から個別紹介」等の打合せをしておく。

②　「種目紹介（見どころ）→レーンバイレーン→スタート」の一

連の流れを意識。

予選の場合は全組数と次ラウンドへの進出条件にとどめ，準決

勝・決勝から注目選手や予選の順位等を入れることが多い。そ

の場合，選手がトラックに姿を現し，流しをしている間にアナ

ウンスすると，観客の注目を集めやすい。状況にもよるが，決

勝では種目紹介を始めたら，他の種目のコメントを挟むことは

避けたい。

③　メリハリをつけた紹介。

最近ではビブスナンバーを言わないことが多い。また，選手紹

介は，予選では苗字だけ，準決勝・決勝からフルネームで紹介

等，メリハリをつけるとよい。

海外選手が出場する競技会やイベント性も重視した大会

（GGP，日本選手権等）では，「くん・さん」をつけないことが

多い。

④　長距離種目の場合でも，選手紹介はスタート前が原則。

人数が多く，スタート時間が遅れる場合はスタート後でもよい

が，出発係，関係部署とは事前に打ち合わせをしておく。

⑵　フィールド競技

①　ワンバイワン（個別紹介）か，欠場者・人数のみの紹介か。

予選は人数のみ，決勝はフルネームで紹介等，トラック競技と

同じやり方で行うことが多い。

選手をフィールドに並べて紹介する場合は，フィールド審判員

と要領を決めておく。競技場所に遠い方から試技順に並ばせ，
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紹介された選手から待機場所へ戻るというスタイルが多い。（い

ずれもビブスナンバーは省いてよい）

②　予選通過標準記録がある場合は，その記録を伝える。

予選で通過標準記録突破者が12名を越えなかった場合は，決

勝ラウンドに進出した +αの選手の記録も伝える。

③　種目紹介と選手紹介のタイミングを意識する。

選手が入場し，練習を始めてから競技開始まで時間がかかるた

め，「種目紹介（見どころ）→ワンバイワン→競技開始」の一連

の流れを作りにくい。練習がある程度進んだところで種目紹介

を入れておき，競技開始直前に選手紹介をしてもよい。あらか

じめ種目紹介をしておけば，席の移動が可能な競技会であれば

アナウンスを聞いて観客が競技場所近くに移動することもでき

る。

④　競技開始の「旗上げ」とアナウンスの同期をとってもよい。

競技開始のコメントが適時にできない場合は，アナウンスを待

つことなく競技開始時間に合わせて旗上げするよう，フィール

ド審判員に伝えておく。

5　競技の描写

トラック競技を優先しがちだが，「トラック競技の予選よりはフィー

ルド競技の決勝優先」「同じ決勝でも好記録挑戦時はフィールド競

技優先」等の考え方で意識統一する。

「トラック競技の合間にフィールド競技を入れる」のではなく

「フィールド競技の合間にトラック競技を挟み込む」といったイメー

ジで描写を入れると，フィールド競技をより際立たせることができ

る。

どの種目を選んでコメントするかは，進行総務員や EPMがいなけ

ればアナウンサーが判断しなくてはならない。主任や可能ならばそ

の時間に担当が外れているアナウンサーが進行役となり，どの種目

に注目してコメントするかを的確に選択したい。進行役を中心に連

携がスムーズにできるよう，自分の担当する種目だけでなく，同時

に行われている種目の進捗状況を把握する必要がある。自分の担当

種目の状況など声を掛け合いながら進めていくとよい。
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⑴　トラック競技

①　見ればわかることをあえてコメントする必要はない。

例： 「100m競走がスタートしました」「接戦です！」「バトン

は第2走者に渡りました」　「最終コーナーを回り最後の

直線です」　

②　短距離種目ではコメントを入れず，「見せる」ことに徹しても

よい。

決勝レースでは，声援でかき消されることが多い。沈黙がレー

スを引き立てることもある。

③　中長距離種目では，途中の通過タイムからフィニッシュタイ

ムを予想，大会記録等の更新可能性がある場合は強調する。

④　スタートのやり直しについての説明

スタートやり直しの理由に番号をつけて箇条書きにした一覧表

を作り，アナウンサーと出発係がそれを持ち，やり直しの理由

を（無線等を利用して）番号で伝達すると時間短縮になる。

出発係が当該選手にカードの提示をした後にアナウンスする。

カードの提示より早くアナウンスしない。（一覧表に記載する

コメント例は『アナウンサーのしおり』の「不正スタート・スター

トのやり直し」を参照）

スタートやり直しの都度，同じ説明をくりかえすとくどくなる

ので，最初の2～3回は理由の説明を行い，それ以降は不正ス

タートの場合を除き，「スタートのやり直し」であることを簡単

にコメントする。

⑤　「スタートから1着速報まで」，一連の流れで話すことを意識

する。

⑵　フィールド競技

① トラック競技の進行状況にも留意し，可能な限り試技毎に描

写を入れる。「助走を始めようとしている」「投げる動作に入っ

ている」等のタイミングで話し始めると選手の集中力を逸らせ

てしまう場合があることを考慮しながら，適切なタイミングで

のアナウンスを心がける。

②　記録に応じて日本新，大会新，歴代○位，自己ベスト，シー

ズンベスト等のコメントを随時挿入する。
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③　当該選手のそれまでに出した記録だけではなく現在の順位，

トップや上位との記録の差等もあわせてコメントする。

④　可能であれば大型映像装置に，各ラウンド終了時点でのライ

ブリザルトを表示してもらい，上位選手の紹介をする。TOP8

選出前ならその時点での8位の記録（選手名は不要）を言うと，

選手全員に対しても必要な情報提供となる。

⑤　試技順変更の理由がパスなのか他種目への出場か，必要に応

じて説明する。

⑥　TOP8の記録と4回目以降の試技順については，すぐに確認

し，可能な限り4回目の試技に入る前に発表する。PCを使用

する競技会では，3回目終了時点で大型映像装置に TOP8を表

示することで，正式発表とすることもある。

⑦　同記録でも順位に差がつくこと（２番目の記録，無効試技数），

高さを競う種目での試技時間や，ジャンプオフのやり方等の競

技規則を理解しておく。必要に応じてルールの説明をする。

⑧　複数のフィールド競技が同時に進行している時には，担当者

間で優先順位を決めておく。6回目の試技，大会記録への挑戦

等，佳境に入ってきた種目を重点的にアナウンスする。

観客の立場からすると，「走高跳は○○」「走幅跳は△△」「やり

投げは□□」のように複数種目を間髪入れずに紹介することは，

かえって興味を削がれることになるので避ける（どの種目に注

目したらよいか判らなくなり，混乱する）。

フィールド競技を続けて取り上げる際には，「A種目の状況（描

写）＋続く3名程度の選手の紹介」「B種目の状況（描写）＋続

く3名程度の選手の紹介」をパッケージ化する。トラック競技

（短距離）の組を挟んで「トラック1組→フィールド A→トラッ

ク2組→フィールド B」のように描写のパターンを作るとよい。

⑨　競技終了を伝えるときは，できるだけ1位の選手と記録を合

わせて発表する。「旗下ろし」とアナウンスの同期をとってもよ

いが，「旗上げ」同様，アナウンスのために待たせる必要はない。

6　結果発表（リザルト）

⑴　何着（位・等）まで発表するか，フルネームか，苗字のみかを
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統一する。

大型映像装置がない競技場や使用しない競技会では，プログラム

に記入することを前提として，レーンナンバー・試技順等を伝え

るとよい。

⑵　トラック競技では，ライブリザルト→リプレイ（VTR）→結果

確定まで一連の流れで行うことを意識したいが，判定に時間がか

り，タイムテーブルが過密な場合は，この限りではない。アナウ

ンサーの人員不足や過密スケジュールの場合は，結果発表は掲示

をもって行う（個別読み上げしない）ことも選択肢のひとつであ

る。

⑶　日本新，大会新，可能であれば歴代○位，自己ベスト，シーズ

ンベスト等のコメントを入れる。そのためには最新の日本記録等

の情報収集が必要となる。

⑷　次の項目は，結果発表に説明を加える必要があり，競技規則の

理解が不可欠となる。

・同着（位）の場合，同タイム着差ありの場合

・DQ，DNS，DNF等の略号の意味や，失格の理由について

・トラック種目で，時間で次ラウンド進出者がある場合

・トラック種目で，着順で次ラウンドに進む枠で同着が出た場合

・フィールド種目で予選通過標準記録突破者が12名を満たさず

＋αがある場合　等。

なお，抗議への対応のため，結果発表時刻は補助員等に進行表や

プログラムに記入させるとよい。システムや大型映像装置を使用

する場合は，当該部署に時刻の記録を依頼してもよい。

また，大規模大会では決勝の「フィニッシュ（優勝決定）→優勝者・

記録発表→花束贈呈・フラッシュインタビュー→正式結果発表」

まで一連の流れで行うことがある。

7　表彰アナウンス

表彰係と表彰方法についての打合せをし，要領を決めておく。

⑴　各種目の表彰予定時刻を設定しておく。

⑵　表彰実施のタイミングをよく考える。競技進行の妨げにならず，

また，表彰対象者を長時間待たせないようにする。
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競技日程や競技の進行状況にもよるが，トラック競技がスタート

前の準備段階であればスタート前に，長距離種目が行われている

場合には1000m毎のラップタイムをアナウンスした直後に表彰

を行うことが多い。出発係，大型映像係，表彰係の各部署と無線

等で連絡を取りながら，競技進行に支障が出ないように，また表

彰関係者の入場タイミングがずれないようにする。

⑶　表彰は成績発表後に行なわなければならない。抗議があること

を想定し，原則として成績発表後30分空ける。

⑷　表彰方法を確認する。

・何位まで表彰するのか，順序は1位からか，3位からか　

・プレゼンターの立ち位置・導線，賞状は読むのか，渡すだけか

・何を渡すのか（賞状，メダル，選手権賞，花束，副賞等）

・所要時間はどの位か

・リレーは，賞状，メダル等をどのように渡すか（全員か代表者か）

⑸　表彰係とアナウンサー間の連絡方法，表彰開始の指示方法を決

めておく。

⑹　演出効果を高めるためにファンファーレや音楽（BGM）を使

用することが多い。

⑺　決勝結果が紙（記録用紙）で配布される場合は別に整理してお

く。PC利用の場合は，画面を確認しておく。

⑻　入賞者の氏名，所属の読み方，表彰者の氏名，役職，優勝杯等

の寄贈者名等をあらかじめ確認しておく。表彰係や主催者に必要

事項を記入した表彰カードや表彰者一覧を作成してもらう。

⑼　過去に何回優勝したか，他の種目とあわせての制覇か等につい

ても事前に調べ，適宜挿入する。特に日本記録や大会記録等が出

た種目では，勝者を讃え表彰を盛り上げるよう工夫する。

9　他の部署との連携

⑴　競技者係，記録・情報処理員

PCを使用し，ロールコールの状況，スタートリスト，フィール

ド競技の途中経過・成績，トラック競技の成績を入手し，必要事

項をアナウンスする。

タイムリーな情報提供のためにも，印刷や書き写しをせず（書き
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損じの可能性もあり）モニターを見ながらアナウンスすることが

望ましい。

⑵　出発係

無線等を使用し，次レースの出場人数，準備完了の合図を受けて

から紹介アナウンスを行う。

PCを使用しない競技会では選手名や所属名等で難読なものがあ

れば，出発係に選手へ確認を依頼することもできる。

スタートやり直しの時は，その理由をできるだけ早く連絡しても

らい，短いコメントでスタートに備える。

長距離走の選手紹介タイミング（原則はスタート前だが，状況に

よってはスタート後の場合もあり）について，連絡を取りながら

調整する。

トラック競技のスタートとフィールド競技の試技が重なる際に

は，進行状況を予想し，フィールド競技を優先させる場合には事

前にその旨を伝え，スタートラインへの整列タイミングを遅らせ

るよう依頼する。

⑶　大型映像係

選手紹介，結果発表等，アナウンスと同じ内容が同タイミングで

表示されるのが原則。

EPMや進行担当総務員が配置されていれば，その指示に従うが，

配置されていない場合には，アナウンサーがスクリーンに表示す

る内容やタイミングの調整を行う。

⑷　表彰係

表彰係とアナウンサーが離れている場合，無線等で連絡を取りな

がら，準備状況，表彰者の確認，入場タイミング等を詳細に確認

しながら行う。「次の1000mのラップを言ったら入場してくださ

い」等，具体的な指示がわかりやすい。

⑸　進行担当総務員

競技の展開に応じ，次に何を紹介，発表すべきかを瞬時に判断し

て指示する必要があるので，アナウンサーと同室の配置が望まし

い。進行担当総務員には様々な情報が入るので，アナウンサーは

その指示を受けながら場内への説明等，迅速に対応する。

⑹　EP（イベントプレゼンテーション）チーム
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大規模競技会では，より「見（魅）せる競技会」を意識し，演出効

果を意識した取り組みがなされている。

EPMは，進行担当総務員的任務に加えて，各種演出もコントロー

ルする。EPチームは，EPMを中心にアナウンサー，音響担当・

場内映像の専門家等で編成される。

国際ルールではアナウンサーは審判員の位置づけにはなく，審判

員資格のない専門のアナウンサーがマイクに向かうことを認めて

いる。国内の大規模大会でも，アナウンサーをはじめ各種専門家

が入って，EPMや進行担当総務員の指示を受けながら協働する

ことが多い。その場合，審判員のアナウンサーも EPチームの一

員として加わり，競技会運営の重要な役割を担うことになる。

10　アナウンサー間の連携

少人数で一つの競技会を担当する場合，時間交代で競技を担当し，

日程通りに進行させるのが精一杯というケースが多い。

一方で，大人数の編成となる競技会では，役割分担も複雑化し，ア

ナウンサー間のスムーズな連携が不可欠となる。

進行担当総務員や EPMがいなければ，アナウンサーがどの種目を

選んでコメントするかを判断する。アナウンサー主任や可能ならば

その時間に担当が外れているアナウンサーが進行役となる。そのた

めには自分の担当する種目だけでなく，同時に行われている種目の

進捗状況を把握する必要がある。「間もなく3回目の試技が終わる」

「バーが上がり，残り二人となった」等自分の担当種目の状況を伝

え合いながら進めていくとよい。

どのような場面で，何を優先させるかの判断はマニュアル化できる

ものではなく，臨機応変に判断しなくてはならない。優先順位につ

いての基本的な考え方やよくある事例については，関係者で意思統

一を図っておくことが必要である。

また，休憩時にはアナウンス席から離れて，スタンドや競技区域レ

ベルで他のメンバーのアナウンスを聞き，観客や選手の位置でどの

ように聞こえるのか（内容，速さ，タイミング等）を評価，フィー

ドバックすることで，メンバー全体で共通認識を持つことも必要に

なる。
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アナウンスで盛り上げる

好記録に沸くスタンド。その主役は競技者であることは間違

いない。しかし観客に正確な情報を伝え共に喜ぶことを通じて

アナウンサーも重要な役割を担っている。

陸上競技の記録，順位はすべて「数字」で示されるが，時と

してその重要な情報である「正確な数字」がアナウンサーに速

やかに届かないということが起こる。

一斉にスタートするトラック競技と異なり，フィールド競技

では全競技者が試技を終えるまで順位が決まらないため，競技

途中の正確な記録が重要な情報となる。

フィールド競技の記録表示には記録表示器や「TOP8板」な

どが使用されることが多い。これら記録表示器の前に審判員や

補助員，報道関係者などが立って数字が読み難くなることや，

表示器の廻し方が早すぎて読みとれないということもよくあ

る。また砲丸投などでは競技の展開が速く記録の表示，次の投

てき者のナンバー表示が追いつかないことがおこりやすい。接

戦の描写で競技者を奮い立たせようと思っていても，タイミン

グがずれてしまっては効果がない。競技者本人もアナウンスを

期待し，観客の声援を望んでいるのであればなおのことである。

「長さを競う競技」と「高さを競う競技」ではアナウンスすべ

きポイントが異なるが，アナウンスの内容やタイミングによっ

て，競技の良いリズムを作ることは可能である。

また，一選手の「開始の合図（試技時間のカウントダウン開始）

～試技～判定～記録表示」がひとつのパッケージであると考え，

フィールド審判員に「記録表示を確認した上で，次の試技の合

図を出す」よう依頼することも必要になる。

さらには，アナウンサー自身がマイクから離れた場所（アナ

ウンス席ではなく，スタンドやピット等）で他のアナウンサー

のコメントを聞き，競技者や観客にどのように聞こえているか，

聞き手側はどんな情報を欲しているか，話す内容やタイミング

を工夫する余地はないか，他の審判部署と連携がうまくいって

いるか等を客観的に捉えることも必要なことである。
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ライブリザルト

陸上競技の面白さに，誰が勝ったのか？という「勝負」と，

その記録はどうだったのか？という「記録」の二本柱が挙げら

れる。いかに早く，正確に情報を伝えることができるかは，「魅

せる」競技会を運営する上で重要な課題である。

最近では地域選手権規模の競技会でも，大型映像装置を用い

てライブリザルトを速報として伝えることが一般化してきた。

レース結果を迅速に伝えるために，写真判定中の途中経過を

表示しているものだが，使用機器の性能向上や関係者の技術向

上もあり，黄旗が挙った場合を除けば，ライブリザルトと正式

結果がほぼ一致するようになっている。

ライブリザルトに合わせてアナウンスする場合は，まず「判

定中の記録である」ことの断りを入れ，ラウンドに応じた必要

な順位までを発表し，表示が「確定」または「Official」に変わっ

たところで結果が確定したことを伝える。

黄旗が挙った場合には，その旨を伝え，ライブリザルトでの

発表は行わない。フィニッシュタイマーでの1着の速報記録の

みを発表し，正式結果が確定した段階で他の順位も含めた結果

を発表する。

フィールド競技でもパソコンを使用し一跳一投のデータ入力

が行われる場合には，途中経過をスクリーンに表示させ，アナ

ウンスすることも可能である。長さを競う競技であれば，「現

在の上位8名の競技者とその記録」「TOP8の試技順とそれまで

の記録」「試技毎での記録・順位の変化」等を示すことができ，

アナウンスしなくてもスクリーンに表示しておくだけで，ピッ

トから離れた場所にいる観客にも興味を持たせ，当該競技へ関

心を持たせることができる。

また，最近では競技者も観客も記録発表の迅速性や途中経過

の情報提供に対する期待は極めて高く，写真判定員やフィール

ド審判員の正確な判定が大前提ではあるが，イベントプレゼン

テーションの観点からもスピード感のある対応が課題となって

いる。
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ライブリザルトを導入する大会では，事前に審判長や写真判

定員，フィールド競技審判員，記録・情報処理員等の関係者と

打ち合わせを行い，各部署の協力を得ながら「正確・迅速・効

果的」なライブリザルトの活用ができるよう，共通意識を持つ

ことが必要である。

スタート時の警告内容説明アナウンス

スタート時，何らかの理由によりスタートをやり直す際に，

出発係が競技者に対してカードを示すが，観客や関係者にも

「今，何が起こったのか」をアナウンスすることで，競技への関

心を高め，審判行為に対する信頼性を得られる。

状況説明を的確に行なう為には，スタートチーム（出発係を

含む）とアナウンサー間で，短時間で正確に状況共有する態勢

をつくることが必要となる。「出発係からアナウンサーへの連絡

内容」「アナウンサーのコメント内容」についてパターン化し，

符号表カードを双方で持つ例を挙げる。

＜出発係＞例
カード アナウンサーへの連絡内容
赤黒 「（　　　）レーン不正スタートで失格です」

グリーン

「（①・②・③・④）番です」
①機械の不調（ピストル，スピーカー，写判）
② スタート合図前に周囲の静粛が保たれなかった（声
援，手拍子）

③ スタート合図前に体が静止しなかった（腰のふらつ
き，ピクッを含む）

④スタートの態勢に入るのが遅かった
黄黒（混成）「（　　　）レーン不正スタート1回目」



134

＜アナウンサー＞例
カード コメント
赤黒 （　　　）レーンが不正スタートと判定されました。

グリーン
ただいまのは不正スタートではありません
①機械の不調でスタートをやり直します
②③④スタートをやり直します

黄黒 （　　　）レーンが不正スタートです。
このあとの不正スタートはすべて失格となります。

競技会開始直後は，上記のようなコメントでもよいが，度重

なると耳障りとなり，場合によってはスタートまでの間が空き

すぎてしまい競技者の集中に支障をきたすこともある。不正ス

タート・機械の不調以外は，状況に応じてコメントなしでも構

わない。その場合は，スタートチームにその旨を伝えておく。

なお，アナウンスのタイミングは，出発係が対象となる選手

（行為）に対してカードを示すタイミングに合わせて行うこと

に注意する。また，出発係は選手だけでなく観客にもわかるよ

うにカードを示す。

ポストイベント（PE）とは？　ミックスゾーンとは？

Ⅰ　ポストイベント（PE）とは？

記録会以外はトラック＆フィールド競技会，ロード競技とも

表彰式がある。全国レベルの競技会や世界選手権・オリンピッ

ク等では入賞者は更衣もままならないほどにインタビューや記

者会見，ドーピング検査等が待っている。これら競技終了から

表彰（セレモニー）を終え競技場から退出するまでの一連の競

技者に科せられる対応を総称してポストイベントという。

ポストイベントコントロール（PEC）

①「国内全国レベル競技会」

競技を終えミックスゾーンまで誘導された競技者が競技場を

退場するまでのすべての範囲での案内・誘導を指す。競技を終

えた直後のフラッシュインタビューと更衣・退場，入賞者のイ

ンタビュー室や表彰控室への案内・誘導等，一連の競技者対応
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すべてを意味する。途中にドーピング等の指名が行われること

もある。

主に係わる役員：ミックスゾーン係，入賞者管理係，報道係

②「世界選手権 /オリンピック」

ミックスゾーンの先に設置された部屋〔ポストイベン

トコントロールルーム（PECR）〕から記者会見場（PRESS  

 CONFERENCE ROOM）や表彰〔セレモニー〕控室までの入

賞者管理を指す。途中ドーピング等の指名や対応が求められる

ことが必然である。ミックスゾーン内の競技者コントロールは

別スタッフが担当する。

主に係わる競技会役員：PECR係　

Ⅱ　ミックスゾーン（Mixed Zone）とは？

同じミックスゾーンという呼称も全国レベル競技会〔国内〕は

広義に，世界選手権・オリンピックなど〔国際〕では狭義で，メディ

アが競技者にフラッシュなインタビュー・取材を行うエリア（限

定的）を指す。

① 〔国内〕全国レベル競技会ではフィニッシュ先のゲート付近に

設けられる。ここには400m競走出場の競技者などの待機所

も併設され，出発を待つ競技者と，競技が終わった競技者及

びその競技者の声を拾いたい記者が混在する場となっている

ため，これらをまとめてミックスゾーンと呼んでいる。出発

競技者のエリア，更衣エリアまでの動線（一部取材エリア），

更衣エリア（入賞者待機所），インタビュー室で構成される。

 また，ここは主催者が報道員に取材の機会を保障する場所で

もある。競技を終えたすべての競技者が競技場から退場する

までの動線上に取材活動を可能にする一定のスペースの確保

が必要でありインタビュー室も含め機能的なつくりが求めら

れる。

② 〔国際〕国際競技会でのミックスゾーンは TV・記者等の報道

員が競技を終えた競技者に対しフラッシュなインタビューを

行う場だけを指し，報道員カテゴリー別に３つのエリアに分

かれる。
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ⅰ　Dedicated Mixed Zone　

 　放映権（ライツフォルダー）を持つ TV局がライブインタ

ビューを行うエリア。権利を有していても最長2分までと制

限がある。

ⅱ　ENG/Radio Mixed Zone

 　インタビュー録画撮影を行う TV局やラジオ局がインタ

ビューを行うエリア。

ⅲ　Press Mixed Zone

　新聞雑誌記者（リトンプレス）が取材活動を行うエリア。

Ⅲ　PECRとは？

〔国際〕世界選手権 /オリンピックなどの競技会では前記3つ

のミックスゾーンの先に設置される部屋〔ポストイベントコン

トロールルーム（PECR）〕に競技者の荷物が届けられる。

世界的に著名な競技者でメダルホルダーとなった競技者は，

3つのミックスゾーンでのインタビューを相当数応え，この部

屋へたどり着くと更衣もままならず直ちに記者会見場に誘導さ

れる。PECの出発地点である。　
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〔国内〕競技終了後のイベント
（ポストイベント）にかかわる運営役員

1　ポストイベントとは

トラック＆フィールドで競技を終えた競技者がミックスゾーンに

誘導され，最終的に競技場から退場するまでの各エリアで展開され

るインタビューや，ドーピング検査，表彰式などをさす。

2　ポストイベントにかかわる運営役員　

◇総務・総務員／ EPM（イベントプレゼンテーションマネー

ジャー　

◇マーシャル　　　　                      　　　　　　　　　　

◇〔国内〕ミックスゾーン係　　　　　　

◇〔国内〕入賞者管理係＝ポストイベントコントロール（PEC）係

　／〔国際〕ポストイベントコントロールルーム（PECR）係

◇シャペロン

◇〔国内〕報道係

◇〔国内〕式典表彰係

◇医師（医務員／メディカル）                         　　　　　　　　

　＊その他　◇記録・情報処理員　◇衣類運搬係　◇アナウンサー

3　〔国内〕　ポストイベントにかかわる運営役員関係図
総務員：進
行または，

EPM

〈トラック種目〉 〈フィールド 種目〉 【トラック＆
フィールド】

マーシャル

総務員：
PEC報道
または進行

（出発係） 入賞者管理
係

記録・情報処理員 【ミックスゾーン】

報道係
（フラッシュイ
ンタビュー
担当）

〈ポストイベ
ントコント
ロール係〉

衣類運搬係

報道係
（インタビュールーム／会見場担当）

記者

医務員 /医師 〔PECR〕 シャペロン

総務員：
表彰進行，

EPM

（アナウンサー） 式典表彰係 【表彰会場】
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4　〔国内〕　ポストイベントの流れと運営役員の連携例
【ミックスゾーン】 ◎ミックスゾーン係 [連携部署 ]

競技前 →（出発）控所管理 〇出発係

競技中 → 競技終了者控所（PECR）管理 〇入賞者管理（PEC）係

→ スタートリスト確認 〇記録・情報処理員

→ 競技者衣類搬入 〇衣類運搬係

［ポストイベント開始］

競技終了 競技者誘導　⇒　⇒　⇒　⇒ ◎マーシャル

【ミックスゾーン】 ◎ミックスゾーン係 [連携部署 ]

競技終了 → 結果確認 〇記録・情報処理員

（競技者誘導） → 競技終了者引継 /確認 ◎マーシャル

〇入賞者管理（PEC）係

ミックスゾーン
入場

→ フラッシュインタビュー ◎報道係
〈フラッシュインタ
ビュー担当〉

〈予選〉▽ → 競技終了者控所（PECR）誘導

　 ⇒ 退場口案内誘導 〇入賞者管理（PEC）係

▽〈決勝及び → 競技終了者控所（PECR）誘導

フィールド種目〉 ⇒ 結果通告 ◎入賞者管理（PEC）係

⇒ ドーピングチェック通告 ◎シャペロン

＊表彰対象者 → 順位札掛け ◎入賞者管理（PEC）係

⇒ インタビュールーム誘導

＊表彰対象外 → 退場口案内誘導

【インタビュー
ルーム】

→ 報道員・表彰対象者管理 ◎報道係〈インタ
ビュールーム担当〉

〇入賞者管理（PEC）係

〇シャペロン

（表彰者移動） → 表彰控室誘導 ◎入賞者管理（PEC）係

【表彰会場】 ◎表彰係 ◎報道係〈撮影エリ
ア担当〉

→ 表彰式 〇シャペロン

→ 退場口案内誘導 ◎入賞者管理（PEC）係
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〔国内〕ミックスゾーン係

1　任務

競技を終えたすべての競技者が通過するミックスゾーンの管理を

行う。ミックスゾーンには，トラック種目の一部の出発控所が含ま

れる〔国内〕。

⑴　競技者係，マーシャル，出発係，衣類運搬係，記録・情報処理

員等と連携を図り，競技者や報道関係者の管理をする。

⑵　競技者係，記録・情報処理員からのリストを確認し，退場競技

者のチェックをする。

⑶　衣類運搬係により運ばれた競技者の荷物を競技終了者控所

（PECR）に搬入し，入賞者管理（PEC）係に配置の検討を依頼する。

⑷　入賞者管理（PEC）係と連携し，迎え入れる競技者数に応じた

控所（PECR）のレイアウトを随時変更する。

⑸　マーシャルが誘導してきた競技者を引き継ぎ，ミックスゾーン

内フラッシュインタビューエリアを経て，控所（PECR）まで誘

導する。

⑹　フラッシュインタビューエリアでの報道員によるインタビュー

のコントロールは，報道係の担当者と連携して行う。

⑺　決勝種目については，控所（PECR）で，入賞者管理（PEC）係

が入賞者を確定・通知するので，それをサポートする。

⑻　更衣等が終了した競技者を速やかに退場口まで案内誘導する。

⑼　シャペロンの行うドーピング検査通告とサインの受領，対象競

技者の管理をサポートする。

⑽　入賞者を，入賞者管理（PEC）係と連携のもと，インタビュー

ルーム・記者会見場へ誘導する。

⑾　式典表彰係と連絡を密にして，スムーズな表彰運営に対し入賞

者管理（PEC）係と共に協力する。

2　留意点

⑴　マーシャル等に誘導された競技者の引継ぎと入場確認はミック

スゾーン入口で確実に行う（報道員からの問合せに備える）。また，
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入場させる際は，ミックスゾーン内の各係・担当，報道員へ通告

する。

⑵　競技者および報道員への対応が多い部署である。言葉遣いに気

をつけ，協力を依頼する際は，穏やかな口調で接するとよい。ま

た，親切・丁寧な対応を心がけ，高圧・威圧的な態度は避ける。

⑶　ポストイベントの誘導に関して，直後に出場種目を控える競技

者への対応が生ずることがある。事前に想定し，式典表彰係と対

応方法を検討しておくとよい。

3　施設

ミックスゾーン

・ミックスゾーンは仮設される場合がほとんどである。テント，

長椅子，プラスチック柵等でレイアウト変更が可能なつくりが

望ましい。

・競技者，報道員用にモニターや記録・情報用 PCの設置は必須

である。

・床面はスパイク保護のため人工芝等で養生されるべきである。
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〔国内〕入賞者管理係／ポストイベント
コントロール係〈PEC係〉

1　任務

トラックとフィールドのすべての決勝種目終了ごとに競技終了者

控所（PECR）にて，ミックスゾーン係と連携し入賞者を確定する。

また，入賞者を管理し表彰控室まで誘導し，表彰係へ引き継ぐ。ト

ラック種目の予選等については，競技終了者控所（PECR）にて荷

物の受け取りをさせ場外へ退場させる。

⑴　ミックスゾーン係，報道係，シャペロン，表彰係等と連携し，

入賞者をスムーズに管理誘導する。

⑵　入賞者管理のため，順位カード（首掛け式など）を準備する。

2　任務の留意点

⑴　複数種目の入室が想定される場合やリレー種目では，ミックス

ゾーン係と連携し椅子等の配置を工夫するとよい。また，順位カー

ドは複数組作成しておくとよい。

⑵　入賞者の体調に注意を払い（水分補給・氷等の準備），医師・

医務員の協力を要請する。特に，競歩競技・長距離種目では確定

まで時間がかかることがある。

⑶　入賞者が外部者と接触しないよう監督し，トイレ等の要望に対

しては役員または補助員が付き添うことが重要である。

⑷　インタビュールームや表彰控室への誘導の際は，種目ボード等

を活用し，全員を確実に誘導する。絶えず表彰係と連絡を取り合

い，オンタイムで表彰が実施できるよう入賞者の把握と，スムー

ズな誘導に努める。また，表彰時間の変更等の入賞者への通知等

も，表彰係と連携し競技終了者控所（PECR）または表彰控室で

行う。

⑸　ポストイベントへの誘導に関して，直後に他種目出場を控える

競技者が含まれている可能性があることを想定する必要がある。

事前に想定し，式典表彰係と対応方法を検討しておくとよい。
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〔国内〕式典表彰係

1　任　務

各種目の決勝において入賞した競技者を，表彰進行計画に基づき

表彰する。また，栄章授与式が行われる競技会ではその業務も担当

する。

2　実施要領

⑴　種目表彰

①　表彰進行計画（台本）を作成し，総務の承認を得て決定する。

②　総務員（進行担当／式典表彰），アナウンサー，報道係，シャ

ペロン等関係役員と打合せをしておく。

③　表彰方法を競技注意事項等に記載し，競技者に周知する。

④　入賞競技者について，マーシャル，入賞者管理係，ミックス

ゾーン係等に協力を求め，表彰控室までの誘導方法を事前に打

合せをしておく。

⑤　ミックスゾーン係，入賞者管理係と連絡を密にする。

⑥　表彰用物品を確認する。

種目ごとに寄贈者が異なる表彰用物品がある場合は特に注意

する。

⑦　種目ごとの授与者，表彰予定時刻をあらかじめ決定し，表彰

場所およびミックスゾーン等に掲示し案内する。

⑧　アナウンサーに表彰一覧を示し，表彰原稿の作成を依頼する。

その際に以下のことに注意する。

⒜　表彰者（プレゼンター）氏名，役職名

⒝　競技者名，所属（決勝記録等により，アナウンサーに原

稿を依頼）。

⒞　成績（同上・新記録が出たときは披露する）

⒟　その種目に寄贈されている賞杯名，寄贈者名など

⒠　役職名や氏名の読み方には細心の注意を払う。

⑨　種目ごとに表彰者カードを作成し，あらかじめ表彰者に渡し

ておく。
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⒜　表彰種目

⒝　表彰者（プレゼンター）氏名，役職名等

⒞　表彰予定時間

⒟　集合場所

⑵　栄章授与式

①　受賞者への連絡方法を事前に確認し，出欠者の把握をする。

②　当日の受付場所・控室の確認，案内担当等の手配を行う。

③　表彰手順等について，受賞者にあらかじめ説明する。

④　授賞式の場所，手順を報道係，アナウンサー等の関係部署間

で事前に協議し共有しておく。

⑤　授与式直前（30分程度）に出欠の最終確認を行う。

3　留意点

⑴　表彰式典マニュアルを作成する。それに基づく表彰計画で係分

担を作成し，十分打合せておくこと。アナウンサーに表彰原稿の

作成を依頼しておく。準備が整ったならば関係総務員（進行担当

／表彰担当）の指示のもとに行動する。

⑵　フィールド内で行う表彰についてはリハーサルを必ず行いス

ムーズな進行ができる様にしておくこと。トラックを横切るよう

なケースは，特に注意が必要である。

⑶　表彰は競技成績の発表後，トラック競技の合間にできる限り行

うとよい。また，トラック種目だけでなくフィールド競技の進行

にも十分な配慮が必要である。フィールド種目の最終試技回には

特に注意を払う。

⑷　報道関係者が多く取材に入る大規模競技会では，あらかじめ表

彰予定時刻をミックスゾーンだけでなく，プレスルーム等に掲示

して周知するなどの対応が求められる。

⑸　大規模競技会ではインタビューやドーピング検査などの対象と

なる競技者が数多く生ずる。関係部署（ミックスゾーン係，入賞

者管理係，報道係，シャペロン等）との連携を密にし，表彰式を

計画通りに実施できるようにする。

⑹　表彰計画では決勝種目終了後に他種目出場を控える競技者が含

まれている可能性があることを想定する必要がある。
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⑺　表彰時の競技者の服装は競技会ごとに定めるが，その際は競技

会における広告規程に十分注意が必要である。服装等の決定をし

た場合は事前に関係者に周知しておく。

⑻　表彰控室は競技会の規模や実施種目数，決勝種目の集中度合い

などを考慮し，適切な広さを確保する。また，椅子などが不足す

ることの無いよう，あらかじめ十分に用意する。

【コラム「フレンドリーな表彰式の実施」参照】

日本選手権混成競技，国民体育大会（全国スポーツ大会），

U20・U18日本選手権など8名まで表彰される全国レベル競技会

では，従来の全員が並んで入場するスタイルではなく，一人一人

アナウンスで呼び入れられ，ハイタッチで入賞者相互が祝福し合

うという形式で行われている。　
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フレンドリーな表彰式の実施

本連盟が掲げている3つのフレンドリー（Athlete friendly，

Spectator friendly，Official friendly）の考え方から，選手がお

互いを称えあう表彰形態を実施している。実施に際しての注意

点は以下の通りである。

１　 表彰エリアを確保する。鉢植え等で区別し，観客に式典エ

リアを周知することが大切である。また，表彰台は可能で

あるならば，順位番号数字を大会名称等で覆うと臨場感が

高まり，カメラ写りがよい。

２　 表彰式に適した楽曲を選定する。歌詞があっても問題はな

い。この楽曲が競技場に流れると表彰式という概念を観客

に与えることも重要である。

３　 音楽のもと，プレゼンターは表彰台に向かって左側に立ち，

表彰台の正面は観客のためにあけるように心がける。

４　 式典アナウンサーによる選手紹介は，選手の呼び込み時（表

彰控えエリアからの入場時）に行う。うまく進行できると

8位までの表彰所用時間は，概ね2分30秒である。

５　 選手の入場は8位から一人ずつ行う。選手紹介にあわせ小

走りで表彰台に登壇し，プレゼンターの前まで移動し，賞

状等を受け取る。その後，台の右端に台上を移動する。表

彰台右側前方の補助員は拍手をし，観衆に拍手を促す。

６　 7位以降の選手は，選手紹介により入場し，先に登壇して

いる選手の横から登壇し，プレゼンターから賞状を受け

取った後，台の右側に移動し下位の入賞者の横に並ぶ。そ

の際，登壇している選手は，拍手で選手を迎えるようにす

る。

７　 優勝者への贈呈が終わったら，プレゼンターは表彰台の左

側に移動し，終了アナウンスで速やかに退場する。表彰エ

リアにいる表彰盆持ちの補助員は基本的に1名とし，常に

入れ替わるようにするとよい。
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リレーの表彰形態については，4名（もしくは走ったメンバー

全員）が一度に表彰台に上がれる様式を試してみてはいかがだ

ろうか。

全国スポーツ大会（国体）をはじめ，U20・U18日本選手権，

高校総体，中学選手権等において実施をしている。競技会にお

ける「メダルセレモニー」は，ここ数年の間に重要視されるよ

うになってきている。オリンピックや世界選手権では，競技時

間に遅れが生じても，競技者や観客の求めに応じたセレモニー

が実施されるようになっている。競技が終わればお互いの健闘

を称えあうことこそが，真のスポーツマンシップではないであ

ろうか。国際大会で，優勝者が下位の入賞選手を自分の台上に

招き入れている姿は数多く見られる。競技者が主役で，お互い

の健闘を称えあい，観衆も一緒に参加できる雰囲気の表彰式を，

ぜひ実施していただきたい。

※ 現在 COVID-19の影響で競技会運営に大きな影響が出てい

る。この状況下では感染拡大防止を十分留意した表彰式を心

がける必要がある。
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〔国内〕報道係

報道係については国内外ともに特に規則によって定めはないが，

国内の多くの報道関係者が参集する競技会では，運営役員として報

道係を設置し，以下の任務を行っている。

尚，国際競技会では，この分野はより分業化・専門化され，特に

スチールカメラマンへの対応は，フォトコーディネーターが，放送

（中継）対応は別の専門チームが役職としてそれぞれ独立しその任

に当たっている。

1　任　務

任務を一言で言えば，報道関係者へのサービスである。

⑴　競技運営に支障のない限りにおいて報道関係者が取材や撮影を

行いやすいよう対応を行う。その際は，マーシャルやフィールド

種目の競技役員やポストイベントを担当するミックスゾーン係，

入賞者管理係，表彰係等と連携をとることが重要である。

⑵　競技会を取材する報道関係者が，正確かつ十分な報道ができる

よう競技成績の記録や，必要な資料を配布する。また，競技運営

が円滑に運営され，競技者が所期の目的を達成できるよう報道関

係者に協力を求め，この任にあたる。

2　報道関係者

日本新聞社協会，写真記者協会，日本雑誌協会，スポーツニュー

ス協会（含系列局），日本スポーツプレス協会，日本外国特派員協

会の各加盟社・協会員で「スポーツ報道」を目的とするメディアを

さす。

⑴　記者：

通信社，新聞社（全国紙・地方紙），専門誌，写真記者協会員，

日本雑誌記者協会員，日本スポーツ協会員，日本外国特派員協会

員等の記者。

⑵　スチール（静止画）カメラマン：

通信社，新聞社（全国紙・地方紙），専門誌，写真記者協会員，
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日本雑誌記者協会員，日本外国特派員協会員等のカメラマン。

⑶　テレビ局（ENG/動画）カメラマン〔含むディレクター〕：

スポーツニュース協会［系列局を含む放送会社］　加盟社のカ

メラマン。

⑷　中継放送局：

　テレビ・ラジオ関係者

⑸　その他：

⑴から⑷以外の団体で都道府県や市町村の広報，競技者所属企

業・大学の広報等があげられる。これらからの取材申請について

は，下記書類の提出を求め事前に審査し，取材を許可する場合が

ある。

・社名／団体名　・取材目的（発表媒体名）／方法　・取材期間

／人数

3　配置　

競技会規模，想定される取材者数により，必要な要員を確保する。

⑴　主任・副主任

①　担当総務員とともに全体の任務を掌握し報道関係者が正確に

報道できるよう関係諸施設も含め統括管理する。

②　関係する部署との連絡・調整に努め連携を図る。

⑵　受付担当

①　受付業務を行う。

ADカード，報道員ビブス，取材要項（報道のしおり）《別記》

等を配付する。カテゴリー別に受付用紙を用意し，社名，氏名，

連絡先電話番号の記入をお願いする。事前申請一覧と照合する

ことが大切である。

②　［日本陸連主催競技会］地方紙対象インフィールド立ち入り

許可

ビブスの受付・抽選業務を行う。

③　報道員への情報提供を行う。              

⑶　記者席担当

①　スタンド内記者席とミックスゾーンまでの動線を管理監督す

る。
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②　記録・情報等の速やかな提供を行う。

⑷　報道員室 [プレスルーム /カメラマン控室 ]担当 

①　室内の管理全般を行うとともに，報道関係者の対応を行う。

②　記録・情報等を適切に提供する。レターケース等を活用する

とよい。

③　ホワイトボード等を活用し，表彰時間やその他情報の提供を

随時行う。

⑸　インタビュールーム（記者会見場）担当

①　室内の管理全般を行う。複数種目の同時入室を想定し，椅子

等の配置を工夫する。

②　取材活動時間を保障する。入賞者管理係，表彰係等と連携調

整し，表彰後に実施する場合もある。

⑹　フラッシュインタビューエリア担当（ミックスゾーン内）　

①　ミックスゾーン内の競技終了者控所（衣類受取所 /PECR）入

場前エリアでの報道員による取材活動をサポートする。ミック

スゾーンはフィールド種目も含め競技を終えたすべての競技者

が通過し，報道員にとって第一声を取材できる重要な場である。

②　競技者の通過をミックスゾーン担当者と連携して確認・把握

する。

　注）ミックスゾーン係がこの任を担う場合もある。

⑺　撮影エリア管理担当 [フォトコーディネーター ]

①　各撮影エリアを関係審判長，マーシャル等と協議し作成する。

　（アウトフィールド /インフィールド /表彰会場 /スタンド他）

　注） 大型映像用カメラや中継放送用カメラ位置を考慮すること

が求められる。

②　カメラマン，テレビクルーへの指導・監督を行う。特に，イ

ンフィールドでの安全指導は重要である。

③　リモートカメラ設置エリアの作成管理を行う。

⑻　その他必要に応じて

グラウンド内で行われる中継放送局によるインタビューのサ

ポーなどの任が加わることがある。 
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4　関係施設・室　

⑴　報道員受付所

⑵　（スタンド内）記者席

・スタンド内でフィニッシュライン延長上付近に一定程度のス

ペースで座席，机を確保する。電源が用意できるとよい。

・ミックスゾーンや報道員室へ素早く移動できる動線の確保が重

要である。

⑶　報道員室 [プレスルーム ]

・国体やインターハイでは１日あたり200名を超える報道員の来

場がある。机，椅子の他，人数分の電源が必要である。併せて

インターネットに接続可能な環境の提供も必須である。

・資料や記録用紙（スタートリスト，リザルト等）を入れる棚（レ

ターケース）を設置する。

　注） 報道員室の閉鎖は，競技（表彰）終了後2～3時間程度を

確保したい。閉室時刻については，あらかじめ報道員へ通

知しておくこと（報道員室の管理）。

⑷　カメラマン控室

・グラウンドへの出入りが容易な場所への控室の設置が求められ

る。机や椅子，電源が必要なことは報道員室と同様で，機材の

持ち込みも想定し，想定人数よりも十分なスペース，席数，電

源等を準備したい。

・数日間にわたる競技会では機材置場として鍵のかかるロッカー

や棚の用意が必須である。

⑸　インタビュールーム /（記者会見場）　

・国内競技会では，競技者を報道員が囲み取材する形が一般的で

あるので，複数の種目の入賞者やリレー種目全走者と報道員が

混在しても十分なスペースと備品（椅子，バックボード等）を

準備する。

⑹　（ミックスゾーン内）フラッシュインタビューエリア

・ミックスゾーン内の競技終了者控所（衣類受取所 /PECR）まで

の競技者の動線上に設置する。競技を終えたすべての競技者へ

の取材機会を保障するものである。取材活動を可能にする環境

整備が必要である。
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・床面は競技者のスパイク保護のため人工芝等で養生したい。

　注） 報道員受付所，報道員室，ミックスゾーン，インタビュー

室はワンブロックに集中させた方が機能的であり，また，

スタンド内記者席からの記者の動線はできる限り短くする

ように設置したい。ミックスゾーンの設置により，記者は

スタンド内記者席，ミックスゾーン付近で競技を観戦し，

ミックスゾーン内やインタビュールームで取材をして，ま

た競技観戦に戻るを繰り返す。したがってスタンド記者席，

ミックスゾーン，インタビュールーム間の動線は特に短く

確保したい。

⑺　撮影エリア（グラウンド内）　【例示参照】

・各撮影エリアはロープ，カラーコーン，養生テープ等でグラウ

ンドに明示するとよい。低い姿勢で撮影するカメラマンに配慮

し，コーン使用の場合はミニコーンにバーをかける形で設置す

るとよい。

＊取材要項（報道のしおり）

大会当日の取材要領，撮影エリア図，撮影に関する注意事項等

を記載した取材要項（報道のしおり）を作成し，報道員受付の際，

関係者に配付し協力を求めるとともに指導監督の指針とする。

5　取材活動〈活動区分〉

⑴　記者

①　報道員席（スタンド内），ミックスゾーン内フラッシュイン

タビューエリア，インタビュールーム，報道員室 [プレスルー

ム ]での活動を認める。

②　競技本部，記録室，印刷室，ドーピングルーム，表彰控室等

のテクニカルエリアへの立ち入りは認めない。

⑵　スチールカメラマン・テレビ局カメラマン・中継放送局カメラ

クルー
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＜日本陸連主催競技会でのカメラマン活動区分＞
アウトフィールド インフィールド

スチールカメラ　（含デジカメ） オレンジ／グレー グレー

テレビ局カメラ（含ビデオカメラ） グリーン／グレー グレー

中継放送局カメラ ブルー ブルー

①　オレンジ色ビブス：

スチールカメラマンに貸与され，グラウンド内においては，ア

ウトフィールドに作られた撮影エリアでの撮影活動に限定され

る。

②　グリーン色ビブス：

テレビ局カメラマン及びディレクターを含むクルーに貸与さ

れ，グラウンド内においては，アウトフィールドに作られた撮影

エリアでの撮影活動に限定される。

③　グレー色ビブス：

日本陸連が以下を指名し最大32枚まで発行する。代表カメラ

としてインフィールドでの撮影活動を認める。　　　

　・写真記者協会15枚　　　　　　  ・日本雑誌協会2枚

　・日本スポーツプレス協会2枚　　・外国特派員協会1枚

　・専門誌陸上競技マガジン2枚　　・専門誌月刊陸上競技2枚

　・テレビ局〈含系列局：6系列〉（スポーツニュース協会）6枚
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　・日本陸連オフィシャル2枚　

　注）上記以外にインフィールド種目限定地方新聞社枠数枚

④　ブルー色ビブス：

中継放送局カメラクルーに貸与される。グラウンド内アウト

フィールド，インフィールドのいずれの撮影音声作業時に着用を

義務付ける。

　〈参考〉上記以外の主なビブス着用者

　・大型映像カメラマンおよびクルー　　・医務（メディカル）

　・日本陸連科学委員会

6　取材要領

⑴　記者

①　競技者への取材は，ミックスゾーン内フラッシュインタ

ビューエリアとインタビュールームとし，取材時間は競技者の

協力のもと，各係の指示や案内に従い行うこととする（目安5

～10分程度）。但し，テレビの中継放送がある時は，希望選手

のインタビューを最優先に実施するので協力すること。

②　表彰後の取材活動は競技者の競技場退場後，競技者及び関係

者の同意のもとで行うこと。

⑵　スチールカメラマン・テレビ局カメラマン　　　　

①　グラウンド内では撮影エリアとし，その他（スタンド等）で

は撮影エリア他観客の視界の妨げにならない範囲で行うこと。

②　競技運営本部前からの撮影は認めない。また，移動のための

通行も認めない。但し，表彰式撮影の際はこの限りではない。

③　グレービブス着用者によるインフィールドでの撮影は，特に

危険が伴うため，素早く退避行動がとれる姿勢での撮影のみ許

可する。移動の際も同様である。三脚の使用は認めない。イン

フィールドではカメラマンのみとし，クルーの補助は認めない。

現場の競技審判員等からの指示・注意に従うこと。

④　競技審判員の視界を妨げる場所，記録表示板の前，写真判定

関連装置の前後での撮影は認めない。

⑤　表彰の際の撮影はどの色のビブスでも表彰台周辺で撮影を認

める。但し移動と撮影のタイミングについては報道係からの指
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示に従うこと。　

⑥　リモートカメラ設置希望については，事前申請とする。

7　道路競技

⑴　競技場をスタート，フィニッシュする場合はトラック＆フィー

ルド競技会に準じて諸施設と各担当を配置する。　

⑵　競技場以外の場所がスタート，フィニッシュである場合は，報

道員室（プレスルーム），撮影エリア等を臨時に設置する。                     

⑶　折り返し，中継所等は必要に応じて撮影エリアを設置指定する。    

⑷　道路での取材については，道路交通法規則の範囲での取材を認

める。

⑸　歩道橋上での取材は禁止とする。

　　注）上記⑷⑸は警察との道路使用許可条件による。
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【報道係と他競技運営役員との連携】
受付担当 ◇取材要項作成〈報道のしおり〉 総務員（報道）

記者席担当 ◇情報提供 記録・情報処理員

報道員室担当
・プレスルーム
・カメラマン
　控室

◇報道員室管理
◇情報提供
◇機材管理

総務員（報道）
記録・情報処理員

インタビュー室
担当

◇取材活動時間の保障 ミックスゾーン係 /入
賞者管理係 /シャペロ
ン

フラッシュイン
タビューエリア
担当

〈ミックスゾーン内〉
◇取材機会の保障

ミックスゾーン係

撮影エリア管理担当（フォトコーディネーター） マーシャル

・フィニッシュ
　先撮影エリア

◇右記の各係と事前調整
◇フィニッシュ時のクリーン
　な撮影環境の確保
　（スタブロ等の撤去）

総務員 /トラック審判
長 /監察主任 /スター
ター /出発係 /写真判定
主任 /大型映像係

・跳躍種目
　撮影エリア

◇エリア位置の調整
◇無線カメラ（リモート）位置
◇フォトセッション
＊本部前ピット　（ビーム位置
調整）

跳躍審判長／
跳躍種目主任
大型映像係
写真判定主任

・投てき種目
　撮影エリア

◇エリア位置の調整
◇無線カメラ（リモート）位置
◇フォトセッション

投てき審判長／投てき
種目主任 /用器具係 /大
型映像係

・表彰
　撮影エリア

◇エリア位置の調整
◇フォトセッション

式典表彰係
大型映像係

・上記以外の
　撮影
〈外周〉
〈スタンド〉
〈トラック種目新
記録〉

◇境界確定・広告看板位置
◇エリア位置の調整
◇ゴールタイマー表示／
　フォトセッション

総務員（報道）
スターター主任 /
監察主任
総務員（報道）
EP・写真判定主任

その他

・中継放送局　
　サービス

◇グラウンド内
フラッシュインタビュー競技者
誘導

中継放送局ディレク
ター /マーシャル　　
　　



156

フォトコーディネーターと撮影エリア

フォトコーディネーターは国内では『報道係』の中に担当者

が置かれ中継 TV局・録画撮影 TV局・スチール（新聞雑誌）

の各カメラマンへのサービス対応とその撮影エリアの設置・管

理を行っている。以下で全国レベル競技会（日本選手権／イン

ターハイ／国民体育大会等）における主な撮影エリア設置管理

のポイントを示す。

外周

・ 9レーン外側のラインから1m程の距離の確保 /リコーラー

等の配置明示 /中継局及び大型映像用カメラ位置明示

・ 看板及び広告幕設置の際はその前での撮影を禁止する。

フィニッシュ先エリア

・ 最大限の広さを確保 /中継 TV局カメラを基準 /大型映像用

カメラ位置を考慮 /監察員の配置位置を明示 /競技者動線を

確保 /トラック審判長や監察主任の視界を妨げない /スチー

ルカメラマンを最前列とし ENGとのすみ分けの明確化（長

机や台の活用）

・ フィニッシュ時のトラック上のクリーン化に協力を依頼（具

体的には誘導担当マーシャルのトラック上への立ち入りのタ

イミングやスターター台，スタートボックス等の撤収などで

ある。）

跳躍（走幅跳・三段跳・棒高跳）エリア

・ 助走路先延長上（正面）からの撮影の禁止 /中継 TV局カメ

ラ及び大型映像用カメラを基準 /スチールを最前列

・跳躍の瞬間の他者の横切りに注意を払う。

インフィールド

・ 特別に入場が認められたカメラマンのみであり，ビブスの色

でしっかりと識別する。

跳躍（走高跳）エリア

・着地マットからの距離の確保

・ トラック側へマットが置かれる場合は外周の撮影エリアが兼

ねられるので特に設けない。
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投てき（円盤投・ハンマー投）エリア

・ 競技レベルを考慮 /投てき物が多く落下する距離を避ける /

サウスポーなど競技者情報考慮 /サイドネットに注意 /素早

く移動可能な態勢での撮影要請 /撮影しない時の安全地帯へ

の移動の要請 /防護ネット等の活用から弧の先（正面）からの

撮影保障

・当該投てき審判長，主任と連携する。

投てき（砲丸投・やり投）エリア

・ 素早く移動可能な態勢での撮影要請 /撮影しない時の安全地

帯への移動の要請 /踏切線ジャッジ審判員や光波測定器の配

置考慮

・当該投てき審判長，主任と連携する。

その他

スタンド内

・ スタンド内上部のフィニッシュライン付近など適当な場所へ

設置する。

・観客の視界を妨げない。

リモートカメラエリア

・ 事前申請による設置希望種目の各台数と希望位置の把握 /当

該審判長，主任との位置の事前協議

・ カメラ設置のタイミングをあらかじめしおり等で案内してお

く。

・ グラウンド周りのリモートカメラ設置許可範囲の把握をして

おく。
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記録・情報処理員

現在の記録・情報処理システムは，道路競技においては，1980

年の福岡国際マラソン，トラック・フィールド競技においては，

1984年の8か国対抗陸上からコンピューターによる競技記録処理

を導入して以来，大会運営の根幹にかかわる業務となっている。日

本選手権，国体などでは申し込み競技者の資格審査の補助データと

しての利用やプログラム原稿作成，主放送局，通信社へのリアルタ

イムな情報提供，競技終了後の総合記録作成，ホームページや携帯

サイトへのアップ，陸連への記録申請まで，一貫して行えるシステ

ムとして定着してきた。

また，大型映像が設置されている競技場では，システムを用いて

競技終了後ただちに結果を発表できるようになった。

しかし，記録・情報処理にコンピューターが活用されない競技会

もまだあることから，コンピューターを利用するしないにかかわら

ず，記録・情報処理員は従来の番組編成，記録集計・配布，公認記

録申請書作成等を行う。

1　番組編成関係（番組編成員）の任務

番組編成員の任務については，TR4，TR20，TR25，TR45等に

よりレーン，オーダー，試技順を決定し発表する（第1ラウンドの

発表はプログラム掲載，その後は総務，審判長の承認を得て，招集

所付近等に掲示）。

2　番組編成の留意点

トラック競技

①　9レーンの競技場

基本的に1レーンは空け，400ｍまでの競技は8人でレース

を組むことが基本だが，予選の場合は，9レーン全部を使用し

てレースを行うことが効率的であるなら，1レーンも使用する。

予選より後のラウンドでは，1レーンは救済レーンとして使

用したり，次のラウンドに進む際に同記録者がいた場合などに
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使用したりする。

②　予選より後のラウンドの番組編成

ルールに従って，予選は資格記録を見ながら，記録上位者が

次ラウンドに進出できるように組み，予選が終わった後はその

記録と次ラウンド進出条件を見ながら，番組編成する。通常の

競技会であれば，決勝進出者は8名，準決勝進出者は16名あ

るいは24名など8の倍数になるはずだが，競技会で起きたア

クシデントなどにより，そうならないケースもある。また，競

技場が6レーンしかない場合もある。

どのような場合でも，ランク付けをして組を決定し

（TR20.3.2.a,b及び TR20.3.3），3つのグループに分け，レー

ンを決定する（TR20.4参照）。審判長救済等で追加のラウンド

通過者がいる場合は1レーンに配置する。競技場が6レーンし

かない場合は，上位グループを2,3,4,5レーン，中位グループ

を6レーン，下位グループを1レーンとするなど競技開始前か

ら決めておくとよい。

1500m以上の競技に関しては，進出者を間違えないように

抽出し，ランダムに編成する。

800mの番組編成に関しては，国内と国際で対応が違うので

留意する。

③　欠場者が多数出た場合

組数を変更したり，予選を中止して，決勝だけにしたりする

場合がある。招集状況を招集所審判長と共有し，レース前に確

認が取れ，変更可能であるなら臨機応変な対応をしたい。ただ

し，そうするかどうかはトラック審判長の判断による。

フィールド競技　

①　予選が行われる場合，その人数により組数を決定する。予

選通過標準記録を突破した競技者は全員決勝ラウンドに進め

る。また，記録突破者が12人に満たない場合，予選の成績か

ら追加補充をする。12位の競技者が同記録で複数名のときに

は TR25.22，TR26.8を適用する（TR25.15）。

②　決勝ラウンドの試技順は抽選でランダムに組み，発表すると

共に，決勝用のフィールド記録用紙を準備しておく。
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混成競技

①　混成競技におけるトラック競技のレーン順，フィールド競技

の試技順は最終種目（800m，1,500m）を除いてプログラムに

掲載する。最終種目はそれまでの総得点の上位者が最終組に含

まれるように編成し，混成審判長に確認を受ける（TR39.7）。

②　途中，棄権者等により，混成競技審判長から組編成を変更す

るよう指示があった場合は再編成する（TR39.7）。

③　各組の人数は5人以上で編成することが望ましく，3人未満

にしないようにする（TR39.7）。走高跳，棒高跳では競技運営

面から 2ピット（2組）編成にすることもある。

8レーンの競技場にて発生した番組編成上の問題点

近年では9レーンの競技場にて開催される大会が増えたため，予

選においては9レーンをフルに活用することにより，予選の組数を

減らす効果を生み出していた。

準決勝以降の番組編成において，9レーンの競技場では1レーン

を救済レーンとして確保しておく考え方が一般的になってきていた

ために，今回発生したような事例について，競技規則に記載のない

場合，解釈によって考え方が色々あることが判明した。

予選9組2着＋6で24名を選出し，3組2着＋2で決勝を行う予

定だったが，予選において抗議による次ラウンド進出者が1名増

えたために，レーンに空きが無くなり，組数を増やして，24名

の有資格者＋1名の25名の4組で準決勝を争うこととなった。

主管陸協で普段行っている番組編成の基本的な考え方として3グ

ループに分けて，上位グループ4名，中位グループ1名，下位グルー

プ1名とし，2レーンから割り当てた。

この時，抗議による進出者をどこの位置で扱うかが議論になった。

番組編成の基本に習えば24番目と25番目が同じ組になる。抗議に

よる次ラウンド進出者は当然25番目である，という考え方から1

レーンに入れる，という案と2レーンから割り当てているから1レー

ンは必ず空けるという案があった。
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1レーンを空けて2レーンから組んだ場合
組 下位 上位 中位

レーン 1 2 3 4 5 6 7 8

1組 24 1 8 9 16 17 25

2組 23 2 7 10 15 18

3組 22 3 6 11 14 19

4組 21 4 5 12 13 20

　この場合，25番目を8レーンに入れると中位グループとして扱う事になり，
21，22，23，24の下位グループに割り当てられた者と不公平が生じる。
　1レーンに入れる案もあるが，8レーンが空いている状態になり，内側の
レーンを空けることが望ましいという規則に反することになる。

最終的には以下のように方針を決めて編成を行った。

〇上位，中位，下位の3グループを作るという競技規則の最初

の大前提を崩さずに編成する。

○救済者を順番として22番目として扱い，21番目の有資格者

と同じ組にする。

○蛇腹による組み分けは以下の通り。

組 下位 上位 中位

レーン 1 2 3 4 5 6 7 8

1組 25 1 8 9 16 17

2組 24 2 7 10 15 18

3組 23 3 6 11 14 19

4組 22 4 5 12 13 20 21

1　記録・情報処理関係の任務

記録情報部署は班編成により任務の正確・迅速化を期す。

〈班編成〉例

・主任（副主任）

・成績記録班（トラック／フィールド／混成の部，得点計算）

・記録整理班（記録の確認，成績一覧表，公認記録申請書作成）

・印刷・送信班

 各班員は各自が以下の任務を行うと同時に互いの連携を密にす

る。
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2　記録・情報処理の留意点

①　競技会前の情報処理

⒜　出場競技者の基礎データ

氏名，読み仮名，所属団体（学校）名，学年，生年，ナンバー，

出場種目，参加資格記録等を整理し，番組編成員に渡す。

⒝　訂正，変更等の競技会開始前の諸連絡事項

監督会議における変更事項（予選通過標準記録の修正，高

さの競技の高さの修正等），その時の欠場等の情報を把握し，

関係部署に連絡する。

⒞　競技会に必要な記録の把握

世界記録，日本記録（含む U20・U18），高校記録，中学

記録，大会記録等その競技会に必要な記録を確認し，プログ

ラム原稿とする。また新記録が誕生したとき，どこまでをコ

メントとして発表するのかあらかじめ主催者や総務と打合せ

をしておく。

②　記録・成績の集計

各審判長，計時員主任，決勝審判員主任，写真判定員主任，

競技者係，風力計測員から提供される各種目の結果を集計する。

⒜　トラック競技の集計は途中棄権（DNF），失格（DQ）が生

じた場合，備考欄に記入する。失格の場合にはその理由も簡

潔に記す（競技規則違反の場合はどの規則に違反したかを明

記（CR25.4）。

⒝　フィールド競技の集計は記録担当者・審判長によって整理

されてくる記録表について，最高記録，順位，各種の新記録，

風力の確認（走幅跳，三段跳）を行う。

⒞　得点集計は各決勝種目終了後，速やかに大会で定められた

得点を発表する。

⒟　各種目の順位の決定は競技規則にあるが，対抗（校）戦の

順位決定方法については，総務と確認する。

※　記録の集計・確認が済んだら成績記録表を必要部数作成す

る（複写等）。

③　成績の発表

各種目の結果（リザルト，スタートリスト等）をアナウンサー
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（含む大型映像係）に伝え，総務に渡し（ 審判長，表彰係，報

道係等に配布する），掲示板に発表する。

④　記録証明・記録申請等について

公認記録の申請書作成のためにプログラムの変更点を訂正

し，成績表を作成する。（コンピューターを使用している場合は，

データベースでよい。）

日本記録等の申請用紙及びドーピング検査（必要な場合）の

準備をする。記録誕生時には申請書類の作成のために総務に協

力する。

また，記録証明書発行の手順を確認しておく。

3　運営の流れ

①　競技開始前

競技者係において，招集完了時刻後，出場者と欠場者が把握

されたスタートリストが当部署に配布されてくる。このデータ

により成績記録用紙のレーン順，ナンバーをチェックしておく。

②　競技中

競技の状況を観察し，競技中のトラブルをチェックしておく。

③　競技後

トラック競技では，記録用紙に写真判定の記録，もしくは決

勝審判員主任からの着順および計時員主任からの計時値，風向

風速が必要な種目については風力計測員からの風力値などを記

入する。このとき，競技中のトラブルが解決されているか確認

する。

次のラウンドが行われる場合は，データを番組編成員に渡す。

④　リザルト，スタートリストの配布

必要枚数を複写（コピー）し，配布すると同時に掲示板にて

発表する。

リザルト（予選，準決勝，決勝），スタートリスト，番組編

成の用紙は，色分けされていると分かりやすい。
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コンピューターを利用する競技会運営

全国大会や国際大会規模の大会処理は，ほとんど参加申込みから

記録集印刷原稿作成までを行う場合が多い。大会によっては，プロ

グラム作成と大会運営システムは，別々に依頼していることがある

ので，各加盟団体主催競技会等を含めてコンピューター処理はどの

段階までを行うのか後々の混乱を避けるために事前に確認する必要

がある。

〈確認事項〉

・申込から資格審査の段階で利用するか。

・プログラムの印刷原稿作成が必要か。

・競技会処理だけを行うか。

・インターネット上に記録等の発表をするか。

・ペーパーレス大会運営をどこまで行うか。

・競技会終了後，デイリープログラムの原稿が必要か。

・記録集を発行するための原稿が必要か。

・参加した各加盟団体に電子データの提供が必要か。

・テレビ中継等オンラインによるリアルタイムのデータ提供が

必要か。

1　記録センターの設置

コンピューターを利用する競技会では，記録センターを設置する。

記録センターでは総務または総務員（総括）の下で記録に関する

すべての情報を管理把握するとともに，各部署で使用しているコン

ピューターが正常に作動しているか管理把握する。

①　構成

全国的大会における基本人数（大会期間，1日の競技時間，

競技会の性格，種目数等によって増減する）

〈センターメンバー〉

記録センター長　　　1人（総務員がなる場合が多い）
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副センター長　　　　1人（記録情報主任がなる場合が多い）

番組編成員　　　　　2～3人（得点集計係を兼ねることもある）

記録担当　　　　　　2～4人

情報処理担当　　　　6～10人

システムエンジニア　2～4人（公認審判員とは限定しない）

印刷係　　　　　　　8～10人（必要な場合のみ割り当てる）

※どの担当にも補助員が必要な場合がある。

競技者係，番組編成員，大型映像操作員（競技場に設置されて

いる場合），アナウンサー，得点集計係（記録員や番組編成員が

兼ねる場合もある），混成競技係，光波計測員，風力計測員，写

真判定員，フィールド審判員，出発係，監察員など，それぞれの

場所で機器を操作する部署との密接な連携が重要である。それら

の部署の機器操作に記録センターから審判を派遣する場合は，任

務に応じた増員が必要である。

②　任務

記録センターの大会での業務は，機器の設営から開始される。

事前に競技開始時刻を周知徹底し，業務開始集合時刻を決定し

て準備に入る。

大会前日までに準備を開始することが可能であれば，可能な

場所から設営しておくことが望ましい。

⒜　記録センター長

センター内におけるすべての業務を統括し把握する。

⒝　副センター長（記録情報主任）

センター長を補佐し，他部署との調整を行う。

⒞　番組編成員

予選以降のラウンドの番組編成を行う。競技会の性格に

よっては決勝後の得点集計係を兼ねる。申合わせ事項等によ

り規則に定める以外の編成を行う場合には，事前に主催者に

編成基準を確認しておく。

⒟　記録担当

記録の点検を複数人で行う。新記録の管理，競技会記録・

申請書類の作成も行う。



170

⒠　情報処理担当

コンピューターやインカムの管理，測定機器（写真判定装

置，光波距離計測装置）や表示装置（大型表示盤，フィール

ド競技記録電光表示盤）との連動接続等を担当する。

競技会前に情報処理機器の操作方法を各担当部署の競技役

員に講習し，操作間違いや機器のトラブルのときに対応する。

⒡　システムエンジニア

ハード・ソフトウエアの専門技術を担当する。加盟団体内

で機器，操作に熟知した審判員を割り当てることが前提だが，

全国大会規模の大会等では，予期せぬ事態が発生することが

あるため，専門職があたることもある。

特に競技規則以外で特別な申合わせ事項を決めている場合

には，ソフトウエアの機能追加・修正などが必要な場合もあ

るので，大会準備の段階から連携していることが望ましい。

⒢　印刷係

各種リストの印刷・配布を担当する。あらかじめ配布先，

必要枚数を確認しておく。大規模な大会で印刷室が複数にな

る場合は人数を増やす（配布は補助員が行うこともある）。

2　留意点

①　情報処理の機器整備と位置付け

加盟団体内で情報処理を行うには，二つの大きな要素が整備

される必要がある。まず，第一にコンピューターなどの情報機

器の整備などインフラ整備である。情報機器は全国大会や国際

大会を開催する第1種公認競技場の使用条件になっているが，

実際に競技場に導入されたとしても，そこに出かけてデータ作

りを行うわけにはいかない。

競技会のときだけ特別に業務が発生するのではなく，日常恒

常的に業務が行なわれているのが実状なので，委員会や部を位

置付けるとともに加盟団体で自由に使用できる機器を導入する

ことも計画しなければならない。個人の好意で機器を使うこと

にもおのずから限界がある。十分に検討した上で，一部の人間

だけに業務が集中しないように方向付けを行うことが望ましい。
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第二に情報処理部門の位置付けである。コンピューターを取

扱う情報処理部門については，加盟団体内での機構に組込み各

種競技会や講習会で部門員を養成することが必要である。この

ことは浸透してきているが，より多くの競技会でのコンピュー

ター導入のために部門員の養成をお願いしたい。

②　配電施設の配慮

競技場に情報機器等の弱電施設が整備されるようになってき

た。

今後，競技場に弱電設備を導入または改修するときは，以下

の点を考慮して計画することが望ましい。

〈弱電施設の導入・改修時の留意点〉

・競技場の規格に合致しているか。

・コンピューター室（記録室）やフィールドアリーナの弱電ハ

ンドホールの電力容量は十分か。

・コピー機や内線 Faxが設置されているか。

・屋内および屋外のケーブル取り出し位置が適切か。

・コンピューターやインカム，タイミングシステムのケーブル

が正しく敷設（埋設）されているか。

・コネクター盤のコネクターの取り付け方が統一されている

か。

・インカム配線の端子台はチャンネルごとに分けられている

か。混線はないか。

・コネクター取付のピンアサインは間違っていないか。

・ハンドホールおよび屋外のコネクター端子盤の防水加工は十

分か。

・無線 LANを使用する場合利用台数を想定した負荷を考慮し

てアクセスポイントが設置されているか。

・停電時のバックアップバッテリーは確保されているか。

・その他加盟団体が特に要望する設備，規格等が満たされてい

るか。

　など
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③　個人情報の保護

コンピューターを利用することで情報を簡単に交換できるよ

うになった。データをまとめ，メールでエントリーしたり，結

果を簡単にブラウザ上で見たりすることができる。安易にその

ようなことができるようになったが，だからこそ必要な人が必

要な情報だけを見られるように制限をかける必要がある。個人

情報保護の観点から是非，この問題に関してはじっくり考え，

対応したい。

〔参　考〕

・現在，陸上運営システムとして，数社が開発運用しているが，

すべて統一されているものではないので各加盟団体で競技場や

使用条件等を検討する必要がある。

・競技場内のネットワーク（LAN） 

　大別すると下記のネットワークが考えられる。今後，新設・改

修する場合，LAN方式の単体使用より組み合わせて使用する

ことが増えると考えられる。

名 称 伝送導体 規格・伝送速度 最大伝送距離

イーサネット
（Ethernet）

ツイストペアケーブル
光ファイバー

IEEE802.3
10M/100M/1000Mbps
10Gbps

100m
100m～数十 km

無線 LAN
（WirelessLAN）

IEEE802.11a/b/g/n
2/11/54Mbps

数ｍ～数百ｍ

ただし，組み合わせた場合は，最低の速度となる。

※無線 LANを屋外で使用する場合には，他の無線設備や電

子機器等との干渉を受けやすいためあらかじめ通信状態の

確認が必要である。新しい規格も出現し，さらに複雑になっ

てきているが，まずはその競技場にあったものを専門家と

相談しながら導入することが望ましい。特に大規模大会で

は警備の関係上，他に無線を多く用いる部署もあることか

ら注意が必要である。
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3　記録の速報について

コンピューターを利用することで迅速で正確な記録処理が可能に

なった。しかし，コンピューターも一つの道具であるから使い方を

間違えるとまったく機能しなくなるため，人間がきちんと管理しな

ければならない。

そのことを踏まえ，コンピューターを利用した記録速報について

検討したい。

現在，大型映像表示装置が設置してある競技場では映像と記録発

表を効果的に組み合わせて，競技会を盛り上げるとともに，競技を

見る人がいろいろな意味で陸上競技に対して興味や関心を持てるよ

うに工夫をしている。その中で記録速報は，フィニッシュ付近に置

かれたフィニッシュタイマー，フィールド各ピットに置かれた記録

電光表示盤，また大型映像表示装置を利用して写真判定の結果をそ

の場で見せるライブリザルトという手法が用いられている。すべて

速報であるので，アナウンサーが「速報です。正式結果をお待ちく

ださい」などとアナウンスしたり，大型映像には「判定中」等の文

字を表示したりするなどして，今，どのような結果が競技場内に知

らされているのか確認しながら，正式の結果をできるだけ迅速に正

確に示す必要がある。

このような速報表示ができない競技場では，別の記録速報の出し

方を検討する必要がある。フィニッシュタイマーやフィールド記録

掲示板などがあれば，それを有効に活用して正確で迅速な記録速報

を発表する工夫をしたい。また，正式結果をいち早くたくさんの人

に伝えるために携帯電話で速報サイトにアクセスし，記録が確認で

きるようなサービスなども有効である。

その競技会に合った記録速報の形を決め，迅速かつ正確な発表が

できるよう心がけたい。



174

日本陸連主催・共催競技会　
ラウンド通過と番組編成に関する申合せ

A：トラック競技

1．レースの全部か一部に各自のレーンを用いる種目

⑴ 　予選が2組の時のラウンド通過は着順＋記録上位とする

が，予選を経た準決勝が2組の時は着順のみ（4着取り）とす

る。

⑵ 　ラウンド通過着に同着があるときは下記 (3)の場合を除い

て同着者全員を次のラウンドに進ませる。800mを除いて記

録上位によるラウンド通過数を減じる。

⑶ 　複数組のラウンド通過着に同着があり，記録上位による　

ラウンド通過数をゼロにしてもなおレーンが不足する場合は

次の手順で通過者を決定する。

　1）各組内の同着者で抽選し組内の着順枠通過者を決定する。

　2） 残りの枠は，前のラウンドの記録に関係なく，上記1)で

の抽選に漏れた競技者全員で抽選し次ラウンド進出者を

決定する。

〈例1〉　3組2着＋2の準決勝結果が以下の状況であった場合

　第1組　1着 A君 2着 B君 2着 C君 4着以下省略

　第2組　1着D君 2着 E君 2着 F君 4着以下省略

　第3組　1着G君 2着H君 2着 I君 2着 J君 5着以下省略

　1） B，Cから1人，E，Fから1人，H，I，Jから1人を抽選

によって選び着順枠の6人を決定する。

　2） 残りの枠（8レーン競技場では2，9レーン競技場では3）

は，上記1）での抽選に漏れた4人全員で抽選して決定す

る。

〈例2〉　2組4着の準決勝の結果が以下の状況であった場合

　第1組　1着 A君 2着 B君 3着 C君 4着D君 4着 E君

　第2組　1着 F君 2着G君 3着H君 3着 I 君 3着 J君

　1） D，Eから1人，H，I，J から2人を抽選によって選び，

着順枠の8人を決定する。

　2） 9レーン競技場では，上記1)での抽選に漏れた2人で抽
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選して1人を決勝進出者に加える。

Q： 第2組の落選者は3着同着なので，第1組の4着同着落選者

よりも上位ではないか？

A： 第1組の落選者の格付けは組内で5番目，第2組の落選者も

組内では5番目となるので同格とみなす。着順は組内で独

立しており，他の組の着順と比較はしない。

⑷　救済措置があり，ラウンド通過数が増えた時の番組編成

　1）9レーン競技場の場合

　　 　前のラウンドで救済があった場合は9レーン目を使用

し，救済者のレーンシードは下位グループに含める。救済

が無く，9レーン目が空いている場合は，前のラウンドの

通過最終枠同着者を次のラウンドに進ませるが，同着者が

複数ある場合は先に示した方法によって抽選して通過者を

決定する。

　2）8レーン競技場の場合

　　 　準決勝は組数を増やすなどして対応するが，決勝は前の

ラウンドの着順あるいは着順＋記録上位のみとし，前のラ

ウンドでの救済は原則として行わない。

2．レーンを用いない種目

　ラウンド通過着に同着がある場合は，その全員を次のラウン

ドに進ませ，記録上位による通過数は変えない。

B：フィールド競技

1. 　予選を行う場合は各組の競技力が均等になるように編成す

る。

2. 　決勝だけを行う長さの跳躍種目において，最初の3回の試

技を2か所に分けて行う場合は両組の競技力が均等になるよ

うに編成する。
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一つのレーンに 2人を入れることができる 800 ｍ

前ラウンド通過後の100mから800mまでのレーンシードの

方法は TR20.4に示されているが，同条項〔国内〕で800m競

走ではそれぞれのレーンで2人の競技者が走ってもよいとして

いる。

つまり，次のラウンドにタイムで進出する最終枠に同記録者

がいたり，妨害を受けた競技者を審判長が救済したときなどは，

この〔注意〕を適用して１つのレーンに2人を配置して，レー

ン数を超える競技者数で実施することが可能となる。

そうした状況下でしばしば議論されるのは「どのレーンに複

数の競技者を配置するべきか」という問題である。競技規則に

従って考えると1，2レーンとなるが，接触等の安全面を考慮

すると外側のレーンを使用すべきという意見がある。

ただし，近年の大規模競技会（例：日本選手権やゴールデン

グランプリ）では，外側レーンぎりぎりまで広告ボードがぐる

りと配置され，SISに連結しているスターティングブロックも

外側レーンのぎりぎりに置かざるを得ない状況がある。した

がって，一番外側の8レーンを避け，一つ内側の7レーンを使

用することが適切であると言えよう。

当日，混乱をきたさないようにするためには，競技注意事項

の中に「800m以上の種目で最終枠に同タイムがあった場合は，

その全員が次のラウンドに進出できることとし，800mについ

ては中位の第7レーンに2名の競技者を配置する」等のように

明記しておくことを推奨する。

また10人で実施しなくてはならない場合は7，8レーンの混

雑を避けるために第7レーンの次には第2レーンに2人を入れ

るとよい。いずれの場合も外側レーンは中位グループで，内側

レーンは下位グループで抽選する。
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医　師（医務員）

1　医師および医療チーム

⑴　国際競技会役員

CR3で，世界選手権，オリンピック大会，ワールドカップ，エ

リア大会，エリア選手権大会において，医事代表およびアンチドー

ピング代表を置くとされている。医事代表は，医事関係の事項につ

いて最終的な権限を有し，競技場において医学的検査，治療，救急

医療を行える適切な施設の提供，および選手村における医療の提供

を確保する（CR6）。アンチドーピング代表は，ドーピング検査を

行う適切な施設を整え，ドーピングコントロールに関する事項につ

いて責任を負う（CR7）。

⑵　国内競技会

CR13で，主催者は競技会役員として医師（医務員）1人以上を任

命することと規程している。規模の大きな競技会（都道府県選手権

クラス以上）や道路競技会では医療活動を医師1人で行うのではな

く，医師，保健師・看護師，トレーナー，救急救命士などで構成さ

れる医療チームで行うべきである。道路競技では審判員を医務係と

してチームに加え，救護車および収容バスに同乗させる。

参加する医療スタッフ全員は，主催者から競技会役員としての委

嘱を受ける。

競技規則では医師の権限や任務についての記載はないが，競技会

運営上，医師の判断や指示が必要な事項が多いため，その役割は重

要である。代表的な事例は，競技中の医療処置である。競技中の競

技者に対する助力は厳しく禁止されているが，主催者が任命した医

療スタッフ（医師，保健師・看護師，トレーナー，救急救命士など）

による医療処置は，助力とはみなされない。TR6（競技者に対する

助力）に「診察，治療，理学治療は，大会組織委員会に任命され，腕章，

ベスト，その他識別可能な服装を着用した公式の医療スタッフが競

技区域内で，または，この目的のために医事代表もしくは技術代表

の承認を得たチーム付き医療スタッフが競技区域外の所定の治療エ

リアで行うことができる」と記載されている。
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競技者は，主催者が任命した医療スタッフから競技の中止を命

じられたときは，ただちに競技をやめなければならない（TR6.1）。

現実的には，医療スタッフから競技者に対する競技中止の助言をも

とに，主催者が競技者へ競技中断を指示することとなる。

2　資　格

競技会における医療スタッフ（医師，保健師・看護師，トレーナー，

救急救命士など）には公認審判員の資格は不要である。しかしなが

ら，医師については日本医師会による健康スポーツ医研修制度，日

本スポーツ協会によるスポーツドクター研修制度，日本整形外科学

会によるスポーツドクター研修制度が実施されているため，これら

を修了したものであることが望ましい。また，陸上競技を行ってい

た，もしくは現在行っている医師は，競技規則にも精通しており，

かつ陸上競技者の心身の変化を理解しやすいので適材であろう。ス

ポーツ看護に関する研修制度はないが，スポーツ現場に精通してい

る保健師・看護師がよい。保健師・看護師資格をもっている公認審

判員も多く，このような審判員に医療チームに加わってもらう。ト

レーナーは日本陸連が実施している陸上競技に特化したトレーナー

セミナーを受講修了した者，または日本スポーツ協会公認アスレ

ティックトレーナー資格を持つ者が望ましい。鍼師，灸師，あん摩・

マッサージ・指圧師，柔道整復師，理学療法士の資格を持っている

トレーナーは，その資格の範囲内で競技者への対応も自ら行える。

医師，保健師・看護師，トレーナー，救急救命士は心肺蘇生術や自

動体外式除細動器（AED）の取り扱いに習熟していることが求めら

れる。

3　任　務

医療チームの任務は，競技者，サポートスタッフ，競技会役員，

ボランティアスタッフ，報道関係者，陸連関係者，観客および VIP

に対して医療サービスを提供することである。主催者は大会の規模

により医事衛生委員会を組織し，事前の打合せと適切な準備を行う

ことが必要である。

国内競技会の場合，医療サービスを行う場所の範囲は主に競技場
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とウォームアップ場であるが，国際競技会の場合には練習場，選手

村，VIPホテルや報道関係者宿舎も含まれる。競技会の応急処置に

対する医療サービス費用は主催者がまかなうのが原則である。しか

し，応急処置のみでは対応できない事態に備え，主催者は参加者全

員を対象とする疾病・傷害保険に加入するか，もしくは参加者・参

加チームに疾病・傷害保険への加入を義務づける。また，主催者は

後方協力医療機関を前もって指定しておく。救急車を要請すること

もあるので，主催者は消防署救急隊へその旨を依頼しておく。競技

会における医療サービスは応急処置を行うまでであることを競技会

要項に明記する。

日本陸連（医事委員会）はドーピング検査を実施する国内競技会

に対して，医事およびドーピングコントロールに精通したナショナ

ルフェデレーションリプリゼンタティブ（NFR）を派遣する。NFR

は日本陸連および主催者の立場で，競技会における検査，治療，救

急処置についての設備を確保し，かつ日本アンチドーピング機構

（JADA）認定DCO（ドーピングコントロールオフィサー）と協同し，

ドーピング検査が円滑に行われる設備を確保する。NFRが派遣さ

れる競技会では，主管都道府県陸協は医事確認書を日本陸連に送付

し，NFRに情報提供をして必要であれば指示を受ける。

国際競技会の場合には，医事代表とアンチドーピング代表がWA

もしくはアジア陸連より派遣されるので，連絡を密に取り，競技会

運営が円滑に行われるようにする。

4　競技場における医務活動

主催者は医療スタッフを任命する。主要国内競技会および国際競

技会において，医療チームはメディカルステーション（医務室，救

護室），トレーナーステーション，スタジアム救護ステーションの

3ステーション制を敷く。主催者は医療関係者を任命する。

メディカルステーションには医師，保健師・看護師が常駐する。

主に競技場，ウォームアップ場において傷害を受けた者に対して応

急処置を行うため，競技の進行や傷害の発症機転が把握でき，かつ

傷害を受けた競技者の移送を考え，競技場フィニッシュ付近のト

ラックに面した場所が望ましい。トレーナーステーションは，ウォー



180

ムアップ場の中でメインスタジアムへの動線に近いところに設置，

スタジアム救護ステーションはメインスタジアムのフィニッシュ付

近と第二曲走路入口あるいは棒高跳のピット付近に設置し，トレー

ナーが待機する。大会の規模により2班から5班の編成で行うこと

がある。待機場所はトラック，フィールド両方の選手の競技が見え

る位置が望ましい。競技会役員が医療チームスタッフに必ず連絡が

とれるようにするため，各ステーションには携帯電話，トランシー

バーなどを用意することが望ましい。また，医療チームスタッフは，

それとわかる目印となるものを身につけるべきである。

メディカルステーションに備えておくべき物品と備品（表1）や

薬剤リスト（表2）を挙げる。運動中の競技者・審判員や観客の心

臓突然死防止のため，AEDを配備する。AEDはメディカルステー

ションの他，フィニッシュ付近および観客席などに複数準備される

ことが望ましい。医療記録および活動記録の整備もきちんとしてお

かなければならない。主催者および主管陸協は医師と必要物品につ

いて事前に連絡しあう必要がある。

5,000ｍ以上のトラック競技では，気象状況に応じて，競技者に

水とスポンジを用意することができる。10,000ｍを超えるトラッ

ク競技では，飲食物・水・スポンジ供給所を設けなくてはならない

（TR17.15）。熱中症発症の危険性が高いと判断する際には，できる

限りWBGT計を用いる。競歩，道路競技，クロスカントリー等に

おいても，競技者がレース中に水分補給できるように，主催者に指

示する（TR54.10，TR55.8，TR56.7）。

競技中に雷が発生した場合には，落雷事故を防ぐため，競技会主

催者より競技継続または中断，中止に関する情報をただちに知らさ

れるものとする。

5　ドーピングコントロール

競技会におけるドーピング検査（競技会検査）はWAから指示さ

れ実施するものと，JADAが日本陸連と協同で行うものがある。

ドーピングコントロールを実施する競技会は，その旨を競技会要

項に記載する。また，WAおよび JADAは競技会外検査も実施する。

競技会外検査の対象となる競技者は主として，WAもしくは
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JADAの検査対象者登録リスト競技者である。

主催者は競技会役員としてシャペロン役員，検査室役員を任命す

る。それぞれの役員の要件は JADAにより定められている。JADA

は，リードDCOおよびその他のDCOを決定する。DCOはリー

ドDCOの指揮のもと，ドーピングコントロールステーションの設

営，採尿立ち会い，検査手続きなどを行う。採尿立ち会いDCOは

競技者と同性でなければならない。日本陸連（医事委員会）より派

遣されるNFRは日本陸連および主催者の立場で，DCOと協同し，

ドーピング検査が円滑に行われるようにする。ドーピング検査の対

象競技者は基本的にリードDCOの指示により定まる。

シャペロン役員は20歳以上の成人とする。シャペロン役員はドー

ピング検査の対象競技者に通告し，それ以降，競技者に付き添う。

対象競技者は通告後，速やかに検査室に到着しなければならな

い。競技者が18歳未満の未成年の場合には，成人のサポートスタッ

フを通告時およびドーピングコントロールステーション入室時，検

査時に付き添わせるように競技者に伝える。対象競技者から水分摂

取の要求があれば，3本程度の中から対象競技者自身に選択しても

らう。シャペロン役員から直接手渡してはならない。主催者はシャ

ペロン役員数についてNFRに事前に確認しなければならない。検

査室役員はドーピングコントロールステーションの設営，セキュリ

ティーの確保，対象競技者などの受け入れ，他の競技会役員との連

絡調整などを行う。

ドーピングコントロールステーションは独立した区画で，対象競

技者の競技終了後の動線と，関係者以外の出入りをコントロールで

きるセキュリティーを考えて配置する。検査室は，1.受付，2.待合室，

3. 検査手続き室，4. 採尿室（トイレ）で構成される。実施する検査

数の規模により広さや採尿室数は異なる。血液検査が実施される場

合には，採血室を準備する。詳細については，当該競技会NFRお

よびリードDCOに確認する。

ドーピングコントロールステーションにおいて必要な物品につい

て挙げる（表3）。ドーピング検査を新たに実施する希望のある競技

会は，事前に日本陸連事務局まで相談すること。

ドーピングコントロールについては陸連発行「クリーンアスリー
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トをめざして2020」，またはその最新版および JADAホームページ

を参照のこと。

国際競技会ではWAもしくはアジア陸連より派遣されるアンチ

ドーピング代表の指示に従う。同記録を含む世界記録，アジア記録，

日本記録（日本記録はオリンピック種目のみとする）を樹立した競

技者は，ドーピング検査を受けないと新記録（もしくは同記録）と

して認められないので，競技者は主催者もしくは審判長にドーピン

グ検査を申し出なければならない。なお，同記録を含む世界記録と

アジア記録は，U20およびU18のものを含むものとする。

世界記録の検査費用は主催者が負担する。海外での国際競技会で

は，エリア記録，日本記録の検査費用は，競技者個人の立替払いと

し，帰国後日本陸連が検査費用を弁済するものとする。

海外の競技会において，日本記録を樹立した場合で，ドーピング

検査が行われなかった場合には，日本に帰国後ただちに，ドーピン

グ検査を受けなければならない。ドーピング検査を帰国後すぐに受

けられるように競技者は陸連事務局へ連絡しなければならない。検

査費用は日本陸連負担である。対象者は，ドーピング検査を受ける

まで禁止薬物を摂取することがないよう注意しなければならない。

国内競技会において，同記録を含む日本記録（オリンピック種目

のみとする）を樹立した場合，ドーピング検査を通告後24時間以

内に受ける必要がある。主催者は日本陸連事務局員にただちに電話

連絡を行い，ドーピング検査の実施方法について確認する。検査費

用は主催者が負担する。

18歳未満の競技者については親権者からドーピング検査に関す

る同意書を得る。そのことも大会要項に記載されるべきである。

18歳未満の競技者が検査対象となった場合には，NFRが本人から

同意書を受け取り，日本陸連に送付する。万一検査時に同意書が取

得できなかった場合には，日本陸連に連絡するとともに，検査後７

日以内に本人から日本陸連事務局に直接郵送してもらう。DCOは

同意書の取得に全く関与しないので，NFRが責任を持って行わな

ければならない。また，この同意書は1度提出されれば，それ以降

の検査時に提出する必要はない。
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6　トレーナー活動

トレーナーはそれと明示されたビブス等を着用する。トレーナー

活動は，トレーナーステーション班とスタジアム救護ステーション

班で構成される。トレーナーは競技者の安全確保のため，トランシー

バーなどを用い，メディカルステーションと緊密な連絡を行わなけ

ればならない。

トレーナーステーション班は競技者のコンディショニング活動を

行う。通常はウォームアップ場付近に設営される。トレーナーの人

数に合わせてマッサージベッドが必要である。治療器を用いること

も多いため，屋外に設営される場合でも AC電源の準備は必要であ

る。設備について挙げる（表4）。応急処置に必要な氷（アイシング用）

を十分量用意する。

スタジアム救護ステーション班は，競技中に受傷した競技者に対

して，現場にて緊急的処置を行い，または担架／ストレッチャーに

てメディカルステーションに搬送する。通常は第一曲走路入口付近

と第二曲走路入口付近に設営する。棒高跳の場合には，ピット付近

へ移動する。応急処置に必要な氷を用意する。AED配備も行う。

7　道路競技における医務活動

スタート，フィニッシュ地点には必ずメディカルステーションを

設置する。また，走路上に救護テントを設置する。医師，保健師・

看護師，救急救命士などを配置する。メディカルステーション，救

護テントには AEDを配備する。

熱中症発症の危険性が高いと判断する際には，できる限り

WBGT計を用いる。道路競技，クロスカントリー等では，競技者

がレース中に水分補給できるように，主催者に指示する（TR55.8，

TR56.7）。

競技者は，医師または主催者が任命した医療スタッフから競技の

中止を命ぜられたときは，ただちに競技をやめなければならない

（TR6.1）。

TR6.2「助力」に関する規則では，主催者が任命した医療スタッ

フが行う理学療法や医療処置は助力とは見なさないとしているが，

「上記（公式の医療スタッフが競技区域内で，または，この目的の
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ために医事代表もしくは技術代表の承認を得たチーム付き医療ス

タッフが競技区域外の所定の治療エリアで，行う）以外の他者によ

るこのような介助や手助けは，競技者がひとたび招集所を出た後は，

競技開始前であろうと競技中であろうと，助力である」と規程して

いる。しかしながら，この条項は主として競技場内で実施される種

目に関して規程されたものであり，競技が広域にわたって展開され

る道路競走では医療スタッフが直ちに現場に到着できないことが多

いので，主催者は緊急事態が発生した場合に臨機応変に対応できる

よう，医療スタッフが到着するまで，監察員や走路管理員に医療ス

タッフの権限の一部を付託しておく。

AEDを配備した移動救護車，収容バスを用意し，医療スタッフ

を同乗させる。十分な飲料，毛布などを準備する。競技者を収容し

たらただちに，大会本部へ競技者名とナンバー，収容地点を連絡す

る。

主催者は後方協力医療機関を前もって指定しておく。医療機関に

対しては，道路競技があることを事前に連絡しておくとよい。救急

車を要請することもあるので，主催者は消防署救急隊へその旨を依

頼しておく。

8　医師不在の場合

様々な理由で，主催者が医師を任命できない場合がある。主催者

は審判のなかから，医療スタッフを任命し，後方協力医療機関や救

急隊へ連絡がとれるようにしておく。公認審判員のなかの保健師・

看護師免許をもつ者，もしくは救急救命士で心肺蘇生術に習熟し，

AEDを取り扱うことのできる者が望ましい。

主催者から任命された医療スタッフは，競技者に競技中断を命じ

ることができる。

9　選手村，VIPホテル，報道関係者などの宿舎における医務活動

世界選手権などの国際競技会では，宿舎において医療サービスを

提供する。宿舎には医務室を設け，医療チームスタッフが対応す

る。夜間はオンコール体制とし，24時間対応できるように準備する。

地元医師会へ医師，保健師・看護師の派遣を依頼し，後方協力医
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療機関を決めておく。

トレーナーサービスも不可欠である。各国選手団が自由に使える

ように，マッサージ台を備えたマッサージルームを確保する。

細かな点については医事代表の指示に従う。

10　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

新型コロナウイルス

感染症の潜伏期間は最大で14日，飛沫感染と接触感染で人から

人へ伝播する。感染力は発症の2～3日前から発症直後に最大とな

り，発症前や無症状の感染者（感染を受けたにもかかわらず無症状

の感染者）から感染しやすいため，特段の注意が必要である。競技

会において最大限の感染拡大防止を図るため，日本陸連は2020年

6月11日に「陸上競技活動再開のガイダンス」を公開した。大会主

催者はそれに基づいた感染拡大防止対策を講じる。日本陸連は「新

型コロナウイルス対策本部」を設置し，各大会は「新型コロナウイ

ルス対策本部」と連携の上，参加者の感染予防，クラスター形成防

止に積極的に関わる。競技会の開催可否，実施については，行政，

保健衛生当局，日本陸連，WAなどによる情報をもとに検討する。

ドーピング検査室は3つの密（密閉，密集，密接）になりやすい

環境にあるため，それの防止に向けて大会主催者は日本陸連および

日本アンチドーピング機構と事前協議を行う。

いかなる立場での競技会参加であっても，参加前後の健康状態を

自身でモニターする習慣づけが重要である。医療スタッフは，大会

主催者，行政，保健衛生当局と連携しながら感染拡大防止策の検討，

実施において重要な役割を持つ。
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陸上競技大会・ロードレース大会医事確認書

この確認書は，大会医事運営を滞りなく行うために必要なチェッ
クリストです。
陸上競技審判ハンドブックを参照し，チェック項目を確認のう

え準備を進め，大会2週間前に陸連事務局（Email：medical@jaaf.
or.jp）へご回答下さい。

大会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
場　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
競技会開催日　20　　年　　月　　日から　　月　　日まで 
総務ご担当者　　　　　　　　　　　　　　　　
携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　医師または医療チーム
統括医事責任者（メディカルディレクター）　氏名　　　　　　
医師総数　　　　　　名　　　看護師　　　　　　　名
トレーナー　　　　　名　　　救命救急士　　　　　名

2　スタジアムでスリーステーション制を採用する
　　　　はい　　　　　　　いいえ

3　 スタジアムでのステーションの設置場所 
メディカルステーション　　　　　　　　　　　　　　　　 
トレーナーステーション　　　　　　　　　　　　　　　　 
スタジアム救護ステーション　　　　　　　　　　　　　　

4　ロードレースでの救護所設置場所　　　　　　　　　　　　

5　 物品等のチェック 
医療用備品チェック　　　　　　　□確認済 
医薬品チェック　　　　　　　　　□確認済 
自動体外式除細動器（AED）配備　□確認済（台数　　　台）

6　後方協力病院への連絡　　　　　　□確認済
　　　　　　病院名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　連絡電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7　 日本陸連医事委員会へ連絡事項などがあれば，ご記載ください。 
記入者　　　　　　　　　連絡電話番号　　　　　　　　　 
記入日　　　　　年　　　月　　　日
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表１　メディカルステーションの設備，備品

　　下記の設備，備品は競技会規模やメディカルステーションの広さによって

  異なる。原則として競技場設備として考える。

流し １台（お湯も出る）

診察用机 １台

診察用椅子 ２脚

ベンチ １台

血圧計 ２台

診察用ベッド １台
（トレーナー用ベッドのように硬めのもの）

休養用ベッド ２台

毛布 ４枚

シーツ ４枚

まくら ３個

まくらカバー ３枚

バスタオル ５枚

酸素ボンベ １本（充填されているもの）

携帯用酸素ボンベ ２本

鼻カニュラ ２本（ディスポーザブル）

洗面器 ２個

大型製氷機 １台

小ビニール袋 ２０枚（アイシングのために必要）

冷蔵庫 １台

ロッカー ２台

場内モニターテレビ １台

点滴架台 ２台

ストレッチャー １台

電話 １台

ビニールゴミ袋 ５枚（嘔吐用に黒い袋も準備するとよい）

WBGT計 １台

自動体外式除細動器（AED）複数台
車椅子の準備も検討すること。
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　Ⅰ．競技会医薬品（代表的薬剤名をあげる）

　（＊：禁止物質であるため，取り扱いに注意を要する）

１．抗菌薬

ケフラール，セフゾン，クラビット　のうち1もしくは２

メディコン，レスプレン，ノレプタン　のうち１もしくは２

タベジール，ニポラジン　のうち１もしくは２

ロキソニン，ボルタレン，バファリン　のうち１もしくは２

２．抗ヒスタミン剤

３．鎮痛解熱剤，抗炎症剤

４．抗不安剤，鎮静剤

　セルシン

５．電解質溶液

　　0.9%生理食塩水　500ml(TUE必要)，20ml

　　乳酸リンゲル液　500ml(TUE必要)

　　5％ブドウ糖液　500ml(TUE必要)

　　20％ブドウ糖液　20ml

６．眼，耳，鼻

タリビット点眼薬

　　プリビナ鼻用

７. 気管支用

８．胃腸薬

　　セルベックス

　　ガスター

　　ブスコパン

９．局所麻酔剤，抗炎症剤

　　リドカイン１％注（局所注射用）

　　デカドロン注

10．交感神経刺激剤

 （ⅰ）エピネフリン注（＊：TUE）

 （ⅱ）サルタノール エアゾル

11．狭心症治療薬

　　ニトロール舌下錠

TUE：治療使用特例の申請が必要。
メディカルステーションはOTC薬で代用可能である。

表２　メディカルステーションの医薬品と医療用品・医療器具

（A）医療用医薬品
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解熱鎮痛薬 バファリンA，イブ

鎮咳・去痰薬 新コンタックせき止めダブル持続性

胃腸薬 ガスター10，ブスコパンA錠

アレルギー用薬 アレルギール錠

点鼻薬 パブロン点鼻EX

目薬 新サンテドウα

うがい薬 パブロンうがい薬AZ

皮膚外用薬 バンテリンコーワ

Ⅱ．競技会医療用品と医療器具

１．テープ

25mm

25mm

40mm

エラスティックテープ

75mmエラスティックテープ

アンダーラップ

75mm弾力包帯

150mm弾力包帯

３Mテープ（翼状針用）

２．消毒用

滅菌ガーゼ　大，小

アルコール消毒

イソジン消毒

ソフラチュール

綿球

7.5cm × 20cm粘着被覆材（adaptic dressings）

ディスポ消毒セット　（セッシ，ハサミ，ガーゼ，綿球入り）

３．注射器／注射針

5ml注射器 注射針つき

10ml注射器 注射針つき

20ml注射器

注射針　18，21，23ゲージ

点滴セ

駆血帯

ット

（B）一般用医薬品（医師の処方箋なく，薬局で購入できる医薬品）
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４．診断用医療用具

聴診器

血圧計

ペンライト

パルスオキシメーター

打腱器

電子体温計　または　鼓膜体温計（測定部カバー付き）

５．蘇生用機器

自動体外式除細動器（AED)　　複数台

可能ならば　アンビューバッグ

可能ならば　携帯用心電計

６．その他

XL バンドエイド

25mm バンドエイド

綿棒

バラマイシン軟膏

ディスポ舌圧子

ディスポ外科用メス，＃11 と ＃15

ディスポ検査用手袋　（Ｍ，Ｌ）

ペアン

ウエルパス　300ml　（手指消毒用）

シップ剤

７．非消耗品

１ リットルスクイズボトル　洗浄用（0.9％生食）

頚椎カラー　ポリネック（M, L）

ソフトシーネ　下肢用，上肢用

ハサミ

三角巾
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　DCOが準備する書類，器材以外に競技会主催者が用意するもの

　競技会の規模により，備品の準備は異なる

　血液検査を実施する場合には，事前に別途相談を要する

机 １台

椅子 ２脚

机 ２台

椅子 ６脚

ハサミ ２ケ

水洗トイレ １式

机 １台

椅子 １０脚

ソファ １台

毛布 ５枚

 冷蔵庫 ２台

競技者用飲み物

ミネラルウォー
ター 適量（カン入りが望ましい）

スポーツドリンク 適量（カン入りが望ましい）

テレビ １台　　　待合室に設置

電話 １台

ごみ用ビニール袋 ５枚

ガムテープ １巻

ティッシュペー
パー ３箱

ウェットティッ
シュ 1箱

ボールペン 10本

受け付け

検査手続き室

待合室

（十分広くて，採尿の立ち会い役員も一緒に入
ることができる。検査数によって複数あることが
望ましい。検査手続き室付随）

（１台は飲料保冷用で待合室に設置する。１台
は検体保冷用で錠がかかり検査手続き室に設
置する）

（適量とは500mlまでの大きさでドーピング検査
数の３倍程度である。）なお，カン入り飲料入手
困難ならば，ペットボトル可

表３　ドーピングコントロールステーションの備品
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１．トレーナーステーションが屋外の場合（大会主催者が準備する）

　　規格は大会規模によって変動する場合がある。

（１）　テント：２張り～3張り（４０～６０㎡）

（２）　横　幕：四方を完全に覆うもの

（３）　床　板：パネルによって床全体を覆うもの（雨天に備えて
　　 　  高さ10cm程度が必要である）　　 

（４）　電　源：電源ドラム１～２基（治療機器に使用）

（５）　照　明：電灯の設置（日没後に活動する場合）

（６）　サインボード（日本陸連トレーナーステーション）

２．共通設備（大会主催者とトレーナーが事前に相談して決定する。

    一部，陸連トレーナー部で所有するものがある。）

（１）　マッサージベッド：２～１０台

（２）　救急キット：１～３セット（スタジアム救護班２セットを含む）

（３）　固定装具（リストＡ）１～３セット

　　　　（スタジアム救護班用２セ

 トレーナーステーション１，スタジアム救護２

ットを含む）

（４）　テーピング用品（リストＢ）

（５）　衛生材料（リストＣ）

（６）　アイスボックス：大型１～３台

（７）　トランシーバー：メディカルステーション１，
　　　　　　　　　　　　　

（８）　治療機器：活動するトレーナーの所有資格による。
　　　　ホットパック，低周波治療器，超音波治療器，その他の治療機器　　　

（９）　テーブル：折りたたみテーブル３～10台

（10）　イ　ス：５脚～１５脚

（11）　担　架：１台

（12）　パーテーション：４～８面

（13）　ゴミ箱

（14）　バスタオル　30枚/日，フェイスタオル30枚/日

（15）　その他トレーナー活動に必要なもの

表４　トレーナーステーション用設備



193

競
技
会
役
員

　　（大会主催者とトレーナーが事前に相談して決定する）

（１）固定装具（リストＡ）

（２）　テーピング用品（リストＢ）

（３）救急キット（リストＣ）

（４）担架およびバックボード

（５）　トランシーバー

（６）　アイスボックス（携帯用）

【リストＡ】　固定装具

　副子（各部位，各サイズ）

　エアスプリントまたはバキュームスプリント

　頚部固定装具（各サイズ）

　三角巾

　その他の固定装具

【リストＢ】　テーピング用品

非伸縮性テープ　12mm，25mm，38mm，50mm

　伸縮テープ（ハード）25mm，50mm，75mm

　伸縮テープ（ソフト）50mm，75mm

伸縮テープ（キネシオソフト）25mm，50mm，75mm

　アンダーラップ

　ラバー（スポンジ）パッド（各種）

　粘着スプレー

　リムーバースプレー

　コールドスプレー

３．スタジアム救護ステーション用設備（２セット）
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【リストＣ】衛生材料：（救急キットの内容を含む）

　滅菌ガーゼ（Ｓ，Ｍ，Ｌ）

　カット綿

　洗浄綿

　滅菌綿棒

　サージカルテープ（12mm，25mm）

　圧迫用伸縮包帯（75mm，100mm，150mm）

　医療用伸縮包帯（50mm，75mm）

　バンドエイド（各種）

　アイスバッグ

　テープシザース

　テープカッター

　ラテックスグローブ

　CPRマスク

　手指消毒液

　創傷用消毒液

　ワセリン

　ビニール袋（40cm以上）

　マッサージ用パウダー

　マッサージ用ローション

　マッサージ用オイル

　各種軟膏類

　スクイズボトル（洗浄用）

　その他衛生材料
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競技会ドーピング検査（ICT）の手順

1　ドーピング検査対象競技者の選び方

特定の競技者を選ぶこともある（ターゲット検査）が，通常は

JADAから対象種目と順位が事前に指定されていることが多い。学

生選手権など複数の種目にエントリーしている選手が多いと考えら

れるケースなどで，JADAによる指定が競技運営上不適切と思われ

るようであればリードDCOと相談の上，変更を依頼することも考

慮する。予選，決勝を問わず競技会参加者は誰でも検査対象となる

可能性がある。

同記録を含む世界記録，アジア記録，日本記録（日本記録はオリ

ンピック種目のみとする）を樹立した競技者は，ドーピング検査を

受けないと新記録として認められないので，競技者は主催者もしく

は審判長にドーピング検査を申し出ること。

⑴　海外での国際競技会では，世界記録の検査費用は主催者が負担

する。エリア記録，日本記録の検査費用は，競技者個人の立替払

いとし，帰国後日本陸連が検査費用を弁済するものとする。

⑵　海外の競技会において，日本記録を樹立した場合で，ドーピン

グ検査が行われなかった場合には，日本に帰国後ただちに，ドー

ピング検査を受けなければならない。ドーピング検査を帰国後す

ぐに受けられるように，競技者は陸連事務局へ連絡しなければな

らない。検査費用は日本陸連負担である。

⑶　国内競技会において，日本記録（オリンピック種目のみとする）

が樹立された場合，ドーピング検査を通告後24時間以内に受け

る必要がある。NFRは日本陸連事務局員にただちに電話連絡を

行い，ドーピング検査の実施について確認する。DCOも直接

JADAに連絡するので，調整を図る。検査費用は主催者が負担す

る。NFRが派遣されない大会においては主催者から連絡しても

らう。

連絡先：日本陸連事務局

※ 該当が予想される大会の担当者は事前に詳細を日本陸連事務

局に問い合わせをすること。
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2　 対象競技者への通告とドーピングコントロールステーションへ

の来訪

シャペロン役員は競技終了後速やかに，対象競技者に対して「ドー

ピング検査の対象である」ことを伝える。その競技者は承諾書に署

名し，競技者は監視下におかれる。署名の拒否はドーピング検査拒

否で，アンチドーピング規則違反と判断される。対象競技者が署名

した時刻（24時間制）が承諾書に書き込まれ，競技者は速やかにドー

ピングコントロールステーション（DCS）に到着しなければならな

い（2009年よりDCSへの到着は通告後1時間以内ではなく，通告

後速やかにと変更された）。競技者は，監督，コーチ，ドクター，

トレーナーなどの成人を一人だけ同伴者として一緒に連れて行くこ

とができる。国外の大会では通訳も一人同伴可能である。未成年者

は同伴者がいる前で通告を受ける必要がある。ただし，ドーピング

検査のプロセスでは18歳以上を成人としてみなすため，18歳およ

び19歳の対象者についてはこの限りではない。明確な理由がなく，

DCSに速やかに到着しないと，ドーピング検査拒否と判断され，

アンチドーピング規則違反と判断されることがある。通告後はシャ

ワーを浴びたり，トイレを利用したりすることはできず，着替えも

DCO監視下で行う。インタビューや表彰などの時は，シャペロン

が付き添う。

3　ドーピングコントロールステーションでの作業

DCSは待合室，検査室，採尿室で構成される。検査室役員は，

競技者を承諾書とアスリートビブスで確認，受付をする。ADカー

ドがある国際競技会では AD確認をする。DCOは本人確認のため

に写真付き AD呈示を要求するので，対象者にパスポート，運転免

許証，学生証などを用意させる。競技者は，十分な量の尿が出そう

でないと思ったら，待合室に用意されているスポーツドリンクやミ

ネラルウォーターを飲んでゆったりと待機する。飲み物は冷蔵庫な

どから自分でとり，きちんと封がなされていることを自分で確認す

る。ただし，尿検体の低比重化を避けるために飲み物を飲み過ぎな

いように注意する。開封後に一旦目を離した飲料は，何らかの異物

が混入される可能性も考慮して絶対に口にしない。尿が出そうな



197

競
技
会
役
員

時はDCOにその旨を告げて，待合室に一緒に付き添ってきた同伴

者と一緒に検査手続き室に入る。手順については，DCOの指示に

従い，水で手を洗った後，密封された採尿カップを1つ選び，競技

者と同性のDCOと一緒に採尿室に入り90㎖以上の尿を採尿する

（2009年より最低量が75㎖より90㎖になった）。同伴者は特別な

場合以外は，採尿室には入らない。検査対象競技者が18歳未満の

場合，同伴者（競技者と同性でなくとも可）はDCOを採尿室の外

から監視できる。競技者は検査手続き室へ戻り，検査キット（ベレー

グキット）を1つ選ぶ。DCOの指示に従い，競技者自身がキット

を封印しているセロハンをはがし，キットを開封する。A容器，B

容器，検体番号ラベルを取り出し，すべての番号が同一で，かつ外

箱の番号と同一であることを確認する。

競技者は容器のフタを開け，まず B容器に30㎖の尿を注ぎ，続

いて A容器に残りの尿60㎖以上を注ぎ，フタをしっかりと閉める

（これを A検体，B検体と呼ぶ）。A，B検体をビニール袋に入れて

キット内に戻し，蓋をする。ビニール袋に入れるのはDCOでも競

技者，同伴者でもよい。DCOは採尿カップに残った尿の比重を測

定し，各種物質の分析に適した尿検体であるかどうかを確認する。

尿量が90㎖以上150㎖未満の場合，尿比重1.005以上，尿量が150

㎖以上の場合，尿比重1.003以上を適正な比重としている（2020年

3月より）。尿比重が上記基準未満の場合には，JADAが結果管理す

る競技会では検査を繰り返すが，次の採尿までの時間間隔の規程は

ない。また，JADAの指示により，尿比重が基準を満たさなくとも

終了することがある。しかしながら，WAが管理する競技会では尿

比重が1.005以上（尿量150㎖以上あれば1.003以上）になるまで，

繰り返される。次の採尿までの時間間隔は1時間以上空けなければ

ならない。1時間以内に尿意を催した場合には，監視下で排尿する

が，尿検体としては採尿しない。

競技者は使用した薬物やサプリメントに関して申告することがで

きる。申告を行うかどうかにかかわらず，禁止物質が検出されれば

アンチドーピング規則違反となる可能性が高い。ただし，治療使用

特例（TUE）を受けている場合には，その許可証もしくはコピーを

DCOへ提示する。救急治療や急性病状の治療で禁止物質や禁止方
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法を使用した場合は，事後であっても遡及的 TUEを申請する必要

がある。この場合，通常の申請条件に加え，「緊急性を証明する医

療記録」が必要になる。（予め TUEの提出が必要とされている大会

以外で禁止物質が検出された場合には，遡及的 TUEの提出が求め

られることもある）。DCOがドーピング検査公式記録書に記入終

了後，署名を行い，同伴者と競技者は記載内容を確認する。問題な

ければ同伴者が署名し，競技者が最後に署名する。競技者は競技者

用のコピー（ピンク色）をもらい，これで競技会ドーピング検査は

終了する。尿検体は世界アンチドーピング機構認定分析機関である

LSIメディエンスへチルドゆうパックで送られる。

一度の採尿で90㎖に足りない場合には，部分検体となる。部分

検体を安全に保管するためDCOの指示に従い，部分検体キットと

ベレーグキットを選び，ベレーグキットよりA容器のみを取り出す。

採取された尿すべてを A容器に入れ，部分採尿キットの白いフタ

を用いて閉める。A容器をベレーグキットに戻し，外箱を閉めて部

分検体保存用のビニール袋に入れる。DCOは部分検体に記載され

た番号をドーピング検査公式記録書に記載する。部分検体の入った

ベレーグキットはDCOが保管する。競技者は待合室で水分補給を

し，尿をためる。

同様の手順で再度，採尿カップを選び採尿を行う。部分検体が正

しく保管されていたことを，DCOと競技者が確認し，競技者が A

容器を取り出す。新たに尿カップを選び，その中に1度目に採尿し

た A検体尿を注ぎ，次いで2度目に採尿した尿を注ぎ入れ，総量が

90㎖以上とする。十分な量があれば，上記のように検査は進むが，

足りなければ再度部分検体となる。

待合室で水，スポーツドリンクなどの飲み物は準備される（ビー

ルなどのアルコール飲料は準備されない）が，食事の準備はない。

競技者は自己責任のもと，自分で準備した飲み物および食事を摂

ることは可能である。

ひとたび検査室に入ると室外に出られないのが原則であるが，表

彰，インタビュー，医師やトレーナーによる治療，もしくはクーリ

ングダウンが必要な時はDCOに相談し，シャペロンの付き添いの

もと，室外へ出ることを許可されることがある。
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DCS内では写真撮影，ビデオ撮影は禁止され，検査手続き室で

は携帯電話の使用も禁止される。

また，NFRはDCSで検査に立ち会うことができる。

18歳未満の競技者については，親権者からドーピング検査に関

する同意書を取る。そのことも大会要項に記載されるべきである。

未成年の競技者が検査対象となった場合には，NFRが本人から同

意書を受け取り，日本陸連に送付する。万一検査時に同意書が取得

できなかった場合には，日本陸連に連絡するとともに，検査後7日

以内に本人から日本陸連事務局に直接郵送してもらう。DCOは同

意書取得に全く関与しないので，NFRが責任を持って行わなけれ

ばならない。また，この同意書を1度提出すれば，それ以降の検査

時に提出する必要はない。

4　血液検査

ドーピング検査の一環（アスリートバイオロジカルパスポート）

として血液検査が行われる大会もある。通常大会の1～2日前に宿

舎などで採血を行う。特に指定がなければ運動終了後2時間以降に

採血する。通告書にサインをした後，検査室で椅子に座り，両足が

地面についた状態で10分間安静にする。もし途中で立ち上がると

その後座った時点から再度10分間の安静が必要となる。18歳未満

の競技者は通告書にサインをする時点から成人の同伴者がいなけれ

ばならない。

検査に使用する器具を３つ以上の中から選択し，番号などを確認

した後，BCO（Blood Collection Officer）が採血を行う。以前の採

血で気分が悪くなるなどの経験があれば横になって採血してもらう

ことも可能である。３回穿刺して必要な量の採血ができなければそ

の時点で検査は終了する。この場合は検査未了とはみなされない。

検査終了後の手順は尿検査と同じである。
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公式計測員

1　任　務

公式計測員は，2018年のWAの競技規則から削除された。国際

大会では複数の技術総務が分担して任務にあたっている。国内競技

会では技術総務の任務の一部を公式計測員に任せている競技会が多

いが，複数の技術総務が分担して任務にあたっている競技会もある。

公式計測員は，国内規程で定められた任務である。

競技会前に公認陸上競技場のマーキングと競技施設の正確性を確

認し，その旨を技術総務に報告する。これを確認するために，競技

場の設計図，図面および最新の計測報告書を閲覧できるようにしな

ければならない。（CR28〔国内〕）

上記の任務のほか，用器具について技術総務に代わって確認する。

（CR16〔国内〕2）

また，公式計測員は技術総務が兼任するときもある。

2　留意点

国内の公認競技場は，「公認陸上競技場および長距離競走路なら

びに競歩路規程」等に基づき検定を実施し，公式の陸上競技会を開

催し得る十分な精度のある適切な施設であると認定している。

競技会では，次の事項について点検，確認をし，技術総務に報告

する。また，検定報告書を閲覧できるようにする。

⑴　トラック1周の距離の確認…検定時の計測結果を確認し，縁石

が正しく設置されているか状況を確認する。

⑵　走路の確認…検定時の計測結果を確認し，走路の状態を確認す

る。

⑶　走高跳跳躍場の確認…検定時の計測結果を確認し，着地場所と

助走路の状態を確認する。

⑷　棒高跳跳躍場の確認…検定時の計測結果を確認し，着地場所と

助走路の状態及びボックスの設置状況を確認する。

⑸　走幅跳，三段跳跳躍場の確認…検定時の計測結果を確認し，砂

場，踏切板，助走路の状態を確認する。
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⑹　砲丸投投てき場の確認…検定時の計測結果を確認し，サークル，

着陸場所（落下域），足留材の設置状態を確認する。投てき角度，

距離ラインを確認する。

⑺　円盤投投てき場の確認…検定時の計測結果を確認し，サークル

の状態を確認する。投てき角度，距離ライン，囲いの設置を確認

する。

⑻　ハンマー投投てき場の確認…検定時の計測結果を確認し，サー

クル，兼用サークルの設置状態を確認する。投てき角度，距離ラ

イン，囲いの設置を確認する。囲いの開口部までの距離，高さが

円盤投と異なるので注意する。

⑼　やり投投てき場の確認…検定時の計測結果を確認し，助走路の

状態を確認する。投てき角度，距離ラインを確認する。

⑽　障害物競走設備の確認…検定時の計測結果を確認し，水濠，固

定障害物，移動障害物の位置・高さを確認する。スタートから第

１障害まで70ｍを確保するため第１障害を移動する競技場があ

るので，注意する。

⑾　各スタートライン，テイクオーバーゾーン，ブレイクライン，

ハードルの位置の確認…検定時の計測結果を確認する。標識タイ

ルからスタートライン，テイクオーバーゾーン，ハードルの位置

を設置する時には，技術総務，用器具係主任と連携して，標識タ

イルから正確に設置する。2段式スタートの縁石の設置状態を確

認する。

⑿　フィールド内のレベル確認…検定時の計測結果を確認する。

⒀　計測器具の確認…鋼製巻尺，走高跳用高度計，棒高跳用高度計，

電気距離計測装置，跳躍距離透視計測器等を確認する。

⒁　公式用器具の確認…競技規則に規格のあるものは競技開始前に

検査しておく。

本連盟が主催・共催する競技会では，用具は主催者が用意する。

これらの競技会で競技者は他のいかなる用具も使うことはできな

い。しかし，総務は該当する競技注意事項等により，競技者個人

所有または製造会社提供の用具の使用を認めることができる。国

際競技会では，WAが認証した器具でなければなければならない。

（TR32）
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主催大会では，世界記録，エリア記録が達成された時に使用さ

れた用具を競技終了後に再検査する必要（CR31.17.4）があるの

で，事前に番号を付けておく。

検定品 焼き鏝・ポンチ　　　　　　　検定品シール　　　 WA認証シール

⒂　借り上げ公式用器具の検査…本連盟が主催，共催する競技会に

おいて，主催者が用意した投てき用具としてリストに記載されて

いないものを競技注意事項等で借上げを認めることができる。本

連盟検定済みのもので競

技前に主催者により検査

を受け合格のマークが記

したものでなけれればな

らない。（TR32〔国内〕）

個人の投てき用具の借り

上げを許可した競技会で

は，持ち込まれた本連盟

検定済みの器具を検査す

る。検査に合格した投て

き用具には検査シールを

貼付するかマークをす

る。技術総務が特に決め

ない限り，2個までの持

ち込が認められる。国際

大会ではWA認証の器具

でなければならい。

⒃　マラソンコース，競歩

コースの確認…競技会当

日のコースが計測された

検査申請書例

検査合格シール例
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コースと合致しているか確認する。競技に支障となる個所のコー

ン等の位置，スタートライン，フィニッシュライン，折り返し点，

中間点，5㎞毎等のポイントを確認する。

3　パラ陸上の留意点

技術総務のページも参考にされたい。

⑴　こん棒投投てき場の確認…検定時の計測結果を確認し，サーク

ル，設置状態を確認する。投てき角度，距離ライン，囲いの設置

を確認する。

⑵　用器具係主任と連携し，テイクオーバーゾーンの延長の確認，

スタートラインの延長の確認を行う。

⑶　投てき種目ではパラ陸上独自の重さの設定がある。

借り上げ用器具の検査方法

国内競技会では，本連盟の検定品で規格に合った物だけが使

用できる。規格に一致しているか，技術総務の担当あるいは公

式計測員が以下の要領で検査を行い，合格したものには印また

はシールを貼付する。

競技場に備え付けの用器具の一覧を作成しておくとよい。

WA主催等の国際大会ではWA認証した製品でなければ使用

できないので，WA認証シールのみで借り上げ検査を行うこと

になるので注意する。技術総務が特に決めない限り，2個まで

の持ち込みが認められる。

⑴　砲　丸

①　本連盟の検定印（刻印）または検定シールがあるか。

②　完全な球形で滑らかであるか，変形がないか確認する。

③　振って音がしないか，ガタツキを確認する。

④　規格を調べる。…重量，直径を確認する。

　◆ 検査に必要な器具…はかり，砲丸検定器（ない場合＝直

径を計れるノギス・キャリバー）
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⑵　円　盤　

①　本連盟の検定印（刻印）又は検定シールがあるか。

② 　外側の縁（枠）の表面は凹凸がなく，仕上がり全体は滑

らかであるか，板の歪み，傷，変形を確認する。

③　振って音がしないか，ガタツキを確認する。

④ 　規格を調べる。…重量，直径，縁の外側の直径，金属製

の平板の直径，中心部の厚さ，外縁の厚みを確認する。

　◆ 検査に必要な器具…はかり，円盤検定器（ない場合＝厚

みを計れるノギス・キャリバー）

⑶　ハンマー

①　本連盟の検定印（刻印）または検定シールがあるか。

②　頭部は完全な球形であるか，変形を確認する。

③　振って音がしないか，ガタツキを確認する。

④ 　ベアリングまたはボールベアリングが回転するか確認す

る。

⑤ 　接続線（ワイヤー）が屈折していないか，テープ等で補

修していなか，確認する。

⑥ 　規格を調べる。…重量，直径，ハンドルの内側よりの全

長の検査，重心の検査（ツルを外して検査）を確認する。

　◆ 検査に必要な器具…はかり，ハンマー検定器（ない場合

＝直径を計れるノギス・キャリバー，メジャー），重心

検査器

⑷　や　り　

①　本連盟の検定シールがあるか。

②　表面が滑らかであり，湾曲部分がないか確認する。

③　グリップの紐の緩み，ほころびがないか確認する。

④ 　規格を調べる。…重量，全長，先端から重心までの距離，

定められた位置とその直径，グリップの幅を確認する。

　◆ 検査に必要な器具…はかり，ノギス，計算機，やり検定

器（ない場合＝重心を計測する山型の部材，メジャー）
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やりの検査表

【パラ陸上】こん棒

パラ陸上の種目にこん棒がある。以下のような形である。

①　構造を確認する。

　・ 先端部（ヘッド），首部（ネック），胴体部（ボディ），底

部（エンド）の4つの部分からなる。

　・ 先端部，首部，胴体部は木製で，全体として固定され，

一体化した頑丈なものであること。

　・ 胴体部は金属製で刻み目や突起や鋭い縁のない円筒状の

底部に固定されていること。
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　・ 先端部は球状または円筒状で，首部に向けてすぐに細く

なる形状であること。

　・ 首部に向けて均等に細くなり，金属製底部に向けて少し

だけ細くなっていること。

② 　表面にくぼみ，でこぼこ，溝，畝，穴，ざらつきがなく，

滑らかであるか確認する。

③ 　規格を調べる。…重量，全長，首部の直径，胴体部の最

も太い部分の直径，金属製底部の末端の直径，金属製底部

の厚み

　※ 湿度によって重さが左右される木製であることを考慮

し，400gのこん棒は，検査の際に397g以上であれば構

わない。

　◆ 　検査に必要な器具…はかり，厚みを計れるノギス・キャ

リバー
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用器具係

1　任　務

技術総務のもとに用器具係をおく。用器具係は，各競技に必要な

用器具を整備し，その競技開始前にこれを配置し，競技終了後にこ

れを撤収する。（CR16〔国内〕3）。用器具係は，国内規程で定めら

れた任務である。

技術総務の指示により，競技者が満足な競技ができるように競技

日程に従って整備計画をつくり，不備がないようにする。

競技会に必要な用器具を詳細に点検整備する。各競技の用器具

は配置あるいは各担当審判員に引き渡し，その担当審判員が設置・

撤収を行う（用器具配置分担表参照）。競技実施中における競技場，

道路競技におけるコースの状況管理を行う。

トラックを整備するために置かれていた競技場整備係は，全天候

舗装の競技場が普及し，最近では用器具係が行っている。

用器具係の任務は都道府県陸協に違いがあるが，基本的な任務は

以下のことになる。

2　準備・引き渡し・配置

⑴　トラック

取り外し式縁石のチェック，障害物用代用縁石の設置，水濠の

注水審判台およびフィニッシュポストの設置，ラップ用旗，コー

ナートップ用旗，ブレイクラインマーカー ,レーンナンバー標識，

スターティングブロックの配置，ハ－ドル・障害物の設置。

手旗等審判用具一式を準備し担当審判員に引き渡す。

⑵　各跳躍場

助走路の確認，砂場の砂の量と湿り具合の確認，棒高跳ボック

スの設置，マットおよび支柱の配置に競技者用長椅子の搬送，踏

切板等審判用具一式を準備し担当審判員に引き渡す。

ディスタンスマーカーの確認 ,雨天時の競技者用テントの設

置。

⑶　各投てき場
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足留材の取り付け，兼用サークル，やり投の助走路の確認。

円盤投・ハンマー投の囲いを投てき審判員と共同で設置・移動，

サークル両側の750㎜のラインの確認。

白色等テープ・距離標識，投てき器具および審判用具一式を準

備し担当審判員に引き渡す（投てき角度線は状況により投てき審

判員と共同で設置する場合もある）。天候に応じて競技者用テン

トの設置。

3　留意点

⑴　技術総務の指示によりプログラムに基づく競技進行計画表と施

設配置図をつくる。

⑵　電気機器関係では，各種目の電源確保と情報機器の設置場所の

確認をする。特に写真判定装置，情報処理端末器，電気距離計測

器，デジタル式風力計の管理状況について，技術総務と連携して

競技場管理者と十分な話し合いを行い，保管，整備の配慮をして

もらう。

⑶　5,000m，10,000mでグループスタートを行う場合，外側の走

路では，スタートラインの約5～10m先より代用縁石を置くよ

うにする。走る距離は縁石があることを前提に計算されているの

で，代用縁石は全部置く。競技場により代用縁石が不足する場合

は，やむを得ず１本おきとする。

⑷　ハードルの種目毎の高さ，位置を確認し配置をする。担当の場

所だけでなく，前後のハードルも確認する。競技中の修正は，監

察員の任務となる。

⑸　障害物競走の代用縁石の設置と水濠の注水時間の確認。

水濠への代用縁石は全部置く。競技場により代用縁石が不足す

る場合は，やむを得ず１本おきとする。スターﾄから第１障害ま

で70ｍを確保するため，第１障害を移動する競技場がある。

⑹　跳躍競技では風向きにより助走の方向が変わる場合があるの

で，跳躍審判長，技術総務と砂場，マットの位置を協議して決め

る（設置は担当競技審判員）。

⑺　走幅跳・三段跳では踏切板・粘土板，計測機器を担当審判員に

引き渡す。粘土は油性のものを用意する。三段跳では助走路が短
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い場合，補助マットを用意する。国際大会では投眼式メジャーは

使用しない。

⑻　高度計，投てき用公式用器具（投てき物）は天候などの影響を

受けないよう競技練習に合わせて引き渡すようにする。

⑼　電光掲示板，フィニッシュタイマー，テント等大型の機器，器

材については観客席より競技中に死角にならないよう配慮して配

置する。

⑽　配置，設置した各機器等の撤収について，競技の邪魔にならな

いようにタイミングを考慮する。

⑾　雨天時における走路，助走路の雨水処理について担当主任審判

員と打合せをする。

⑿　走路，助走路が土質の場合は，レベルの調整，適切な硬さを維

持するため，撒水のうえローラー仕上げをし，各スタートライン，

テイクオーバーゾーン等のライン引きを行う。棒高跳の助走路は，

ボックスの入口が助走路と同じレベルになるようにする。

⒀　用器具が故障又は破損したときには使用部所の主任が故障，破

損報告書で技術総務に報告し，総務，技術総務と競技場所有者と

協議する。

4　パラ陸上の留意点

技術総務のページも参照されたい。

⑴　座位投てきの固定器具の設置撤去が必要な場合，設置撤去を行

う。

⑵　車いすの競技者のリレー競走ではテイクオーバーゾーンが

40mであり，テイクオーバーゾーンの入の設置を行う。（出は変

わらない。）

⑶　視覚障害のクラス（T11および T12）レーンのすべてまたは一

部を走るトラック種目，車いすの競技者が含まれるリレー競走に

ついては，それぞれの競技者に2レーンを割り当てるために，ス

タートラインの延長を行う。また，ユニバーサルリレーにおいて

は，それぞれの競技者に2レーンを割り当てるため，テイクオー

バーゾーンのラインの延長を行う。

⑷　800m以上の車いす競走において，スタートから50mの位置を
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マークする。

⑸　車いす800m競走において，危険回避のために，ブレイクラ

インにコーンや角柱は置かない。その代わり，高さ1.5mの旗を

インフィールド側とトラック外側に設置する。また，50mm×

50mmの色付きの平らなマーカーをブレイクラインに置くこと

ができる。

5　用器具類（参考例）

⑴　トラック関係

フィニッシュポスト，審判台，周回表示器，スターティングブ

ロック，監察員用手旗，レーンナンバー標識，ラップ用旗，コーナー

トップ用旗，吹流し，スタート用拡声器，折りたたみ椅子，信号器，

スターター台，スタート合図用黒板，障害物用代用縁石，ハードル，

障害物，バトン，表彰台，抽選器，監察マーカー，トラック競技

速報表示器，競歩失格・警告用円板（パドル），競歩警告掲示板，

フィニッシュタイマー，ブレイクラインマーカー，風速計，風力

速報表示器。

⑵　走高跳

走高跳用高度計，走高跳用マット，支柱，バー，フィールド用

成績表示器，フィールド位置表示器，フィールド用制限時間告知

器，記録用机・椅子，競技者用長椅子，テント，ビーチパラソル，

ハンドマイク，ほうき，手旗，チョーク，吹流し，白色テ－プ，コー

ン，雨天用プラスチックカバー。

⑶　棒高跳

光波計測器または棒高跳用高度計，ボックス，棒高跳用マット，

支柱，バー，バー上げ器，ポール置き台，フィールド用成績表示

器，フィールド位置表示器，フィールド用制限時間告知器，記録

用机・椅子，競技者用長椅子，テント，ビーチパラソル，ハンド

マイク，ほうき，手旗，チョーク，吹流し，白色テープ ,ディス

タンスマーカー用テープ，リボンロッドおよび止め金具，雨天用

プラスチックカバー。

⑷　走幅跳，三段跳

光波計測器または走幅跳・三段跳用距離測定器または鋼鉄製巻
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尺，踏切板，粘土板，踏切板標識，フィールド成績表示器，フィー

ルド順位表示器，フィールド位置表示器，フィールド用制限時間

告知器，フィールド競技用距離表示マーカー，記録用机・椅子，

競技者用長椅子，テント，ビーチパラソル，ハンドマイク，ほうき，

手旗，差し込み棒，チョーク，粘土，吹流し，白色テープ，リボ

ンロッドおよび止め金具，記録標識，レーキ，スコップ，散水用ホー

ス，ブラシ，風速計，風力速報表示器 ,雨天用プラスチックカバー。

⑸　砲丸投

光波計測器または鋼鉄製巻尺，砲丸，砲丸置き台，足留材，足

拭きマット，炭酸マグネシウム入台，雑巾，フィールド用成績

表示器，フィールド順位表示器，フィールド用制限時間告知器，

フィールド競技用距離表示マーカー，記録用机・椅子，競技者用

長椅子，テント，ビーチパラソル，ハンドマイク，ほうき，手旗，

チョーク，競技者表示用ペグ，距離目標線テープ（距離に応じて赤・

黄色が必要），角度線用白色テープ，リボンロッドおよび止め金具，

ライン引器，距離標識，レーキ，計測ピン，マーカー，雨天用プ

ラスチックカバー。

⑹　円盤投

光波計測器または鋼鉄製巻尺，円盤，円盤置き台，囲い，足拭

きマット，炭酸マグネシウム入台，雑巾，フィールド用成績表示

器，フィールド順位表示器，フィールド用制限時間告知器，フィー

ルド競技用距離表示マーカー，記録用机・椅子，競技者用長椅子，

テント，ビーチパラソル，ハンドマイク，ほうき，手旗，チョー

ク，競技者表示用ペグ，距離目標線テープ（距離に応じて赤・黄

色が必要），角度線用白色テープ，リボンロッドおよび止め金具，

距離標識，防護網，吹流し，計測ピン，雨天用プラスチックカバー。

⑺　ハンマー投

光波計測器または鋼鉄製巻尺，ハンマー，兼用サ－クル，ハン

マー吊り台，囲い，炭酸マグネシウム入台，足拭きマット，雑巾，

フィールド用成績表示器，フィールド順位表示器，フィールド用

制限時間告知器，フィールド競技用距離表示マーカー，記録用机・

椅子，競技者用長椅子，テント，ビーチパラソル，ハンドマイク，

ほうき，手旗，チョーク，競技者表示用ペグ，距離目標線テープ
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（距離に応じて赤・黄色が必要），角度線用白色テープ，リボンロッ

ドおよび止め金具，距離標識，防護網，計測ピン，雨天用プラス

チックカバー。

⑻　やり投

光波計測器または鋼鉄製巻尺，やり，やり立て台，炭酸マグネ

シウム入台，雑巾，フィールド用成績表示器，フィールド用制限

時間告知器，フィールド競技用距離表示マーカー，記録用机・椅

子，競技者用長椅子，テント，ビーチパラソル，ハンドマイク，

ほうき，手旗，チョーク，競技者表示用ペグ，距離目標線テープ

（距離に応じて赤・黄色が必要），角度線用白色テープ，リボンロッ

ドおよび止め金具，距離標識，防護網，吹流し，計測ピン，コ－

ン，雨天用プラスチックカバー。

【パラ陸上】

⑼　こん棒投

光波計測器または鋼鉄製巻尺，こん棒，こん棒置き台，囲い，

炭酸マグネシウム入台，雑巾，フィールド用成績表示器，フィー

ルド順位表示器，フィールド用制限時間告知器，フィールド競技

用距離表示マーカー，記録用机・椅子，競技者用長椅子，テント，

ビーチパラソル，ハンドマイク，ほうき，手旗，チョーク，競技

者表示用ペグ，距離目標線テープ（距離に応じて赤・黄色が必要），

角度線用白色テープ，リボンロッドおよび止め金具，距離標識，

計測ピン，雨天用プラスチックカバー，（車いす）固定用ベルト

⑽　座位投てき

上記以外に（車いす）固定用ベルト，固定器具を脱着する工具

が必要となる。
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用器具分担表（主なもの）
用器具係にて配置す
る用器具

当該主任審判員渡し
の用器具

共同で設置の用
器具

総務・総務員 机，椅子，旗 本部席

審判長 椅子，審判用警告
カード（赤・黄）

番組編成員 机，椅子，抽選器 大会役員席（ア
ナウンサー）

アナウンサー
時計・双眼鏡，通信
放送一式（競技場施
設）

大会役員席（番
組編成員）

報道係
報道関係者制限ロー
プ，机，椅子，コー
ン，コーンバー

記録配布箱，報
道に関するもの
すべて（庶務）

記録・
情報処理員

机，椅子，雨天用覆
い

事務用品等記録
に関するものす
べて，事務用品
（庶務）

マーシャル
（場内司令）

報道関係者制限ロー
プ，椅子，安全ロー
プまたはコーン，
コーンバー

　

医　師 机，椅子，担架 救急箱（庶務）

競技者係 競技者用長椅子

机，椅子，掲示板，
スパイク検査用ノギ
ス・ゲージ，はさみ
【パラ陸上】身長計

テント（監察員，
周回記録員），
リレー用色テー
プ（庶務）

役員係 机，椅子 テント，湯茶（庶
務，用器具係）

庶務係 机，椅子 事務用品（庶務）
　

表彰係 机，椅子，表彰台 お盆（庶務）

写真判定員
椅子，望遠鏡，写真
判定に関するものす
べて（競技場施設）

　

印刷係 印刷機器一式（競技
場施設）

風力計測員

机，椅子，風力速報
表示器，風速計，温
湿度計，パラソル，
吹流し，風力計測
用曲走路標識（コー
ン），時計

通信機器，事務
用品（庶務）
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公式計測員

ノギス，10kg はか
り，鋼鉄製巻尺，や
り検定器，ハンマー
検定器，メジャー，
検査合格シール

用器具係

ハードル（100mH，
110mH，300mH，
400mH），障害物，
障害物競走・グルー
プスタート代用縁
石， 競技者用長椅
子， スターティング
ブロック， レーンナ
ンバー標識，コー
ナートップ用旗

決勝審判員 フィニッシュポスト

机，椅子（ビデオ関
係），トラック競技
速報表示器，フィ
ニッシュタイマー，
折りたたみ椅子

通信機（インカ
ムなど）,テン
ト（計時員，記
録・情報処理員， 
アナウンサー），
事務用品（庶務）

計時員
机，椅子，時計（主
任が一括），折りた
たみ椅子

テント（決勝審
判員，記録 ･情
報処理員， アナ
ウンサー），事
務用品（庶務）

監察員

コーナートップ用
旗，ラップ用旗，ブ
レイクラインマー
カー

折りたたみ椅子，監
察マーカー，黄手旗，
（ラップ用旗，ブレイ
クラインマーカーの
競技中の配置，撤去）

通信機器（イン
カム）（庶務）

スターター
リコーラー

折りたたみ椅子，信
号器，スタート黒板，
拡声器，スターター
台，時計

記録板，通信機
器（インカム等）,
雷管（庶務）

出発係 競技者用長椅子

スターティングブ
ロック，バトン，ス
タート用警告カード
（赤 /黒，黄 /黒，緑），
レーンナンバー標
識，脱衣籠
リレー用テープ。

周回記録員 机，椅子，周回表示
器（鐘付）

画板 ,記録用紙
その他（庶務）
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跳躍審判員

跳躍マット，走高跳
用支柱，棒高跳用支
柱（設置は担当審判
員），電光掲示板，
テント， ポール置
台，競技者用長椅子

机，椅子，高度計
（走高跳，棒高跳），
炭酸マグネシウム入
台，距離測定器，距
離標識，成績表示器，
順位表示器 ,位置表
示器，制限時間告知
器，踏切板，粘土板，
バー，距離表示マー
カー，手旗，ハンド
マイク，粘土，チョー
ク，ほうき，ビーチ
パラソル，吹流し，
白色テープ，リボン
ロッド，雨天用プラ
スチックカバー，位
置表示板（A・B）。

投てき審判員

電光掲示板，砲丸返
送台，用具置き台，
テント，競技者用長
椅子

机，椅子，炭酸マグ
ネシウム入台，距離
測定装置，距離標識，
成績表示器，順位表
示器 ,制限時間告知
器，足留材，兼用サー
クル，距離表示マー
カー，競技者表示用
ペグ，足拭きマット，
手旗，ハンドマイク，
チョーク，ほうき，
コーン，防護網，ビー
チパラソル，吹流し，
白・黄色等テープ，
リボンロッド，投て
き用器具，雨天用プ
ラスチックカバー，
位置表示板（A・B）。

囲い，ガード（公
式計測員， 用器
具係）

競歩審判員
競歩警告用円板，失
格用円板，警告掲示
板
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スタートラインを延長する場合の注意点

参加人数の多い中長距離種目では，スタート直後の接触・転

倒を防ぐために，3000ｍ競走（歩）以上の種目ではグループス

タートを行うことを推奨している。1500m競走においては，1

レーンから競技者を並ばせてしまうと，3，4レーン辺りから

スタートする競技者と接触する可能性が高まるので特に注意が

必要である。この問題を回避するためには，腰ナンバーの大き

い競技者から順に外側から並べるようにすると良い。特に走路

と同じ全天候舗装（素材・厚さ）であることを条件として，曲

走路の外にスタートラインをはみ出して引くことが認められて

おり，本連盟の検定のもと，スタートラインが延長されている

競技場においては，有効に活用して頂きたい。

障害物競走等，グループスタートにおける
代用縁石の置き方について

国内の競技場では代用縁石を置くことから，代用縁石を縁石

とみなして，トラックの計測

は縁石の外側から300mmの

所で計測している。そのため

に，国内の競技場の10000m

におけるグループスタートの

スタートラインは直線の長さ

にも関係するが（5レーンの）

800mのスタートラインの

前方に引かれている（図1参

照）。

一方，海外の競技場のグ

ループスタートのスタートラ

インは（5レーンの）800mの
国内競技場におけるグループ

スタートのスタートライン（図1）
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スタートラインと重なっ

ている所から引かれてい

る。これは内側のライン

外側から200mmの所で

トラックの計測を行って

いるためである（図2参

照）。

厳格に言えば国内競技会において代用縁石を設置する際は，

競技規則に則れば全線に置く必要がある（図3参照）。しかしな

がら，競技場保有の代用縁石の数が足りなければ，1本おきに

置かざるを得ない。また，国内で実施する国際大会においては

全線設置を基本としてレースがスタートした後は速やかにすべ

ての代用縁石を撤去することとなる。グループスタートのレー

スが複数組ある場合もレースごとに並べることが望ましい。

グループスタートする際に第2グループのスタートラインか

らすぐに縁石を設置すると，第1グループの外側の競技者が縁

石につまずくことがある。そのため，第2グループのスタート

ラインから（約5～10m程度）縁石を設置せず，第1グループ

の競技者の安全性を考慮

しながら2個または3個の

コーンを置くことが望ま

しい。

縁石に代わりコーンを

設置していることを競技

者に伝えるとよい。

海外競技場におけるグループ
スタートのスタートライン（図2）

全線に設置した代用縁石（図3）
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招集所審判長
１　任務

招集所審判長は必要に応じて1名以上任命され（CR18.1），以下

の任務を負う。

本連盟の指定した競技会には招集所審判長をおく。

⑴　監視責任

招集が競技規則，競技注意事項によって正しく行われているか

どうか（遵守）を監視し，その結果について責任を負う（CR18.2）。

⑵　技術的な問題の処理

招集所で起こったすべての技術的問題（規則に違反したかどう

かの問題を含めて）について，適切に処理し決定する。また，競

技運営に関する異議もしくは抗議を裁定する（CR18.2,4）。

⑶　規則にない事項

競技規則や競技注意事項に明らかに規程されていない事項につ

いても，的確に処理し決定する（CR18.2,4）。

⑷　本連盟が主催・共催・後援する競技会や広告協賛を付した競技

会におけるスポンサー広告保護について

競技者が着用する衣類やバック等についても，的確に対応する。

（競技会における広告・商標，競技会における広告および展示物

に関する規程）

2　権限

招集所審判長は，CR18により以下の権限を有する。

⑴　欠場の裁定，および失格

つぎの競技者を，欠場したものと裁定し処理し，また規則に違

反した競技者を失格させる権限を持つ。

①　招集完了時刻に遅れた場合。

②　リレーのオーダー用紙提出時刻に遅れた場合。

③　リレーのオーダーを不正に編成して提出した場合。

④　その他，規則や競技注意事項に違反した場合。

⑵　警告と除外

①　不適切な行為をした競技者に警告を与えたり，当該競技から
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除外したりする権限を持つ。警告はイエローカード，除外は

レッドカードを示すことによって競技者に知らせる。警告や除

外の事実は記録用紙に記入する（CR18.5）。

②　競技場所，ウォームアップエリア，召集所，コーチ席も含め

た競技に関連する場所で競技者以外の者がふさわしくない行為

や不適切な行為をしたり，競技規則に違反したり助力を行った

りした場合，（競技ディレクターがいる場合は相談の上）警告を

与え，除外することができる（CR18.5）。

3　実施要領

⑴　競技開始前

①　競技注意事項等の確認

プログラムに記載されている競技注意事項および申合せ事項

（監督会議があった場合はそのときの決定事項）を確認し，競

技運営が円滑に行われるように準備する。

②　競技者係主任の任務を確認させるとともに，競技者係の役割

分担を徹底させる。

③　招集場所とそこで使用する機器・器具の準備状況を点検し，

落ち度のないように整えさせる。もし準備に支障をきたすよう

なことがあったら，ただちに総務，技術総務と連絡をとり，競

技開始前に処理させる。

④　混成競技が行われる競技会においては，事前に混成競技審判

長と役割について十分打合せをしておくことが望ましい。

⑵　競技中

①　招集が競技規則，競技注意事項によって正しく行われている

かどうか（遵守）を監視する。〔競技種目，組別，招集開始時刻，

アスリートビブス（ビブス），ユニフォーム，スパイク，商標（バッ

グ，シャツ），持ち込み禁止品の有無などの点検・確認，招集

完了，誘導等〕

②　規則に違反する行為があった場合について，適切に処理し決

定する。また，競技運営に関する異議もしくは抗議を裁定する。
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リレーメンバーの登録と交代

リレーメンバーの登録と交代に関する規則が変更になってか

ら久しいが，未だにメンバーの組み方の可否に関する問い合わ

せがあるばかりでなく，規則違反による失格事例も少なくない。

提出されたオーダー用紙のチェックに関わる審判部署（競技

者係や TIC）においては，規則違反のオーダーが提出された場

合には瞬時に指摘して再提出をさせるなど，大きなトラブルに

発展しない確認・指導システムを設定しておくべきである。

1．最初のラウンドからリレーメンバーに登録していない競技者

が出場できる。

 　最初のラウンドに出場できるのはリレーに登録した競技者

以外に，その競技会の他種目にエントリーしている競技者で

あれば出場できる。（ただし，後述の4.遵守）

2．予選に出場した4人からすべての作戦が始まる。

 　交代とは「一度出場した競技者が他の競技者と代わること」

であるので，リレーに登録していない競技者が最初のラウン

ドに出場する場合は交代ではない。従って，最初のラウンド

で出場した4人が基本となり，以後すべてのラウンドを通し

て2人以内の交代が可能である。（ただし，後述の4.遵守）

3． 一度出場した後で交代した競技者でも再びメンバーに戻る

ことができる。

 　以前は，一度出場した後で交代した競技者はチームに戻る

ことができなかったが，現規則では可能であり，しかも復帰

は新たな交代数に加算されない。

 　例えば，予選を通過した後，メンバーを2人交代して準決

勝も通過したが，決勝までの間に何らかのアクシデントが発

生して走れない競技者が出てしまった場合，以前の規則では

新たな交代は許されないので決勝を棄権するしかなかった

が，現規則では，予選の時に走った競技者であれば新たな交

代数には加算されないので，再びメンバーに戻して決勝に臨

むことができる。

4．全ラウンドとも，リレー登録者が2人以上含まれていなけれ
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ばならない。

 　上記の如く，メンバーの組み方は多様化したが，どのラウ

ンドにおいても出場する競技者4人のうち少なくとも2人は

リレーに登録している競技者でなければならないことに十分

留意しなければならない。

5．一度提出したオーダーは差し替えできない。

 　オーダーの提出は，各ラウンドの第1組の招集完了時刻の

1時間前までである。一度提出されたオーダーはまだ締切時

刻前だとしても，差し替えることはできない。ただし，他の

種目に出場して怪我をしたり，熱中症等で体調を崩した場合，

医師（医務員）の診断があれば変更が可能である。その場合，

出場選手の変更のみ認められ，編成（走る順番）の変更は認

められない。

同一所属団体が複数のリレーチームを
エントリーしたときのメンバー変更

各陸協が主催する競技会のリレー種目では，同一所属団体が

複数のチームをエントリーすることを認めている場合が多い

が，「同一所属団体であればチーム間にまたがるメンバー変更

は認められるか？」との議論があり，本連盟への問い合わせも

多い。

これに対する本連盟競技運営委員会の見解は「リレーのチー

ムはそれぞれが独立しており，たとえ所属団体が同じであって

も，チーム間にまたがるメンバー変更は認められない」と統一

している。

しかしながら記録会等の小規模競技会では，できるだけ多く

の者に競技会出場の機会を与えてやりたいという配慮から，4

人ぎりぎりのメンバー構成で多くのチームをエントリーする団

体もあり，チーム間にまたがるメンバー変更を一切認めないと

すると，当日何かの事情で誰かが出場できなくなった場合はそ

のチームの全員が出場の機会を失うので，何とかしてやりたい
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という要望もある。

そうした競技会での最終判断は主催者側の決定であり，上記

の本連盟見解を基本としながらも主催者があらかじめリレーの

メンバー変更に関するローカルルールを設定して，申し込み時

に周知徹底しておけば問題はない。

ただし，最初のラウンドでチームが組めなくなったメンバー

がどこかのチームに加わることを認めたとしても，前のラウン

ドに出場して敗退したチームのメンバーを勝ち上がった他の

チームに加えることは認めるべきではない。
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競技者係
1　任務

⑴　競技注意事項に定められた競技者招集の規程に基づき，出場者

の出欠および競技にさしつかえない準備の状況を点検し，速やか

に競技場所に誘導し定刻に競技できるように配慮する（CR29）。

⑵　参加確認が終了した競技者名を，コンピューター処理を行う競

技会ではコンピューター端末に入力し完了する。コンピューター

処理を行わない競技会では，流し記録用紙に記入して，手早く関

係役員に配布する。

⑶　参加確認が終了した競技者を適切な時刻に競技場所まで誘導す

る。

⑷　解決の問題が発生している場合は，問題を招集所審判長あるい

は競技者係主任に委ねる。

2　実施要領

⑴　競技会の規模に応じて以下の項目について，招集方法を決めて

おく。

①　招集場所

②　招集完了時刻

③　招集方法（複数組の場合は，1組単位の招集が望ましい）

④　2種目以上兼ねている時の招集方法

⑤　各種申請用紙の提出および確認の方法（リレーオーダー用紙，

2種目同時出場届，欠場届など）

⑥　点検・確認事項

⑦　混成競技の招集方法（つぎの種目への間隔は最小限30分を

確保する）

⑵　招集進行計画（確認事項）

①　競技種目

②　組別（組数が多い場合は数組に分けて実施）

③　競技時刻

④　招集開始

⑤　アスリートビブス（ビブス），ユニフォーム，スパイク，商
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標（バッグ，シャツ）などの点検，確認

⑥　助力に係る所持品の有無の点検，確認

⑦　招集完了

⑧　誘導経路～待機場所，ピット

⑨　誘導出発，到着時刻

⑩　流し記録用紙（コンピューター入力）

⑪　担当班

〈進行計画表作成例〉

・招集開始 トラック　　30分前

 フィールド　　40分前

 （棒高跳 70分前）

・集合・点検 トラック，フィールド招集完了 4～5分前

・招集完了時刻 トラック　　20分前

 フィールド　　30分前

 （棒高跳　60分前　　砲丸投　20分前）

⑶　混成競技の招集

混成競技では競技が継続して進行するので，両日の第1種目，十

種競技では第1日目100m，第2日目110mハードル，七種競技で

は第1日目100mハードル，第2日目走幅跳だけは一般の種目の招

集方法と同様に行う。

混成競技係は，各日第2種目以降は，競技注意事項の定めにより

混成競技者控え室または現地で招集に準ずる手続きを行い，スター

トリストを配布する。

3　留意点

⑴　誘導は迅速に行う。

⑵　誘導経路は，バックストレート外側を通り（極力ホームストレー

ト側の通路を避けて），最後にトラック，フィールドを横切って

競技場所に到着させる。

⑶　競技会の規模によりトラック競技においては，役員に余裕があ

る場合，1組ごとに誘導する。

⑷　スタートリスト

コンピューターで処理する場合は，出場者・欠場者を入力し，
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各部署が確認できるようにする。以下は，コンピューター入力を

実施しない競技会の例である。

①　トラック競技

スタートリストは，予選においては競技開始10分前までに

配布を完了する。

配布先（例）

競技者係控／総務／担当総務員／トラック審判長／アナウン

サー／出発係（リレー4枚）／決勝審判員主任／計時員主任

／写真判定員／大型映像係（施設がある場合）／本部記録／

情報処理員／監察員主任（リレー4枚）／報道係／周回記録

員（800m以上）

②　フィールド競技

スタートリストは，招集完了後速やかに配布を完了する。

配布先（例）

競技者係控／総務／担当総務員／アナウンサー／フィールド

審判長／フィールド審判員主任／フィールド審判員記録担当

（2枚）／風力計測員／本部記録／情報処理員／報道係

③　決勝（参加競技者が24人を超え予選を行った場合）

番組編成員から編成用紙を受け，速やかに配布を完了する。

④　欠場，追加，2種目以上出場している場合

欠場の印は，赤線で明瞭に抹消する。また，追加の際は，ナ

ンバー・氏名・所属を記入する。他の種目に出場している時は，

○○出場中と明記する。「2種目同時出場届」がある場合は配布，

受領を行う。

⑤　リレーのオーダー用紙の提出時刻は，各ラウンドの第1組目

の招集時刻の1時間前までに提出（TR24.11）。

また，用紙は招集所に用意する。競技注意事項に明記してお

く。

⑸　アスリートビブス（ビブス），ウエア，スパイクシューズ，バッ

グなどの点検

競技者の点呼と同時にアスリートビブス（ビブス）が胸・背・

腰に確実にかつ，脱落しないように付けられているか，スパイク

シューズ，ユニフォーム，および持ち込む荷物についてルールに
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抵触していないかを確認する（TR5，TR6，競技会における広告

および展示物に関する規程）。

①　服装

全国的な競技会でのリレー競走においては，チームの出場者

は，ランナーの誤認をなくすために，同一のユニフォームを着

用する。（短パン‐ スパッツの違い等は許容範囲）

②　商標の取り扱い

特に，Tシャツやトレーナー，ベンチコート，バックなどに

は規程に抵触する大きさ，数量のものがあるので，持ち込む場

合にはテープで隠すなどの処置をする。（競技会における広告

および展示物に関する規程）

大会のロゴマーク等の入った

  ステッカーを使用した例

③　競技用靴

⒜　競技用靴は競技者にどんな補助をも与えるようにつくら

れたものであってはならず，バネやその他の仕掛けが靴に

組込まれてはならない。（TR5）

⒝　靴底および踵は11本以内のスパイクを取り付けられる

構造とする。11本以内であれば，スパイクは何本でもよい。

（TR5.3）

⒞　全天候舗装競技場で行う競技会においては，スパイクの

長さは9mm（走高跳，やり投は12mm）を超えてはならな

い。またスパイクの直径は先端近く（少なくとも長さの半
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分）で4mm四方の定規に適合するように作られていなけ

ればならない。（TR5.4）

⒟　靴底または踵にはうね，ぎざぎざ，突起物などがあって

もよいが，これらは靴底本体と同一もしくは類似の材料で

作られている場合に限る。（TR5.5）

⒠　靴底の最大の厚さについて以下の表のように規程する。

（TR5.5）

800m未満のトラック種目 20mm

800m以上のトラック種目 25mm

クロスカントリー 25mm

ロード種目 40mm

三段跳を除くすべてのフィールド種目 20mm

三段跳 25mm

④　アスリートビブス（ビブス）

⒜　競技中，胸と背にはっきり見えるように2枚のアスリー

トビブス（ビブス）を付ける。ただし，跳躍競技の競技者

はどちらか1か所でよい。（TR5.7）

⒝　配布された形で着用する。切ったり，折ったり，たたん

だりしてはならない。（TR5.9）
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⒞　長距離種目では，風通しの穴をあけてもよいが，数字や

文字の部分に穴を開けてはならない。（TR5.9）

⒟　写真判定装置を使用する競技会では，腰ナンバー標識を

付けさせる。（TR5.10）

⒠　いかなる競技会であろうと，競技者は自分のアスリート

ビブス（ビブス）その他の標識を着用せずに参加すること

は認められない。（TR5.8）

⒡　競技中にアスリートビブス（ビブス）が外れないように，

競技者がアスリートビブス（ビブス）をユニフォームに結

着する際，確実にかつ，脱落しにくく付けられているか，

アスリートビブス（ビブス）の4隅のそれぞれ2ヶ所に安

全ピンを通し競技中にア

スリートビブス（ビブス）

が外れないよう注意する。

　　また，競技中上着で腰

ナンバー標識が隠れるこ

とのないように注意する。

⑤　助力に係る所持品について（TR6）

携帯電話（スマートフォン），トランシーバーなどの通信機

器やビデオ装置，携帯音楽プレイヤーも競技場内に持ち込むこ

とが禁止されているので注意を促すこと。申合せ事項によって

一時預かる場合もあるので注意する。

⑹　招集所以降は，競技場所という扱いとなるので，競技開始前で

あろうと競技者以外の者は進入することは許されないので注意す

ること。

⑺　「第1招集」「第2招集」と区別する必要はない。完了時刻に招

集所に来ていれば問題ない。

⑻　招集完了時刻に遅刻した競技者の扱い

必ず複数の者，ウォームアップ場係の協力を仰いで呼び出しを

行い，遅刻を出さない努力をすること。定刻になっても招集に来

ない場合は欠場扱いとしてスタートリストを流す。招集完了時刻

以降に招集所に来た場合は招集所審判長の判断を仰ぐこと。招集

所審判長をおかない場合は，総務の判断を仰ぐこと。
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持ち込み禁止品の取り扱い

TR6「競技者に対する助力」の中で，ビデオ装置，カセット

レコーダー，ラジオ，CD，トランシーバー，携帯電話 (スマー

トフォン )やその他通信機能を備えた機器もしくは類似の機器

を競技場内で所持または使用することを禁止している。特に

フィールド内で着替えたり練習を繰返すフィールド種目出場者

に対する格段の配慮・注意が必要となる。

持ち込みを防ぐためにはいくつかの方策があるが，招集所付

近にポスターを用意し，注意を促すのが効果的である。外国人

競技者が出場する競技会ではイラストや写真で禁止品目を表示

するとわかりやすい。

また，カバンの中の持ち物まで検査する必要はないが，全員

が揃ったところで今一度注意を喚起しておく必要もある。学生

が参加する競技会では，招集所付近まで同僚が付き添って来る

のが常であるから，その人に預かってもらうように指示すべき

である。

預ける関係者がいない場合は招集所で預かることになるが，

その場合には保管場所の設置や預かり証の発行が必要となる。

また，携帯電話 (スマートフォン )などではプライバシー保

護のために本人にロックをかけて貰ったり，封筒を用意して競

技者本人の手により厳封してもらう必要もでてくる。

万が一競技場内で発見された場合には，その場で回収して競

技終了後に返却すべきであり，仮に使用していたとなれば，審

判長により警告され，守らない場合には失格になることを勧告

する。

お互いが気持ちよく競技に臨めるよう，マナーある参加を強

く呼びかけたいものである。
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靴底の厚さの測定の仕方

2020年7月WAは靴底の厚さに関して規則変更を行った。

製造業者はWAの意向を受け，規格に合ったシューズを製造し，

WAでは承認したシューズのリストをWAウェブサイトに公開

している。従って，市販されているシューズは原則的には問題

ないことになる。ただし，トラック内の競技とロードレース等

では規格が異なるものだから，例えば，800m以上の中長距離

種目において，ロードレースでは認められるいわゆる40mm

の厚底シューズを履いて参加する競技者が出てくる可能性があ

る。当然これは違反行為として扱う必要がある。

すべてのシューズを確認する必要はない（規程値を超えてい

ないかの確認は必要である）が，規則に抵触する疑いのある（規

程値ぎりぎりの）場合，その都度靴底の厚さを測定し，記録を

残しておき，チームからの問い合わせに備えておく必要がある。

ここではノギスを利用するWAが示す靴底の測り方の一例

を紹介する。

すでに先行実施しているいくつかの陸協から検査方法が報告

されているので，以下写真で紹介する。

①まず全体の深さを測る…A

Aから Bをひいたものが靴底の厚さになる。

② 続いてシューズの中敷きまでの深
さを測る…B
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また，本連盟HPに靴底の厚さに関するQ＆ A集があるの

で参考にしていただきたい。

https://www.jaaf.or.jp/news/article/14148/
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役員係
1　任務

大会総務の直轄下で，以下の任務を担当する。

⑴　競技役員，補助員の把握とその連絡

⑵　競技役員の出欠整理，報告処理，公認審判員手帳の記入

⑶　競技役員，補助員の食事，その他給与物の支給，休憩室の管理

⑷　競技役員の集合解散の処置

⑸　競技役員の服装のチェック

2　実施要領

⑴　競技役員の受付場所において，競技運営要領，プログラム等を

配布し，審判員手帳を提出させ，出欠を確認し，役員原簿に記入

する。

⑵　総務に競技役員の出欠状況を報

告する。

⑶　欠席した競技役員の補充につい

ては，総務，各係主任と協議する。

⑷　競技役員の服装をチェックし，

異装の者に対して注意を喚起す

る。

⑸　競技役員の駐車場利用については，総務，総務員，駐車場係と

連絡を取り，協力する。

⑹　競技役員に食事，日当等を支給する。弁当については，空き箱，

残飯等の回収・廃棄についても連絡し徹底する。

⑺　競技役員の控室を確保し，管理する。

⑻　補助員の扱いについて各係に依頼，協力を求める。

⑼　雨天，荒天に備えて，競技役員用の貸し出し雨具を準備する。

3　留意点

⑴　あらかじめ競技役員に控室，任務につくときの出入経路を知ら

せる。

⑵　競技終了後の措置について，あらかじめ連絡する。

⑶　日当，雑費を交付するときは，交付要領を伝達しておく。
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庶務係
1　任務

大会総務の直轄下で以下の任務を担当する。総務の片腕とも言え

る部署である。

⑴　大会本部の開設運営をする。

⑵　来賓，大会役員の接待をする。

⑶　総務の担当する競技場施設の管理についての協力，および申込

み文書，印鑑等の管理を行う。

⑷　競技会収支を取り扱う。

⑸　競技会に必要な物品，記録用紙，プログラム，消耗品等の保管

管理。

⑹ 役員係と協力して競技

役員， その他の役員の弁

当， 支給物の受け渡しを

行う。

⑺　表彰資材の受け渡し

を行う。

⑻　参加競技者の受付，

監督・コーチとの折衝を行う。

⑼　対外関係者との交渉を行う。

⑽　会議会場の設営をする。

⑾　他の係に属さない事項を取り扱う。

特に規模の大きな競技会の場合は，会議場の手配，部屋や門の

開閉，ADカードによる入場規制，警備，場内整備について会場

管理係を設置し独立して任にあたらせることもある。

2　配置

担当別に班編成をする。

⑴　来賓，大会役員の接待を担当（プロトコールが置かれる場合は，

プロトコールと協力して）。

⑵　競技役員，その他役員等の弁当，支給物の受け渡しを担当。

⑶　参加競技者の受付，監督・コーチとの折衝を担当。

⑷　競技会の収支を取り扱う担当。

庶務係の支給物受け渡し風景



234

⑸　競技会に必要な物品，記録用紙，プログラム，消耗品等の担当。

3　実施要領

⑴　競技会申込原簿ならびに，関係書類を整理しておく。

⑵　競技会に必要な物品，消耗品等はあらかじめ各係主任と連絡を

とっておく。

⑶　抗議申立書，用器具借り上げ（持ち込み）申請書，同時出場届

け等，諸書式をあらかじめ用意する。

⑷　競技場管理者と連絡をとり，ゴミの回収について確認し各係に

徹底を図る。

競技会に必要な物品貸し出し
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マーシャル（Marshal：場内司令）

1　任務

⑴　総務と協同して許可された者以外は競技場内（ウォームアップ

場係と連携してウォームアップ場も）に立ち入らないように整理

する（CR15）。

⑵　場内の完全な統制権をもち，役員とその競技に出場する競技者

あるいは入場が正式に許可されている者の他は，誰も場内に出入

りさせない（CR26）。

⑶　主催者と報道機関が予め打合せた撮影のエリアを守らせる。こ

のほかラジオ，テレビ中継のためにアナウンサーや記者を場内

に入れることもあるので，主催者側が発行するマーク（ビブス，

ADカード等）を付け，一般役員と区別する必要がある。

⑷　好記録が出たときなど，取材のために無制限に記者がトラック，

フィールドに入る事態を予測して，あらかじめ打合せをしたエリ

アを守らせる。

⑸　観客，その競技に関係ない者，競技役員，大会役員で直接競技

の審判をしていない者などは，場内に入れない。

⑹　競技が終了した競技者をミックスゾーン（退場口）へ速やかに

誘導する。

⑺　マーシャルの担当するエリアはトラック，フィールド，借用し

ている競技場内施設であって，観客席は直接関係ない。また，腕

章を付けて任務を明瞭にする。

⑻　良好な競技環境の確保。

①　スタートライン付近では，待機競技者のスタート練習の規制

②　スタート時の集団応援等の自粛要請

③　フィールド競技では，助力となる行為への注意のコントロー

ルおよび助走路がトラックと交差する個所の安全確保

④　許可なく競技場内に入ってくるコーチなどの規制

⑤　許可なく競技場所を離れる者の規制

⑥　報道関係者の規制
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2　配置
トラック種目 全国大会 地区大会 県大会 対抗競技会

スタートライン後方（待
機競技者の混雑防止） 2 2 1 1

途中（競技実施重複度や
傷害防止を考慮して） 1 1 1

フィニッシュライン後方
（退場経路の指示） 1 1 1 1

小　　　　計 4 4 3 2
フィールド種目 全国大会 地区大会 県大会 対抗競技会

跳躍助走路スタート地点
付近，着地場所付近 4 4 2

投てき各種目サークル付
近，やり投スターティン
グライン付近，各種目角
度線外（特にハンマー投）

1 1 1

小　　　　計 8 4 2 2

合　　　　計 主任１
12

主任１
8

主任１
5

主任１
4

〔注〕 フィールド種目においては競技実施重複度合いがはっきりしていないの
で，おおよその見当で人員を出してある。

3　実施要領

⑴　マーシャルの人数は競技会の規模の大きさ，競技実施重複度（特

にフィールド競技）によって，増減をはからなければならない。

軽快に動き，ルールや競技運営に熟知し，各方面に配慮できる人

材をあてることが望ましい。全国的規模の大会では，13人程度

は必要である。

⑵　場内の統制方法は，あくまでも競技実施場所重点主義である。

⑶　マーシャルの役割分担

①　トラック，フィールド分割方式

②　競技場をいくつかのエリアに分けるゲートを中心とする方式

③　競技の行われている場所とゲートを対象とする方式

などがあるが，競技の行われている場所（区域）を重点的に統制

すべきである。

⑷　統制区域

トラック競技

①　各スタートライン付近

②　フィニッシュラインおよび同延長線付近
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③　競技前スタートライン待機場所中心

④　競技終了後の競技場外への退出経路（フィールドと共通）

⑤　障害物競走が行われている時の水濠付近

フィールド競技

①　各競技実施場所付近

②　棒高跳の助走路，着地場所

③　競走種目と重複のおそれのある区域（やり投，走高跳と競走

種目の関係）競技の進行を確認しながら任務にあたる。競技日

程では重なる予定はなくても，進行の遅れ等によっては重なる

場合もある。

④　投てき競技の投てき物落下区域

4　留意点

⑴　一般的な対応方法（相手の立場を思いやり丁寧な対応をする）

マーシャルが注意しなければならない事項としてあげられるの

は，対象が競技者，役員，監督，コーチ，観衆，報道関係者といっ

た人であることから，親切丁寧に対応することである。過去の競

技会において報道関係者と思わぬトラブルが起こったのも，その

ほとんどが不適切な言行によるものである点に留意しなければな

らない。報道関係者もよりよい報道をするために仕事として取材

しているので，運営側も競技運営に支障のない範囲で取材には協

力することが必要である。したがって，行動を規制するときに

はルールに従うこととお互いの立場を尊重して（してもらって），

話し合うようにしなければならない。

⑵　競技場所を離脱する選手への対応

フィールド競技において，トラックを横切りトイレ，コーチと

のコミュニケーションのため競技場所から離脱することについ

て，フィールド審判員と協力して試技順に影響が出ないよう注意

したい（TR6）。

また，審判員の許可を得ることなく，かつ伴わないで離脱した

場合は警告の対象となり，悪質な場合は失格となるので注意する

（TR25.19）。

助力に対しては，速やかにできるだけ穏便な方法で処置する。

⑶　取材協定方法
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詳細については，報道係の項も参照されたい。また規制をする

にあたっては，競技場の構造，競技会の規模，競技者のレベルに

応じて，報道係，報道関係者および現場の審判員と協議のうえ，

立入取材禁止区域（あるいは取材エリア）を設定するとよい。

（一般事項）

①　トラック上からの撮影はしない。

②　夜間のフラッシュ使用の撮影は禁止する。

③　トラック種目の撮影は，第1レーン内側および第8(9)レーン

の外側で，トラックの縁石からフィールド内は1m以上離れる。

スタート地点の前後10m以上離れる。

④　フィニッシュラインは，取材エリア以外の場所は禁止する。

⑤　特に競技役員から要請のあった場所（例：曲走路などスター

ター，リコーラーの立つ位置，監察員が監察するのに支障をき

たす個所など）は禁止。

⑥　競技場内練習時の注意喚起（フィールド審判員と協力して）。

フィールド競技者と競技役員，報道関係者，トラック競技者と

の衝突防止。

⑦　フィールド競技は，正面からの撮影は競技運営上および危険

予防のため禁止。競技の撮影は取材エリアから内側に入らない。

⑧　投てき競技で風の影響で投てき物が流れる危険がある場所

は，エリアを多少ずらす。砲丸投げ以外の競技のエリアは非常

に広範囲であるので投てき物の行方には特に注意する。また，

トラックから助走するやり投競技者（特に走者とやりの接触）

について注意。

⑨　競技者更衣室，シャワー室，および記録室や競技役員控室で

の取材は禁止する。
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ウォームアップ場係
1　任務

⑴　すべての競技者が競技に臨む前に，安全に秩序ある練習が十分

できるように場所を確保する。

⑵　競技者係と連携し，競技者が招集場所にスムーズに移動できる

ようにする。

2　実施要領

⑴　ウォームアップ場のコンディションの保持・管理。

⑵　秩序ある練習法，ならびに危険防止。

⑶　練習に必要な器具，器材を確保する。

3　留意点

⑴　ウォームアップ場に出入りできる者について，競技注意事項に

明記する。競技会の規模によっては，報道関係者，ADを持たな

いチームメイトも規制を受けることがある。

⑵　定められた練習日程やトラックのレーン割り当てを守らせる。

⑶　雨天，荒天時の対策と対応。

⑷　競走路，助走路，投てき場の使用方法について，危険防止につ

いて周知徹底する。

曲走路と直走路の交差付近に立ち，
競技者同士の接触を注意している

インフィールド内への
横断を調整する役員

審判員（ウォームアップ場係）
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⑸　本部との連絡手段，競技者への招集時刻の連絡手段を確保する。

⑹　競技者係と協力して，

競技者の招集時刻厳守

を呼びかける。

また，ウォームアッ

プ場でも準決勝，決勝

進出者の掲示を行うこ

とに協力する。

ウォームアップ場における　レーン割り当ての例

（直走路8レーン，曲走路6レーン）

〈曲走路〉

　1～2レーン：周回，タイムトライアル用

　3～4レーン：流し，バトンパス用

　5～6レーン：400mH用

〈直走路〉

　1～2レーン：周回，タイムトライアル用

　3～5レーン：流し，スタートダッシュ用

　6～8レーン：ハードル用

レーンの割り当て

＊競技日程に応じ，特にハードル種目，リレー競技等が行われる

場合に出場する選手がウォームアップを行う時間帯には集中す

るので，ハードルやバトンパスの練習に使用できるレーンをそ

の時間帯に限って増やすなどして対応する方法もある。

ウォームアップ場掲示板と係控室

―  164  ―

　ウォームアップ場係の控室と掲示板　

　　　　レーンの割り当て　　　　　　　　　　　　雨天練習所

⑸　本部との連絡手段，競技者への招
集時刻の連絡手段を確保する。
⑹　競技者係と協力して，競技者の招
集時刻厳守を呼びかける。
　　また，ウォームアップ場でも準決
勝，決勝進出者の掲示を行うことに
協力する。

　　ウォームアップ場におけるレーン割り当ての例
　　　（直走路8ﾚｰﾝ ､ 曲走路6ﾚｰﾝ）
　　　＜曲走路＞
　　　　１～２レーン：周回・タイムトライアル用
　　　　３～４レーン：流し・バトンパス用
　　　　５～６レーン：４００ｍＨ用
　　　＜直走路＞
　　　　１～２レーン：周回・タイムトライアル用
　　　　３～５レーン：流し・スタートダッシュ用
　　　　６～８レーン：ハードル用
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ハードルのレーン

を増設した例
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風力計測員
1　任務

⑴　TR17，TR29の規程に基づいて風向風速計を設置する。

⑵　当該競技における風向および風速を測定し，それを記録する。

その結果に署名した後，記録・情報処理員に報告する。

⑶　競技進行中の気象状況についても観測する。

2　配置

⑴　トラック競技の場合，風向風速計は直走路の第1レーンに隣接

して，フィニッシュラインから50mの地点で，第1レーンから

2m以内に設置する。

⑵　走幅跳，三段跳において風向風速計は踏切板から20m，助走

路から2m以内の位置に設置する。

⑶　風向風速計を設置する高さは，地上から1m220とする。

⑷　計測員の配置は，当該競技の運営に支障のない位置で，かつ風

向風速計に影響を与えない位置とする。風向風速の表示板は，当

該競技の記録速報板と並んで見やすいところに配置することが望

ましい。

⑸　競技者がおおよその風向と風速を知ることができるように，す

べての跳躍競技と円盤投・やり投においては，適切な場所に１つ

以上の吹流し状のものを置く。砲丸投，ハンマー投では不要であ

る。
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吹流しを置いた例

3　実施要領

⑴　観測，計測の結果は次の各係に連絡する。

①　トラック競技　　　記録・情報処理員

②　フィールド競技　　跳躍審判員記録担当　

③　定時観測　　　　　記録・情報処理員，アナウンサー

⑵　新記録が出た場合，気象状況，風向風速の確認と証明を行う。

⑶　風向風速の計測時間　　　　　

トラック競技　　

200mまでの種目を計測する。

200mを除く種目では，スタートと同時に計測するが，200mに

おいては，先頭の走者が直走路に入った時から10秒間計測する。

60m 5秒間

100m, 200m 10秒間

100mH, 110mH 13秒間

フィールド競技

走幅跳では踏切板から40m，三段跳では踏切板から35m離れた

地点にマーカーを設置し，競技者がそのマーカーを通過したときか

ら計測するが，これよりも助走距離が短い場合，助走を開始した時

から計る。

走幅跳・三段跳 5秒間

4　留意点

⑴　主任は，計測器が正確に設置されているか，作動するかどうか

を点検する。
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⑵　記録の公認という観点から，風力速報表示器を利用して風力の

記録を表示する。

⑶　機械式の風速計の場合は追い風（＋），向かい風（－）の方向に

注意する。

トラック内側ホームスト

レートフィニッシュラインか

ら50m 地点に配置したとこ

ろ

⑷　アナログ式（中浅式）の場

合は，メーターの目盛りの移

動量と同時に，測定時間内に

振れた角度も同時に観測し，

風速換算表で走路（助走路）

方向の分速になおす。

・方位磁石で東西南北を合わ

せる

・矢羽根の下，中央が風力計

・両側のひもは風力計のメー

ターのロックスイッチ

⑸　定時気象状況の観測は，通

常，正時（00分）に行う。慣例として競技開始時の気象状況も測

定し発表している。

⑹　定時気象状況の観測場所は競技場中央部ホームストレート側で

第1レーンから2m以内に設置する。トラック競技の風力測定場

所と違うので注意する。

また，風力の測定は気象学的には10分間の空気の移動量と定

義されているが，陸上競技場では簡略化して，3分20秒（200秒）

間測定し，秒速に換算するのを標準とする。

⑺　乾湿計は地上から1m500の高さに設置する。競技場の気温湿

デジタル風力計

中浅式風向風速計
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度を代表すると思われる場所（ホームストレート中央付近のスタ

ンド下など日陰の部分が望ましい）で観測する。

測定値の有効数字については，使用する機器の精度に応じて読

み取る単位を決める（0.1度単位でも0.5度単位でもかまわない）。

超音波風向風速計

A，Bピット並行して設

置されている例
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風速計の故障

多人数が参加する走幅跳や三段跳では2つのピットを用いて

同時に予選を行うケースがあり，最近の国内競技会では2ピッ

ト同時進行で決勝を行う例も少なくない。当然跳躍審判員と風

力計測員も2班編成にする必要がある。そんなとき風向風速計

が故障して，予備の計器もないとなったらどうすべきであろう

か？

当然2ピットを交互に跳躍させ，それぞれの風力を計測すべ

きなのだが，問題はその計器の設置場所である。たとえばトラッ

ク側が故障した場合，スタンド側においてある計器からトラッ

ク側の助走路まで2m以上離れてしまうため公認記録とならな

くなってしまうのである。TR29.11で助走路から2m以内に設

置することになっているので，2つの助走路の中間に置く必要

がある。

ただし，電源からコードをどのように引いてくるかは工夫が

必要である。延長コードが十分にあれば助走路の後方から回し

てくることも可能であろうが，それができない場合，走高跳の

スタンドを利用して助走路の上を通して2ピットの間で計測し

たという報告もある。



ト
ラ
ッ
ク
競
技

247

ト
ラ
ッ
ク
競
技





ト
ラ
ッ
ク
競
技

249

トラック競技審判長
1　任務

規則や競技注意事項（競技会申合せ事項）等に規程されていない

ことについて判断し，決定を下す。

規則に規定されていることは，その規程通りに適用すればよいが，

そうでない事案に対しては

①　過去の事例から類推し，判断し決定する。

②　規則の解釈で判断し決定する。

という運用が必要になる。

そのためには競技規則の精神（競技者の公平で平等な競走条件の

確保，記録の信頼性の確保）を理解し，審判員としての経験が豊富

なことが重要になる。

そしてその判断・決定事項が競技者や競技にとって公平・平等で

あることが必要である。

2　スタート審判長

2013年度より，CR13競技役員にスタート審判長（１名以上）が

追加された。

スタート判定にて問題が発生した時に，最終判定をするのがス

タート審判長の役目であり，抗議が発生した場合もスタート審判長

からの説明が必要になる。

スターターメンバーがスタート審判長同等の任務を兼任すべきで

はなく，スタート運営と切り離す事で，客観的な判定ができる様に

する。

スタートの運営（スタートに関わる審判員を対象）が適切に行わ

れているか，問題が発生しそうな状況にある場合は，適時に修正さ

せる事も重要な役割である。スタートの判定に対しては，スタート

動作のみを見るのではなく，どのような環境の中でスタート合図が

行われているのかも把握した上で対応する事が必要である。
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3　権 限

トラック審判長は，CR18の規則により，以下の権限を有する。

⑴　順位の判定

レースの順位決定について，決勝審判員（写真判定員）が順位

に疑義があり，順位を決定し得ない場合に限り判定する権限があ

る。（CR18.3）

特に写真判定装置を使用しない競技会の場合，決勝審判員の意

見が一致しないか，多数決で決められない事態が起こることもあ

るので，その際は審判長の判定をもって最終決定とする。

⑵　競技者の失格

規則に違反した競技者または妨害行為を行った競技者を失格さ

せる権限をもつ。

①　審判長がスタートチーム（スターターとリコーラー）の判定

に同意しなかった場合には，当該スタートに関するどんな事実

についても決定する権限をもつ。（CR18.3）

②　ほかの競技者を肘でついたり，走路をふさいだりしてじゃま

する行為をしたと監察員から報告があった場合，その競技者（ま

たはチーム）を失格させ，失格させた競技者を除いて再レース

をさせる権限をもつ。（TR17.2）

   　再レースが不可能で，レーンに余裕がある場合には，審判長 

の権限で，不利益を被った競技者（またはチーム）をつぎのラ

ウンドに進めることができる。

③　レーンで行うレースで，自分に割り当てられたレーンを走ら

なかったと監察員から報告があった場合，その競技者を失格さ

せる権限をもつ。

　（CR18.2, TR17.3,4,5）

⑶　警告と除外

不適切な行為をした競技者に警告を与えたり，当該競技会から

除外したりする権限をもつ。また，競技に関連する場所で競技者

以外の者が不適切な行為をしたり違反した助力を行ったりした場

合には，警告を与え除外することもできる。

警告はイエローカード，除外はレッドカードを示すことによっ

て競技者に知らせる。
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警告や除外は記録用紙に記入する。（CR18.5）

例　「 2003年パリ世界陸上の100mの2次予選での対応」不正ス

タートによる失格に対してトラック上に仰向けに寝て抗議をし

たため，レッドカードが出され除外させられた競技者がいた。

⑷　レースの無効（再レース・救済）　

WAでは比較的余裕をもって競技日程を組んでいる。何らかの

アクシデントがあった場合，一人または複数の競技者で再レース

を行い次ラウンドへの進出の機会を与えている。つまり参加する

競技者（チーム）が，みな走り次のラウンドへ進むということで

ある。原則として，全員が走るということで公平・公正性が担保

されている。

例①　「スターターのミスによる再レース（第23回アジア選手

権）」男子4×100メートルリレーで，「Set」の声が聞こえず，

モルジブチームの第１走者が腰を上げていなかったにもかかわ

らず，スターターがピストルを撃ってしまった。これは「Fair 

Start（公正なスタート）」を保証できなかった審判側のミスで

あり，審判長はモルジブチーム単独の再レースを決定した。

例②　「妨害による再レース（2016年リオデジャネイロオリン

ピック）」女子4×100メートルリレー予選で，アメリカチーム

がバトンを落とし決勝進出できなかった。映像でアメリカチー

ムの第２走者がブラジルチームの選手に接触されたことが原因

で体勢を崩したことが判明した。アメリカチームの抗議を受け

て審判長は，ブラジルチームを失格とし，アメリカチーム単独

の再レースを決定した。単独で再レースを行ったアメリカチー

ムが41秒77を記録し決勝に進出した。この結果，ランキング

8番目だった中国チームは決勝進出を逃した。中国チームも抗

議をしたが受け入れられなかった。

　　しかし国内の大会によっては日程的な制約があり再レースを

することで公平・公正性が保証されないこともある。上記のよ

うなアクシデントがあった場合，審判長は可能な限り再レース

を実施することを検討するべきである。（TR17.2.2〔注意〕）

（5）　同着の場合の再レース

決勝における第1位に同着があった場合は，同着の競技者のた
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めに再レースを行わせるかどうかを決める権限がある。もし競技

運営上の理由で再レースをしなかったときは同順位となる。第1

位以外の同順位についてはその決定競技を行わない。（TR21） 

（6）　主催者，審判員の不手際

主催者や審判員に不手際があり，再レースをしなければならな

い場合は，審判長の権限によって，再レースを行うことができる。

（CR18.2,7, TR20.7）

①　スターターまたはリコーラーが信号器をうちなおしたにもか

かわらず，号砲が鳴らず，競技者はそのまま走りフィニッシュ

した場合。

②　競技者がフィニッシュしたにもかかわらず，順位の判定が正

しく行えなかった場合。

③　ハードルが正しく配置されず，その確認を怠ったまま走らせ

たため，レースが不成立になってしまった場合。

④　組の編成が適切ではなく，変更した方が適当だと考えた場合。

（7）　競技の中止命令（CR18.7〔国内〕, TR6.1, TR55.7, 駅伝競走

規準5条）

競技者の生命・身体保護の観点から，競技の中止を命じること

ができる（レフリーストップ）。競技の中止を命じることができ

るのは審判長または主催者によって任命された医師のみであり，

中止を命じられた競技者は，直ちに競技を中止しなければならな

い。

4　実施要領

（1）　競技開始前

①  プログラムに記載されている競技注意事項および申合せ事項

（監督会議があった場合はそのときの決定事項）を確認し，競

技運営が円滑に行われるように準備する。

②   トラック競技に関係する審判員の出席状況を確認する。

③  各審判員主任の任務を確認させるとともに，審判員の役割分

担を徹底させる。  

④　競技場所と使用機器・器具の準備状況を点検し，落ち度のな

いように整えさせる。もし準備に支障をきたすようなことが
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あったら，ただちに総務，技術総務と連絡をとり，競技開始前

に対応させる。

⑤  混成競技が行われる競技会においては，事前に混成競技審判

長と役割について十分打合せをしておくことが望ましい。競歩

競技についても同様である。

（2）　競技中

①　審判長の位置

フィニッシュラインの外側で，そこから第1曲走路へ5mか

ら10m程の地点に位置し，できれば監察員主任と机を並べる

ようにした方がよい。トラブルがあった場合は，適宜その場所

を離れ，適切に処置した後，定位置に戻るようにする。

②　順位・記録の処理

・200m 以下の種目については，風力の確認をする。

・監察員の黄旗が挙がった場合は，写真判定員に連絡し，順位・

記録の決定を一時停止させる。監察員の報告を受け決定した

後，すぐにその結果を連絡し処理させる。連絡方法は迅速に

行うため，通信機器（インカム，トランシーバー等）を使用

する。

・失格にした競技者がいた場合は，失格にした理由の資料を整

えておく。口頭抗議もあり得るので，いつでも説明できるよ

う準備も必要である。また監視カメラを設置したときは，そ

の映像を参考にする。

・黄旗が挙がらない場合は，順位と記録の決定を写真判定員主

任に委任する。

③　中・長距離競走，競歩競技の着順

1,500m 以上の種目の場合は，周回記録員とともに順位の確

認を徹底させる。特に5,000m，10,000mの種目については，

出場している競技者の各周におけるラップタイムの記入を確認

し，周回遅れの競技者が出たときは，競技者にわかるように指

示させる。

④　新記録が生まれた場合

世界記録・日本記録が生まれた場合は，CR31（日本記録は〔国

内〕CR37）に則り，作成された申請書に署名する。日本記録（オ
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リンピック種目のみとする）が樹立された場合，ドーピング検

査を24 時間以内に受けさせる必要がある。（医師 :「競技会ドー

ピング検査（ICT）の手順」参照）

5　その他の留意点

   写真判定装置を使用する競技会が主流になっているので，それに

対応した競技会運営が求められる。そのためには情報機器の活用が

不可欠である。

 　審判長と関係部署間では

1　写真判定員との順位・記録の確認（失格者が出た場合の処理） 

2　監察員からのレース中の情報

3　トラブルがあった時の総務（進行担当 総務員）との連絡といっ

た連携が考えられるので，情報機器を最大限活用する方法を検

討し，スムーズな競技会運営に役立てることを考えておく。
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レーン侵害に対する処置

トラックレースにおけるレーン侵害については TR17.3およ

び4に定められている。

レーン侵害によって失格とならない場合は2通りで，上記

TR17.4.2に記載のように直走路でレーン外に出た場合と曲走

路で外側に出た場合で，実質的な利益がなく他の競技者を妨害

しなかった場合だけである。それ以外（つまり，インフィール

ドに侵入した場合，内側のレーンに侵入した場合）は基本的に

失格となる。

インフィールドに侵入した場合，内側のレーンに侵入した場

合でも，わずかな歩数なので実質的に有利になっていないとい

うことを理由に救済する例を見聞きするが，これは割り当てら

れたレーンを走っていない，あるいは競走する距離を走ってい

ないということであるからレースの公平性に問題を残すことに

なる。

最終的には審判長の判断で決めることであるが，何歩侵入で

あれば救済でき，何歩侵入であれば失格であるという基準を設

けることは難しい。どこまでが有利にならず，どこからが有

利になるか等は誰も判断はつかない。さらにレースの勝敗は，

0.01秒あるいはもっと細かいレベルで決まることがある。わ

ずかの差で勝負が決すること（同タイム着差あり等）は数多く

見られる。
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男女混合レースの実施条件

5,000ｍ以上の長距離レースや競歩で，男女を合計した参加

申し込み者が少ない場合，競技実施時間の短縮を図って男女混

合でレースを実施する場合がある。

これはあくまでも少人数（男女のいずれかが8名以内で男女

の合計が30名以内の場合のみ）による男女別のレースを統合

して，レース数を少なくする競技運営上の時間短縮策であり，

男女共多数の出場者があって，それぞれを複数組に分けて実施

する長距離記録会や男女別に分けたレースを別途設けている競

技会では男女混合組を編成してはならない。

もしこれを犯して実施した場合はペースメイクを意図した助

力違反とみなしてレース自体を無効とし，女子の記録のみなら

ず男子の記録も公認しない。
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写真判定員
1　システム

（1）　写真判定システムは，本連盟承認のものでなければならない。

（2）　スターターの信号器によって自動的に計時装置が作動するま

での時間を0.001秒以下とする。

（3）　写真判定システムは，フィニッシュラインの延長上に設置し

た垂直のスリットカメラを通してフィニッシュを連続的な画像と

し記録しなければならない。

2　写真判定による時間

（1）　10,000m（を含む）以下のレース時間は，0.01秒単位とし写

真判定により計時する。最小単位が0でない場合は繰り上げる。 

（2）　10,000mを越えるトラックのレースでは0.1秒単位に繰り上

る。

3　CR31世界記録と〔国内〕CR37日本記録

写真判定システムで記録されるトラック競技の判定写真とゼロコ

ントロールテストは，証拠資料としてWA，本連盟に提出しなけれ

ばならない。

4　フィニッシュライン上のマーク

レーンラインとフィニッシュラインの交差部分

のマーク（黒色）は，フィニッシュラインのスター

トラインに近い方の端から20mm以内の大きさと

する。

5　判定時の注意

▪トルソー判定が正確であること

競技者の胴体（トルソー :頭，頸，首，腕，脚，手，足を含

まない部分）がフィニッシュラインのスタートラインに近い方

の端の垂直面に到達した瞬間をとらえなければならない。
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「判定写真例」

「トルソー判定・インサイドカメラの活用」

OUT　　　　　 IN OUT　　　　　 IN
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トルソーをよく理解し，判定線（カーソルライン）は胴体に重ね

ること。接しているのは到達ではない。また，身に着けている衣服

が明らかに身体より離れている部分はトルソーではない。

6　システムの作動確認（ゼロコントロールテスト）TR19.19

フィニッシュライン上にスタート信号器（ピストル）を置き，ス

タート信号器を発射（閃光を写真判定装部置で捉える）したときの

閃光と計時システムが動作した時間の差を測定する。

※すべてのスタート地点からの作動確認を行うことを推奨する。

この結果は，プリントし写真判定主任，トラック審判長，JTO（派

遣されている場合）がそれぞれ確認のサインを

して総務に提出する。

【確認方法】

⑴　フィニッシュラインにスタート信号器（ピ

ストル）を置く。

⑵　写真判定装置を手動モードで撮影スター

トさせる。

OUT　　　　　 IN OUT　　　　　 IN
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⑶　スタート信号器を発射する。

スタート信号により計時装置が0.000から開始される。

⑷　写真に撮影された閃光またはフラッシュの光の部分をトルソー

と同じように判定する。

判定点は，光り始めた位置にカーソルを合わせたときの時間表

示を読みとる。時間表示が0.000秒から0.001秒の値であれば作

動するまでの時間は規程どおりと確認できる。

⑸　0.001秒を超える誤差が生じている場合，要因の一つとして，

YO信号器の発光遅れが考えられる。

対応策として，

①　YO信号器の親機本体の紙雷管挿入部分をフィニッシュラ

イン上に設置し，発煙と発光の両方を撮影し確認する。

②　YO信号器接続のピストルは使わず，直結の全自動ピスト

ルを使用する。この対応でも0.001秒を超える誤差がある場

合には，写真判定の記録は規則に違反しており公認されない

ことになる。
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7　TR21同成績

タイムにより次のラウンドの出場者を決める場合，同記録者があ

るときは，写真判定員主任が0.001秒で記録された競技者の実時間

を考慮しなければならない。

＊  0.001秒の判定でも同着が発生した場合，次ラウンドに進める

のはランキング8までのため，必要により＋αを減じる。

すべての出発地点の妥当性を確認

現状のゼロコンは400ｍ出発地点の確認である。

100ｍ，200ｍ，1500ｍ，3000ｍ SC各スタート地点の妥

当性についても確認し記録の信頼性を確保する。（各スタート

地点まで A，B2回線の配線がされていること。接続盤 A，B

のジャンパ配線が必要となる）

「方法」

400mスタート地点以外の確認はピストルをグランド配線 B

に接続し「写真判定装置は配線 Aに接続したまま変更しない」

状態で行う。

スタート地点の接続盤のスタート配線 Aと Bをジャンパ配

線（コネクタ接続）しゼロコンを行う

「内容」

フィニッシュ地点のスタート信号配線Bに入力されたスター

ト信号は，当該スタート位置でジャンパ接続されたスタート信

号配線 B→ Aを経由し，写真判定装置に入力される。この方

法でスタート（発光）と写真判定装置に入る信号との時間差（妥

当性）が確認できる。
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8　主任と判定員の任務配置

⑴　任務

①　主任の任務

⒜　計時装置の機能について責任を負う。

⒝　競技会の開始前に，主任は関係技術者と打合せ，装置につ

いて習熟する。また設置場所とテストについても監督する。

⒞　ピストルの合図か承認されたスタート装置によって写真判

定装置が正しく作動するかを，各レースの開始前に監督しな

ければならない。

⒟　判定員と協業して競技者の順位と記録を決定する。

②　判定員の任務

⒜　スターターからのピストル信号が正常に送られてくるか事

前確認を行う。

⒝　各スタート前に，スターターに写真判定システム準備完了

を知らせる。

⒞　ピストルが鳴ってスタートしたときには必ず時計が動いた

ことを確認し，その結果を速やかにスターターに連絡する。

⒟　時間，着順の判定，ナンバーの確認。

 ⑵　審判員の配置

①　小規模大会 主任含め5人程度

②　大規模大会 主任含め6～7人（補助カメラを導入する）

③　フィニッシュタイマーを使用する場合は事前に人数を考慮す

る。

9　問題事例

⑴　スタート信号が入らないときの連絡・対応遅れによりレースが

終了（再レース）。連絡が少し遅れると100mではすぐに半分過

ぎる。

⑵　黄旗協議中に記録発表がされてしまった。黄旗が挙がった場合

には，伝達する前に正式発表しないよう注意を促す。

⑶　正式判定確定前に速報で1位を発表した。判定確定後1，2位

が逆転し，上訴される問題となった。

⑷　長距離（オープンレーン）では周回間違いによるフィニッシュ
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映像なし（撮影忘れ）が発生する場合がある。

周回記録員との連携を密にして，フィニッシュの競技者を確実

に把握する必要がある。方法として，周回記録員のところに連絡

員を配置し，通信機器などを利用して間違いのない運営をする。

⑸　1つのレーンに2人が写っており判定ミス（黄旗が上がらず）。

⑹　スタートリストと競技者のナンバーが違うため判定に支障（競

技者係のミス）。

⑺　フィニッシュ前の競り合いに見入ってしまい，シャッターを押

し忘れてしまった。
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監察員
1　任務

監察員は，審判長の補佐として指示された地点に配置し，競技を

厳正に監察する。競技中に競技者あるいは他の人による競技規則の

不履行や違反を発見した時は，ただちに審判長にその出来事を書面

で報告しなければならない。（CR20）

⑴　主 任

①　主任は，トラック審判長に代わってトラック競技の進行等に

関して監察員に指示を与える。

②　監察員の監察地点を種目別に指示する。

③　各監察地点の監察員と連絡をとり準備完了の合図と，規則違

反の有無をトラック審判長に連絡する。

④　監察員をとりまとめするとともに，トラック審判長より指示

された事項等を周知徹底させる。

⑵　班 長

主任を補佐する。種目によっては監察区域を主任と区分して，そ

の地域の監察員の指揮，指導にあたる。

⑶　監察員

①　監察員は審判長の補佐で，最終の判定をする権限は持たない。

②　いかなる規則違反も黄旗を挙げて，あるいは主催者が許可し

た信頼性のある方法で示す。

③　リレー競走のテイクオーバーゾーンを監察する。

④　競技者が自分のレーン以外のところを走る，リレー競走で

オーバーゾーンやテイクオーバーゾーンの外からの出発などを

確認したときは，ただちにその違反が確認された走路の場所

にマーカーを置く（マーカーが置けるときのみ）。また特別に，

リレー競走における各ゾーンで出発係の任務の一部を委託され

ることもある。

⑤　スタートでは，リコーラーの補助的役割を担えるよう協力態

勢をとる。具体的には，不正スタートがあった場合，黄旗を用

いて競技者を制止する（ストッパー）。

⑥　800m，4×200mリレー，4×400mリレーなどでは第1曲
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走路の終わりでブレイクラインの通過を監察する。また，ブレ

イクラインマーカーの設置，撤去作業を行う。

⑦　用器具係がハードルを配置後，当該ハードル種目のハードル

の高さ，ハードル間の距離間隔を点検・確認する。競技が開始

されたら，規則違反行為を監察するとともに，競技者が倒した

ハードルをフィニッシュ後に元の位置に正確に戻す。

⑧　ラップ旗，コーナートップ旗の設置・撤去を行う。

2　 配  置

⑴　配置についての心構え

監察員の競技場内の行動は，原則的に競技の違反確認，競技の

進行等に関することの任務以外は，次のように行動する。

①　2人以上で行動するときは団体行動をとる。特に入退場は同

じ歩調と正しい姿勢をとり歩行する。

②　行進から配置完了までの時間を適当にとる。トラックの全地

点に配置される場合の行進時間はあまり長くならないようにす

る。

③　主任は種目によって集合場所を指定し，監察員が競技開始5

分前までに配置完了できるよう競技日程を見ながらあらかじめ

計画する。

④　監察員の行進時は椅子と黄旗（布地を丸めて）を右手に持ち，

歩調を合せる。

⑤　配置地点にいるときは原則として携帯椅子を用い，できるだ

け観衆の目障りにならないよう十分な配慮が必要である。また，

広告ボードのある大会では，そのことも十分に配慮する。しか

し，競技中は臨機応変に監察に必要な地点に立って行動する心

構えを忘れてはならない。なお退場のときは，すべて主任（ま

たはあらかじめ指定された監察員）の合図を得て行動に移るよ

うにする。

⑥　行動はすべて遠い地点の監察員が先頭になって行う。ホーム

ストレートに配置するときはフィールド側を行進する。曲走路

およびバックストレート側での行進の経路はトラック外側とす

る。また退場時の行進は遠い配置地点の監察員から行動を起こ
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して集合場所に戻る。

⑦　不正スタートがあった場合に競技者の制止を担当する監察員 

（ストッパー）が，全競技者を安全かつ確実に制止ができるよ

うに，適切な距離を確保する。（競技者を制止させるためトラッ

ク内に入ることは競技者と衝突する事があるので絶対に行わな

い。）

⑵　配置の要領

①　直線のスタート地点とフィニッシュライン地点を監察する監

察員はおのおの2人として，スタート地点の監察員は1- 2 （2-3）

レーンと5-6 （6-7）レーン，フィニッシュライン地点の監察員

は 3-4 （4-5）レーンと7-8 （8-9）レーンの各2レーンを分担する。

この場合，各監察員は分担する2つのレーンのライン上に位置

し，監察をする。フィニッシュ地点の監察員は，8（9）レーン

の外側に沿って監察する。また，スタート地点の監察員は，集

合線より2ｍ以上後方とし，競走が1周以上の場合は，8（9）レー

ンの外側の地点で曲走路地点を監察する。

　※ （ ）内の数字は9レーンまである競技場で2レーンから使用

した場合の数字。

②　ハードル競走の監察は，ハードルから横に2m，ハードルの

前方2mくらいの地点で，そのハードルと次のハードルまでの

競技者の動作を監察する。

3　実施要領

監察員の連絡は主として競技進行中，あるいは開始直前直後等に

行われるのが通常である。監察員はその任務の必然性からトラック

の整備等に関して，また規則違反等の緊急事態に際して報告，連絡

する。以下にその例を示す。

⑴　通信機器使用の競技会

この審判要領は審判長，監察主任，各曲走路の副主任の間に通

信機があり，通信機器を利用しながら進行しようとするものであ

る。通信機器を利用する際は，その使用方法を熟知しておく。（早

口は厳禁。起こったことを正確にかつ迅速に伝える。）また，不

具合が生じた場合の対応方法も競技開始前に使用者全員に周知し
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ておく。 

▼競技開始前

　5分前 ・配置完了，各地点の点検確認。

　3分前 ・ 曲走路連絡係は，自分の曲走路の準備完了を

フィニッシュラインにいる主任に通信機器で

報告する。

  ・ 主任は，曲走路出入口の準備完了を審判長に

報告する。

　2分30秒前 ・ 審判長の了解を得て，主任は出発係に近い曲

走路連絡係に準備完了を連絡する。

  ・それを受けて出発係に連絡。

  ・ 出発係は，スターターとアナウンサーに準備

完了を連絡する。

　1分前 ・ 出場者紹介アナウンス終了とともにスター

ターはスタート合図をする。

▼競技終了後

①　配置された監察員は各レース終了後，規則違反が監察された

場合のみ黄旗を挙げる。可能な場合は違反の事実を報告してお

く。違反がなかったときは通信機器を使って異常なしの報告を

する。

②　主任は異常の有無の報告を受け，審判長に報告する。

③　規則違反のときは審判長に速報し，監察員記録用紙等で事実

を審判長に報告する。

⑵　通信機器を使用しない場合

▼競技開始前

①　トラックの不整備，用器具の配置の不正がある場合には，黄

旗を挙げることによって表示する。

②　フィニッシュ地点の監察員は，黄旗が挙がっていないことを

確認した後，審判長に引きつぐ。

▼競技終了後

①　各所に配置されている監察員は，規則違反等があった場合の

み黄旗を挙げる。

②　監察主任は，競技のスタート地点から各所の旗を1つ1つ確
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認しながら，フィニッシュライン地点の旗まで確認する。旗が

挙がっていなければ「よし」と審判長に報告し，1 カ所でも黄

旗が挙がっている場合は，自身の黄旗を挙げて「何々地点，黄

旗」と審判長に報告する。

⑶　規則違反が発生したときの連絡，報告

①　違反者のレーン，ナンバーの報告を受け，ただちに監察員記

録用紙に記入する。レーンを使用する競走では，隣のレーンと

見誤ってしまうことがあるので特に注意する。

②　担当各所の班長は，ただちに現場に行きその処理に協力する。

主任は当該監察員・班長の報告を聞き，監察員記録用紙等を使

い，審判長に報告する。

③　違反後の処置は，その後の競技の流れに影響するので，迅速

であることが肝要である。

④　同じ規則違反を複数の監察員で発見することは，審判長の判

断の資料として重要なことである。この場合は，規則違反を発

見した監察員はそれぞれが班長・主任に報告し，主任が監察員

記録用紙等を使い，審判長に報告する。

⑷　監察記録用紙の記入   

監察員記録用紙に必要個所の監察員位置（○），違反場所（×）

を示す。競走種目以下の欄は詳細に記入し班長，主任がサインを

して審判長に提出する。

⑸　発生しやすい規則違反の着眼点

①　レーンを用いない競走の場合でのスタート時の身体接触。故

意に手を左右に大きく振って，前に出ようとする他の競技者を

妨害する行為。

②　抜かれないようにトラックの外側に斜行する行為。

③　レーンを用いる競走の場合，レーンの侵害をする行為。

④　ハードルを越えるとき，足または脚がハードルの外側にはみ

出して通った行為（バーの高さより低い位置を通過した場合は

失格となる）。

⑤　手や体で，いずれかのハードルを倒すか移動させる行為。

⑥　直接間接を問わず，他の競技者に影響を与えたり，妨害する

ような行為や，他のレーンのハードルを倒したり移動させる行
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為。

⑦　障害物競走では特に水濠の着地状況を監察する。競技経験が

未熟な場合，インフィールドによろける競技者を見かける。ま

た，足または脚が障害物の外側にはみ出して通った行為（バー

の高さより低い位置を通過した場合は，失格となる）。特設走

路の入口，出口も厳重に監察する。

⑧　リレー競走のテイクオーバーゾーンの入口のラインの幅は含

まれるが，出口のラインの幅はその中に含まれない。すべての

バトンパスにおいて，テイクオーバーゾーンの外から走り出し

てはならない。（TR24.19）

⑨　バトンパスはテイクオーバーゾーン内で受け取る走者にバト

ンが触れた時点に始まり，受け取る走者の手の中に完全に渡り，

唯一のバトン保持となった瞬間に成立する。あくまでもバトン

の位置により判定する。競技者の身体や手足の位置ではない。

（TR24.7）

⑩　バトンパスが始まってからバトンを落とした場合は前走者

（渡し手が）バトンを拾わなくてはならない。隣のレーンにバ

トンを落とした場合は，拾うために自分のレーンから離れても

よい。拾った後はただちに自レーンのテイクオーバーゾーン内

のバトンを落とした位置に戻り継続する。ただし，他の競技者

を妨害したときは失格となる。 （TR24.6.3）

⑪　バトンパスが開始されたがバトンが渡らず，バトンがテイク

オーバーゾーンに留まっていれば，次走者がゾーン内に戻って

バトンパスを完了させれば有効となる。同様にバトンが渡らず

にバトンがテイクオーバーゾーンを出てしまった時には，両者

がゾーンに戻ってバトンパスを完了しても失格となる。しかし，

バトンパスが開始されないままであれば，バトンがテイクオー

バーゾーンから出てしまっても，両者がゾーンに戻りバトンパ

スを完了させれば有効となる。

⑫　バトンの受け渡しの時に前走者が次走者を押すかたちになっ

ても，必ずしも有利になるとは考えられず，その行為は助力と

は見なされない。

⑬　バトンが破損したときは，その一片をもって受け渡しをして
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もよい。いずれにしても留意点は，違反者の一連の行為とそれ

に伴って起こる他の競技者への影響を把握することである。

⑭　800mおよび4×400mリレー（第2走者），4×200mリレー

（第3走者）でのブレイクライン通過前のインコースへの侵入

行為。
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⑮　長距離種目のグループスタートにおいて，合流地点手前での

インコースへの侵入行為。

⑹　監察のポイント（直走路，曲走路共通）

①　侵害の起点と距離（歩数）。

②　レーンの内側か外側か。
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③　侵害するに至った状況（走路の不備，自分から他の競技者に

押されて，他の侵害から避けようとしてなど）。

④　もとのレーンに迅速に戻る努力が見られたか（マナーの問

題）。

4　留意事項

⑴　フィールド競技との関連

①　トラック競技もフィールド競技もプログラムに定められた時

間通り実施する。自分の周りでどんな競技が行われ，どんな状

況かを見極めると同時に進行係やマーシャルと連携し，競技進

行に協力する。

②　運営上支障があると予想されるやり投，走高跳等の競技につ

いては，トラックを横切って助走する競技者に注意を喚起しな

がら，競技を中断することなく継続して行うよう努力する。し

かし，監察員が直接これらの競技者に指示することは好ましく

ない。競技者への指導は，マーシャルおよびフィールド競技審

判員と事前に十分連携をとって行う。

⑵　競技中の心構え

①　競技者の動作をよく監察するために，1地点を2人の監察員

で監察できるよう，あらかじめ連携をしておくべきである。

②　競技を見ないで競技者の行動を監察する。

③　競技者のナンバーを確認しながら，いつ，どこで，どうした

かについて，速やかに報告できるようにメモを取る。

④　レーンの侵害等は，できるだけ早くその地点をチェックする。

競技が継続しているときは，邪魔にならないようにする。

⑤　違反行為を確認したときは躊躇することなく班長に合図し，

レース終了後班長は黄旗を挙げる。

⑥　監察員間では私語をかわさない。

⑦　配置直後には監察地点のトラック状況，器具の配置等を確認

しておく。

⑧　競技中は基本的に立って監察する。ただし，競技時間や天候

の関係で座って監察することも構わない。

⑨　椅子を用いるときは，黄旗はまるめておく。
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⑩　計測用に1m 程度の巻尺を携行することをすすめる。

⑪　監察員は合議してはいけない。ある1つの規則違反に対して，

複数が確認した場合は，個別にその事実をありのままに報告す

る。

100mH，110mHのスタート練習時の留意点
（ハードルの倒し方）

100mHや110mHの競技者がスターティングブロックを調

整した後，スタート練習と共に何台かのハードルを跳び越えて

いく。この時の練習は3台までとし，4台目と5台目は倒して

おくことを推奨する。

4台目だけ倒せばよいと考えがちだが，勢いのついた競技者

はすぐには止まれないので5台目も倒しておくべきである。

また，ストッパー役の監察員が6台目のハードルの前に出て

黄旗を提示したり，手を広げて制止するのは接触事故を引き起

こす原因ともなるので，トラックの外側（あるいは内側との両

方）で黄旗を示すだけに留める。

練習が終了したと思って，急いでハードルを起こし直そうと

するのも，接触事故を招く原因の一つである。遅れてスタート

練習をしている競技者がいないか，よく状況を確認しなければ

ならない。

練習終了時にはスタート地点にいる出発係と連携を図り，緑

旗を挙げてハードルを起こす合図を出してもらうようにすると

よい。
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監察員の特殊な任務

監察員の任務の一つとして，不正スタート（不適切行為）があっ

た際にリコーラーの補助的役割を担い，ストッパー役を務める

ことになっている。これはレースのみならず，練習の段階から

任務にあたる必要がある。トラック内に入って競技者を制止し

ようとすることは接触事故を引き起こす一番の要因であるので

トラックの外側（内側）で黄旗を示すだけに留める。

次に800mや4×400mRにおいては，ブレイクラインマーカー

を設置・撤去する作業もある。その際注意したいことは，競技

者の通過後直ちに作業に取り掛かるのではなく，直線部分での

レース状況を最後まで監察し，競技者が第二曲走路に入るのを

見届けてから作業を開始すべきである。それでも時間的には十

分余裕があるはずである。

さらに不正スタートが発生した場合，TR16.8の違反により当

該競技者は失格となる。これまで，この事実をトラック競技審

判長や記録・情報処理員に届ける経路が不明確であった。そこ

でスタートチームや出発係からではなく，スタート地点の監察

員は監察主任へその旨を報告し，監察主任若しくは監察記録員

はその事実を監察員記録用紙に記入し，トラック競技審判長を

経由して記録・情報処理員に提出するのが迅速で確実な方法と

して実施している。
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立てる旗とその意義

競技場内にはさまざまな場所に旗が立っている。いわゆるラッ

プ旗（1,000mスプリット旗）や200m競走時に風力を計測する

ために先頭走者が直走路に入ったことを確認する旗，あるいは

4×400mリレーの際に次走者の待機順を判断するために200m

の第1レーンスタート地点内側に立てる旗等がある。

1,500m，3,000m，5,000mのスタート地点に立てる旗，ある

い3,000mSCの1,000m，2,000m地点に立てる旗は基本的にア

ナウンサーに向けて通過タイムを報知してもらうための旗であ

る。決して競技者に知らせるためではないのでアナウンス席か

ら見やすい角度に設置することが大切である。

同様に，200mの風力計測を開始するタイミングをとるため

の旗は風力計測員が，4×400mリレーの際に次走者の待機順を

指示するための旗は出発係と競技者が，いずれもはっきり認識

できるように置くことが必要である。

旗の有無は即，競技の有効・無効に関わってくるものではな

いが，その存在意義をきちんと把握して活用しなくてはいけな

い。

なお，それぞれの旗はそれを必要とするレースの際にのみ立

てることとし，使用しない時間帯は邪魔にならない場所に撤去

すべきである。
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落としたバトンの扱い方

リレー競技において，競技者がバトンを落としてしまった場

合どのようにすればよいだろうか？

従来は，「バトンパスが開始され，渡し手と受け手の両方に触

れられている状態ならばどちらが拾ってもかまわない」として

いたが，2019年にWAに確認したところ，「バトンパスが終わ

るまでは，渡し手がバトンを拾わなくてはならない」こととなっ

た。そして他のチームを妨害しないことや距離を利得すること

がないことを条件に，自分のレーンを離れてバトンを取りに行

くことが許される。縁石の内側に転がった場合でも同じである。

渡し手，受け手のいずれかにあるときに落とした場合は，も

ちろんその本人が取らなくてはならない。

フィニッシュ直前に足がもつれて転倒し，バトンを離してし

まった。バトンは転がりフィニッシュラインを通過したが，身

体はまだフィニッシュラインに到達していない。このような場

合，その競技者がフィニッシュラインを通過しただけではフィ

ニッシュしたことにはならない。「バトンを持ち運んでいない」

からである。転がったバトンを拾い上げ，転倒して離してしまっ

た場所まで戻り，再度フィニッシュし直す必要がある。
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ビデオ監察審判長とビデオ記録
ビデオ監察審判長

ビデオ監察の重要性がますます高まり，2015年の IAAF総会に

おいて，ビデオ監察審判長を導入し，ビデオ画像を競技中の判定に

採用するという競技規則修改正が行われた。（CR13,CR18.1）

現在，国内におけるビデオ記録は監察員の目を補うものであり，

主として使用するものとはなっていない。あくまで監察員の目が主

体である。黄旗が挙がって審判長の要請があったとき，抗議があっ

てジュリーが要請したとき等に確認されるものであるが，WA主催

の競技会においては，ビデオ監察審判長のもと，ビデオ画像を主と

して使用するようになった。（WAサイト「VIDEO RECORDING 

AND VIDEO REFEREE GUIDELINES」参照）

ビデオ記録

ビデオ記録については，TR12ビデオ記録〔国際〕に「国際競技会

定義1.1,1.2,1.3の下で実施される競技会および，できるならばそ

の他の競技会においても，すべての種目において，技術代表が納得

する形で，公式のビデオ撮影を行うものとする。ビデオ記録は指名

されていればビデオ審判長の職務を十分にサポートするものとし

て，その他の場合でも競技内容の正確性と規則違反が立証できるも

のが望ましい」とある。

主催者として公式に記録したビデオ画像の必要性が高まってきて

おり，主催者が自らビデオカメラを用意して監視システムを作る場

合と，システムをレンタルする場合とがあるが，どちらも主催者が

用意した公式記録となる。日本選手権のようにテレビ局が入る大会

では，その映像を利用し監視カメラの役割を担うようにするとよい。

ビデオ記録は，可能な限り競技場面がはっきりと撮影できる位置を

確保して撮影することが大切である。ビデオ監察の位置は，あらかじ

めコーンやロープで区画して明示し，撮影する競技役員・補助員も

専任の役員であることを明示すべく腕章やビブスを着用するとよい。

ビデオ監察システムのオペレーションルームは，審判長席のすぐ

近くか，または大会本部に設置するとよい。要請があったときに迅
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速に確認できる体制をとっておくことが必要である。

以下，「カメラ設置ポイント」「撮影編成」「留意点」等の例を示す。

カメラ設置ポイント例

撮影班編成例
9月2日（金）1日目

開始時刻 種目 ラウンド 人数 組−着＋α １班 ２班 ３班 ４班 ５班 ６班

9:30 十種 100m 31 4 不正スタート

9:55 女子 10000mW 24 1 A 周回（前方） J 周回（側方）

11:05 女子 4×100mR 予選 37 5-1+3 H 400mR 全 C 1-2走 12345 F 2-3走 全 G 3-4走  全 D 1-2走  56789

11:30 男子 4×100mR 予選 54 6-1+2 H 400mR 全 C 1-2走 12345 F 2-3走 全 G 3-4走  全 D 1-2走  56789

12:00 女子 1500m 予選 45 3-3+3 B ｽﾀｰﾄ～100m

12:25 男子 1500m 予選 43 3-3+3 B ｽﾀｰﾄ～100m

12:45 女子 400m 予選 33 4-1+4 H 1 入 C 1 後半 E 2 前半 G 2 後半

13:05 男子 400m 予選 53 6-1+2 H 1 入 C 1 後半 E 2 前半 G 2 後半

13:40 女子 100m 決勝 55 7-3+3 不正スタート

14:20 男子 100m 決勝 57 7-3+3 不正スタート

15:35 女子 1500m 決勝 12 1 B ｽﾀｰﾄ～100m

15:45 男子 1500m 決勝 12 1 B ｽﾀｰﾄ～100m

15:55 女子 100m 決勝 24 3-2+2 不正スタート

16:15 男子 100m 決勝 24 3-2+2 不正スタート

16:35 女子 400m 決勝 8 1 H 1 入 C 1 後半 E 2 前半 G 2 後半

16:45 男子 400m 8 1 H 1 入 C 1 後半 E 2 前半 G 2 後半

16:50 十種 400m 31 4 H 1 入 C 1 後半 E 2 前半 G 2 後半

17:10 女子 10000m 予選 41 1 A 周回（前方） J 周回（側方）

18:00 男子 10000m 予選 34 1 A 周回（前方） J 周回（側方）
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撮影ポイント・留意点の例

ビデオ監察オペレーションルーム例

地点 場所（座席） 種目 撮影ポイント ｶﾒﾗ 留意点

A

100mH/110mH スタート～フィニッシュ zwp スタート地点にズームで合わせ徐々に引いてフィニッシュまで撮る

4× 400mR コーナートップ・リレーゾーン zwp コーナートップにズームで合わせ徐々に引いてリレーゾーンまで撮る
長距離 周回（前） 固定 周回板・タイマー・競技者（胸ﾅﾝﾊﾞｰ）が入るように撮る

B
800m/4 × 400m ブレイクライン 固定 ブレイクライン前後 30m位を固定して撮る
1500m スタート～ 100m 固定 スタート地点後方から，フィニッシュまで追いかけて撮る

C

400m 第 1曲走路後半 固定 ライン上を走っていないか

400mH 2台目　1～ 5レーン 固定 振り上げ脚・抜き足がハードルの外（下）から出ていな
いか，ラインを踏んでいないか

4× 100m 1～ 2走リレーゾーン出口
1～ 5レーン 固定 テイクオーバーゾーン

D
400mH 2台目　5～ 9レーン 固定 振り上げ脚・抜き足がハードルの外（下）から出ていな

いか，ラインを踏んでいないか

4× 100m 1～ 2走リレーゾーン出口
5～ 9レーン 固定 テイクオーバーゾーンなど

E
400mH 6台目（後方から） 固定 振り上げ脚・抜き足がハードルの外（下）から出ていな

いか，ラインを踏んでいないか
200m/400m 第 2曲走路前半 固定 ライン上を走っていないか

F 4× 100m 2～ 3走リレーゾーン出口 固定 テイクオーバーゾーンなど

G

200m/400m 第 2曲走路後半 固定 ライン上を走っていないか

400mH 7台目（8台目） 固定 振り上げ脚・抜き足がハードルの外（下）から出ていな
いか，ラインを踏んでいないか

4× 100m 3～ 4走リレーゾーン出口 固定 テイクオーバーゾーンなど

H

400m/4 × 100m 第 1曲走路前半 固定 ライン上を走っていないか
4× 100m レース全部 zwp スタートからフィニッシュまで撮影する
4× 400m リレーゾーン（2-3,3-4） 固定 リレーゾーンの押し合いなどを撮る（2～ 3走以降）

4× 400m レース全部 zwp 少し引き気味でレースを全部撮影する（離れて来たらトッ
プ集団を中心に）

400mH 1台目 1～ 5レーン 固定 振り上げ脚・抜き足がハードルの外（下）から出ていな
いか，ラインを踏んでいないか

I 3000mSC 水濠 固定 水濠を越えた後にラインの内側に入っていないか
J 長距離 周回（側） 固定 周回板・タイマー・競技者（背ﾅﾝﾊﾞｰ）が入るように撮る

K 400mH 1台目５～ 9レーン
（グラウンドレベル） 固定 振り上げ脚・抜き足がハードルの外（下）から出ていな

いか，ラインを踏んでいないか
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スタートチーム
2016年度より，すべての公認競技会においては混成競技を除き

「不正スタート」は１回で失格になった。

また，2020年度の修改正でスタートの判定基準がより明確になっ

た。以下の4項「スタートの確認」と共にルールブックの確認をお

願いする。

スターター，リコーラー
1　スターターとしての認識

⑴　スターターと他審判員と違う点。

競技者を失格させる権限を持っている。

その権限は，審判長，競歩審判員主任とスターターである。

⑵　スタート合図をする事だけがスターターの役目ではない。

競技者がベストコンディションでスタートができる環境作りを

心がける。

⑶　競技者にとって，スタートは１回１回が真剣勝負。

フィールド競技は，それぞれの試技時間の中で競技者が開始す

るが，トラックのスタートは１回のみでスタートの合図はスター

ターにより行われる。

⑷　主観による間違った判定の防止。

スターターメンバー内での判定基準の共通認識による統一され

た，ぶれない判定をする。

2　スタートルールの変更点

⑴　すべての競技会で混成競技を除き，１回の不正スタートで失格

となる。（2016年）

⑵　黄／黒カードは，混成競技での１回目の不正スタート時のみ使

用となる。（2016年）

⑶　TR16.7について，判定基準をより明確に（注釈を追加）した。

（2017年）

⑷　注意として対処されていた号砲前の局所的な動きは，TR16.5
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に基づいた不適切行為として警告の対象になることがあるとされ

た。（2018年）

3　不適切行為（TR16.5）の明確化

WAは TR16.5.1，2，3に見られるように，競技進行を遅らせる

行為や他の競技者に迷惑をかける行為について，特に重大な違反行

為と考えている。

⑴　腰，大腿，膝等が一瞬動いた動作は警告対象とすることがある。

スターターの判断によってなされるものであり，必ずイエロー

カードが出されるものではない。

⑵　最終的にイエローカードを出すか出さないかは，スターターの

意見を聞いた上で審判長が判断する。

4　スタートの確認（TR16.7）

⑴　不正スタートの定義

不正スタートとは以下のように定義される。

⒜　クラウチングスタートの場合，結果的にスターティングブ

ロックのフットプレートから片足または両足が離れようとし

ている，あるいは地面から片手または両手が離れようとして

いるあらゆる動作

⒝　スタンディングスタートの場合，片足または両足が地面か

ら離れようとする結果になるあらゆる動作。

　　もしスターターが信号器の発射音の前に，ある競技者が動

き始めて止まらずにスタートの開始に結び付く動きを開始し

たと判断した場合も不正スタートと判断しなくてはならな

い。

 ［注釈 ]Setの後，最終のスタートの姿勢になってから号砲ま

での間に次の i）または ii）の動きを確認した場合，不正スター

トとする。

ⅰ）　静止する事なく動いたままスタートをした場合。

ⅱ）　手が地面から，あるいは足がスターティングブロック

のフットプレートから離れた場合。

この注釈は，号砲前に体が動きだし，そのまま止まること
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なくスタートに移行してしまった場合，号砲の瞬間まで手が

グラウンドに足がスターティングブロックのフットプレート

に触れていれば不正スタートではないという誤った解釈をし

ていたケースがあったことからの追記である。

「号砲前に体が動き出し，そのまま止まることなくスター

トに移行」は即ち号砲よりも早く反応してスタートしている

ということであるので，不正スタートということになる。

⑵　スタンディングポジションでのスタート〔注意〕（ⅱ） 

立位でスタートする競技者の方がバランスを崩しやすい。偶発

的に動いてしまったと考えられる場合，「ふらつき」と見なされ不正

スタートの対象として扱われるべきではない。この場合，TR16.2.3

に従い注意で対処する。同じ組で繰り返されるようであれば，不

正スタートまたは懲戒手続きの適用を考慮することもできる。

スタート前に突いたり押されたりしてスタートラインの前に出

てしまった競技者は，不正スタートとして罰せられるべきではな

い。そのような妨害を引き起こした競技者は，TR16.5の警告ま

たは失格処分の対象になる場合がある。

⑶　混成競技でのスタート

混成競技においては，各レースでの不正スタートは1回のみと

し，その後に不正スタートした競技者は，すべて失格とする。

5　スタート運営に関した注意事項

⑴　「Set」後の静止の確認は確実に行うこと。特に予選での合図は

確実に行うこと。

⑵　立たせて注意するときは，当該競技者に対し出発係を通して確

実に伝達すること。

⑶　不正スタートの告知は，スターターが直接スターターマイクを

通じて「〇レーン，不正スタートで失格です」と告知をする。そ

れに合わせて出発係が当該競技者の前に立ち赤黒のカードを提示

する。（2019年変更）

⑷　不正スタート後の再スタートで，「Set」～「号砲」の合図が早く

なる傾向があるので注意すること。

⑸　「On your marks」から「Set」までが長く，「Set」から「号砲」が
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早くなる傾向があるので注意すること。特に，中学生の競技会で

は，待ちきれずに動きだそうとしたときに「Set」がかかるので，

腰があがっても体の安定がとれない状態での早撃ちにより不正ス

タートとなる場合がある。

⑹　リコーラーによるリコールのタイミングが早すぎるときがあ

る。スターターが見逃したときにリコールをすること。1発目の

リコールで止まらないときに2発目を撃つこと。むやみにリコー

ルを撃たないように注意すること。

⑺　スタート時（特に「Set」の瞬間）にフィールド競技での声援や

競技者の掛け声などが入ることがあるので，状況に応じてスター

トを中止してやり直す事も考慮しておくこと。

⑻　スターター，リコーラーが位置に着くタイミングは，スタート

練習が終わって集合線に競技者が集まったとき。スターターは，

残り2人目の紹介が始まった時に台の上に立つ。

⑼　直線種目での内側リコーラーの待機位置は，スターターの横に

座る。

⑽　信号器は適正な位置に設置すること。特に400mでの設置に注

意。

⑾　信号器設置後，ピストル接続コネクタは無造作にグラウンド上

に放置しない。同様に，ピストルも接続したままで，長時間放置

しない。

⑿　使用しないスタート台の保管位置に注意を払う。特に400m用

のスタート台は，ダッグアウト下などに移動し管理すること。

⒀　400mでのスターターの立つ位置は，7レーンの位置にするこ

と。8レーンの外側では1レーンが視角に入らない。

⒁　猛暑日や雨の日にむやみにパラソルを立てないこと。突風によ

りパラソルが飛ばされると大変危険である。

⒂　スターターメンバー内で，判定基準の共通認識を行い，統一さ

れた判定を心掛けること。

6　スピーカーの管理について

⑴　トラック競技での進行遅れの原因の多くはスピーカーの障害で

ある事を認識し，管理の徹底と，障害発生時の対応策について検
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討しておくことも必要である。

⑵　使用しないときはスタート位置より撤去し，雨があたらない，

日陰の適切な場所に保管しておく。

⑶　電池は毎日交換する。（マイク，ピストルも含む）

⑷　設置位置について（特に400m），主要大会では3，4台目の位

置にカメラエリアが設定される。このため，400mスタート時に

通信障害等で不調となる可能性があるので，スタート前のテスト

の徹底とともに設置位置の調整をすること。

⑸　スピーカーが不調時の対処

①　スピーカーの付近に人がたくさんいないか確認する。

②　マイク・スピーカーの電池残量を確認し，交換する。

　5時間の連続使用で電波受発信能力が20%～30％低下する。

③　スピーカーのアンテナが立っていることを確認する。

④　電波状態の悪いスピーカーは，できる限りマイクに近い位

置に設置する。

⑤　スピーカーをなるべく高い位置に設置する。

⑥　マイク発信器をスピーカーの方向に向ける。

⑦　風が強い場合は，マイクを襟の内側に付けるなど工夫をす

る。

7　スタート合図のチェックポイント
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8　合図のタイミング

⑴　競技者が静止して正しいスタートの状態（上げた腰の静止）を

確認してから撃つ。

⑵　早く撃つと静止を確認できず，遅すぎれば待ちきれずにとび出

してしまう。

⑶　早く位置についた競技者との公平性を考慮して，準備が遅くな

ると思われる競技者がいた場合は，立たせてスタートのやり直し

をする。この場合，当該競技者には注意または警告が与えられる。

⑷　「Set」の後，腰を遅く上げる競技者に対しても，同様に立たせ

てスタートのやり直しをする。当該競技者には注意または警告が

与えられる。

⑸　予選でのスタートは，特に競技者の動きをしっかり確認してス

タートの合図をすること。これにより以降のラウンドにて競技者

の掌握が確実にできるようになる。

⑹　スタート前に各競技者のスタート練習時の様子を観察しておく

ことも大切である。

9　リコールについて

⑴　不正スタートを確認しても，リコールを撃たなければレースは

開始される。

⑵　スターターがリコールを撃たなくても，リコーラーが不正と判
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断したらリコールを撃つこと。

⑶　リコールは，1発目で止まらない時に2発目を，それでも止ま

らないときに3発目を。むやみにリコールを撃たないように注意。

⑷　不正スタートや注意または警告を与える動作の判断について

は，事前にスターターチーム内で共通認識をしておくこと。

10　腕の動き

⑴　写真判定装置利用が主流となり，手動計時に対応した腕の動き

について，特に意識する必要がなくなってきている。

⑵　1回失格の適用により，競技者のスタート動作に変化が現れて

いる。

⑶　特に「Set」の後，腰が上がって静止するまでの動きが早く，す

ぐに静止して号砲を待つようになっている。

⑷　スターターもこの早い動きへの対応が必要である。競技者の静

止を確認し，スターターは上方に向けて構えた信号器で号砲を鳴

らすこと。

11　分担割当での留意点

⑴　経験の浅い者は，中・長距離種目のスターターから担当させる

とよい。このときは，経験豊富な者をリコーラーに配置すること。

⑵　経験豊富な者がスターターの時は，リコーラーに未経験者を配

置する。（経験豊富な者のタイミングの取りかたなどを観察）

⑶　スターターを割当てる時は，その前の種目には配置しない｡（最

良のコンディションで任務にあたらせる）

⑷　1人のスターターに同種目（予選～決勝）を担当させる。

12　 スタートインフォメーションシステム（以降 SISとする）使用

時の注意点

⑴　SISで感知できない動きがある。緩やかな上下の動きや，小さ

な動きなど。

⑵　SISの機種により，信号器の動作時の振動などにて影響が出る

場合も有るので，信号器の設置位置には注意が必要。

⑶　スターターが SISの波形をすぐに見て判定できるように，SIS
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の本体またはサブモニターはスターターのすぐ横に設置するのが

望ましい。

13　スターターの立つ位置

⑴　直線種目での位置

スタート動作における脚部の動きを注視する目的で，直線種目

におけるスターターの立ち位置をスタートライン後方とするよう

推奨して来たが，足がプレートから，手が地面から離れる前の微

妙な動きは「注意」または「警告」としたことにより，2014年度

から，直線種目におけるスターターの立ち位置を，WAが推奨す

る位置と同様に，スタートライン前方とする事とした。ただし，

競技場の設備条件等にて推奨位置への配置が不可能な場合は，従

来のスタートライン後方位置での対応をお願いする。

⑵　200ｍでの位置

今までの200mでの推奨位置（1）（1レーンスタートライン後

方10mの7レーンの位置）では，7，8レーンの競技者が重なり

競技者の微妙な動きが確認しにくいとの指摘があった。

更に確認しやすい位置を模索した結果，インフィールド内の位

置を新たに200mでの推奨位置（2）とした。

Bゾーンの200mスタート側で投てき競技（円盤投げまたはハ

ンマー投げ）が行われている場合，投てきが左のトラック側にそ

れたときには危険な位置となる。

また，競技場設備の制約（信号器に接続するピストルケーブル

が短い等）により配置が困難な場合は，従来の200mでの推奨位

置とする。
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⑶　推奨位置
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参考  WAが推奨するスターターの立つ位置
WAでは下記の基本的な考え方に基づいて位置を決めている。

「スターターとリコーラーは同じ目線で全競技者を監察する。

何か起こった際には，この2人のコミュニケーションが重要に

なる」

「スターターは狭い視野で全競技者を監察できる位置で撃つ」

「スタート審判長は全競技者とスターター，リコーラーの動き

を見守る」

⇒推奨位置のバリエーションとして，WAのものを参考にした推奨

位置を紹介する。物理的環境（トラックのコーナーの半径やサー

クルなどの設置状況，フィールド競技との兼ね合い，ケーブル等

の設置状況，スターターの身体的差異　等）によって，より良い

位置は変わってくる。この数値が独り歩きしないよう，それぞれ

の場面に応じて「狭い視野で全競技者をしっかりと監察できる位

置」を検討し，実施しても構わない。
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14 信号器を設置する理由

⑴　信号器は，スタート合図の号砲が時間差なく同時に聞こえるよ

うに研究開発された。

⑵　推奨している400ｍでのスターターの立つ位置でピストルのみ

の場合，時間差が最大約0.2秒生じる。

⑶　フィニッシュラインでの写真判定による着順判定は，1/1000

秒まで行われ，スタートの遅れは順位と記録にも大きく左右され

る。

⑷　200mでは，2台設置を必須とし，本連盟主催競技会では，

100mは2台，400mでは4台の信号器を設置すること。その他

の競技会においても，この設置台数を推奨とする。
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15　フィールドと同時進行時の注意

⑴　フィールド審判員と連携し試技とスタートが重ならないように

調整する。

⑵　投てき競技での掛け声，跳躍競技での手拍子などが「Set」の直

前や直後に入り，スタートのやり直し（場合によっては撃ち戻し）

となる場合がある。状況を判断し，スタートを待つ，あるいは試

技を待たせるようにする。

⑶　メインスタンド前で走幅跳，三段跳が同時進行しておりフィ

ニッシュ側の砂場を使っている場合，100ｍスタートライン側の

砂場で助走練習をしてスタートライン脇を走り抜ける競技者がい

る。マーシャルと連携し，これらの競技者を確実に静止させるよ

うにすること。

⑷　フィールド競技の試技時間と，スタートにかかる時間を以下の

表に示す。

⑸　同時進行時の調整事例

（100mと Bゾーンホームストレート側での砲丸投げが同時進

行時）

①　100mの予選にて，ファンファーレが鳴った時点。

（ファンファーレ⇒セットまで約20～30秒）

ⅰ　 試技が開始されていなければ，試技を中断し100mをス

タートさせる。

ⅱ　 試技が開始されていれば，投てきが終わるまで100mのス

タートを待つ。

②　100mの準決勝または決勝にて，ファンファーレが鳴った時点。

（出場者紹介⇒On your marksまで約１分⇒ Setまで約20～

30秒）

フィールド競技 スタートにかかる時間

残っている
競技者数 走高跳 投てき 

走幅跳・三段跳
予選（紹介なし） 準決・決勝 不正スタート等による 

再スタートﾌｧﾝﾌｧｰﾚ⇒ Set 紹介⇒ On your marks On your marks ⇒ Set

4 人以上 30 秒 30 秒

約 20 ～ 30 秒 約 1 分 約 20 ～ 30 秒 約 1 分～ 1 分 30 秒
2 ～ 3 人 1 分 30 秒 １分

１人 3 分 -

連続試技※ 2 分 2 分
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ⅰ　 試技を開始させ，終了したら一時中断し，100mをスター

トさせる。

ⅱ　 100mの出場者紹介が５レーン以内であれば，次の試技を

開始させる。終了したら一時中断し，100mをスタートさ

せる。

③　リコールでスタートのやり直しが発生したとき。

中断している試技を直ちに開始。試技終了後100mをスター

トさせる。

スタートインフォメーションシステム（SIS）について

1． 構造：左右のフットプレートが後方に加える力の変化量を，

フットプレートをセットした中央の支柱を介して，支柱後

端に取り付けたセンサーによって検出する。

2． 装置からの出力データ：スタート信号を基準にした時間軸

上でセンサーが感知する力の変化量を継続的に測定し，あ

る大きさ以上の力（加速度）の変化が観察された時点をス

タート動作の開始点（反応時間）とみなす。測定値は基本

的には時系列数値であるが，図解析ソフトを連結させれば

力曲線（波形図）を描くことができる。

3． オートリコール：測定した反応時間が0.100秒未満の場合

は号砲前に体が動いたと判断して自動的にリコール信号を

発生させ，さらにスターターとリコーラーにヘッドフォー

ンを介して信号を送りリコールさせる。

 スタート動作の開始点がスタート信号よりも早かった場合

（信号器が鳴る前にフットプレートを蹴った場合）も上記と

同様のリコール措置を行うが，この時は－（マイナス記号）

を付してスタート信号時までの時間を表示する。

4． 測定値の評価と不正スタートの裁定：測定された反応時間

が0.100秒未満でリコール信号が発信されても，即不正ス

タートとは限らない。リアクションタイムとともに，波形

図の確認をすること。以下の波形図を用いて不正スタート

と不適切行為の例を示す。
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①不正スタートの例

第7,9レーンはリアクションタイム，波形ともに正常なス

タートを示している。一方，第8レーンの波形もスタートした

ことを示しているが，リアクションタイムが0.100秒未満であ

るので不正スタートと判定される。目視で確認できなくても不

正スタートと判定する。

②不適切行為の例

第2レーンはリアクション，波形ともに正常なスタートを示

している。一方，第3レーンはスタートに至らなかった波形で

リアクションタイムは0.100秒未満である。号砲前に局所的な

動きが確認され上記の波形を示している。この場合は不正ス

タートではなく，YC（不適切行為）による警告として判定する。

※  YCによる警告とするか注意に留めるかどうかは，競技会や

出場競技者のレベルに応じて一貫した判定をすること。

Lane7 0.202sec 

Lane8 

Lane9 

0.092sec 

0.148sec 
Lane7 0.202sec 

Lane8 

Lane9 

0.092sec 

0.148sec 
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出発係
1　任務

①　スターターが任務を十分に果たすことができるように，ト

ラック競技の進行を円滑に進める進行役の任務を行う。

②　競技者を競技者係から引きつぎ，特にスターターとの連携を

重視しアナウンサー，マーシャル，監察員との連携を取りなが

ら競技の円滑な進行に努める。

③　競技者が最良のコンディションでスタートできるように，競

技者を定められた時間に，定められたレーンあるいはスタート

ラインに誘導する。

④　定時にスタートできるように，スタートの準備やスタートラ

インに並ばせる方法，出場者の紹介の方法を競技会前に十分打

合わせをして確認しておくこと。また，雨天時の対応について

も確認をしておくこと。

⑴　主 任  

①　主任は ,出発係を統括し CR23に定められた任務の分担を決

める。

②　スタートさせるために必要な用器具が準備されているかどう

かを点検する（スターティングブロックやレーンナンバー標識，

バトンなど）。

⑵　出発係 

①　主任によって決められた任務を責任もって遂行する。

②　アスリートビブスを点検する。

③　競技者を決められた集合線（800mを超える種目ではスター

トライン）に並べる。

④　リレー競走の第1走者にバトンを用意する。

⑤　スタートの構えが正しいかを点検する。

⑥　スターターの指示により「注意」を伝えたり，不正スタート

による「赤黒」（混成競技で1回目の不正スタートの場合は「黄

黒」）のカードを示したりする。

⑦　リレー競走の第2，3，4走者を正しいレーンや順番に並べる。
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2　基本動作
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3　配置

出発係の配置は，原則としてつぎの図のようにするとよい。ただ

し，出発係の人数や競技会の性格によっては，適宜変えてもよい。

いずれの場合でも，必要な人員以上を配置することはない。

①　直走路での配置と動き

足がフットプレートに確実に接触しているかを確認するため

に，後方から確認する手順が追加された。
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②　曲走路での配置と動き

外側のレーンから内側のレーンに移動すると，スタートの姿

勢の確認がより短時間でできる。手だけではなく，足がフット

プレートに接触していることも確認をすること。

③1,500mでの配置と動き
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④　3000mSCでの配置と動き

⑤　長距離種目での配置と動き
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4　実施要領

⑴　時間の流れと任務 

①　競技開始前

15分前 

競技者到着後，レーン順，アスリートビブス（腰も含む），氏名，

ユニフォーム，スパイクを確認。

5分前

スターティングブロック，レーンナンバー標識を設置。 スター

ティングブロックをセットさせての試走（回数，ハードルでは

台数を明確に指示する），棄権者のレーンナンバー標識撤去。

バトン，2，3，4走者用のリレー用マーカーの配布

 （1カ所のみ使用可）。

トラックを使用して行なわれるマラソン，競歩では，スタート

5分前に脱衣を指示し3分前にスタートラインに並ばせる。

 3分前

1,500m～10,000mの競走（競歩）では，3分前に脱衣を指示，

2分前にスタートラインに並ばせる。

2分前

レーンを使用する競走の場合，2分前に脱衣を指示し，ただち

に集合線に並ばせる。

1分30秒前

競技者を集合させ，レーン順，ナンバー，氏名を再確認後，ス

タート準備完了をアナウンサーに連絡。

②　スタート時 

⒜　「On your marks」の正しい手のつき方，姿勢であるかどう

か，足がフットプレートに確実に接触しているかを確認する。

確認後，うしろに大きく2～3歩下がる。この行為により，

スターターは「確認の終了」と判断し，「Set」の声をかける。

⒝　手のつき方・姿勢が適切でない場合。

スタートの構えで手がスタートラインにかかった場合。

400mまでの競走（4×100m，4×400mリレーの1走者を

含む）では，両手と少なくとも片膝がトラックに接地して

いない，両足がスターティングブロックと接触していない，
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800mを超える競走では手がトラックに接触している場合に

はスターターに合図する。
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③　スタート後 

400m，800m，400mH，4×100mR，4×400mRにおいては，

監察員の任務に支障をきたさないように注意し，スターティン

グブロック，レーンナンバー標識を速やかに撤去する。

⑵　進行担当総務員・アナウンサーとの連絡方法

集合線またはスタートラインに並ばせた後 ,出発係の1人は ,

スターターに準備完了の合図をすると同時に，トランシーバー，

インカムを使って進行担当総務員・アナウンサーに準備完了の連

絡をする。

⑶　グループスタート時の並ばせ方

1,000m以上の種目で1回のレースに12人を超える競技者がい

る場合，主催者または審判長から指示を受け，競技者の2/3を第

1グループに，残りを第2グループに分けてスタートさせてもよ

い（TR17.5.2）。

第1グループは通常のスタートラインに並び，第2グループは

二つに分けられた外側のスタートラインに並ぶ。
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5　「注意」や「警告」「不正スタート」が宣告された場合の対処行動

スターターが立たせて「注意」を与える場合，その理由をスター

ターに確認してから当該競技者（複数の場合もある）にその理由を

口頭で伝えた後（グリーンカードは使用しない），全競技者に対し

て不正スタートや警告ではないことをグリーンカードを表示して伝

達する。

スタート審判長からイエローカードが出され，競技者へ警告

が与えられた場合には，出発係はグリーンカードを提示しない。

（TR16.5）

不正スタートの場合は，スターターにその理由を確認し，スター

ターから当該競技者（複数の場合もある）への告知に合わせて，出

発係は赤 /黒カードを示す。その後，レーンナンバー標識に赤を表

示する。

混成競技において，１回目の不正スタートの責任を有する競技者

には黄 /黒カードを示す。レーンナンバー標識に黄を表示する。全

競技者に対しその後に不正スタートした競技者はすべて失格になる

趣旨で黄 /黒カードを示す。

6　留意事項

⑴　競技者に対する確認

①　服装，靴などの点検

商標規制のある競技会では，競技者が着用するランニング

シャツやパンツは TR5に示されている通りであるが，それ以

外に衣類についている商標マークには，「競技会における広告

および展示物に関する規定」があるので，それ以上の大きなマー

クをつけている競技者がいた場合にはテープ等を貼る。

②　アスリートビブスの確認

競技者のつけるアスリートビブスについては，TR5.7,8,9,10

に示されているが，胸と背にはっきり見えるようにつけられて

いるかを確認する。さらにアスリートビブスを切ったり，曲げ

たり，文字を隠したりしていないかを点検する。

①②については競技者係で最初に点検，確認しているが出発

係においても再度行うようにする。
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⑵　レーンナンバー標識の並べ方

レーンを使用する競走においては，つぎのような方法で並べる。

①　レーンナンバーは，内側のレーンが1番になっているので順

次2～8（9）レーンの順に並べる。

②　スタートライン後方4～5mの地点に並べる。

③　曲走路において，スターターがスタートラインの後方で合図

するときは，並べ方に注意をする（②の位置の中央では競技者

の足が見えない場合がある）。

④　欠場者のレーン標識は撤去する。

⑤　400mおよび800m競走またはリレー競走の場合はスタート

した後，スターティングブロックとともにトラックの外側に撤

去する。

⑶　スターティングブロックの扱い方

スターティングブロックは，400m（4×100m，4×400mリレー

を含む）までの競走において使用する（TR16.3）。

①　レーンナンバー標識を並べるときに，一緒にスタートライン

に置くようにする。

②　スターティングブロックの取付けは，競技者の責任で行うよ

うにする。スターティングブロックのいかなる部分もスター

トラインに重ねてはならないが，フレーム後部は他の競技者

を妨害しない限り，外側レーンラインからはみ出しても良い。

（TR15.1）。

③　全天候舗装競技場の場合は，スターティングブロックの前後

をよく押さえつけないとずれてしまうことがあるので，必ず点

検をすること。

④　スターティングブロックは主催者で準備することになってい

る（TR15）ので，個人のもち込みは許されていない。ただし，

全天候舗装路でない競技場における競技会では，競技者は本連

盟の規格に合ったものでかつ許可された場合，自分のスター

ティングブロックを使ってもよい（TR15.4〔国内〕）。

⑷　バトンの管理 

①　出発係がバトンを準備することになっているので，スタート

地点に運び，リレーの1走者がレーンに並んだときに配布する。
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競技終了後，第4走者から受け取る。

②　バトンは，2組用意し，交代して使用するようにする。  

③　バトンは，容易に認識できるような色とする。  

④　バトンの規格については，TR24.5を参照。 

7　その他

①　スタート地点で必要な用器具（スターティングブロックや

レーンナンバー標識など）は，用器具係が準備するが，出発係

は競技開始前に点検する義務がある。

②　全天候舗装競技場で行うリレー競走で使用するマーカー

（テープなど）は「本連盟が主催，共催する競技会では，マーカー

は主催者が用意する」（TR24.4〔国内〕）と記載されているが，

競技者に直接手渡すのは出発係であるので，準備を忘れないよ

うにする。

参考  WAの考え方
WAでは出発係の任務はスタートに関することのみに限定され，

スターターとともに活動するスタートチームの一員として定められ

ている。リレー競走における第2走者以降の管理やリレー競走で使

用するマーカーの配布は監察員の任務とされている。

共通認識事項

号砲前の局所的な動き等に対する口頭による注意は，2018年よ

り警告の対象となる場合もある，となった。
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１　「注意」や「警告」「不正スタート」（赤／黒カード）が与えられる

場合の対処行動実際例

注意： 以下の状況の場合はグリーンカードにて，不正スタートで

は無い事を競技者に告知する。

・注意が与えられたり，不正スタート以外の理由（写真判定

機が作動しなかった等）による再スタートのとき。

・場内の歓声や，スピーカーの不具合等で立たせてスタート

をやり直すとき。

・多くの競技者が同じ様な行為を行ったときや，やり直しの

原因を作った競技者が特定できないとき
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2　スタートにて警告（イエローカード）が与えられる場合の対処

スタート時における不適切行為（TR16.5）が発生した場合，

1回目は警告（イエローカード）が，2回目の警告による失格（除外：

レッドカード）がスタート審判長または権限を委譲された審判員か

ら示される。これは単独種目のみならず，混成競技における個々の

種目おいても適用される。また，失格の対象はそのレースだけに止

まらず，その競技会における以後の他のエントリーしているすべて

の種目から除外されることを意味する。

3　アナウンサーチームとの連携（分かりやすい競技会を目指して） 

スタートをやり直す時，その理由が観衆に分かる言葉で伝えるこ

とが重要である。そのためには，タイミングよくスタートーチーム

とアナウンサーが連絡・連携する体制づくりが必要である。

4　スタート記録表の作成について

不正スタートの判定に対し状況説明を必要とする場合や，度重な

る「注意」に対応する「警告」も視野に入れ，不正スタートや注意の

発生状況を記録しておくことが必要である。不正スタートによる失

格や注意，不適切行為（TR16.5）による警告（イエローカード）を

与えた場合，スタート記録用紙を使用し記録しておくことが必要

である。これは，従来使用していたスタート記録用紙に，失格に

なった理由，時刻を記入できるように改訂したものである（一部表

示省略）。該当する競技者に注意を与えたり，不正スタートや警告

に値する行為を行った場合，各レーン番号の下に注意であれば（C：

Caution），不正スタートであれば「F：False Start」，不適切行為（警

告）であれば１回目「YC」2回目「YRC」のように略号で記録してい

く。そして失格が宣告された時には，失格の項に，そのレーンナン

バーと失格した際の理由，発生時刻を記入していく。そのレース全

体を通して，注意や警告，不正スタートが発生した順番を明らかに

するために，Cや YC,Ｆの記号の前に，1C，2YC，3F，4Cのよう

に発生順に番号を振っていくと全体の流れが容易に把握できる。
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不正スタートや警告時の出発係の対処行動

混成競技を除いて，一度の不正スタートでもその責任を有す

る競技者は失格させられる。混成競技では各レースでの不正ス

タートは1度までで，その後に不正スタートした競技者はすべ

て失格となる。それぞれ出発係の対処行動は以下のようになる。

―単独種目：不正スタート1回で失格―

⑴ 　Aが不正スタート　→　Aに対し赤 / 黒カードを示して失

格を宣言。レーンナンバー標識に赤を立てる。

⑵　不正スタートではないが，

①　「セット」の合図できちんと静止しない。

②　「信号器発射」前に（膝や腰など）体の一部が動く。

③　「スタートの態勢」に入るのが遅い。

等の理由により，あるいは

④　機器の不具合のため。

⑤　場内が静かにならなかったため。

に，スタートをやり直す場合がある。

 　この内，①から③については，審判長が該当競技者に警告

を与えイエローカードを提示する場合がある。その際に出発

係はグリーンカードを示さない。

 　④⑤については全競技者に対しグリーンカードを示すこと
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となる。

 　この時，観客に対して場内のアナウンスを通して説明する

ことが重要で，事前に①～⑤の内容を記したカードを持ち合

い，「○レーン②番」と連絡を入れたり，不正スタートがあっ

た場合は「○レーン不正スタート」と連絡すると良い。アナ

ウンサーはそれを受け「○レーン不正スタートと判定されま

した」とコメントを入れることが必要である。

―混成種目：不正スタート2回目以降誰でも失格―

⑶ 　Bが不正スタート　→　全員に対し黄 /黒カードを示す。

Bのレーンナンバー標識に黄を立てる。

 　その後，Cが不正スタート→　→　Cに対し赤 / 黒カード

を示して失格を宣言。レーンナンバー標識に赤を立てる。

（参考　コラム「スタート時の警告内容アナウンス」）

雨天時におけるリレー用マーカーの工夫

通常リレー用のマーカーとして主催者が用意するのはテーピ

ングに使用するホワイトテープが多いが，雨天の場合にはト

ラック面に糊がつかないうえにトラック面にも吸着しにくいと

いったことが起こる。

このような場合には更紙やちり紙など吸水性に富んだ紙を利

用するとよい。これらの紙がすぐに用意できない場合にはコ

ピー用紙などを規則に沿った大きさ（最大50mm×400mm）

に切り，配布することで風雨が強い場合でも，水分の重みで飛

びにくく，好評を得ているのでお薦めである。

また，ある陸協ではフィールド競技に使用する区画線（ビニー

ル製のテープ）を400mm以内の長さに切って利用している。

これも重さがあるため風で飛ぶことも無くお薦めできる方法で

ある。
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周回記録員
1　任務

①　800m以上の競走では最終回に鐘を鳴らし，1,500mを超え

る競走では各走者の走り終った回数を複数の周回記録員が記録

する。

②　周回記録員主任および若干名の専任者が必要である。  

③　トラック競技審判長および決勝審判員，計時員，写真判定員

との相互連携が重要である。

⑴　主任

①　各審判員の任務分担を決め，正確に任務を遂行できるように

総合的に管理する。

②　記録結果を掌握するとともに，競技者に的確な指示ができる

体制をつくる。

③　審判長を補佐する。

⑵　周回記録員

①　各競技者の走り終った回数を記録する。  

②　5,000m以上の競走および競歩競技では，割り当てられた競

技者の各周回の時間を記録する。

③　先頭競技者の残り周回を表示する。

④　最終回は鐘を鳴らして各競技者に合図する。

2　配置

⑴　編成

①　800m，1,500m

　　周回掲示板係（周回板操作 ,最終の鐘を鳴らす） 1人

②　3,000m，3,000mSC

　　周回掲示板係 1人

　 　周回記録係（各競技者の通過を競技者のナンバーで記録す

る）2人

③　5,000m，10,000m 

　　周回掲示板係 1人 

　　周回記録係 8人～10人
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周回記録係のうち，2人は各周回の通過競技者のナンバーを

記入する。他の周回記録係は，それぞれ競走では4人，競歩で

は6人以内の競技者があらかじめ割り当てられ，その競技者の

通過時間を秒単位で記録する。

計時員（各競技者の通過時間を周回記録員に報告する） 1人

計時員は，競技者のフィニッシュライン通過の時間を秒単位

で読みあげる。

④　トラックを使用する道路競技

1周以上トラックを回ってから場外に出る道路競技（駅伝，

マラソン，競歩など）は周回掲示板係1人

周回記録員が少ない場合の処置については，トラック競技審

判長の指示により，トラック競技審判員の中から周回記録員を

行うときには周回記録員主任の指揮下に入る。

この周回記録では，ICチップなどを使用したコンピューター

化したシステムを使用してもよい。

⑵　配置

各種目別に図のように配置する。

3　実施要領

⑴　周回掲示板操作の要領

①　周回掲示板の位置は ,競技場の規模 ,設計等によって多少の

差はあるが，原則としてフィニッシュラインの手前3～4m，

トラックから1mぐらいのフィールド内に位置する。

②　スタートする前に掲示する周回掲示板の回数（1周400mの

場合）

800m  …2 1,500m …4 3,000m　…8

5,000m …13 10,000m …25

3,000mSC …8 （1周400mトラックで水濠が外にある場合）

③　トラックからスタートする道路競技（駅伝，マラソン，競歩
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など）についても，スタート後トラックを1周以上回る場合に

は，これに準じて回数を掲示する。

④　各種目とも先頭の競技者が第2曲走路の出口からホームスト

レートに入ったとき「あと何回」と，主任に報告を兼ねて復唱

しながら周回板の回数を変える。

⑵　鐘の鳴らし方

①　最後の1周を知らせる鐘は，先頭の競技者がフィニッシュラ

インの手前10mぐらいに近づいたときから約3秒間鳴らす。

②　先頭以外の競技者には ,最後の1周を知らせる鐘は2～3回

鳴らす。出場者が多い場合には先頭のみでもよい（CR24.2〔国

内〕）。

⑶　周回数を記録する場合

①　2人1組となり1人が競技者の先頭から順次ナンバーを読み，

他の1人が周回記録用紙に記入する。

②　多数の競技者が一団となって通過するときは，その集団の少

なくとも先頭と後尾の競技者のナンバーを確実に記録するとと

もに，何人通過したかを確認して記録し次の周回に備える。

⑷　周回時間を記録する場合

①　5,000m 以上の競走・競歩競技では，すべての周回と時間を

記録する。

②　周回の時間を記録する周回記録係は，計時員の読みあげた時

間のうちあらかじめ割り当てられた競技者がフィニッシュライ

ンを通過するときのみ時間を記録する。

⑸　時計の読み方

①　計時員は周回記録員の後部中央に位置し，各競技者がフィ

ニッシュラインを通過する15mぐらい手前から秒単位で時計

を読む。

②　時計の分針がつぎの分に変わるときは，競技者の通過の有無

にかかわらずその都度「何分」と読み上げる。

⑹　周回遅れの競技者が出た場合の処置

①　主任からその競技者に周回ポイントを通過したとき告知す

る。

②　決勝審判員，計時員，写真判定員と密接な連絡をとり，フィ
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ニッシュ時の判定に誤りのないように連携する。写真判定員と

の連絡方法（誰が周回遅れなのか，フィニッシュする競技者と

周回遅れの競技者が重なったときなど）を決めておく。

⑺　終了後の処理

①　競技終了後，記録した時間は割り当てられた競技者ごとに各

周回の時間を整理し，速やかに主任に渡す。

②　1周以上遅れた競技者が出た場合には，前の周と混同しない

ように記録用紙への記入にあたっては特に注意する。

③　各周回記録係の周回記録は，主任が各競技者の周回と時間に

矛盾がないかなどを確認し，さらに決勝順位判定前に決勝審判

員主任と確認しあう。

④　主任は，集められた周回記録の時間を特に任命した周回記録

係によって一覧表を作成させ，参考資料として公表する。

⑻　ICチップによる周回記録

長距離トラック種目を対象に ICチップを活用した周回を確認

するシステムが開発されているので，確実な周回記録を行うため

の一手段として活用してもよい。

周回記録係と周回掲示板係との連携事例

周回チェック表により，残り１周とフィニッシュを知らせる。

残り１周の鐘⇒黄カードにて知らせる。

フィニッシュ⇒白カードで知らせる。
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周回表示板の置く位置

周回掲示板をフィニッシュラインの後方に置くと，走ってい

る競技者や正面スタンドで観戦する観衆からは，フィニッシュ

タイマーと重なり通過タイムが見にくいという意見が寄せられ

ている。

そこで，フィニッシュライン手前3～4ｍのところに周回掲

示板を置いている。この位置だと，表示機器の視界の重なりを

防ぐだけでなく，フィニッシュする競技者や，もう一周回する

競技者への指示が出しやすいという利点がある。

ただし，競技場によっては，芝生へ機材を置かないよう制限

される場合もあり，どこに置けばよいか，競技者，観客，競技

運営それぞれから満足が得られるよう，検討を重ね柔軟に対応

していただきたい。
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トラックでの長距離周回に
トランスポンダー使用の試み

トラック競技での5000ｍ以上の長距離競技，競歩競技では

周回遅れが発生すると周回記録の誤りにより一周多く回すこと

になったり，写真判定ではだれがフィニッシュか見誤り，撮影

抜けによる記録なしになったりするなどのトラブルが各地の大

会で散見されている。この間違いを防止し大会運営を円滑にす

る目的で，マラソンなどに使用されているトランスポンダーを

腰No.に装着し周回を記録する方法が試みられている。周回

記録員および写真判定員はこのモニターで誰が何周か判別でき

る。また周回遅れは色で表示されるためわかり易く審判員の負

担が減り，大会運営も円滑に進む。

受信機　フィニッシュ手前

50mのフィールド内に設置

周回記録表　記録表として印刷

モニター　周回のNo.と周回

遅れは色で表示される。
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フィールド競技審判員
1　審判長，主任の任務と権限（CR18,19）

競技開始前の準備
審　判　長 主　　　任

①プログラムの競技注意事項お
よび監督会議での申合わせ事
項等を確認し，競技運営が円
滑に行われるようにする。
②審判員の出席状況ならびに班
編成を確認し任務，権限の徹
底を図る。
③競技会当日の風向きを考慮し，
助走方向やピット位置を決定
する。
④競技者が同時に2種目以上の
競技に出場する場合，その許
される範囲，許されない範囲
を確認しておく。

①審判長と連携をとり，審判員
主任の役割を確認する。
②あらかじめ，審判長からその
権限の一部の委任を受けてお
く。
③主任会議に出席し，関係役員
との連携をとるとともに，申
合わせ事項を各審判員に徹底
させる。
④審判員および補助員を掌握
し，それぞれの任務分担を明
確にして指示する。問題があ
るときは審判長に報告して解
決を図る。

⑤　大会前にカメラマンのエリアを確認しておく。

⑥　器具類等，物品のチェック。

⑦　インカム，端末機，科学計測装置の事前チェック。

⑧　観客席（メインスタンド）から見やすい器材の設置と整理。

⑨　トラブル発生時の伝達方法確認。

2　審判員の行動
すべてのフィールド種目

①　審判員は競技場内において言動には特に注意する。

また配置につくまでの歩行，旗の挙げおろし，測定時の態度，

椅子の坐り方，着地判定員の立っている姿勢など，その１つ１つ

が観客から見られていることを念頭において審判にあたる。

②　任務中，他の競技に気をとられないこと。大きな歓声があがる

と思わずその方向に目を向けてしまいがちであるが，もしその瞬

間に踏切ったり投げた投てき物が落下した場合は，踏切り足の痕

跡や落下物の痕跡判定などに，絶対の確信を持つことができなく

なる。

③　首をかしげながらの判定は絶対にしない。跳躍競技では踏切
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り判定，投てき競技ではスターティングライン，足留，またサー

クルからでるときの判定，投てき物落下点における痕跡の判定な

どで首をかしげながら判定動作は周りに不信感を与える結果とな

る。

④　競技中に競技者を指導してはならない。また，踏切位置を教え

ることもしてはならない。（助力となる）

⑤　各競技者がその力を十分発揮できる雰囲気づくりに配慮する。

⑥　規則に反する競技者には理由を明確にして注意を与える。他の

競技者に迷惑を及ぼすような行動をとったり，審判運営を害する

ような言動をする競技者にはきびしい態度で臨む。

　悪天候（雨天）時などの準備
すべてのフィールド種目

①　競技者の控所
　 　風のない場合は屋根だけのテントでも良いが，横なぐりの風雨
の場合は三方を囲んだ天幕が必要である。テントならびにビーチ
パラソル等を張る場合は常にトラック競技の進行を考え，競技運
営に支障をきたさないよう配慮する。また，トラック側ぎりぎり
に設置することも競技者にとって危険であるので配慮する。
②　用器具の保護
　 　特に棒高跳のポール，投てき競技の用器具については雨に濡れ
ないようにテント，ビーチパラソル等を設置することが必要であ
る。その他にも雑巾等を用意して，滑ることによる危険の防止に
も注意を払うべきである。
③　記録用紙の保護
　 　プラスチック製の記録用机がない場合，透明のビニール袋を用
意するなどの工夫をする。
④　審判員の服装
　 　完全防水のフード付雨具が望ましい。傘をさしての審判は危険
防止また観衆への配慮からも行ってはならない。
⑤　用器具の手入れ，返納
　 　競技終了後，用器具は十分手入れをする。例えば巻尺は一度全
長に伸ばし，雨天時は特に泥水の除去，油を少量含ませ軽くこす
るなどする。
　 　特にフィールド用の科学計測装置は水に対して弱いので，取扱
いは注意する。
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3  競技中の留意点
審　判　長 主　　　任

①　進行担当総務員との連絡を
密にして競技運営，進行に万
全を期す。
②　警告，除外の権限を行使
するときは理由を明確に伝え
る。
③　競技中の危険防止に対する
監視を行い問題点に関しては
迅速に対応する。
④　記録用紙にサインするとき
は誤りがないか点検する。

①　審判長より委任された任務
は責任をもって処理するとと
もに必ず審判長に報告する。
②　決定を下すのに疑問を生
じ，決定できないような事柄
は審判長にその決裁を求め
る。
③　新記録に挑戦するときは必
ず計測に立会い責任をもって
記録を確認する。その場合は
審判長に報告，またアナウン
サーにも連絡する。
④　透視計測器，科学計測装置
等にトラブルが発生したとき
は審判長に連絡し，競技を遅
延させないよう最善の策を講
じる。

4　世界記録，日本記録が誕生した時の対応
審　判　長 主　　　任

①　世界記録・日本記録が生ま
れた場合は，CR31,CR36に
記載されている内容により作
成した申請書に署名する。日
本記録（オリンピック種目の
みとし，U20・U18，室内は
含まない）が樹立された場合
ドーピング検査を24時間以
内に受けさせる必要がある。
②　投てき種目においては，世
界（日本）記録と同等か上回っ
た場合，規則に合致している
か再度検査を行い確認する。

①　記録は3名のフィールド競
技審判員が検査済みの鋼鉄製
巻尺または高度計，あるいは
科学計測装置を用いて計測さ
れ，正確性が確認されなけれ
ばならない。
②　高さの跳躍では試技でバー
に振れた場合，複数の審判員
で，その次の試技の前に再確
認する。
③　距離の跳躍では走幅跳，三
段跳では平均秒速追い風2ｍ
以下であること。世界記録公
認のためには非機械的（超音
波）風向風速計を使用してい
ること。
④　投てき種目では予め投てき
器具に番号をつけておき，毎
試技ごと誰がどの器具を使用
したかチェックしておく。
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　アスリートビブス，商標広告等について
すべてのフィールド種目

①　アスリートビブス
　競技者は TR5.7に決められているように，アスリートビブス
をつけなければならない。違反者には注意を与え修正させなくて
はならない。跳躍競技では胸または背のどちらかにつけるだけで
よい。
②　商標，広告等
　競技者は「競技会に
おける広告および展示
物に関する規定」に反
する商標，広告等のつ
いた服装，所持品を競
技場内に持ち込むこと
は許されない。これに違反した競技者には注意を与え，違反して
いる商標，広告等にはテープを貼るなどの措置をする。

　マーカー
すべてのフィールド種目

①　主催者が準備したものまたは承認したマーカーを走高跳，棒高
跳，走幅跳，三段跳，やり投では2個まで，それ以外の種目では
1個使用できる。（TR25.3）
②　走高跳は助走路上に，その他の跳躍種目とやり投は助走路の外
側に，サークルから行う投てき競技ではサークルの直後に置く。
（TR25.3）
　【point】　走高跳は支柱の延長線上にもマーカーを置くと規程数
を超えてしまうことがある。競技開始前1人当たり2個までのマー
カー使用であることを確認する。TOP8試技開始前には終了競技
者のマーカーを撤去させる。



フ
ィ
ー
ル
ド
競
技

331

　禁止事項（TR25.2）
すべてのフィールド種目

①　競技が開始されたら競技者は練習の目的で次のものを使用する

ことはできない。

　⒜　助走路や踏切場所　

　⒝　棒高跳用ポール

　【point】　国内ルールとして⒝は審判長が特に認めた区域におい

て使用可能としている。例えば，競技者間の競技能力に著しい差

があり，1時間以上経過してから当該競技者の試技が開始される

状況下で許可した事例が報告されている。その際に練習を認めた

区域の安全をきちんと確保する必要がある。審判長が認めていな

い場合ポールを持っての練習はできない。

　⒞　投てき物

　⒟　投てき物を持つ，持たないに関係なく，サークルや着地場所

を使用することはできない。

　【point】　審判長はじめ審判員は競技中の危険防止に対する監視

を行う。

　助力（TR6）
跳躍審判員 投てき審判員

①　競技者が競技場外に出て監督やコーチの指示を受けたり，監督
やコーチが競技場内に入って助言をしたりするのは規則違反であ
り，文書をもって助力することも規則違反となる。
②　競技者は競技中でも競技場所からだけでなく，競技場所を離れ
てスタンド下まで行き，競技場外の監督，コーチと会話すること
が許されている（競技中の離脱（TR25.19）。ただし，フィールド
内で競技中の競技者が，周回レース中のトラックを不注意に横切
らないよう審判員の許可を得て，あるいは審判員が伴うなどの注
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意が必要である。監督らがビデオ装置等を見せて指示を与えるこ
とができるようになったが，競技者が手に持ったり競技場内に持
ち込むことは規則違反である。その他の物品の受け渡しもしては
ならない。
③　競技者同士での助力が見られたときや，他の競技者に公平を欠
くような内容のときは注意を与える。
④　棒高跳では手袋の着用が認
められる。（TR28.3）
⑤　棒高跳ではボックスの周り
にクッションを置くことがで
きる。かかる用具の設置は，
競技者の試技に割り当てられ
た時間内に行わなければなら
ず，競技を終えた後，直ちに
当該競技者が取り除く。

④　投てき競技において，試技
を行う際に身体に重りを装着
する等，何らかのかたちで助
けとなる器具を使用すること
は認められない。（TR32.4）
⑤　砲丸投と円盤投で，競技
者がチョーク等の物質を器
具につけることは認められる
が，ぬれた布で簡単に拭きと
れ，後に残らないものでなけ
ればならない。（TR32.5）また，
チョーク等の物質を靴底につ
けることも認めてはならない。

⑥　棒高跳のポールにおけるテープの巻き方注意
　　ポールの握りの部分（手を保護するため）と下部（ポールを保護
するため）にはテープあるいは適切な物質で幾重にも巻いてもよ
いが，握り部分のテープは必然的に重なり合う部分を除き均一で
なければならず，ポールにリングを付けたような太さが突然かわ
るような状態にしてはならない。従って，下図のようにテープを
凹凸に巻くような行為は規則違反となるので，注意が必要である。

―  272  ―

直面の先の地面あるいは着地場所に触れた場合には，１回の無効試
技となる（競技規則第183条2）。

　　この基準面を明示するために白線を引く。
⒞　棒高跳において，ポールをボックスに突っこまないで跳んだ場合
は無効試技となる。

⒟　棒高跳において，身体がバーを越えても倒れかかったポールがバー
にあたりバーが落ちた場合は無効試技となる。

⒠　棒高跳において，身体がバーを越え，手から離れたポールがバー
の下をくぐり着地場所に倒れた場合は有効試技である。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

棒高跳のポールにおけるテープの巻き方

　2004年度より，テープの巻き方に関する規定はなくなった。
　第183条11では「…ポールの材質（材料の混合も含む），長さ，太さは
任意であるが，表面は滑らかでなければならない。ポールの握り部分と
下部には，テープを幾重にも巻いた保護層があってもよい。」となった
ため，下図のように，テープを凹凸に巻いてもよいし，それによる滑り
止め効果を図っても差し支えない。

走幅跳，三段跳

①　判定員
⒜　主任と連携して練習開始，競技開始の合図（左下）と，終了時に
終了の合図（右下）をする。

開始・終了時の
旗の挙げ方
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　事故防止
跳躍審判員 投てき審判員

①　練習のときでも競技中であっても，競技者を砂場付近，投てき

物落下付近に近づけさせない。

②　審判員も不用意に助走路に立ち入ったり，着地場所（落下地点）

に立っていると思わぬ事故を起こすので注意する。
③　走幅跳，三段跳において
は砂場の先にフィニッシュタ
イマー用の光電管が設置され
ている状況が多いので，走り
抜けた競技者がそれらに衝突
しないようコーンやテープを
張って安全を図る。
④　棒高跳ではポールの曲がり
具合によって跳躍した競技者
が思わぬ方向に飛び出ること
があるので，マットの周りに
は計測用具や備品類を置かな
いよう注意する。

③　投げられた投てき物から目
を離さないようにする。
④　円盤投，やり投の判定には
常に風向，太陽光線に注意し
風上から判定する。
⑤　円盤投，ハンマー投におい
て思わぬ方向に用具を手放す
ことがある。角度，距離的に
危険な場所で他の競技が行わ
れているときは，その付近に
審判員を配し他の競技者なら
びに審判員にも注意を喚起す
る。それでも予想外に大きく
それて投げられた場合は「危
ない」と大声で叫ぶ。

　アナウンサーとの連携
すべてのフィールド種目

①　競技開始，終了の審判員合図とアナウンスを同調させる。
②　競技会は目の前で展開されるトラック競技に目をとられがち
である。フィールド競技を盛り上げるために，その進行状況をで
きるだけアナウンサーに連絡し，状況を観衆に伝えるよう心がけ
る。好記録や新記録が出たとき，好記録や新記録が期待されると
きには速やかにアナウンサーに知らせ大会を盛り上げるよう努力
する。
③　上位8人（TOP8）が決定したら，できるだけ早くアナウンサー
に知らせることが大切である。ナンバー，氏名，記録を知らせれ
ば良い（情報処理システムを使用してない大会では記録用紙の原
票を1枚余分にコピーしておき，それをアナウンサーに渡すこと
も一方法である。）
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　報道関係者との接触
すべてのフィールド種目

①　カメラマンのエリアを確認しておく。カメラマンは決定的瞬間

を撮ろうとするあまり，事前にとり決めてある禁止区域に立入る

ことがあるが，これが競技者に心理的影響を与えることもあり，

また競技運営上も危険である。

②　危険防止と運営上の見地から約束を守らないカメラマンがい

たら，一時競技を停止してでもエリアを守らせる。審判をしなが

ら報道関係者の整理はなかなか大変なことであり，判定に集中し

ているときでもあるのでお互いに言葉が荒くなりがちであるが，

マーシャルと連携をできるだけ密にして整理をしてもらうと良

い。

　同時に2種目以上出場する競技者の取扱い（TR4.3）
すべてのフィールド種目

①　競技開始前に必ず申し出るよう指導する（競技者係からの情報

の再確認）。申し出があった場合，審判長は競技会に先立って決

めた順序によらないで，試技を許すことができる（審判長のこの

権限は，あらかじめ主任または競技者担当に委譲しておくと良

い）。

②　試技順を変更する場合は公平の原則から他の競技者にも伝えて

周知させるべきである。

③　同時刻に2種目の競技を兼ねる場合，いずれの競技種目を優先

させるか競技者自身が決めることであるが，トラック競技と兼ね

ているときはトラック競技が優先となる。

④　競技者が与えられた試技順（変更を含めて）に不在のとき，そ

の試技時間が過ぎればパス扱いなる。

⑤　高さを競う競技では［国内］適用により，事前に申告しておく

ことで無効試技扱いにすることが可能である。他種目へ移動する

際に，試技順に間に合わない場合はその試技をパスにするか，無

効試技にするか確認しておくことが大切である。



フ
ィ
ー
ル
ド
競
技

335

高さを競う競技での同時申し込み競技者の扱い

高さを競う競技で，他種目と掛け持ちしている競技者に対し

て，審判長の判断で各試技に一度試技順を変更することが許さ

れる。

例えば1m80の1回目最初に跳躍させたが失敗し，その後他

の種目に行き，戻ってきたら2回目の最後に試技させるといっ

た方法である。ただし，2回目に間に合わない場合も有りうる

ので，その時の扱いを「パス扱い」にするか「無効試技扱い」に

するのか本人に確認しておく必要がある。

「パス」はその高さを試技しないことなので，その高さの途

中で戻ってきても次の高さまで試技することができない。「無

効試技扱い」にすると，その高さの途中で戻ってきた場合，残

りの回数を試技することが可能であるが，戻って来なかった場

合，呼び出しに合わせてタイマーが作動し，所定の時間が過ぎ

たら赤旗が挙がり無効試技となる。

仮に3回目に戻ってきたら，残り1回の試技が許されるが，

3回連続で無効試技となった場合，その時点で競技終了となる。 

なお，何の確認もできなかった時は「パス扱い」とするが，

他のすべての競技者が競技を終了していて，ある競技者がその

場に不在の場合，与えられた試技時間が経過した後，審判長は

「試合放棄」と見なすものとする。
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5　審判員の任務

　  準備
跳躍審判員 投てき審判員

①　競技ができるよう必要な器具，器材をセットする。
②　計測に関係する器材および場所は入念に点検する（競技開始50
分前に完了）。
⒜　走高跳では両支柱間と外
側に規則で定められた白線
を引く。

    （TR27.2〔注意〕）
⒝　棒高跳のマット設置に関
しては，ポールがマットに
触れないようにする。
⒞　棒高跳ではボックス先端
に沿ったマット上に白線を
引く（ゼロライン）。さらに
助走路に沿ってゼロライン
から適切で安全なディスタ
ンスマーカーを設置する。

⒜　投てき場の角度線は正確
でまっすぐなラインを設置
する。
⒝　投てき角度線内の距離線
は出場競技者の記録を考慮
し5m毎または10m毎とす
る。出場競技者が投てきする
際（観衆が見るため）の目安
となるように，適切な数の本
数の距離線を引く。例えば競
技者の記録が幅広い（40m～
70m）場合は，4本程度の距
離線が必要である。ただし砲
丸投は1m毎とする。
⒞　予選通過標準記録を示す
ラインは黄色で，大会記録等
は赤色とするのが望ましい。

⒟　透視計測器，科学計測装置等の使用法については事前に熟知，
練習しておく。また計器類は精密機械であり取扱いは慎重にする。
⒠　科学計測装置は計測員と連携して設置場所を決める。
⒡　器具の取扱いを慎重にして計測の正確性を期す。
③　風力計測員，科学計測員，アナウンサーなど関係役員と連絡を
とり，開始予定時刻に競技が開始できるよう配慮する。
④　補助員に対する指導
⒜　補助員は自分の分身と考え親切に指導するとともに，常に行
動を見守って正しい行動ができるように配慮する。
⒝　必ず安全第一であることを周知徹底する。投てき場では投げ
られた投てき物から絶対に目を離さないように指導する。練習
投てきの際も危険を伴う。身の危険を感じた場合，すぐにその
場を離れることを指導する。危ない場合は競技役員・補助員間
で声を掛け，ただちにその場から離れるようにする。
⒞　判定に関する部分を補助員に担当させることはできない。ま
た公正・公平の観点から，例えば砂ならしなどは短時間で平ら
に整地するよう指導するが，補助員まかせにせず，審判員が最
終チェックをすることが必要である。
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⒟　次競技者の呼び出し，手動記録表示板・TOP8表示板の操作，
落ちたバー直し，投てき物の運搬等，補助員の任務は競技会の
規模，性格に応じて多岐に渡る。将来の公認審判員取得を目指
すきっかけとなるように興味・関心を引きつけさせると共に，
必要なルール理解の指導も行えると良い。

走高跳の支柱間と外側の白線

留意点：地面に引く白線の助走路側の端をバーの助走路の面に合

わせ，白線は支柱間にも引く。

（跳躍せず白線を踏んだり踏み越えたりした場合は無効試技）

棒高跳のゼロラインの引き方

走高跳と同様に棒高跳においても助走路側と着地場所側の区

分があり，これを定めるラインを「ゼロライン」と呼ぶ。これ

はボックスのストップボード内側上縁の垂直面が基準で，これ

を越えた地面または着地場所に，バーを越える前にポールある

いは身体が触れると無効試技となる。

この境界を明示するために，助走路の中心線と直角に幅

10mmのラインを引かなければならない。着地場所のマットに

上，さらに支柱の外側ま

で延長しなければならな

い。この長さに規程はな

いが，本連盟施設用器具

委員会が定めたところに

よると500mm程度とし

ている。

3m3m

着地場所
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棒高跳のディスタンスマーカー

ルール上は TR25の国際扱いとなっているマーカーだが，こ

のマーカーは競技者，コーチに対しても有効なものであること

から国内競技会でも設置することを推奨する。

＜設置方法＞

助走路に沿って「ゼロ」ラインから2.5ｍ地点をはじめとし

5mまでは0.5ｍごとに，5mから18ｍまでは1mごとに設置す

る。

3m　  4m　  5m　6m

2.5m　          3.5m　        4.5m

2.5m　          3.5m　        4.5m
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やり，円盤，ハンマー投距離線　　　     

砲丸投距離線

科学計測装置の設置
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科学計測装置の作動確認

フィールド競技の記録計測に科学計測装置を使用する場合

は，競技の開始前に数カ所のポイントを定めて鋼鉄製巻尺によ

る計測を併行して実施し，値の一致を入念に調整・確認する。

従来は，競技終了後に再度計測し，競技開始前の計測結果と一

致しているかを確認する必要があったが，2020年からその作

業は不要となった。その結果は科学計測装置確認書に残す。

尚，トラブル防止で気をつけたいことは，夏季には内部温度

が上昇し，機器が熱暴走を起こすことがあるので，パラソル等

で日よけをすること，直接ウレタン舗装面に機器を置かない処

置をすることが必要である。さらに雨天時には反射鏡に水滴が

付着しないよう配慮することも大切である。
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競技中何らかの計測装置トラブルが発生した場合，痕跡の確

保には十分配慮する。また，トラブル防止の観点から痕跡側審

判員は，計測結果との整合性にも気を配る必要がある（トラン

シーバー等，通信機器の利用）。

審判員構成と配置

走高跳

棒高跳
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走幅跳・三段跳

砲丸投

円盤投・ハンマー投

やり投



フ
ィ
ー
ル
ド
競
技

343

ハンマー投用囲いの設置に関する留意事項

ハンマー投用囲いの設置については TR37に詳細が規程され

ているが，競技場に備え付けられている設備の形状がそれぞれ

異なるので，実際の競技会では技術総務の指揮の下，ルールに

沿う形で運用されている。特にサークル前方の囲いに接続され

る可動パネルの運用については，危険防止の観点からも厳格に

行われなくてはならない。

ルール通りに運用すると，写真の通りパネルによる圧迫感を

感じるが，競技者は普段の競技会から慣れるしかなく，競技会

運営も対応していかなければならず，この位なら安全だろうと

いう審判員の感覚による判断ではなく，あくまでもルールに

沿った設置を行うことが重要である。

可動パネルをどの位置まで閉じるかについては，あらかじめ

そのポイントを技術総務と打合せし，ルールブックに示された

図に基づいてマークすることが必要で，右投げ左投げに対応で

きるようにする。
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ハンマー投囲い補助ネットの設置方法について

観衆，役員，競技者の安全を確保するために囲いを設置する。

このため囲いが大型化され，左側の可動パネルは右投げの競技

者，右側のパネルは左投げの競技者に使用する。

右投げの競技者のときには，左側の可動パネルを投てき角度

線の中に入れる。この時左側のパネルに当たらなくても，角度

線の外側にハンマーが飛んでいくので注意が必要である。逆に

右側のパネルでは，パネルが無ければ角度線内となる投てきが

パネルに遮られるデッドスペースがある。これは右投げ，左投

げの競技者の投てきエリアを同じにするためである。

可動パネルが一体となっているハンマー投囲いの場合，投て

き角度34.92°の中心線から1.12ｍ外側の位置に可動パネルの

先端が来るように設置する。その位置はサークルの中心点から

7.00m（台車の位置は7.682m）離れた位置である。
 R2407サークルの中心からの軌道

一方，一体的でない囲いの場合，補助ネットを可動パネルの

代わりに使用することになる。その際，囲いの前方の支柱に合

わせて設置しようとすると，台車同士がぶつかり，移動作業に

困難をきたすことが多い。また，囲い本体と補助ネットの間に

隙間ができ飛び出すことがある。

そこで今回，一体的でない囲いの補助ネットの置く位置を

20ｍのメジャーで決める方法を紹介する。（次項の図を参照）
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1　中心線から1.12ｍの位置（Ｂポイント）

・サークル中心の右端にメジャーのゼロとする。

・ Bポイントの方向にメジャーを6.734ｍ伸ばす。そこから

サークル中心の左端に向かってメジャーを6.326ｍ伸ば

し，メジャーの目盛り13.060ｍを押さえる。三角形の頂

点がＢポイントとなる。

　※ サークルの中心の右端にメジャーの目盛りを0mとして

Bポイント方向に6.734m伸ばし，もう一つメジャーを

用意し，サークルの左端の目盛りを0mとして Bポイン

ト方向に6.326m伸ばす。二つのメジャーの交点が Bポ

イントとなる。

2　反対側の間口の位置（Ａポイント）

・サークル中心の右端にメジャーのゼロとする。

・ Aポイントの方向にメジャーを7.215ｍ伸ばす。そこから

サークル中心の左端に向かってメジャーを8.189ｍ伸ば

し，メジャーの目盛り15.404ｍを押さえる。三角形の頂

点がＡポイントとなる。

　※ サークルの中心の右端にメジャーの目盛りを0mとして

Aポイント方向に7.215m伸ばし，もう一つメジャーを

用意し，サークルの左端の目盛りを0mとして Aポイン

ト方向に8.189m伸ばす。二つのメジャーの交点が Aポ

イントとなる。

右左両側に設置すべき位置に目印をつけておき，作業がス

ムーズに行えるようすることが肝心である。

このようにすることで移動がスムーズになると共に，いわゆ

る，ハンマーを引っ張り過ぎてしまった場合でも補助ネットが

遮る範囲が増え，安全が増すエリアも増え，一体的な囲いとほ

ぼ同じ投てきエリアとなることになる。また，競技者が圧迫感

を感じることも少なくなる。

もちろん，こうすることで事故がゼロになるわけではなく，

競技者を含めた現場審判員の安全に対する意識の高さと連携が

必要なのは言うまでもない。
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しかし古いタイプの囲いや，経年劣化等で寸法通り置いても

隙間ができてしまう場合ある。その場合（の対応策として予備

の補助ネットを使い本体と補助ネットの間に設置して隙間をな

くす方法や，本体や補助ネットをひもで引っ張り隙間をなくす

方法などがある。）は，間口6mを確保した上で，観衆，競技役

員そして競技者の安全を確保できる位置に補助ネットを設置す

る。その際には，技術総務，投てき審判長で安全性の確認をす

ることが重要である。
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6　競技者の待機場所

競技者は招集所で点呼を受けた後，競技者係やマーシャル等の先

導により各競技場所へ誘導される。トラックの外側に設置された

ピット（走幅跳や棒高跳等）では，ダッグアウトに入ることもあるが，

フィ－ルドの中で行われる種目では，テントやベンチが用意されて

いることが普通である。

　練習
跳躍審判員 投てき審判員

①　入場した競技者に競技前の練習時間を与え，適正な準備で競技
に臨めるよう指示する。

②　競技場に入ってきた競技者を公平に効率よく練習させるには，
次のようなやり方で指示すると良い。
⒜　「競技者全員集合」と声をかけ，「練習はブログラムに記載さ
れた順序で行う」

⒝　「練習１回目。何番」「次何番」「何番準備」というようにする
のが公平で安全な方法である。

③　高さの競技では申合せた練
習の高さを準備し，プログラ
ムに記載された順序で練習を
させる。

③　待機場所付近で，投てき
物を持って勝手に練習をさ
せないよう十分に管理する。
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フィールド競技の練習試技時間と待機選手の管理

招集所で最終コールを受けたフィールド競技者は，それぞれ

の競技場所に誘導され練習方法などの説明を受けた後，公式練

習を行う。種目の特性によって多少の差はあるが，通常は2回

の練習機会が与えられるが，これは最小限であり，時間が許す

なら，一部またはすべての競技者による追加練習は認めるべき

である。

走幅跳や三段跳，あるいは砲丸投等，ピットやサークルに入っ

て直ぐに練習試技が開始されれば良いが，特にハンマー投では

サークルの中でのスイング練習や，投げずにターンの練習だけ

を何度も繰り返し行うなどの例が多数報告されている。これで

は競技開始が遅れるばかりでなく，他の競技者に対しても著し

く公平性を欠くこととなる。

こうした行為を防ぐためには，練習試技からタイマーを作動

させ，１分が経過したら赤旗を挙げて練習終了を宣言する方法

が有効である。突然「赤旗」を挙げられれば競技者は混乱する

かもしれないので，練習開始前の諸注意の中で説明し，徹底し

ておくことが必要である。定刻の競技開始まで時間が残ってい

る場合は，希望者に追加の練習試技を与えても良い。

投てき競技の練習及び競技中，選手待機場所付近での投てき

物や代替用具を保持しての練習を度々見かけるが，これは審判

団が競技区域の方向にのみ意識が集中していて後方の状況を充

分に把握していない場合に多い。

競技が開始されたら，器具を持っての練習は規則で禁止され

ており，また事故防止の観点からも選手の待機場所周辺を観察

しながら管理する審判員を置くことが望ましい。
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競技者のベンチへの座らせ方

競技者は招集所で点呼を受けた後，競技者係や場内司令等の

先導により各競技場所へ誘導される。トラックの外側に設置さ

れたピット（走幅跳や棒高跳等）では，ダッグアウトに入るこ

ともあるが，フィールドの中で行われる種目では，テントやベ

ンチが用意されていることが普通である。

この時，ベンチの座る位置についてまで指示することはあま

りなく，競技者の自由に座らせている場合が多いのではないだ

ろうか。しかし，ややもすると荷物を広げて自分のスペ－スを

余分に取ったりする競技者もおり，それが原因でトラブルに発

展してしまうケ－スも少なくないようである。

この対応として，ベンチにあらかじめ試技順を示すカードを

貼っておき，それに従って座らせる方法がある。

この方式であれば皆平等となるし，試技順を間違えるといっ

たことも少なくなる。

―  282  ―

競技者のベンチの座らせ方

  競技者は招集所で点呼を受けた後、競技者係や場内司令等の先導によ
り各競技場所へ誘導される。トラックの外側に設置されたピット（走幅
跳や棒高跳等）では、ダックアウトに入ることもあるが、フィ－ルドの
中で行われる種目では、テントやベンチが用意されていることが普通で
ある。
　この時、ベンチの座る位置についてまで指
示することはあまりなく、競技者の自由に座
らせている場合が多いのではないだろうか。
しかし、ややもすると荷物を広げて自分のス
ペ－スを余分にとったりする競技者もおり、
それが原因でトラブルに発展してしまうケ－
スも少なくないようである。
　この対応として、ベンチにあらかじめ試技順を示すカ－ドを貼ってお
き、それに従って座らせる方法を紹介する。この方式であれば皆平等で
あるし、試技順を間違えるといったことも少なくなる。

フィールド競技の練習試技時間
　招集所で最終コールを受けたフィールド競技者は、それぞれの競技場
所に誘導され練習方法などの説明を受けた後、公式練習が行われる。高
さを競う種目では足合わせ２回、バーを架けて２回といった具合に種目
の特性によって多少の差があるが、通常は２回の練習が与えられる。走
幅跳や三段跳、あるいは砲丸投等、ピットやサークルに入って直ぐに練
習試技を開始してくれれば良いのだが、特にハンマー投ではサークルの
中でスイング練習や、投げずにターンの練習だけを繰り返し行うと言っ
た例が多数報告されている。これでは競技の進行が滞ることは必至だし、
何より他の競技者に対して非常に公平性を欠いたものだと言えるだろう。
こうした行為を防ぐためには、練習試技からタイマーを作動させ、１分
が経過したら赤旗を挙げて練習終了を宣言することが必要である。突然
「赤旗」を挙げられても競技者は混乱するだけだろうから、練習開始前
の諸注意の中で説明し、徹底しておくことが必要である。定刻の競技開
始まで時間が残っている場合では、希望者に追加の練習試技を与えても
構わない。
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次の競技者の待機場所

中学生や高校生の競技会では参加人数が多く，走幅跳や三段

跳では，A，B2つのピットを使用することがよくある。その

時ピットが隣接していることからベンチ付近では大変混雑する

状況が生じがちである。そして，呼び出しの声が聞こえなかっ

た。気が付かなった。そのためタイムオーバーとなり無効試技

になってしまった。と抗議に発展するケースが起こりがちであ

る。

そのようなトラブルを防ぐための方法の一つとして，試技順

を示した流し用紙をベンチ付近に掲示し，自分の順番まであと

どのくらいあるか把握させることが有効である。さらに，助走

の開始付近後方に次の競技者の待機場所を設け，呼び出しされ

る前にそこで待機しておくことを競技開始前に説明し，徹底し

ておくとよい。
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7　競技

　競技開始・終了時の旗の上げ方
すべてのフィールド競技

　　　　　競技開始の合図　　　　　　　　　競技終了の合図

　試技時間の厳守（TR25.17）
すべてのフィールド競技

①　試技のできる準備が整った時点で競技者に指示し，その時点で
時計をスタートさせる。競技者の都合に合わせる必要はない。

②　試技時間は状況に応じて細かく決められているが，競技者が公
平に競技できるように配慮されたものである。表彰や他の競技
で中断された時もこのことを考慮し，運用する。

③　試技時間内であれば，一度始めた試技を途中で中断してやり
なおすことができるので，試技が完了するまで時計を止めては
ならない。競技者が試技を開始してから試技時間を超過しても，
その試技は認められる。

④　試技時間が残り15秒になったときから黄旗を水平に挙げ続け
るかその他の方法で競技者に知らせる。

⑤　試技時間が超過したら，黄旗を垂直に挙げる等の方法を用い，
主審にタイムオーバーしたことを伝える。

タイマ－の設置例

―  272  ―

直面の先の地面あるいは着地場所に触れた場合には，１回の無効試
技となる（競技規則第183条2）。

　　この基準面を明示するために白線を引く。
⒞　棒高跳において，ポールをボックスに突っこまないで跳んだ場合
は無効試技となる。

⒟　棒高跳において，身体がバーを越えても倒れかかったポールがバー
にあたりバーが落ちた場合は無効試技となる。

⒠　棒高跳において，身体がバーを越え，手から離れたポールがバー
の下をくぐり着地場所に倒れた場合は有効試技である。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

棒高跳のポールにおけるテープの巻き方

　2004年度より，テープの巻き方に関する規定はなくなった。
　第183条11では「…ポールの材質（材料の混合も含む），長さ，太さは
任意であるが，表面は滑らかでなければならない。ポールの握り部分と
下部には，テープを幾重にも巻いた保護層があってもよい。」となった
ため，下図のように，テープを凹凸に巻いてもよいし，それによる滑り
止め効果を図っても差し支えない。

走幅跳，三段跳

①　判定員
⒜　主任と連携して練習開始，競技開始の合図（左下）と，終了時に
終了の合図（右下）をする。

開始・終了時の
旗の挙げ方
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直面の先の地面あるいは着地場所に触れた場合には，１回の無効試
技となる（競技規則第183条2）。

　　この基準面を明示するために白線を引く。
⒞　棒高跳において，ポールをボックスに突っこまないで跳んだ場合
は無効試技となる。

⒟　棒高跳において，身体がバーを越えても倒れかかったポールがバー
にあたりバーが落ちた場合は無効試技となる。

⒠　棒高跳において，身体がバーを越え，手から離れたポールがバー
の下をくぐり着地場所に倒れた場合は有効試技である。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

棒高跳のポールにおけるテープの巻き方

　2004年度より，テープの巻き方に関する規定はなくなった。
　第183条11では「…ポールの材質（材料の混合も含む），長さ，太さは
任意であるが，表面は滑らかでなければならない。ポールの握り部分と
下部には，テープを幾重にも巻いた保護層があってもよい。」となった
ため，下図のように，テープを凹凸に巻いてもよいし，それによる滑り
止め効果を図っても差し支えない。

走幅跳，三段跳

①　判定員
⒜　主任と連携して練習開始，競技開始の合図（左下）と，終了時に
終了の合図（右下）をする。

開始・終了時の
旗の挙げ方
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タイマーの設置例

残り時間の表示

③　試技時間内であれば，一度始めた試技を途中で中断してやりなおす
ことができるので，判定員の白旗か赤旗があがるまでは絶対に時計を
止めてはならない。 
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タイマーと黄旗

　競技時間の変更
すべてのフィールド競技

①　競技の開始あるいは終了時刻が早くなったり，遅くなったりす
ることが予測される場合には審判長に報告する。

②　審判長は総務，進行担当総務員，その他関連部署と連絡を密に
して競技運営に支障を生じないよう対処する。

③　競技日程に記載してある競技開始時刻は大会の基本となるもの
なので，遅れをきたさぬよう注意する必要がある。

　試技順と試技時間
すべてのフィールド競技

①　試技順
⒜　フィールド競技はプログラムに記載された順序で試技を行う。
しかしながら，走高跳，棒高跳では，試技の成功・失敗に加えて，
試技する権利を失った競技者やその高さをパスしている競技者
が混在するため，プログラムに記載された順序通りに試技が行
われるとは限らない。

⒝　上位8人による4回目以降の試技順は，前半の3回までの記録
の低い順とする。5回目以降の試技順についても試技順を変更す
ることが可能であるので，申合せ事項等を確認する必要がある。

⒞　予選があった場合の決勝は新たに抽選して試技順を決める。
（TR25.5）
②単独種目における試技時間

※走高跳・棒高跳では，残っている競技者が二人以上で，同一の高さの時のみ適用する。

―  260  ―

タイマーの設置例

残り時間の表示

③　試技時間内であれば，一度始めた試技を途中で中断してやりなおす
ことができるので，判定員の白旗か赤旗があがるまでは絶対に時計を
止めてはならない。 

残っている競技者数 走高跳 棒高跳 その他
４人以上 1分 1分 1分
２～３人 1分30秒 2分 1分
１　　人 3分 5分 ―
連続試技※ 2分 3分 2分
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【単独種目におけるフィールド競技の試技時間適用例：棒高跳】

4m80 4m90 5m00  5m10 5m20 

A  ××○  ×××

B  ○     ×○ ×××

C  ○     ○ ××○   ×○ ×××

D  ̶    ̶ ̶     ×××

競技者数  4人以上→ ←　2～3人　 → →　1人 

試技時間 1分 * 2分 * 5分 *

〔注意〕＊
1　 Aの4m90の1回目，ならびに Cの5m10の1回目は，前の高
さからは連続するが，高さが変わったので連続試技の時間は
適用しない。

2　 4m80，4m90で試技したのは3人だが，権利を有するDがい
る（パスしている）ので，4人以上の1分が適用される。Aの
4m80での3回目は連続試技となり3分が適用される。　

3　 Dの5m10の1回目は，最初の試技なので1分。2回目は2分。
3回目は連続試技の3分が適用される。5m20の Cは1人とな
り連続試技は適用しない。

4　 混成競技における試技時間適用は上記単独種目とは異なる点
があるので注意しなければならない。（混成競技のページ参照）

　風力測定
走幅跳 三段跳

①　踏切板から40m離れ，助走
路のそばに置かれたマークを
通過するときから5秒間計る。
②　競技者が40mより短い助走
をする場合は，助走を開始し
たときから計る。（TR29.12）

①　踏切板から35m離れ，助
走路のそばに置かれたマー
クを通過するときから5秒間
計る。
②　競技者が35mより短い
助走をする場合は，助走
を開始したときから計る。
（TR29.12）

③　風向風速計は，踏切板から20mの地点に立て，助走路から2m
以上離してはならない。高さはほぼ1m22とする。（TR29.11）

　競技者呼出し担当
すべてのフィールド種目

①　競技者が入場したら競技者数，氏名，ナンバーを招集用紙で
確認し，競技上の注意事項と試技順を伝え公平に練習をさせる。
　走高跳，棒高跳は足合わせの練習をさせた後バーを掛け2回程
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度練習させる。練習が終了したらそのむね主任に連絡する。
②　競技者にはナンバーと名前を呼び必ず意思表示をさせる。また，
前の競技者が助走位置またはサークルに向かったら次の競技者
に準備をさせ，競技進行がスムーズに行われるようにする。

③　パスをする競技者がいるので試技順を間違わないようにする。
なお，記録担当者と連絡をとりながら競技者名簿にそのつど記
録を記入するとよい。

④　予選を行う場合，標準記録を通過した競技者が出たときには順
序が繰上がってくるので，そのむね競技者に伝え競技進行上支
障のないようにする。

⑤　終了した競技者には必ず助走マーカーを片付けるように指導す
る。

フィールド競技の時間短縮

走幅跳，三段跳において，特に1ピットで多くの競技者数が

試技する場合は競技時間が長引き，終了予定時刻に終了しない

例が少なくない。

通常は砂場など着地場所の準備が出来てから白旗で試技開始

を知らせるが，できるだけ間延びせずに競技を進行させるため

の一つの方策として，呼び出しで先に競技者をピットに誘導し，

それと同時並行で砂場をならし着地場所の準備を行うことで時

間短縮を図ることができる。また，砂場ならしも手際よく行う

ことで更なる短縮が図れる。

加えて，粘土板の挿入部分が窮屈で，取り換えに時間が掛か

るケースも多いので，スムーズな粘土板交換ができるよう競技

開始前に入念にチェックしておくことも肝要である。

こうしてテンポよく競技を進行させることで，競技者の次試

技への待ち時間も短縮され，全体の流れもリズミカルになり結

果的に好記録への一助となることが多い。



356

試技順の呼び出し間違いの対応

フィールド競技はプログラムに記載された順序で試技を行う

が，走高跳・棒高跳では試技の成功・失敗に加えて，試技する

権利を失った競技者やその高さをパスしている競技者が混在す

るため，プログラムに記載された順序通りに試技が行われると

は限らない。そのため，係員による試技順の呼び出し間違いが

起こることが少なくない。

そうしたトラブルのほとんどは，間違いが発覚した直後に「自

分の順番ではないのに呼び出されて，慌てて試技をして失敗し

た。先ほどの試技はなかったものとして再試技をさせてほしい」

という競技者や監督・コーチからの要求への対応である。

要求の採否は審判長の判断に委ねられ，競技者が不利益を

被った場合には謝罪のうえ再試技を認めるのが妥当であろう

が，事前呼び出し（何番準備）の段階から本人も了解し，十分

な準備時間があった場合には認めなくても良い。

「呼び出し間違いによる試技はすべて破棄し，再試技が妥当」

との考え方もあるが，試技順間違いの発覚が遅れ，既に何人も

の試技が終わっていた場合や間違った試技順において試技に成

功した競技者がいる場合などを勘案すると，一律に再試技とす

るのが最善とは言いがたく，あくまでも「特定の競技者が不利

にならない」という基本に照らした上で，要求の採否を判断す

べきである。
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8　予選と決勝

　バーの上げ方
走高跳，棒高跳

①　走高跳は2cm以上，棒高跳は5cm以上の上げ方とし，上げ幅
を増してはならない。
②　残っている競技者全員の同意があり，日本記録もしくは大会記
録等を超える高さに挑戦する場合には，上げ幅を変えることがで
きる。（TR26.4〔国内〕）

　予選通過標準記録の設定と高さの競技における最初の高さ
すべてのフィールド種目

①　標準記録を設定する場合，高すぎても低すぎても予選の意味を
なさなくなるので慎重に協議して決定する。
②　当日の天候により標準記録を変更した方が良いと判断される場
合は，審判長は最初の高さを変更する処置をとる。
③　高さの競技では，練習時の競技者の状況を見て最初の高さに無
理があると思われるときは，審判長は最初の高さを変更する処置
をとる。

走高跳，棒高跳 走幅跳，三段跳，投てき種目
①　国内競技会では，参加者が24人を超えるときは予選を行う。
 （TR25.9〔国内〕）
②　3回続けて失敗していない
競技者は，予選通過標準記録
の高さの試技が終るまで試技
を続ける。（TR25.14）

②　3回までの試技が許され，
予選通過標準記録に達した競
技者は，その後の試技は許さ
れない。（TR25.13）

③　予選通過標準記録に達したものが12人に満たなかった場合に
は TR25.15に従って追加補充する。

　決勝，同記録1位決定の方法
走高跳，棒高跳

●決勝
　少なくとも12人で行う（TR25.12）。
●同記録１位決定の方法
　①　同記録の高さで試技数の少なかった競技者が勝者となる。

競技者 1.60 1.63 1.66 1.69 順位
Ａ ×○ ○ ×○ ××× 3

Ｂ ○ ××○ ××○ ××× 2

Ｃ ○ ×○ ○ ××× 1
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　② 　同記録の高さで試技数が同じ場合，それまでの無効試技数の
少ない競技者が勝者となる（TR26.8）。

競技者 4.60 4.70 4.80 4.90 無効試技 順位
Ａ ○ ○ ×○ ××× 1 1

Ｂ ○ ×－ ×○ ××× 2 2

Ｃ ×○ ×○ ×○ ××× 3 3

　③ 　それでも1位が決まらない場合，同成績となった次の高さで
もう1回の追加試技を行い，いずれも成功するか失敗して決定
に至らなかった場合走高跳は2cm，棒高跳は5cmバーを上げ
下げして差がつくまで行う。

（走高跳） 追加試技

競技者 1.95 2.00 2.03 2.06 2.09 2.03 2.01 2.03 順位

Ａ － ○ －　 ×－ ×× × ○ ○ 1

Ｂ ○ ○ ×－ ×× × × 3

Ｃ － ○ －　 －　 ××× × ○ × 2

［留意］
1： 追加試技の最初の高さは同成績となった次の高さの2m03と
なる。 

2： 追加試技における試技数は各高さ1回のみである。
3： 1位が決定した時点で追加試技を止め，競技を終了する。
4： 追加試技で試技内容に差がつけば，2位以下の順位もそれに
基づき差がつく。

5： 追加試技の記録が本戦の記録を上回った場合，それが優勝
記録（2位以下も同じ）となる。本戦を下回った場合は本戦
の記録となる。

走幅跳，三段跳，砲丸投，円盤投，ハンマー投，やり投
●決勝
　8人を超える競技者が競技を行う場合3回の試技が許され，上位

8人は成績の低い順にさらに3回の試技が許される。（TR25.6）
●同記録の場合の順位決定方法
①　同記録となった競技者の2番目の記録で順位を決める。
②　それでも決められないときは3番目の記録により，以下このよ
うにして決める。
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跳躍競技で 2 ピットを使用するときの運用方法

＜一般種目：高さの跳躍種目の場合＞　

出場人数が多い場合で予選を行うことが困難な日程の場合は

2つのピットを用いて決勝を行わざるを得ないことがある。

そのような場合に上記，混成競技と同様な方法で実施する場

合もあるが，決勝というチャンピオンを決める場であることか

らできるだけ公平な試技の機会を与えるべきとの考えもある。

そこで高さが上がって跳躍人数が減ってきて，1つのピット

が4名未満になった時，予め Aピット（1組）→ Bピット（2組）

の順として試技順を決めておき，その順番に試技をさせると良

い。全体では6名以上いることになるので走高跳では，試技時

間は１分のままとなる。両ピット合わせて4名未満となったと

きに初めて試技時間に1分30秒を適用する。

この場合は両ピットのバーの上げ方について特段の注意を払

い，バーを上げるタイミングがほぼ同時になるように運用すべ

きである。

＜一般種目：距離の跳躍種目＞　

同じく走幅跳・三段跳を2ピットで同時に行うときは3回目

までで TOP8を決め，4回目以降にピットを1つにまとめて実

施する場合と，ピットは2つのまま試技順だけを成績の低い方

から高い方へと実施していく方法がある。基本的には後者の方

法を推奨する。ピットを1つにまとめるとそこで再び助走練習

が必要になることがあるからである。
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走高跳の競技開始前の練習設定とバーの上げ方の試み

＜競技開始前の練習設定＞　

世界選手権やオリンピック等WAが主催する競技会では，競

技開始前の公式練習方式は用いず，バーを上げていきながら各

人に自由練習時間を与える形式になっている。公式練習方式は

インターハイなど出場者数の多い競技会では効率よく，しかも

混乱なく練習時間を終えて競技を開始するという点で大いにメ

リットがあると思われるが，選手強化という観点では，身につ

けたウォーミングアップ方法を国際競技会に出るときだけ海外

のやり方に合わせるというのはむずかしい。そこで例えば，練

習跳躍を2m10で15分，2m15で10分，2m20で10分，そし

て競技開始は2m10からといった運営方法で，競技者のウォー

ミングアップ方法を国際競技会でのやり方に慣れさせることも

必要であろう。

＜バーの上げ方＞

国内では慣例的に5㎝と3㎝の刻みが多く使われてきたが，

競技規則では「2㎝より少ない上げ方はできない」「上げ幅を増

してはならない」と定めているだけであり，これさえ守ってい

ればいろいろな組合せ方が可能である。オリンピックや世界選

手権はもちろん海外サーキット大会でも5㎝→4㎝→3㎝→2

㎝とバーの上げ幅を少なくしていく設定方法が多く実施されて

いる。

理由は，選手がパスしやすいバーの高さの設定にし，見応え

ある試合展開を引き出すためである。特に勝負所の高さになる

と，3㎝刻みではパスしづらいが2㎝ならパスをして次の高さ

に懸けるといった駆け引きが可能である。ヨーロッパの試合で

は上位陣が勝負所でのパスの応酬によって最後まで誰が勝つの

か分からない見応えのある試合が展開されている（前ページ表

参照）。

時間的にゆとりのある競技会で，こうしたバーの上げ方を採

用すれば競技の面白さが増すに違いない。
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9　判定・計測
フィールド審判員

①　判定員
　⒜ 　主任，進行担当総務員，アナウンサーと連携して練習開始競
技開始の合図と，終了時に終了の合図をする。

　⒝ 　走幅跳，三段跳は座位で判定し，それ以外の種目では，踏切，
バーのクリアランスがきちんと確認できるように立位で判定す
ることを原則とする。ただし，長時間にわたる場合，疲労度を
軽減するために，座位で行っても構わない。

②　有効試技・無効試技
　　判定員は，有効試技は「白旗を上げ」，無効試技は「赤旗を上げ
る」。（有効「よし」無効「だめ」の発声はしない。）

　⒜ 　走幅跳，三段跳の有効試技は，踏切線を越えていないこと，
および着地後砂場からの退出動作を確認した上で白旗を挙げ
る。

　⒝ 　無効の判定の場合には競技者が踏切りの痕跡の確認に来るこ
とがあるので，粘土板などの補修には十分注意し，次の競技者
に対し支障のないようにする。

③　投てき種目での落下地点判定員は，速やかに落下地点に行き正
しい痕跡を確認する。白旗・赤旗で合図する必要はない。

　　落下地点の痕跡は，計測の後ただちに整地する。
　⒜ 　痕跡に問題がなければ手を挙げて合図する。投てき物が角度

線の外に落下した場合は，「角度線外である」ことを合図する。
　⒝ 　予選で予選通過標準記録を超えた場合は，両手を頭上に挙げ
円状に作る。

　⒞ 　円盤は常に自分の2m以内に落下させるよう，円盤に向かっ
て走っていくように心がける。落下地点近く（2m以内）の真
横で確認することがポイントである。

④　計測の際にはその場に立会い，記録の読取りが正確であること
を確認する。
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フィールド競技における旗の揚げ方降ろし方

跳躍競技では踏切地点に判定員がおり，助走から踏み切り，

着地そして着地場所からの離脱を確認して，その跳躍が有効か

無効かを判断している。通常，違反があった場合はその時点で

無効試技が成立するので，即座に赤旗を挙げている。長さの跳

躍種目における有効試技は着地場所を正しく離れなければ成立

しないので，正確にはそこまで確認すべきであろうが，計測や

表示の競技進行を考慮して，その後の動作で違反がないと予想

される場合には離脱動作の途中で有効の白旗を挙げるのはやむ

を得ない。

投てき競技でも同様で，特にやり投の場合にいつまでも助走

路を離れない競技者に対して2008年度の規則改正で助走路の

着地場所側から4mよりも後方に下がっている場合は助走路内

にいても助走路を離れたとみなすことになった。

いずれにしても有効・無効を表示する判定員の旗挙げ動作は

観衆の注目するところでもある。きちんとした動作で，わかり

やすく挙げおろしする必要がある。また，一瞬で旗をおろして

しまっては有効なのか無効なのか記録が表示されるまではっき

りしないこともあるので，旗を挙げたら一呼吸置いてからおろ

すようにすると親切である。

投てき競技の判定においては，通常着地場所側の旗は使用し

ない。やり投において，着地判定員は成功着地か合図で知らせ

る程度で旗は必要ない。
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粘土板の角度を 90 度にして判定する理由

これまで走幅跳および三段跳において，粘土板に痕跡が残れ

ばファールとしていた。逆につま先が垂直線より先に出ていて

も，痕跡がなければ白旗を挙げて有効試技としていたわけであ

る。

しかしながら，昨今ビデオ判定が普及し，あわせてテレビの

ライブ映像でも踏切の状況が場内の観衆や，世界中のお茶の間

に届けられるようになるにつれ，「つま先が出ているのになぜ

ファールじゃないのか？」という素朴な疑問がよせられるよう

になってきた。

こうした流れを受け2020年11月からWA主催競技会では，

すべてビデオ判定が導入されることになった。その判定の根拠

は「踏切線の垂直面より前に出たらファール」というものであ

る。もちろん国内ではすべての競技会でビデオ判定を導入でき

るわけでもない。ビデオ判定ができない場合は粘土板を使用し

改定の主旨に則り，粘土板の角度をこれまでの45度から90度

に変え，つま先が踏切線の垂直面より先に出た際には痕跡が残

り，しっかりと判定できるようにすることが必要である。

なお，この規則の適用は〔国際〕適用としては2021年11月

1日から，〔国内〕適用としては2022年4月1日からとなる。施

行時期をお間違いないようご留意頂きたい。
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　計測・計測員
走高跳，棒高跳

①　計　測
⒜　バーを新しい高さに上げたとき，競技者が試技を開始する
前にその高さを計測する。世界記録，日本記録（含む U20・
U18記録）に挑戦している競技者がバーに触れた場合は，次
に行われる試技の前に複数の審判員でその高さを再計測する
（TR26.6）。バーを交換した時も再計測しなければならない。
⒝ 　地面から垂直にバーの上部の一番低いところで計測する。
　（TR26.5）

②　計測員（支柱）
⒜　最初にバーを掛けるときには左右の支柱の目盛りを正確に
合わせておく。

⒝　バーの上げ下げに際し3cm，6cmと目盛りを見ながら高さ
を調整すると良い。

⒞　バーはいつも同じ方向に掛け，支柱とバーの間は少なくと
も10mm開ける。（TR27.9）

⒟　試技前に風などでバーが揺れている場合は，バーの片側を
手で軽く上げて揺れをとめてやる。

⒠　棒高跳の支柱の移動は，競技開始前にあらかじめ競技者か
ら申告されているので，それによって移動する（競技中でも申
告は可能であるが，その移動は試技時間に含まれる）。

　　　
③　計測員（バー掛け，ポール受け）
⒜　落下したバーをバー止めに掛ける。
⒝　棒高跳では支柱移動の際にバーが落ちないように支える。
⒞　棒高跳ではポールの倒れる方向が定まらないうちに触れて
はならない。（TR28.4）

④　高度計・科学計測装置
⒜　高度計の目盛りを正しくセットし，計測の場合に高度計の
先端とバーとの接触に特に注意する。

⒝　バーを掛け左右の高さを調整しながらバーの最下点で高度
計を垂直に保つように基盤に置き，高さを正確に合わせてバー
止を固定する。

80cmまで

着地場所助走路
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⒞　科学計測装置を便用する場合には，競技開始前に振動など
で誤差が生じない場所に装置を固定し，使用方法を熟知して
計測に支障のないようにしておく。

⒟　棒高跳では，計測する場合必ず支柱の前後位置を０点へ戻
してから計測する。

⒠　棒高跳では，バーが上がるに従って高度計の重量のため目
盛りが下がる場合があるので，高度計のネジをしっかり締め
て毎回目盛りを再確認することが大切である。

跳躍種目 投てき種目
①　計測
　⒜ 　距離は1cm未満の端数を切り捨てて記録する。（TR29.8）
（TR32.19）。

　⒝ 　跳躍種目では足跡や痕跡が同じような距離に2カ所あり，ど
ちらを採用するか判断できない場合には2カ所とも計測する。

②　計測員（踏切線側）
　⒜ 　着地点巻尺の目盛りをあわせて踏切線との最短距離を踏切線

に対して直角に巻尺を当てて計測し記録を読み上げる。その際，
記録担当員の復唱を確認する。

　⒝ 　科学計測装置等の計測装置を使用する場合には，競技開始前
に振動などで誤差が生じない場所に計測器を固定し，使用方法
を熟知して計測に支障のないようにしておく。

③　計測員（着地側）
　⒜ 　着地点の足跡または手などの痕跡を正確にとらえ，機敏に踏
切板に近い方の痕跡に計測用のピンを垂直に刺し，巻尺の目盛
0を合わせて固定する。巻尺は一直線にし，ねじれ，たるみが
ないように引っ張る。

　⒝ 　踏切側の計測員は巻尺を強く引っ張るので，着地点側はしっ
かり手と足先（踏みつけない）で巻尺を保持する。

　⒞ 　跳躍ごとに跳躍距離，投てき１投ごとに距離を計測する。
（TR29.9）（TR32.20）。

④　科学計測装置
　⒜ 　科学計測装置（光波計測機）を使用する競技会では競技役員
編成に際し，科学計測員として独立させ任務分担を明確にする。

　⒝ 　科学計測員は，その装置が正しく作動していることを確かめ
るため競技開始前に審判長立会の上で鋼製巻尺を使って距離を
計測（2～3カ所）し，その結果が一致することを確かめ装置が
正しく作動するよう管理する（特に振動に注意）。確認作業に
関わった全員の署名を付した適合確認書を作成し，成績表に添
付する。
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　　（科学計測装置の作動確認参照）
⑤　科学計測装置を使用する場合は，反射鏡は正しく痕跡の真上で
サークルまたは円弧に最も近い地点に正確に置く。

　判定
走高跳，棒高跳

①　バーの落下の判定について特に注意しなければならないのは，
競技者の身体がバーに触れて落下したのか，風によるものかを
十分見きわめてから旗を挙げる。明らかに風の影響で落下した
ものであるならば無効試技とはしない。

②　走高跳において，試技を中止しようとして支柱に触れた場合に
は1回の無効試技となる。

③　棒高跳において，試技を中止しようとしてポールがストップ
ボード上部内側垂直の先の地面あるいは着地場所に触れた場合
には，1回の無効試技となる。（TR28.2）棒高跳　基準面ライン

④　棒高跳において，ポールをボックスに突っこまないで跳んだ場
合は無効試技である。

⑤　棒高跳において，身体がバーを
越えても倒れかかったポールが
バー又は支柱にあたりバーが落ち
た場合は無効試技である。

⑥　棒高跳において，身体がバーを
越え，手から離れたポールがバー
の下をくぐり着地場所に倒れた場
合は有効試技である。 　　　　 棒高跳　基準面ライン

走幅跳・三段跳
⑴　踏切板付近の有効試技・無効試技の判定

　　

　⒜　踏切足が助走路外にあり無効試技。

　⒝　踏切足が走路内にあり有効試技。

　⒞　踏切足が踏切線の先の地面に触れているので無効試技。
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棒高跳基準面ライン

⒝　計測員（光波）は，その装置が
　正しく作動していることを確か
　めるため競技開始前に審判長立
　会の上で鋼鉄製巻尺を使って距
　離を計測（２～３カ所）して，
　その結果が一致することを確か
　め，装置が正しく作動するよう
　管理する（特に振動に注意）。
　競技中は操作の全責任を負い，
　終了後はすべての計測が正しく
　行われたことを確認し審判長に報告する。

④　光波測定器を使用する場合は，反射鏡は正しく痕跡の真上でサーク
ルまたは円弧に最も近い地点に正確に置く。 

　判定・判定員 

走高跳，棒高跳

①　判定員
⒜　主任，進行担当総務員，アナウンサーと連携して練習開始，競技

開始の合図と，終了時に終了の合図をする。
⒝　判定員は踏切の状況，バーのクリアランスがきちんと確認できる

ように立位で判定する。
⒞　判定は有効試技は「よし」無効試技は「だめ」とはっきり発声する。
⒟　高度計の目盛りを確認し，助走路に立ってバーの左右の高さが正
確かを確認して計測に立会う。

⒠　進行状況を確認し競技運営が円滑に行われるようにする。
②　判　定

⒜　バーの落下の判定について
特に注意しなければならない
のは，競技者の身体がバー
に触れて落下したのか，風
によるものかを十分見きわ
めてから旗を挙げる。明ら
かに風の影響で落下したも
のであるならば無効試技と
はしない。

⒝　棒高跳において，試技を
中止しようとしてポールが
ストップボード上部内側垂
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跳躍方向

踏切板

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

⒝　踏切りの判定員は座位で判定する。
⒞　有効試技は「よし」，無効試技は「だめ」とはっきり発声する。
⒟　有効試技は，踏切線を越えていないことだけではないので，着地
後の砂場からの退出動作を確認した上で白旗を挙げる。

⒠　無効の判定の場合には競技者が踏切りの痕跡の確認に来ることが
あるので，粘土板などの補修には十分注意し，次の競技者に対し支
障のないようにする。

⒡　計測の際にはその場に立会い，記録の読取りが正確であることを
確認する。

⒢　新記録が出ると予想される場合にはあらかじめ主任，審判長へ連
絡し計測に立会ってもらう。

⒣　判定員（砂場担当）は砂場を平らにし，競技進行上支障のないよ
うにしなければならない。また，砂場の凸凹が記録に与える影響を
考え，丁寧に整地する。

②　判　定
●踏切板付近の有効試技・無効試技の判定

　⒜　踏切足が助走路外にあり無効試技。
　⒝　踏切足が走路内にあり有効試技。
　⒞　踏切足が踏切線の先の地面に触れているので無効試技。
　⒟　踏切足が踏切板にかかっていれば有効試技。

踏切位置の表示
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　⒟　踏切足が踏切板にかかっていれば有効試技。

⑵　着地の有効試技，無効試技の判定

　⒜　踏切板から砂場までの区域は助走路とはみなさない。

　⒝ 　三段跳では，ホップとステップの着地位置が助走路の外で

あっても無効試技とはならない。

　⒞ 　三段跳では，競技者が跳躍中に使っていない方の足が地面に

触れても無効試技とはしない。（TR31.2）

　⒟ 　片足で着地を行った場合でも，規程されている違反がなけれ

ば有効試技である。

　⒠ 　片足が砂場の外に触れた場合，砂場の足跡の方が踏切板に近

ければ有効試技であり，砂場の外の足跡が砂場の着地痕跡より

踏切板に近ければ無効試技となる。（TR30.1.5）。

⑶　試技のやり直し（TR25.18）

　 　審判長の判断により試技のやり直しが生じた場合，試技順の変

更は認められない。しかし試技が進行していた場合にはその時点

でその他の試技が行われる前に行う。

投てき種目

⑴　やり投

① 　やりの頭部が他のどの部分よりも先に地面に落下し，はっき

りと見える痕を残した場合のみ有効とする。やりの頭部から落

下したかどうかの判定はできる限り真横から見ることである。

常に真横から見る訓練と，競技者の練習時を通してどの辺りに

やりが落下するかを見ておくことが，より近い距離で判定する

のに役立つ。判定は速やかに正確に行う。

　　　

② 　競技者がやりを投げてから転んだとき，スターティングライ

ン円弧の内側助走路内であれば有効試技である。

③ 　投てき動作中に，やりまたは身体の一部がスターティングラ
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インに触れたとき，または助走路の外側の地面に触れたときは

無効試技となる。

④　やりが地上に落下するまで助走路を離れてはならない。

⑤ 　有効試技は助走路を正しく離れた場合に成立するが，助走路

内であっても，スターティングラインから4m後方の仮想ライ

ンから後方に下がったときは正しく助走路から離れたとみなし

て良い。（TR32.17.2）

やり投げ助走路

⑵　角度線上の判定

 　砲丸・円盤・ハンマーは頭部，やりは先端部分の落下痕跡が有

効角度線の完全に内側でなければ有効試技にはならない。

 　ハンマーの接続線とハンドル，やりの先端以外の部分は有効角

度線に触れたり，そこから出たりしても差し支えない。

 （●印は痕跡を示し，○印は頭部の直径を示す。）  

                         

⑶ 　砲丸投，円盤投，ハンマー投においてサークルに入り，再びサー

クルから出た場合の判定

 　サークル内に入ってもまだ試技は開始されていないか，試技を

接地しなかった頭部が角度
線にかかっているが，痕跡
は角度線内にあるので有効

頭部も角度線内にあり有効
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始めてから急に動作を中断し一度サークル外に出ても，規則に反

しない限り無効試技とはならず，試技時間内であれば試技を続け

ることができる。（TR32.15）

⑷　砲丸投

 　砲丸は，あごまたは首につけるか，あるいはまさに触れようと

する状態に保持する。両肩を結ぶ線より後方にもっていってない

かを注意する。

円盤やハンマーの頭部が囲い等に
当たったときの判定

①　サークルの周りに設置した可動パネルを含む囲いに当たっ

て角度線内に落下した場合，競技者が正しくサークルを離れ

たときは有効試技とする。囲いに可動パネルがなく，補助ネッ

トで代用した場合も同様である。

②　囲いから離れた位置に設置した補助ネットに当たって角度

線内に落下した場合は，無効試技とする。

　補助ネットはトラック競技の競技者や審判員，観衆を保護す

るために，規程以外に設置したものである。

③　距離を示す表示器に当たり，角度線の中に落下した場合は，

無効試技とする。距離を示す表示器は角度線の外に置いてあ

るものである。

　 　上図はハンマー投での右投げ競技者用の設定であり，左投

げの場合は可動パネルの開閉を逆にする。

上図はハンマー投での右投げ競技者用の設定であり、左投げの場合は可動
パネルの開閉を逆にする。

補助ネット 可動パネル

可動パネル
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　記録担当と注意事項
跳躍審判員 投てき審判員

①　フィールド競技の記録は記録担当の審判員が行う。記録は少な
くとも2人の審判員がすべての試技を記録し，点検しなければな
らない（CR19.4）。
②　記録の聞き間違い，書き間違いは大変な混乱を生じるので，復
唱して記入する。復唱は正しくはっきり大きな声でする。
③　誤記入を防ぐため，成績は2人の審判員（含：記録用端末担当）
によって個別に記録すると良い。また記入のつど記録は相互確認
することと，常に競技者のナンバーを確認する。
④　定められた記号（記録なし：NM，失格：DQ，成功：○，失
敗あるいは無効：×，パス：－，試合放棄：ｒ）を使う。（CR25.4）
⑤　高さの新記録が試みられるときは，アナウンサーならびに審判
長に連絡する。また，長さの跳躍や投てき種目で新記録が予想さ
れるときも同様である。
⑥　記録用紙の整理の仕方
⒜　その競技者の一番良い成績を○で囲んで3回の最高記録の欄
に写す。
⒝　上位8人を選ぶ場合はまず3回の最高記録の欄の中から記録
の良い順に8人を○で囲み，次にナンバー，氏名と所属を○で
囲む。
⒞　上位8人の最後の通過順位に同記録がある場合には2番目の
記録を比べ，それも同じ場合には3番目の記録を比べて決める。
それでも同じならば，同成績として9名で残り3回試技を行う。
（TR25.22）＜次ページの表参照＞
⒟　上位8人による4回目以降の試技は，それまでの各自の最高
記録に基づき，記録の下位の者から行う。試技順を所定の欄に
記入し，競技者呼出し担当者と確認のうえ，競技者に周知する。

⒠　後半の3回で記録が伸びたらその中で一番良いものをまた○
で囲む。常に一番右の○で囲んだ記録が，その競技者の最高記
録となる。それを記録の欄に写して順位を決定すると正しく早
く整理ができる。
⒡　審判長あるいは主任の確認を経て上位8人を発表し，速やか
にアナウンサーに連絡する。
⒢　競技終了後は走幅跳，三段跳の場合，風力計測員からの資料
を記録用紙に記入する。　
⒣　日本記録，大会記録などが出た場合は備考欄にそれを記入し，
審判員主任の確認をとり，最後に審判長のサインを得たうえで，
記録・情報処理員に提出する。
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番号 氏名 所属 1 2 3 3 回 の
最高記録

TOP8
の試技順 4 5 6 記録 順位 備考

a A 15.04 15.24 × 15.24 6 15.18 × × 15.24 3

b B 15.21 15.49 15.61 15.61 8 15.70 15.41 15.71 15.71 1

c C 15.30 15.36 15.28 15.36 7 15.46 × 15.33 15.46 2

d D 13.47 × 14.65 14.65 3 × 14.81 14.70 14.81 6

e E 14.73 14.75 14.80 14.80 4 15.08 15.10 × 15.10 4

f F 13.83 14.06 × 14.06

g G × × × ＮM

h H 14.56 × 14.50 14.56 2 × × 14.38 14.56 8

i I 13.57 13.39 14.26 14.26

j J 14.76 14.83 14.75 14.83 5 14.86 14.99 15.02 15.02 5

k K 14.13 14.30 14.46 14.46 14.30

l L 14.26 14.40 14.46 14.46 1 14.56 14.67 × 14.67 7 14.40

情報機器を用いた大会の 4 回目開始時間の短縮

情報機器を用い，フィールド競技の現場に PCを持ち込んで

記録を入力管理している場合には，紙への控え記録と PC入力

の確認は都度行っていれば上位8人の確認は読み合わせる必要

はなく，情報機器につながっている記録表示板を見て競技者に

試技順を伝えて遅滞なく4回目を開始するとよい。

上位8人の最後の通過順位に同記録
があるため2番目の記録によって通過
者を決めた例
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記録用紙記入記号「r」（試合放棄）

フィールド競技において，まだ試技する権利を有しながら，

競技者からその時点で権利を放棄して競技を終了するとの申し

出があった場合には，記録用紙に「r」を記入する。

こうした状況が起こる事例としては以下のものがある。

1．競技中の怪我などの故障により以後の試技を断念した場合

2． 自分の優勝が決まったため，その時点で競技を終了する場

合

3． 他種目への出場を兼ねているなどの理由により，体力の温

存を図る場合。

4． 始めのうちの試技で大記録を達成したことで満足し，以後

の試技を放棄する場合。

試合放棄を確認して「r」を入力した後は，どのような理由

があろうとも当該競技者は試技を再開することはできな

い。

また，試合放棄をした時点での有効記録ならびに試技内容

が，1位と同成績であっても1位決定戦に参加することは

できず，第1位決定戦に参加した競技者の次の順位となる。

〔留意点〕　

1． 競技場所へ入場した後，競技開始前のウォーミングアップ

で怪我をするなどして，最初の試技を行う前に出場を断念

した場合は「棄権（DNS）」として扱い，「r」は用いない。

2． 走高跳と棒高跳で優勝が決定し，次の高さの試技を行わず

に競技を終了すると競技者が申し出た場合は，競技注意事

項で定められた上げ幅に基づき競技を終了した次の高さを

入力し，その欄に「r」を記入する。
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フィールド順位・記録表示板の有効活用

走幅跳・三段跳をはじめ投てき種目においても，競技の進行

状況を進行担当総務員，アナウンサー，競技者，観衆（含む指

導者）などに伝達する一つの方法として，「フィールド順位・記

録表示器」（TOP8板）がある。浸透した「TOP8」という通称

から，この表示板は上位8人が決定した後の試技（4回目以降）

から使用されることが多いが，予選時や決勝の1ラウンド目か

ら使用することが望ましく，伝達効果は非常に高い。また，砲

丸投だけでなく，ペグでの表示が見づらい他の投てき種目にお

いても効果的である。

【予選の時】　　

予選の時の使用は原則的に予選通過標準記録を突破した競技

者の ”ナンバーと記録 ”を表示する。

写真は平行し

て行われる予選

において，予選

通過標準記録を

突破した競技者

のナンバーと記

録を表示してい

る。その他，気

象条件や予選通

過標準記録が高

く突破者が12名より少なくなる可能性が考えられる場合，予

選通過標準記録に近い競技者も表示することもある

この時，予選通過標準記録突破者は赤色チョーク，それに近

い競技者は白色のように区別し，表示板の表と裏に記入する。

この場合，表示板の上方にある順位板は使用せず裏返しにして

おくが，表示は記録順にする。

【決勝の時】

１ラウンド目から，この表示器を使用して順位と記録を表示

することを推奨する。数に余裕あれば，出場者全員の記録を表

（予選通過標準記録突破者を表示）
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示できればなおよい。

配置場所は各ピットの記録表示器の近くに配置する。トラッ

クの外側のピットを使用する場合は見えにくい場所があるので

進行担当総務員席，アナウンサー席や観客席から見やすい所に

工夫して置く。

（決勝12名表示）

（TOP8の表示）
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フィールド順位・記録表示板の使用

俗に「TOP8板」と呼ばれる

この順位・記録表示板は走幅跳

や三段跳のみならず，砲丸投，

やり投等の投てき種目にも，1

回目の試技からフィールド順

位・記録表示板を使用すること

を推奨する。

順位・記録表示板の前に役員

や補助員が立つとスタンドから

見えないので，板の裏側に①試

技順②ナンバー③記録④セカンド記録を記入しておくのであ

る。こうすれば前に出て確認しなくても，記録・順位の変動

があった場合すばやく対応できる。また数字の印刷されたマ

グネットシートを利用すると見やすいが，ない場合は黄色の

チョークを使いできるだけ太い文字で表示するとよい。

A，Bで行われる跳躍競技配置，電光表示板の使用例

A，B合わせた上位8名の表示（岩手国体）
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フィールド内における審判員等配置の人数

近年フィールド競技においては，電子機器や運搬装置等の普

及により審判員及び補助員の配置人数を減らす方向にある。国

際大会では著しくその傾向が見受けられ，今後の国内競技会に

おいても，TV放映，観客対応等を考慮する観点から，運営に

支障をきたさない程度に配置人数を減らす工夫をする必要があ

る。
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混成競技
1　混成競技審判長

⑴　任務

混成競技審判長は必要に応じて1名以上任命される。（CR18.1）

ただし，十種競技と七種競技が同日開催で行われる場合は，種目数

が多くなることから，複数任命するか，一部の種目をトラック審判

長，フィールド競技審判長に委譲しておくことも必要である。

任務については，CR18に準じ，監視責任，技術的な問題の処理，

成績の点検，異議抗議への対応など，混成競技全般の責任を負う。

⑵　権限

混成競技審判長は以下の権限を有する。

①　警告と除外　（CR18.5）

②　競技結果を無効とし，やり直しを命じる（CR18.7）

③　競技開始時刻の変更（TR39.6）

④　組またはグループの再編成（TR39.7）

※　特に十種競技やり投は，前の種目の棒高跳と最終種目の

1,500mの競技時程等で急遽グループ分けを行うことがある。

「やり投（十種競技）の最初のグループは，棒高跳を最初に完了

した競技者（十種競技に参加している競技者の半分にできるだ

け近い数）によって作る」などの工夫をすることがある。

⑶　実施要領

①　競技開始前

・P249「トラック競技審判長」P327「フィールド競技審判長」

参照

・他の審判長と役割について十分に打合せておくことが望まし

い。

・競技の進め方や競技者へ連絡事項がある場合の伝達方法につ

いてなどを混成競技係と確認しておく。例として，控室前に

ホワイトボードを置き，次の種目の集合時間などの連絡事項

や，競技結果を掲示するやり方がある。各日の最初の種目は，

招集所に集合することが多いので，周知させたいことはこの

伝達方法を利用して連絡するとよい。
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②　競技中

以下の混成競技独自のルールに留意する。

・不正スタートの扱い。（TR16.8），（TR39.8.3）

・長さを競うフィールド競技種目は3回の試技で終了。

（TR39.8.1）

・走高跳・棒高跳のバーは，残りの人数に関係なく上げ幅は一

律とする （TR26.4）。ジャンプオフの非適用。

・途中棄権をする場合は，ただちに混成競技審判長に申し出る

ようにさせる（TR39.10）。

　　　 フィールド種目の試技時間については，以下のとおりである。

（TR25.17）

残っている競技者数 走高跳 棒高跳 その他

4人以上※ ¹ 1分 1分 1分

2人～3人 1分30秒 2分 1分

1人または連続試技※ ² 2分 3分 2分

※ ¹　４人以上または，各競技者の最初の試技
※ ²　残っている競技者数に関係なく適用し，走高跳・棒高跳で
は高さが変わった場合にも適用する。

③　順位のつけ方

現行のWA混成競技採点表を用いて，各種目の記録に応じ

た得点が個々の競技者に与えられる。その合計得点で総合の順

位が決定する。（TR39.11）

2人以上の競技者の総合得点が同じだった場合は，どの順位

についても同成績とする。（TR39.12）

④　記録の扱い

a） 混成競技の総合得点は，定められた条件のもとで達成され

たものであっても，風力計測が求められる種目の平均風速

が +2.0を超えると，追い風参考記録となる。（CR31.18）

b） 混成競技の個々の種目の記録は，単独種目の記録としても

認められる。しかし，風力計測が求められる種目は単独種

目と同様の条件が必要である。ならびに，混成競技のトラッ

ク種目で許されている1回の不正スタートがあった場合は，

単独種目の記録として扱うことはできない。（CR31.14.4）
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混成競技の結果表

（注）大会記録，競技者名，所属などは競技結果から省いてある。

＊ナンバー53番と15番は共に6811点なので第2位。

＊ ナンバー45番は風力計測が求められる種目の平均風速が +2.2で

あるため追風参考記録として扱われる。走幅跳の2番目（または

3番目）の記録を採用して，平均風速が +2.0を超えなければ，そ

の記録が公認記録となる。この場合，仮に2番目の記録が6.63ｍ

（+3.3）727点なら，総合得点は6170点となる。

混成競技における記録の得点換算方法

混成競技は達成された記録をすべて得点に換算し，合計得点

の高い順番で競技者の順位を決定するが，各記録の得点換算方

法は以下の通りである。（2005 年1 月1 日現在：WA）

⑴　換算一般式

トラック種目：  得点＝定数 a ×〔（定数 b －秒単位の記録）

累乗定数 c〕

　　（注意）手動計時による記録については以下の処置を施す

　　400m 未満の場合　：0.24 秒を加える

　　400m の場合　　　：0.14 秒を加える

　　400m を超える場合：そのまま一般式に代入する

　　跳躍種目：  得点＝定数 a ×〔（cm 単位の記録－定数 b）

累乗定数 c〕
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　　投てき種目：  得点＝定数 a ×〔（m 単位の記録－定数 b）

累乗定数 c〕

【それぞれの一般式には累乗（羃（べき）計算）が含まれており，

やや複雑な計算となるが，いずれの場合も，算出された数値

の小数点以下は切り捨てて得点とする。】

⑵　a，b，cの各定数

《男子》 定数 a 定数 b 累乗定数 c

100m（電気計時） 25.4347 18.00 1.81

200m（電気計時） 5.8425 38.00 1.81

400m（電気計時） 1.53775 82.00 1.81

1,500m 0.03768 480.00 1.85

110mH（電気計時） 5.74352 28.50 1.92

走高跳 0.8465 75.00 1.42

棒高跳 0.2797 100.00 1.35

走幅跳 0.14354 20.00 1.40

砲丸投 51.39 1.50 1.05

円盤投 12.91 4.00 1.10

やり投 10.14 7.00 1.08

（室内競技）　　

60m（電気計時） 58.0150 11.50 1.81

1000m 0.08713 305.50 1.85

60mH（電気計時） 20.5173 15.50 1.92

《女子》

200m（電気計時） 4.99087 42.50 1.81

800m（電気計時） 0.11193 254.00 1.88

100mH（電気計時） 9.23076 26.70 1.835

走高跳 1.84523 75.00 1.348

走幅跳 0.188807 210.00 1.41

砲丸投 56.0211 1.50 1.05

やり投 15.9803 3.80 1.04

（十種競技）

100m（電気計時） 17.8570 21.0 1.81

400m（電気計時） 1.34285 91.7 1.81
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1,500m 0.02883 535 1.88

棒高跳 0.44125 100 1.35

円盤投 12.3311 3.00 1.10

（室内競技）

60mH 20.0479 17.00 1.835

⑶　得点換算の具体例

1）トラック種目：100m の電気計時記録が11.26 秒の場合

　得点＝  25.4347×〔（18.00－11.26）の1.81乗〕 

25.4347×31.6136＝804

2）跳躍種目：走幅跳が6m80 の場合

　得点 ＝0.14354×〔（680－220.00）の1.40乗〕＝ 

＝0.14354×5343.9325＝767

3）投てき種目：砲丸投が14m50 の場合

　得点 ＝51.39×〔（14.50－1.50）の1.05乗〕 

＝51.39×14.7788＝759

混成競技で 2ピットを使用する時の運用方法

混成競技の出場者が多いとき，走幅跳，走高跳，棒高跳では

2ピットを使用して，競技時間の短縮を図るべきである。

走高跳と棒高跳においては，競技力の差によって，「低いバー

から始める組」と「高いバーから始める組」の，できるだけ人

数に片寄りがない2グループを編成するのが効率的である。

2グループはそれぞれ独立しており，競技者に許される試技

時間は平等でなければならない。したがって，「低いバーから

始めた組」であっても，残った競技者数が2～3人になった場

合には走高跳で1分30秒，棒高跳で2分の試技時間を与えなけ

ればならず，1人になった場合は走高跳では2分，棒高跳では

3分を与える。
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混成競技における順位を示すアスリートビブス

男子10種目（高校生＝8種目）女子7種目で行われる混成競

技は，走・跳・投の要素を組み合わせ，それぞれの種目で得た

記録をすべて得点に換算し，その合計得点で順位を競うもので

ある。そして最終種目には男子1,500m，女子800mの中距離

種目が行われる。

競技会によってはスタート前に「現在のトップは○○で何点。

それを△△が何点差で追っています。その差☆☆点は時間にし

て□□秒，距離にすると約○○m。逆転も十分ありえます」等

と興味を引き付けるアナウンスも多く聞かれるようになってき

た。しかし，誰がその時点での総合順位トップで，誰が2番目

なのか，いざ走り出してしまうと集団の中に紛れてしまい，よ

ほど特徴あるユニフォームでも着用していない限り見つけるこ

とは容易でない。

そこで考え出されたのが，最終種目のスタート前に，そこま

での総合得点の高い方から「1」「2」「3」と順番を示すナンバー

を配布して装着させる方法である。ただし，両面とも変えてし

まうと今度は誰が誰だかわからなくなってしまうので，前面だ

け順位番号，背面は個々の番号をつけているのが現状のようで

ある。しかしながら競技者からは「後ろに順位があった方がマー

クしている競技者（自分より順位が上＝数字が小さい）がわか

りやすい」という声もある。

この他にも，総合得点順に腰ナンバーを1から順番に振って

いくという方法も考えられる。前後でナンバーが変わることの

混乱もなく，スタンドから観戦するにはこの方が見やすいかも

しれない。この場合はスタートの整列順が内側から成績順とな

る。

いずれにしても，競技者ナンバーと異なる特別なナンバーを

着用する場合には，競技注意事項や申合せ事項に明記しておく

ことが必要である。
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2　混成競技係

⑴　任務

混成競技の円滑な進行のために，総務員や関係審判員（競技者

係，出発係，跳躍審判員，投てき審判員，記録・情報処理員，表

彰係等）との連絡調整にあたる。また，怪我，体調不良等で途中

棄権する競技者がいるので，競技場所に帯同し，競技者の参加状

況を常に把握する。

⑵　配置

主任　1

係員　5（誘導係　3，控室係　2）

同日に男女の種目があったり，競技者数によってピットが複数

に分かれたりする場合もあるので，適宜配置数や男女の数を工夫

する。

⑶　業務内容

①　主任

⒜　主任は混成競技審判長の指示を受け，各関係部署の主任と

連携を緊密にとり，連絡事項を係員に徹底させることにより，

競技が円滑に進行できるようにする。

⒝　競技者が途中で競技を棄権する場合，総務，混成競技審判

長，各関係部署の主任に確実に連絡する。

⒞　各係員の役割分担（誘導，控室係等）を明確にすると共に，

常に綿密な連絡がとれるよう指揮する。特に誘導係は，他の

部署の役員が手薄な場合は競技場所での役割が多いので，具

体的な役割を確認し，指示する。

⒟　第1日目，第2日目の第１種目の招集に立ち合い，必要に

応じて競技者に注意事項および連絡事項を伝達する。（第2

種目以降の招集時間や方法など）

⒠　競技に立ち合い，円滑に進行できるよう，現場審判員と連

絡を密にとり，協力する。

⒡　番組編成や競技日程に変更が生じた場合には，混成競技審

判長の指示により，すぐに当該部署と連携を取ると共に，競

技者に速やかに伝える。
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②　誘導係

⒜　招集所で招集しない種目の点呼を行い，混成競技控室から

各競技場所に誘導し，担当審判員に引き継ぐ。点呼したリス

トなどがある場合は，出場の競技者が分かるように確実に引

き継ぐ。

⒝　怪我やトイレ等で競技者が競技場所から離れる場合，主任

に連絡し，付き添う。ケガや体調不良の場合は速やかに医務

員に連絡する。

⒞　フィールド種目で，指導者からのアドバイスを受けるた

めに，競技場所とトラックを往復する際の安全確認は，本

来マーシャルの務めだが，手薄な場合は誘導係が代行する

場合がある。あわせて，一部禁止されているスタンドとの

物品のやり取り）がないかどうかの監視が必要な場合がある

（TR6.4.6）。これらは混成競技係主任の指示を仰ぐ。

⒟　フィールド競技で試技が終了した競技者の退場ルートが定

められている場合（ミックスゾーンを通るなど）は，その誘

導を行う。

③　控室係

⒜　競技者が落ち着いて休養できるよう環境を整える。競技者

以外（コーチや付き添い）の立ち入りが制限されている場合

は，その監視をする。

⒝　成績一覧表や番組編成を記録・情報処理員から受け取り掲

示する。

⒞　その他競技時刻変更等の情報を速やかに競技者に伝える。

⑷　その他

混成競技独自のルールに留意する。

（P380「混成審判長⑶実施要領②競技中」参照）
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競歩競技
Ⅰ　判定編

競歩審判員は競技者の歩型の判定をするとき，他の審判員や競技

役員，観衆その他の言動に惑わされることなく毅然とした態度で自

信を持って行わなければならない。もちろん，ビデオや写真等を参

考にしてはならない。あくまでも競歩審判員本人の視覚で判定する

（TR54.3.2）。

競技者は競技中，競歩の定義（TR54.2）の通りに歩かなければな

らない（下図参照）。これに反する場合に失格となり，競技中であっ

ても競技から排除される。

規則違反には，ロスオブコンタクトとベントニーの2種類がある。

1　歩型の判定方法

⑴　ロスオブコンタクト（loss of contact： ）

競歩では競技者のいずれかの足は地面についた状態でなければな

らず，ロスオブコンタクトは，両足が同時に地面から離れた状態が

あるという規則違反である（下図参照）。

CORRECT  TECHNIQUE

ロスオブコンタクト
になりがちな歩型の特徴

これらは判定する上での目安であり判定結果には結びつかない。

手を胸より高く
振り上げてる

上下動がある

同時に膝が曲がっている
状態があるように見える

靴裏全体が上を向く
程つま先で激しく地面
を蹴り上げている

膝が支持脚の膝より
高く上がり，つま先
が踝より高い

P.331　下
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判定は，競技者を真横から見て，その両足が同時に完全に地面か

ら離れたと競歩審判員の目で明らかに確認できたときに規則違反と

する（図参照）。

ロスオブコンタクトの疑いがある競技者の特徴は

①　上下動が著しい。

一歩一歩進むたびに頭頂部が激しく上下動する競技者。

②　膝，足首の位置が高い。

前に振り出す脚の膝が支持脚の膝よりも高く，振り出し脚の

つま先が支持脚のくるぶしよりも高いところを通る。

③　激しく蹴り上げている

後脚で激しく地面を蹴り上げ，靴裏全体が上を向いてしまう

動きが見られる場合。

④　引き足が早い。

前脚の踵が着地する前に後脚のつま先が地面から離れてしま

う状態，つまり，両脚が同時に曲がった状態がある場合。ただし，

地面から離れている状態が見えない場合はベントニーとなる。

以上の４つの特徴は「あくまでも疑わしい」「着目するための

手段」であり，ロスオブコンタクトの理由ではない。

―  284  ―

　④　引き足が早い。
　　言い換えれば，一瞬でも両脚が同時に曲がった状態が見えてはいけな

い。つまり，後ろ脚がからだに推進力を伝え切ったとき，後ろ脚は前に
引く動作に移るが，この瞬間，前脚は接地しており膝は伸びた状態になっ

ければならず，ロス・オブ・コンタクトは，両足が同時に地面から離れた
状態があるという反則である。判定は競歩審判員が直立している自身の目
線の高さでしかもビデオや写真によらない競歩審判員の視覚（to the 
human eye）で行わなければならない（競技規則第230条2⒝）。

　　判定は，真横から見て競技者の両足が同時に完全に地面から離れたと競
歩審判員の目で明らかに確認できたときに反則とする（図参照）。

　　ロス・オブ・コンタクトの疑いがある競技者の特徴は
　①　上下動がある。
　　　一歩一歩進むたびに頭頂部が激しく上下動がある競技者。
　②　膝，足首の位置が高い。
　　　膝，足首の位置が高くなる競技者は上下動を生みやすい。
　③　足裏が返る（巻き足）。

　　後ろ足を前に引く際，足裏が上に返ってしまう（真上に蹴り上げてし
まう）動きが見られる場合，上下動を生みやすい。よく巻き足と言って
おり，ランニングの動きである。

支持足と引き足の高さ支持足と引き足の高さ
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⑵　ベントニー（bent knee： ）

ベントニーの判定

 　前脚が接地の瞬間から垂直の位置になるまでの間に膝が伸びて

いない状態があるとき，ベントニー（bent knee）の規則違反となる。

ていなければならない。
　　これらの特徴はあくまでも疑わしいという範囲であり，これらが見ら
れる選手に注目し，反則が無いか慎重に判断する必要があるということ
である。

後足裏の位置

後脚と前脚

後足裏の位置

後脚と前脚

注目
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ベントニーは，「踵が接地した瞬間から競技者のからだの真下（す

なわち垂直）の位置になるまで」の間，膝が伸びていない状態（膝曲り）

の時があるという規則違反である。ロスオブコンタクトは一瞬でも

浮いているか否かを見極めることが必要だが，ベントニーでは上図

の通り，踵が接地した瞬間からからだの真下までの間を判定するた

め，ほんのわずかではあるが，ロスオブコンタクトよりも時間が長い。

競技者の膝は，一連の動きの中では踵が接地した瞬間から棒のよ

うに完全には伸びてはおらず，接地の瞬間は伸ばし始めている動作

の途中であり，若干曲がっている（膝が甘い）ように見えることが多

い。競歩審判員は競技者の支持脚の膝がからだの真下で完全に伸び

ていれば「規則通り」という判断で良い。ベントニーの特徴は次の通

りである。

①　膝が伸びている状態がない（いわゆる忍者走り，前のページ

の図参照）。

②　支持脚の膝の角度が接地の瞬間，上下に動く（いわゆるばね

のように膝を使っている…ランニングの膝使いに酷似）。

③　膝がからだの真下の時にまっすぐに伸びていない。

つま先が上がらず踵ではなく足裏で着く（いわゆるべた足）

とベントニーになりやすいが，べた足だからといってベント

ニーと判定する理由にはならない。また，歩行のスピードは関

係ないので，明らかにベントニーであればどんなに遅くとも規

則違反と判断する。もし，先天的に膝が伸びないと主張する競

技者がいたとしても，本連盟公認競技会に出場した競技者はあ

くまでも規則通りに判断する。
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⑶　ベント・ニー
　　ベント・ニーは，競技者の前脚が接地の瞬間から競技者のからだの真下
（すなわち垂直）の位置になるまでの間，膝が伸びていない状態（膝曲が
り）があるという反則である。ロス・オブ・コンタクトとは比較的判定し
やすいが，一瞬の判断がやはり要求される。その特徴は次のとおりである。
　①　つま先があがっていない。
　②　前傾がある。
　③　膝が体の真下の時でも曲がって見える。
　　これらの特徴は疑わしき状況であり，注意深く見るためのガイドである

　　　　　　　　　　　ベント・ニー

　前脚が接地の瞬間から垂直の位置になるまでの間に膝が伸びていない
状態があるとき，ベント・ニー（bent knee）の反則となる。

ベント・ニーの判定　

体の真下に行くに従い伸びている
➡　ベントニーではない
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2　判定と視力

⑴　肉眼での判定　

人間の目では，ビデオ１コマ分（すなわち１/60秒＝0.0167秒）

以内を見極めるのは困難と言われている。歩型判定は，まさに極限

との戦いであるが，「ロスオブコンタクトだろう」とか「ベントニー

だろう」と先入観で規則違反と決めてかかれば歩型違反に見え，逆

に「有名選手だから，歩型に問題ない」と楽観視していると，規則

違反があっても問題なしと見えてしまう。歩型の判定は常に無心の

境地であたらなければならない。

⑵　視力について

競歩審判員に限らず，

競技役員の視力の優劣

が判定の正確さにも影

響する。静止視力も動

体視力も訓練で改善あ

るいは向上が見られる

といわれる。日ごろから目のトレーニングを励行いただきたい。

3　判定ガイドライン

ここではビデオ分析に基づいた別の視点での判定方法を紹介す

る。前出の判定方法とは表現が異なるが目的は同じであり，競歩審

判員は判定しやすい方法を採用すれば良い。尚，これらはあくまで

も「ポイント」であり，「疑わしきは罰せず」に変わりはない。

◎ロスオブコンタクト

　① 　両足が前後に最も開いた姿勢の時に前足

の踵と後足のつま先を結ぶ線（ライン）を

イメージする。

　⒜　このラインが上下動する。

　⒝ 　前足の踵がこのラインから垂直に落

下するようにして接地する。

　⒞ 　後足のつま先がこのラインから垂直

に上がるように見える。

 　　 　上記 a-cのいずれかの動きが見える
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ぶ線（ライン）をイメージする。
　　ａ．このラインが上下動する

ｂ．前足のかかとがこのラインから垂直に落下する
ようにして接地する

ｃ．後足のつま先がこのラインから垂直に上がるよ
うに見える

　　上記 a-c のいずれかの動きが見える場合に「ロス・
オブ・コンタクト」の疑いがある。

②　両足が前後に最も開いた姿勢の時に，「前足の接
地（の瞬間）」と「後足の離地 ( の瞬間 )」を観察する。
ａ．「前足の接地」と「後足の離地」が同時に見える。
　　⇒「ロス・オブ・コンタクト」はないと判断。
ｂ． 「前足の接地」と「後足の離地」にはっきりと

時間差が見られる。
　　⇒「ロス・オブ・コンタクト」が発生の疑いが

有る。
※　判定は，あくまで足と地面との接触の有無を観

察して行う。頭部・胴体の上下動や「抜き足」の
膝の高さは注意して観察すべき競技者を選ぶため
の「目印」に過ぎない。

　◎ベント・ニー
ａ．前足が接地する瞬間から地面と垂直になるまで，

大転子 ( ランニングパンツ等の縫い目または大腿
付け根の中間線 ) と足首を結ぶラインをイメージ
する。

ｂ．この線が膝関節で膝の輪郭（膝の側面の突起）
におさまっている。

　　　　⇒ 「ベント・ニー」でないと判断する。
ｃ．このラインが膝関節で膝の輪郭の後ろ側にはみ

出る（膝蓋骨が前に突き出た状態が見える）。
　　　　⇒　「ベント・ニー」の疑い有り。

※　ラインが前にはみ出るとき（膝が後方にしなる）
は過伸展なので「よく伸びている」状態として扱
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場合に「ロスオブコンタクト」の疑い

がある。

② 　両足が前後に最も開いた姿勢の時に，

「前足の接地（の瞬間）」と「後足の離地（の

瞬間）」を観察する。

　⒜ 　前足の接地」と「後足の離地」が同時

に見える。

 　　 ⇒「ロスオブコンタクト」はないと判

断。

　⒝ 　「前足の接地」と「後足の離地」にはっ

きりと時間差が見られる。

　　 ⇒「ロスオブコンタクト」が発生の疑

いが有る。

　　※ 判定は，あくまで足と地面との接触

の有無を観察して行う。頭部・胴体

の上下動や「抜き足」の膝の高さは

注意して観察すべき競技者を選ぶた

めの「目印」に過ぎない。

◎ベントニー

　⒜ 　前足が接地する瞬間から地面と垂直

になるまで，大転子（ランニングパン

ツ等の縫い目または大腿付け根の中間

線）と足首を結ぶラインをイメージす

る。

　⒝ 　この線が膝関節で膝の輪郭（膝の側

面の突起）におさまっている。

　　　　　　　　　　　　⇒「ベントニー」でないと判断する。

　⒞ 　このラインが膝関節で膝の輪郭の後ろ側にはみ出る（膝蓋

骨が前に突き出た状態が見える）。

　　⇒「ベントニー」の疑い有り。

　　※ ラインが前にはみ出るとき（膝が後方にしなる）は過伸展

なので「よく伸びている」状態として扱う。

① 　前足が接地した後の脚全体の長さまたは股関節の高さをよく
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ぶ線（ライン）をイメージする。
　　ａ．このラインが上下動する

ｂ．前足のかかとがこのラインから垂直に落下する
ようにして接地する

ｃ．後足のつま先がこのラインから垂直に上がるよ
うに見える

　　上記 a-c のいずれかの動きが見える場合に「ロス・
オブ・コンタクト」の疑いがある。

②　両足が前後に最も開いた姿勢の時に，「前足の接
地（の瞬間）」と「後足の離地 ( の瞬間 )」を観察する。
ａ．「前足の接地」と「後足の離地」が同時に見える。
　　⇒「ロス・オブ・コンタクト」はないと判断。
ｂ． 「前足の接地」と「後足の離地」にはっきりと

時間差が見られる。
　　⇒「ロス・オブ・コンタクト」が発生の疑いが

有る。
※　判定は，あくまで足と地面との接触の有無を観

察して行う。頭部・胴体の上下動や「抜き足」の
膝の高さは注意して観察すべき競技者を選ぶため
の「目印」に過ぎない。

　◎ベント・ニー
ａ．前足が接地する瞬間から地面と垂直になるまで，

大転子 ( ランニングパンツ等の縫い目または大腿
付け根の中間線 ) と足首を結ぶラインをイメージ
する。

ｂ．この線が膝関節で膝の輪郭（膝の側面の突起）
におさまっている。

　　　　⇒ 「ベント・ニー」でないと判断する。
ｃ．このラインが膝関節で膝の輪郭の後ろ側にはみ

出る（膝蓋骨が前に突き出た状態が見える）。
　　　　⇒　「ベント・ニー」の疑い有り。

※　ラインが前にはみ出るとき（膝が後方にしなる）
は過伸展なので「よく伸びている」状態として扱
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観察。

　⒜ 　脚全体が「つぶれる」ような動き（膝が一瞬前に突き出る）

が見える。

　　⇒「ベントニー」の発生の疑い有り。

　⒝ 　接地した瞬間，股関節が上に突き上げられる動きがない（膝

で動きを吸収してしまっている）。

 　　⇒「ベントニー」発生の疑いがある。

4　判定の位置　

⑴　歩型判定に適した位置

競歩審判員が判定する際の場所や位置は次の通り。

①　判定する場所は，競技者と審判員の間に障害物がなく，競技

者の膝や足と地面の接地状態がはっきりと見通せる場所で行な

う。トラックでは外側から競技者を見る方が良い。競技者との

距離は5～6m程取ると良い。

競歩審判員の位置

②　判定は，競技者が競歩審判員のおよそ45度位の角度（競歩

審判員の6～7ｍ程手前）の位置から90度（真横）の位置まで

移動している間の歩型を見るのが望ましい。ただし，この判定

の範囲はもっとも見やすいので，判定するにあたり，あくまで

推奨する範囲という意味であり，この範囲外でも明らかに競歩

の定義（TR54.2）に違反していれば規則違反と判断して差し支

競技者が45度の角度に来た時から
真横までおよそ6～7mの距離

判定の範囲
競技者

進行方向

審判員

45°

90°

競技者から5～6m
離れた位置または
5レーンあたり

（IAAF  北京 IWJ セミナーより）

競歩審判員の位置
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えない。ただし，競技者の真正面や後方から判定してはならな

い。

 ③　判定はその審判員の目の高さで行わなければならない。審

判員は競技者と同じ高さの地面に直立の姿勢で立ち，かがんだ

り，横たわったりしてはならず，ダッグアウトのような低い位

置での判定もしてはならない。また，判定する時はその場に静

止して行う。

④　すべての競歩審判員は個人の主観に委ね，他の競歩審判員の

意見や他の競技役員，観衆等の意見に惑わされないようにする。

また，道路競技では各班の担当種目が異なる競歩審判員が同じ

地点に立つこともある。この場合，若干離れた位置に立つなど

配慮し，同じ位置で審判にあたらないように注意する。

⑤　競歩審判員は競歩審判員主任から指示された地点についての

み判定の全権限を持つ。つまり，担当外の場所の判定はできな

いし，観衆等から判定に異論の声があっても担当競歩審判員の

判定が絶対である。

⑵　競技者が規則違反を犯しがちなのは，次のポイント（場所）で

ある。

⒜　スタート時

⒝　他の競技者を追い越すとき

⒞　フィニッシュ直前のラストスパートのとき

⒟　飲食物供給所や給水，スポンジをとるとき

⒠　集団の中にいる競技者

　　道路ではさらに次のポイントも重要である。

⒡ 　コーナーを曲がるときや折り返し点など急激な進路変更をす

るとき

⒢　のぼりくだりのある場所

　 　これらのポイントにはなるべく競歩審判員を配置する。また

道路では競歩審判員間の間隔が長く，死角になる場所には監察

（走路）員を配置し，違反行為が発生しないようにする。

⑶　イエローパドル（Yellow Paddle）（TR54.5）

競歩審判員は競技者の歩型を見たときに，少しでも定義に反す

るおそれを感じたら即座にイエローパドルを競技者に示し，競技
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者が歩型違反とならないよう未然に防がなくてはならない。歩型

が定義に明らかに反した競技者で，レッドカードを出す場合で

あってもその前にイエローパドルを示す。ただし，パドルを示し

たことによって歩型が直ったとしても，すでに歩型違反していた

ことは帳消しとはならず，レッドカードを出さなくてはならない。

パドルを示したら，直ちに競歩審判記入用紙に記入する。イエ

ローパドルは，同一の競技者にロスオブコンタクトとベントニー

をそれぞれ一度ずつ示すことはできるが，同じ種類を2度示すこ

とはできない。また，レッ

ドカードを出した競技者に

は当該競歩審判員は関与で

きないため，レッドカード

を書いた競技者にはイエ

ローパドルを示すことはで

きない。

⑷　レッドカード（Red Card）（TR54.6）

レッドカードは，競歩審判員が競技者の歩型が競歩の定義に明

らかに反していると判断した時に出される。レッドカードは競技

中どの審判員から出されたかについて，競技者はもちろんのこと，

主任及び競歩記録員以外には知られてはならない。これはレッド

カードを書いた競歩審判員は，それ以降はその競技者には関われ

なくなり，例えば競技者がレッドカードを書かれた競歩審判員の

前で歩型違反をしても，当該競歩審判員には関わる権限が無く抑

止力が働かないためである。

レッドカードを発行する手順は，

⒜　TR54.6にある通り，競技者の歩型が競歩の定義に反してい

ると判断

⒝　直ちに競歩審判記入用紙のレッドカードの欄に記入

⒞　その直後にレッドカードに記入

⒟　レッドカードと競歩審判記入用紙の記入内容が同じか再度確

認

⒠　レッドカードを連絡員に手渡し，競歩審判員主任または同補

佐まで運ばせる。
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なお，レッドカードは同一の競技者にロスオブコンタクトまたは

ベントニーのいずれかの一枚のみしか出せない。

⑸　失格（Disqualification）（TR54.7）

同一の競技者に対し，3人以上の競歩審判員からレッドカード

が出された後，競歩審判員主任が当該競技者のすべてのレッド

カードを確認し終えた時点でその競技者は失格となる。ただし，

TR54.7.3は4枚以上で失格となる。失格はロスオブコンタクト

及びベントニーのいずれかあるいは混合でも3枚もしくは4枚で

失格が成立する。また，本連盟が主催，共催する競技会では競歩

審判員主任単独の判定での失格もある。（TR54.4.1）

①　失格の告知

競歩審判員主任は失

格と判明した競技者に

直ちに告知しなければ

ならない。ただし，規

則違反はフィニッシュ

直前に起こることも多

く，競技中（＝該当競技

者がフィニッシュする

までを指す）に失格を告

知できないことがある。

競技者がフィニッシュ

後に失格と判明したら，

できるだけ早く競歩審

判員主任または同補佐がその競技者のもとに行き失格を告知し

なければならない。なお，競技者がフィニッシュ後移動してし

まい，告知できなかったとしても失格は成立する。

②　告知時間の記録

失格を告知した時間はレッドカードの裏に記入し，競歩記録

員に伝える。競歩記録員は，競歩審判集計表の失格告知時刻欄

にその告知した時刻を記入する。前出のように競技者に告知で

きなかった場合の告知時刻の記載は，3枚目のレッドカードが

出された時刻を記入する。
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⑹　歩型判定上の注意事項　

①　疑わしきは罰せず

疑わしいときは競技者有利とし，規則違反としない。競技者

が競歩の定義に反しているかどうか競歩審判員がその判断に少

しでも迷いがあるときはイエローパドルに止めるべきである。

レッドカードの判定は，その競技者が明らかに歩型違反してい

ると競歩審判員が絶対的な自信を持てる場合にのみ下せるので

あって慎重を期さなければならない。

②　イエローパドルをできるだけ示す

イエローパドルは，競技者に良く見えるように競技者の近く

で示すこと。競技者が自身にパドルを与えられたことを認識し

ていないのでは，競技者に歩型の修正を促したことにはならな

い。ただし，イエローパドルを示せずレッドカードを出しても

規則違反ではない。しかし，競歩審判員の使命として，競技者

が競歩の定義に則った歩型で競技させるためにもレッドカード

の判定を下す前にイエローパドルで競技者の歩型を修正させる

べきである。レッドカードを多く出したことが競歩審判員とし

て良い仕事をしたと考えてはならない。なお，イエローパドル

の対象競技者が集団の中にいる場合，アスリートビブス（ビブ

ス）の番号を読み上げても良い。(感染症拡大防止上，大声を

出さないようにする。）

③　迅速に行動する

イエローパドルやレッドカードを出すと判断したら直ちに行

うこと。

④　謙虚で紳士的態度を保つ

イエローパドルを示すために後方から競技者を走って追いか

けたり，競技者の横を併走したりしてはならない。もし，イエ

ローパドルを示そうとした時に競技者が通りすぎてしまった場

合は次の周回で示せば良い。また，競技者に対して威圧的な言

動，怒声のような声かけ，進路妨害となりそうなイエローパド

ルの示し方は厳に慎む。

⑤　公正な判定

以前に失格した競技者やウォームアップ等を見て「この競技
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者は歩型違反する競技者である」と事前に決めつけてはいけな

い。また，外部の意見に惑わされたり，参考にしたりしてはな

らない。

⑥　正確な事務処理

文字は大きく読みやすい字で記入する。イエローパドルや

レッドカードの判定記録は明確に記入しておかなければならな

い。なお，時間の記入は12時間制のほうが望ましい（例：15

時→3時，12時→12時）。

5　競歩審判員の配置

⑴　トラック競技

①　競歩審判員主任が判定しない場合

競歩審判員主任が判定しない競技会では，先頭の競技者が残

り１周になったら，すべての競歩審判員は移動する。A⇒ a，

B⇒ b，C⇒ B，D⇒ d，E⇒ eの位置に移動（図参照）し，全

競技者がフィニッシュするまでその場所で判定する。

②　競歩審判員主任が判定する場合

 競歩審判員主任が残り100mを判定する場合，5人の競歩審

判配置は，A，B，C，D，Eの位置（図参照）に配置し，同じ

場所で最後まで判定する。先頭の競技者が残り1周になったら，

競歩審判員主任は eの位置に入り，全競技者がフィニッシュす

るまで判定する。この間のレッドカードの管理，すなわち3枚
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以上のレッドカードが集まり，失格と判断するのは，競歩審判

員主任補佐もしくは競歩記録員が行い，もう一人の競歩審判員

主任補佐により競技者に告知する。従って，競歩審判員主任が

判定する場合は競歩審判員主任補佐を必ず2名以上任命する。



402

⑵　道路競技

通常，競歩審判員主任を含め9人で行う（図参照）。道路では複

数の種目が同時進行する場合もあり2班体制で判定することがあ

る。この場合，複数の競歩審判員の配置場所が重なることもあるの

で，審判員同士が会話しないよう注意する。

競歩審判員主任補佐はコースの両端もしくはコース上の競歩審判

員主任を起点として最も遠い距離に配置し，失格者にできるだけ早

く告知する。

道路では競技中に競歩審判員との連絡は距離が離れて難しいの

で，トランシーバー等を持たせると良い。ただし，歩型の判定に関

わるような連絡はしない。

Ⅱ　競技運営編

1　競歩競技に関係する競技役員の任務

⑴　競歩審判員主任（Chief Judge）の任務

国内競技会では，通常競歩審判員主任はあらかじめ任命され，プ

ログラムに記載されている。ただ，同主任がすべての競歩種目の競

技中の主任を担当しなくても良い。特に国体やインターハイなどの

大規模競技会では，種目ごとにそれぞれ競歩審判員主任を立てた方

が，負担が軽減されて良い。プログラム上の競歩審判員主任は総括

という立場で，掲示板やパドル等競歩関係の諸準備について責任を

持って行なうようにしたい。

競歩競技の運営がスムーズになるか否かはすべて競歩審判員主任

によると言っても過言ではない。競歩審判主任の任務は多岐にわた

る。状況ごとの任務は次の通りである。

な お，「Race Walking A guide to Judging and Organising2016」

（WA発行）では「Judges' Coordinator（競歩審判コーディネーター）」

を立て，競歩関係役員をチームとして一元管理し，競歩関係の用器

具や打合せ会及び反省会の開催する責任を持たせている。国内の大

規模競技会や道路競技会では複数の主任が立つことが多いので，責

任の明確化と競技会運営をよりスムーズに運ぶため「競歩審判コー

ディネーター」役を１名置き，競歩競技運営を統括させることを推

奨する。
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①　各部署との打合せ

主任会議もしくは競技開始前に，次のことを関係部署と打合

せる。

⒜　総務員

ⅰ　 抗議が出た場合の段取りを確認する。特に受付場所，担

当競技役員名（総務・TIC等）

ⅱ　 天候状況を把握し，安全対策上必要と思われる場合は，

水等の準備（5000m以上。TR17.15.1）。

ⅲ　 国体，インターハイ，日本選手権等の大規模競技会では

競歩関係競技役員の数も多くなるので待機できる控え室

やテントを確保する。

ⅳ　 監督会議等で，競歩競技中，競歩用の掲示板に掲示する

番号はビブスの番号か腰の番号か等の競歩競技に関連す

る伝達内容を確認する。

ⅴ　 技術総務または総務員：道路競技では，1チーム2人ま

で給水を補助できる係を主催者が許可することができ

る。この場合，明確に識別できるようビブスや ADカー

ド等を主催者は用意しなければならないのでその対応方

法を確認する。また，ペナルティゾーン，飲食物供給所，

給水所，競歩記録員，掲示板等の位置の確認と必要用具

が揃っているか，電源確保や雨天時のテント等雨除け，

審判員への雨具の確認等を行う。

ⅵ　 総務員または報道係：競歩記録員が集計する場所とカメ

ラマンの撮影位置が交錯することがある。また，競歩用

掲示板の位置も同様なので，競技開始前の諸準備の際に

入念に打合せる。

ⅶ　 競歩審判集計表のコピーを TICにおくので希望者に配

布をお願いする。

⒝　審判長

　審判長は競技者の歩型に関することなど，競歩審判員主任

の責任範囲にある事項については責任外である（CR18.3）。

審判長の任務のうち競歩競技における留意点は次の通り。

ⅰ　競歩審判集計表の署名
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　競歩競技終了後直ちに競歩審判員主任から示されるレッド

カードと競歩審判集計表を確認し，競歩審判集計表に署名し

なければならない（CR18.4）。特に失格競技者が有る場合は，

競歩審判集計表とレッドカードを照合するなど念入りに点検

する。署名した競歩審判集計表は競歩審判主任にコピーさせ，

保管しておく。

ⅱ　抗議の対応

　歩型の判定についての権限は競歩審判員主任にあるが，競

技の結果または行為に関するいかなる抗議も第一に競技者自

身または代理人から審判長に対して口頭でなされなければな

らない（TR8.3）ので抗議については，たとえ歩型の判定に関

することあってもまず審判長が対応する。とはいえ，審判長

が直接受け付けるのは現実的には難しいので，前出の通り，

総務（員）とその段取りについて打合せておく必要がある。

ⅲ　競技打ち切り時間を過ぎた競技者の対応の確認。

ⅳ　 道路競技での飲食物供給所での規則違反への対応の確

認。

　飲食物供給所では主催者に許可された者が並走したり，

コース内に入る等の規則違反をしないよう（TR54.10），担

当競技役員を決めて監視させる。

⒞　出発係，競技者係，競技者受付係（競歩競技Ⅳ1参照）

ⅰ　 アスリートビブスを競技者に配布する際，ビブスを安全

ピンでユニフォームに固定する場合には外れにくい付け

方について競技者に説明する。

ⅱ　 スタート前にビブスを確認する際，正しいつけ方になっ

ているかを確認する。

⒟　周回記録員

ⅰ　 失格競技者が出た場合の連絡方法について打合せる。

ⅱ　 周回記録員とトランスポンダー係との連携

ⅲ　周回遅れ競技者への回数の告知の確認。

ⅳ　最後尾競技者を競歩主任に知らせることの依頼。

⒠　記録・情報処理員

ⅰ　 失格競技者の有無，失格の理由を競歩審判集計表のコ
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ピーを提出する際に報告する。また，フィニッシュ後に

失格した競技者がいた場合には，口頭でも必ず伝える。

ⅱ　 競歩審判集計表の原本はレッドカード，イエローパドル

等の情報をすべて書き入れ，コピーを取った後，記録・

情報処理員に提出する。

ⅲ　 道路競技では TOP8の歩型判定が確定した際の連絡を

確認。

⒡　マーシャル，ミックスゾーン係等

ⅰ　 フィニッシュした競技者は，所定の場所で競歩審判員主

任または主任補佐から解散の指示があるまで競技者を所

定の場所に待たせておくよう打合せる。競技者を場外（ト

ラック外，コース外）に誘導する場合，なるべく同性の

競技役員が望ましい。競技中に失格した競技者を誘導す

ることもあるので，スタート直後から準備しておくよう

打合せる。

ⅱ　 道路競技ではフィニッシュした競技者や棄権あるいは失

格した競技者の誘導するため，主任補佐の近くに3名以

上配置（フィニッシュライン1名，折り返し地点各1名）

する。また，競技者やコーチ，競技役員，報道関係者，

観衆等をコントロールする。

Q：�大会新記録でフィニッシュした競技者がある場合や大規模

競技会で盛り上げるため，先頭競技者の記録を早めに確定

したいが可能か？

A：�競技開始前にフィニッシュした時点でのレッドカードの確

認方法をどのように行うか取り決め，関係部署（審判長，情

報処理，アナウンサー等）と連携を密にすれば可能である。

⒢　アナウンサー

　競技者がフィニッシュ後，歩型の判定結果やペナルティ

ゾーンの罰則時間の加算によっては見た目の着順と正式順位

が異なることがあることを観衆に解説する。また，トラック
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レースでは競技者のビブスの番号とレース中につけている胸

のビブスの番号が異なる（腰の番号と同じにすることが多い）

ことがあるので観衆に説明する。

⒣　救護（医務）

　熱中症や低体温症等の競技者の発生の恐れがある時期には

競歩競技中の救護の体制について打合せをしておく。

⒤　給水係

　（給水係は感染症拡大防止のため当該競技前に再度手洗い，

手指消毒をする。競技中は手袋，マスク，フェイスシールド

等を着用する。）

ⅰ　 トラック競技での給水テーブルの位置は，競技者全員が

1周目を通過するまでは4レーン内側（写真①）。1周目

通過後に3レーンの外側寄り（写真③テーブルの後方の

脚が4レーンの線上に置く）に移動させ，安全性に問題

なければ，3レーンの内側にする。テーブルの位置は参

加者数が多い，少ないによって位置を調整する。ただし，

遠すぎると競技者が給水をしなくなる傾向があり，熱中

症を誘発する危険があるので，テーブルが近すぎて危険

にならない範囲で，できるだけ競技者に近い位置に置く。

①スタート時〜１周目は4レーン内側
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②1周目全員通過後移動開始

③2周目以降は3レーン外側

④道路ではテーブル間隔3m以上

ⅱ　 道路競技の給水テーブルの位置は，コースの外側（右手

で取れる　位置）に置き，テーブル間は3～5m程度あ
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ける。チームへの割り当ては１チームに１台が望ましい

（写真④）。

②　競歩審判員打ち合わせ会

競歩審判員主任は遅くとも競技開始45分前までに競歩関係

競技役員及び補助員（連絡員）を招集し，打合せ会を開く。内

容は次の通り。

⒜　競歩審判用具の配布。

⒝　競歩審判員の担当地点の割り当て。

競歩審判員の審判員番号（トラック競技及び道路競技に応

じて1～8，競歩審判員主任は「CJ」）を決め，担当地点を割

り当てる。

⒞　判定場所の移動の確認

競技終盤（先頭競技者が残り１周の鐘が鳴ったとき）の競

歩審判員の移動について確認しておく。主任が判定に入る競

技会（TR54.4.1）では審判員の移動は無いが，勘違いするこ

ともあるので必ず確認する。

⒟　諸準備

競歩関係役員が所持する時計を標準時（12時間表示）に合

わせ，配布した競歩審判記入用紙，レッドカードに予め記入

できるところはすべて記入しておくよう指示する。

⒠　競歩記録員との打合せ

・競歩記録員に主任をおき，係員の業務を分担させる。

・ 競歩審判員主任は競歩記録員主任とともに作業をする場

所を確認する。適切な場所は，トラックではフィニッシュ

ライン付近のレーンの外側で観衆の視覚の邪魔にならな

い所，道路ではフィ

ニッシュライン手

前で競技の支障に

ならない所で，必

ず掲示板を見通せ

る位置であること。

なお，場所につい

ては競技開始前に 4と7は分かりづらい場合がある
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担当総務員か報道係に適切か確認しておく。

・ IRWJが審判に入る競技会では IRWJ全員に0～9まで

の数字を競技前に書いてもらって筆跡を残し，競技中読

み難いときに照らし合わせる。

⒡　連絡員（補助員）の配置と紹介

連絡員を各競歩審判員に紹介し，面通しをする。連絡員

の人数はトラックでは一人の競歩審判員に1名以上が望まし

い。第2曲走路（B）やバックストレート（C，D）の場所は

遠いので2人は必要である。また，道路では競歩審判員に対

して1名以上で，なおかつ，自転車も1台ずつ配置する等，レッ

ドカードを主任に届ける手段を確保しておく。

また，連絡員には，レッドカードを運ぶ要領（ⅰどこを通

るか：8または9レーンが一般的，ⅱできるだけ急いで運ぶ

こと：走る，ⅲ競歩審判員主任から指示があるまで戻らない），

競技終了後競歩審判記入用紙を連絡員が直ちに主任に運ぶこ

と等，競歩審判員とともに打合せておく。

 ⒢　掲示板係との打合せ

掲示板係は2人以上配置し，主任と掲示係をおく。

掲示板は競技中，競技者や競歩記録員及び観衆に見やすい

か，競技に支障はないか等，適正に使用できるよう掲示板係

に指示し，競技開始前に競歩審判員主任自ら確認する。

掲示板に全競技者を掲示できる場合はあらかじめ番号の若

い順に掲示しておく。できない場合はレッドカードが出た順

に掲示させ，競技中その順番を変えてはならないことを伝え

ておく。

⒣　競技終了後について

競歩審判員全員に競技終了後，直ちに競歩審判記入用紙を

連絡員により主任に届けさせる。また，関係競技役員には控

室等所定の場所に速やかに移動し解散の指示があるまで待機

するよう伝達する。

③　競技中について

　競技中の任務は次の通り。

⒜　関係競技役員の監督
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　競歩審判員主任は競技中，関係競技役員を監督しなければ

ならない。また，競歩審判員主任は競技会運営がスムーズに

運ぶよう各競歩審判員のみならず，主任補佐や競歩記録員，

掲示板係，連絡員等の関係競技役員の動きにも注意を払う。

特にレッドカードが大量に出た時は，主任補佐や競歩記録員

と協力し，失格の判定及び告知の任務を迅速に行なう。

⒝　レッドカードの確認

　レッドカードは，で

きるだけ競歩審判員主

任または主任補佐が受

け取り，正しく記入さ

れているか確認する。

記入の不備があれば，

当該競歩審判員に連絡

員によって差し戻し，

速やかに再提出させる。

⒞　掲示板への掲示指示

　レッドカードが正しく記入されていることを確認したら，

競歩記録員に手渡し，競歩審判集計表に記入させるとともに，

掲示板係に該当する違反のマーク（赤色）を掲示させる。競

歩記録員主任は掲示板係に掲示されている違反マークの種類

や数が正しいか常に確認させる。

⒟　失格の手順

レッドカードが3枚以上揃った競技者に失格をできるだけ

早く知らせ，競技から除外する。但し，失格を知らせる前に，

必ずレッドカードの再確認を行う。確認する内容は次の通り

である。

・ すべてのレッドカードのすべての欄が正しく記入されて

いるか。特に規則違反の理由，時刻，地点，競歩審判員

の署名等。

・ すべて同一の競技者のものか。

・ すべて異なる競歩審判員から出されているか。

　 　これらを確認し終えたら，再度競歩審判集計表の記入

レッドカードの確認〜2014IH
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と相違ないか確認した後，競技者に失格をレッドパドル

（両面赤色）で知らせ，他の競技者の競技の妨げになら

ないようにレーンの外側に出す。道路では，車両に注意

し，歩道など安全な場所へ移動させ，ビブスを外させる。

トランスポンダーシステムの場合はチップ等を担当係員

に回収させる。

　 　また，失格した競技者はできるだけフィニッシュさせ

ないようにする。もし，該当競技者がフィニッシュした

後，失格していることが判明した場合，直ちにその競技

者のもとへ行き，失格の旨を伝える。また，記録・情報

処理員には集計表のコピーを提出する際に，フィニッ

シュ後に失格した競技者があることを伝え，記録が残ら

ないよう注意喚起する。

　 　失格告知の際は当該競技者の3枚（ペナルティゾーン

ルールでは4枚）のレッドカードを受け取り，改めて確

認してから告知する。失格を告知したらその時刻をレッ

ドカードの裏側（重ねたカードの一番下）に記入し，競

歩記録員に戻す。

④　競技終了後

競技終了後（すべての競技者がフィニッシュした時点）は次

の事を速やかに行う。

⒜　競歩審判記入用紙の回収

競技終了後直ちに競歩審判員の競歩審判記入用紙を回収す

る。連絡員に競技終了後直ちに届けさせる段取りを指示して

おく。

⒝　レッドカード及び競歩審判記入用紙の確認

競歩審判員から出されたレッドカードと競歩審判記入用

紙，競歩審判集計表（集計表）を点検する。点検項目は，レッ

ドカードの記載は正しいか，すべての競歩審判員の競歩審判

記入用紙があるかなどである。

⒞　集計表の記載確認

競技中に出されたレッドカードのすべてが競歩審判集計表

に記入されているか確認し，問題なければ署名する。
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⒟　競歩関係役員への競技後の指示

集計表を確認したら，競歩記録員に競歩審判記入用紙を保

管するよう指示し，関係競技役員は控室等所定の場所で待機

するよう指示する。

⒠　競技者に解散の指示

待機している競技者に解散の指示をする。できれば，主任

補佐もしくはマーシャルに伝達を指示したほうが良い。

⒡　審判長の署名

競歩審判員主任は競歩審判集計表に自ら署名し，直ちに競

歩審判集計表とレッドカードを審判長に提出し署名を受け

る。失格競技者がいる場合は，審判長に失格競技者のすべて

のレッドカードを示し，集計表とレッドカードが一致してい

るか再確認してもらう。

⒢　記録・情報処理員への連絡

署名を受けた競歩審判集計表は2部コピーして，1部を記

録・情報処理員に手渡す。この時，失格競技者の有無と，失

格者がある場合はその競技者がフィニッシュしているかいな

いかを口頭でも伝え，記録発表が正確になるよう協力する。

残る1部を審判長に手渡した後，原本はレッドカードと共に

競歩記録員に手渡す。

⒣　 競歩審判集計表の仕上げとコピー

競歩審判員主任は，競歩審判記入用紙の記載内容を転記さ

せる。この作業は読み上げ者と記入者の複数の役員で行い，

記入ミスが無いよう心がける。読み上げる際レッドカードの

欄の記載内容も読み上げ，集計表と一致しているか確認する。

一致しない場合はレッドカードと照合し，当該審判員に競歩

審判記入用紙を訂正させる。

記入をすべて終えたらコピーする。枚数は競歩関係役員人

数分に加え，競技後競技者が欲しいという申し出に備え（配

布は TIC等が行う）相応の部数をコピーする。

⒤　反省会の開催

競歩審判員はじめ競歩競技関係者に配布し，判定について

分析し，協議をする。特に判定に際立った相違がなかったか
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を討議し，競歩審判員相互の資質の向上をはかる。

⒥　所定の場所での待機

競技結果が確定するまで競歩審判員を所定の場所に待機さ

せておく。

⒦　抗議対策

失格者の有無に関わらず次のことを行い，抗議に備えてお

く。

・ 競歩審判集計表をコピーしておく。なお，競歩審判員名

が記載されていても問題は無い。

・ 審判長やジュリーから説明を求められても良いように，

レッドカード，競歩審判記入用紙が正しく記入されてい

るか改めて確認しておく。

・ 必要であれば各競歩審判員から状況を確認しておき，理

路整然と説明できるようにしておく。

・ 審判長やジュリーから判定について説明を求められた

ら，競歩審判集計表で当該競技者にイエローパドル及び

レッドカードが出された時刻を説明する。

⒧　抗議の対応

歩型の判定に対して抗議が出され，説明を求められたら次

の手順で説明する。

・ 席上に持参する資料は競歩審判集計表のみでそれ以外は

持参しない。

・ 説明の席には当該種目の競歩審判員主任が出席し，当該

の競歩競技関係者（陸連より派遣 JRWJがいればそのう

ちの一人）も出席し，説明の内容をメモする。JRWJは

その内容を後日競技運営委員会に報告する。

・ 抗議側の出席者について競技者本人か代理者か。代理者

であれば競技者とどのような関係か確認する。それ以外

は部外者として在席を遠慮させ，必要最低人数にする。

（また，フィジカルディスタンスをとる，対面で座らな

い，換気をする等の感染症防止策をとる）。

・ 抗議者には，集計表のうち当該競技者の部分のみを提示

し，当該競技者に対して各競歩審判員から示されたイエ
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ローパドルの種類と時間，レッドカードの種類と時間に

ついて時系列で簡潔に説明し，できるだけ短時間で済ま

せる。この時，当該競技者のことのみ説明する。たとえ，

当該競技者と他の競技者の歩型とを比較し，質問されて

も絶対答えない。

・ 抗議ではないが判定に関して，競技者本人あるいは代理

人から説明を求められることがある。この場合も競技確

定前であれば抗議と同等の扱いで説明する。

・ ビデオを持参して抗議に来る場合もあるが，TR54.2，

54.3.2により一切参考にしないことを伝える。執拗に見

せようとしても一切見てはならない。

⑵　競歩審判員主任補佐（Chief Judge Assistant）の任務　

本連盟が主催，共催するトラック競技での競歩競技では主任補

佐は2人以上任命し，１人は失格の告知係，もう一人はレース終

盤に主任が判定するためその判定中の主任業務代行係とする。県

レベルであっても最低1名は配置する。

同様に道路競技では，3人以上必要である。2人は失格告知係

として競歩審判員主任を基点にそれぞれコース上のもっとも遠い

ところに配置し，もう1人はレッドカードの管理の補佐係とする。

連絡には高性能なトランシーバー（半径１km以上電波が届く）

を使用する。

なお，競歩審判主任補佐は競歩審判員として判定に加わること

はできない。主な任務は次の通りである。

①　失格となった競技者に対して失格を告知する。

②　競歩審判員主任の業務を同主任の指示のもとで代行あるいは

補佐する。

⑶　競歩審判員（Judges）の任務

　競歩審判員の任務は次のとおり。

①　競歩審判員主任の指示に従うこと。

②　配布された審判用具を確認すること。特にイエローパドルは

2種類2本か，レッドカード及び競歩審判記入用紙，筆記具は

十分か。

③　競歩の定義（TR54.2）に反する恐れのある競技者にイエロー
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パドルで注意を与えること。

④　競歩の定義（TR54.2）に明らかに違反している競技者には

レッドカードを直ちに発行すること。

⑤　競技終了後の作業

⒜　直ちに競歩審判記入用紙を，連絡員を通じて競歩審判員主

任に届けるか直接手渡しし（最も速い方法選択する），自身

の発行したレッドカードが正しく届いているか，集計表に記

載されているかできるだけ自身で確認する。

⒝　競歩審判員主任や競技者から歩型の判定に関して質問を受

けても答えられるようにしておく。但し，競歩関係競技役員

以外への対応は抗議に発展しないためにも競歩審判員主任も

しくは同主任が許可したもの以外は行わないこと。

⑥　競歩審判員（競歩審判員主任を除く）の注意事項

　競歩審判員は次のことを注意しなければならない。

⒜　指示された地点のみの審判（判定）をする。

⒝　競技開始前，自身が担当する地点で競技を実施する上で支

障がないかを確認し，支障があれば監察員などの競技役員に

連絡する。

⒞　最後の競技者がフィニッシュするまで，許可なく定められた

地点を離れてはならない。道路競技のように分かりにくい場合

はどのように知らせてもらうか打合せ会で確認しておく。

⒟　反省会に必ず参加する。

⒠　解散の指示があるまで所定の場所で待機する。

⑷　競歩記録員（Recorder）の任務

競歩記録員は，競技中レッドカードの管理をする極めて重要な

役目を負う。従って，競歩競技があるときは必ず任命する。競歩

記録員はなるべく競歩審判員の経験がある人が良い。国体やイン

ターハイ，日本選手権競歩等の大規模競技会では種目ごとに5人

以上任命し，レッドカード読上係，集計表記入係，レッドカード

管理係，PC入力係，掲示板伝達係等に役割分担する。人数に制

約があるときは読上係と管理係は兼務でも良い。また，責任者と

して競歩記録員の主任（読上げ係等と兼務で良い）を決めておき，

集計表や PC入力が正確か，掲示板に正しく掲示されているかを
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常に監視する。

競歩記録員の任務は次の通りである。

⒜　レッドカード読上係

・競技前に，競歩審判員主任や競歩審判記入係と共に競技場

内で位置する場所や係員の配置（座る場所）について打合

せておく。

・競技中，受け取ったレッドカードを，集計表記入係，PC

入力係，掲示板伝達係に聞こえるよう明瞭かつ大きな声で

読み上げる。読み上げは，「競技者番号〇〇番」と言ったら，

少し間をおき，集計表記入係に何枚目かを知らせてもらう。

続いて「審判員番号〇，ロスオブコンタクト（またはベン

トニー）〇時〇〇分」と読み上げる。終えたらレッドカー

ド管理係に手渡す。なお，読み上げている最中にレッドカー

ドの記入漏れやミスを発見することが良くあるので，発見

次第作業を中止してレッドカードの記載を取り消すと共

に，競歩審判員主任に報告し，レッドカードが訂正された

らやり直す。競歩審判員主任からレッドカードが出た場合

は「主任のレッドカード」とはっきりと言い，直ちに失格

になることを周知させる。

・競技終了後，競歩審判記入用紙を回収し，全員分が揃った

ら競歩審判員主任に提出する。この時点で判定は確定する。

競技終了後，集計表に競歩審判記入用紙の情報を記入する

際も読み上げを担当する。
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⒝　競歩審判集計表記入係

・競技が始まる前に集計表に競技会の期日，場所，種目，競

歩審判員番号，競技者番号を記入しておく。競技者番号は

なるべく全員を記入する。

・競技が始まったら，スタート時刻を直ちに記入する。

・競技中は，読上げ係が競技者番号を読み上げたら，すかさ

ず「何枚目」と言って，レッドカードの枚数を競歩主任や

補佐などに知らせる。競歩審判集計表に記入する際は必ず

復唱する。

・集計表には競技中はレッドカードのみの記入なので記入す

る欄に注意する。また，違反マークを〇で囲むことを忘れ

ない。記入している最中に同一審判員が同じ競技者にレッ

ドカード出していたり，競歩審判員番号が誤っていたり等

のレッドカードの不備に気付くことが多い。発見したら読

み上げ係同様，競歩審判員主任に報告するととともに当該

レッドカードの情報の記載は消去する。

・競技終了後，レッドカードの記載内容に間違いがないか，

レッドカードの数と集計表の記載の数と合っているか確認

する。また，失格競技者の失格理由と時間が記載している

かを確認する。競歩審判員主任による失格があったときは

特に気を付ける。確認を終えたら，署名をし，競歩審判員

主任に集計表をレッドカードと共に手渡す。

・審判長の署名を受けた後，競歩審判集計表を受け取り，競

歩審判記入用紙のイエローパドルの情報の記入とレッド

カードの情報が競歩審判集計表に記載した内容と合致して

いるか確認する。すべての作業を終えたら，競歩審判員主

任に手渡す。

⒞　レッドカード管理係

・競技前，管理するための必要な備品があるか確認しておく。

・競技中，正しく記載が終えたレッドカードを受け取り，競

技者の番号ごとに整理し，管理する。管理はコルクボード

に競技者ごとに張り付けたり，クリップでまとめて管理し

たりする方法がある。クリップは大きく重さのあるものや
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マグネット等だと，風に飛ばされにくく扱いやすい。3枚

以上になったら，ホチキス等でカードを一つにまとめ，競

歩審判員主任または主任補佐にすべてのレッドカードを手

渡す。失格の告知を終えたレッドカードを再度受け取り，

管理しておく。失格の告知時刻がレッドカードの裏側に記

載されているか確認する。競技中，受け取ったレッドカー

ドの数と掲示板に掲示してあるマークの数や規則違反の種

類が合致しているか常に確認しておく（4枚目以降（ペナ

ルティゾーンルールでは5枚）は除く）。

・競技終了後，まず，失格した競技者のレッドカードを競技

者ごとに揃えて主任に手渡す。次に，2枚出た競技者，そ

して1枚だけの競技者に揃えて主任に手渡す（ペナルティ

ゾーンルールでは3枚出た競技者も揃える）。

⒟　PC入力係

・入力システム（関数入り）が導入された最新のファイルか

確認する。

・競技前に必要な情報はすべて入力しておく。

・競技中，集計表記入係と同様に復唱しながら入力する。

・競技終了後，競歩審判集計表記入係と共に競歩審判集計表

を完成させる。また，リザルトの情報も入力し終えたら，

プリントアウトし，主任に提出する。

⒠　掲示板伝達係

・読み上げ係が読み上げている際，復唱しながらサインボー

ド（小型のホワイトボード等）に書き入れる。レッドカー

ドの枚数も書き入れる。

・掲示板係のところへ直接伝達するときは，レッドカードを

持って行き，読上げて掲示させる。その際掲示係には復

唱させながら掲示させ，正しく掲示しているかを確認す

る。掲示を終えたらカード管理係に手渡す。主任よりレッ

ドカードが出た場合は掲示板係にそれまで出ていたレッド

カードの枚数に関わらず3枚掲示（ペナルティゾーンルー

ルでは４枚）させる。違反マークは残る欄には主任が判定

した違反マークをつけさせる。
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⑸　掲示板係（Posting Operator & Assistant）

掲示板は競技者が自分自身に対してのレッドカードの有無やそ

の数を知る唯一の方法である。設置は競技者や観衆に見やすい場

所で，かつ競技の支障にならないよう配慮する。また，レッドカー

ドが出たら直ちに掲示しなければならない。掲示板のマークには

規則違反の種類を掲示する。

失格を意味する3つ目（ペナルティゾーンでは4つ）のマーク

は競技者に告知する前であっても掲示する。

掲示板はトラック競技では通常1カ所，フィニッシュラインを

過ぎた，トラックの内側の芝の無いところに設置することが多い。

この際，フィニッシュタイマー等の他の掲示物と交錯して見にく

くならないよう注意する。掲示板は競歩記録員が競技中に常に確

認しやすく競技者にも見やすいように設置するが，審判長や観衆

にも見やすいように配慮する。

国体やインターハイ等で

は電光掲示板を使うことが

多いが，ホワイトボードを

使用する場合は，掲示する

番号やマークはできるだけ

大きく（7㎝～10㎝角）する。

電光掲示板は業者のオペ

レーターだけで十分であるが，ホワイトボードを設置する場合は，

競技役員1人以上と強風で倒れる危険があるので，補助員をホワ

イトボードに一枚につき一人ずつは必要である。主な任務は次の

通り。

・競技前，掲示板や掲示するマーク等必要な備品が揃っている

か確認する。電光掲示板を使用する場合は，オペレーターと

打ち合わせをしておく。ホワイトボードを使用する場合は，転

倒防止用の砂袋等の錘を用意すると共に，補助員も手配する。

競技者の番号は，できればあらかじめ全員を番号順に掲示す

る。人数が多くて掲示することが難しい場合は，レッドカード

が出た順に掲示し，一度掲示した順番は絶対に変えない。

・競技中，競歩審判員主任から直接あるいは競歩記録員（掲示

マークは7cm角
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板伝達係）を通じて，その指示のもとに掲示する。掲示板に

は競技者番号と規則違反の内容（ロスオブコンタクト「～」，

ベントニー「＜」）を印したマークを正しく掲示する。マーク

の数はレッドカードの数と一致するが，4枚目（ペナルティ

ゾーンでは5枚目）以降は掲示しない。また，指示無く掲示

してはならない。掲示板の前に不用意に立ち，見えにくい状

況にならないよう配慮する。掲示する際は掲示板主任が競技

者番号，枚数，規則違反の種類を読み上げる。掲示係は復唱

しながら掲示する。その際掲示板主任は正しく掲示されてい

るか確認する。

・競技終了後，競歩審判員主任の指示があるまで掲示しておく。

撤去の指示が出たら速やかにトラックやコースの外に出す。

⑹　連絡員（Card Collectors）　

連絡員は，競歩審判員から出されたレッドカードを迅速に主任

に運ぶことが任務である。レッドカードが出されたら，できるだ

け早く（全力で走る）主任に届ける。また，レッドカードや競歩

審判記入用紙が不足した時に主任のもとに取りに行くなど，競歩

審判員の補助もする。

Q：�IHや国体等では連絡員（補助員）がレッドカードを運んで

いる。IHで熱中症になった連絡員もいたという事例があ

る。補助員が走って運ぶ方法以外に安全で迅速な方法はな

いのか？ 

A：�走って運ぶ方法は競技者に対して最も安全で速い方法であ

るため採用している競技会が多い。ただし，補助員が多数

必要，体力の消耗が激しい，熱中症の危険がある等の欠点

もある。レッドカードを運ぶ方法に特に決まりはなく，安

全最優先で速い方法を創意工夫されたい。

2　競歩競技で男女混合レースを行う場合の目安と配慮

①　競技会の規模

同一距離の競歩種目で，男女共あるいはどちらかの出場者が
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少なく，合計しても多人数とならない場合，競技時間の短縮対

策として1組にまとめた混合レースを実施する事は差し支えな

いが，選手権等の競技会や複数の陸協からの参加者がある場合

には男女混合レースはできるだけ避ける。

②　1レースの最大人数（歩型の判定が充分にできる限度）

男女混合で行う場合はその合計は30名以内とする。ただし，

男女いずれか8名以内である状況を基準とし，双方が8名を超

える場合は30人以内でも男女別に分ける（TR9.2.1〔国内〕）。

③　先頭競技者が残り1周になった以降の競歩審判員の配置

本連盟主催共催以外の競技会であっても，男女混合で行う場

合は，主任が判定に入り，他の競歩審判員は移動しない。（本

項「Ⅰ 5競歩審判員の配置①」参照）。

④　周回表示板と周回の告知

周回表示板は男女それぞれに用意し，それぞれの先頭に合わ

せて表示板を操作する。周回遅れの競技者には「周回記録員」

の項に示す要領で必ず全員に残りの周回数を知らせる。

最終回の鐘は男女それぞれの先頭競技者に鳴らすのはもちろ

ん，なるべくすべての競者にも鳴らし，特に，最終競技者には

必ず鳴らす。

3　競歩審判員用の用器具及び物品類

⑴　競歩審判員主任用の物品

・レッドパドル（両面赤色）

・筆記具：雨天時は鉛筆のほうが書ける

・競歩審判員配置図及びスタートリスト

・帽子や腕章など競歩審判員と他の競技役員とが明らかに判別で

きる物。但し，主任は遠くから一目で競歩審判主任と判別でき

るよう他の競歩審判員とは別色の帽子を着用するのが好まし

い。JRWJとして任命された場合は指定の帽子。

・予備のレッドカードと競歩審判記入用紙（審判員から不足の申

し出があった場合のため…競歩記録員に持たせても良い）

・本連盟が主催する競技会で主任が判定する際は，主任用のカー

ド及び競歩審判記入用紙を用意する。（Q＆ A参照）
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Q：�主任専用のレッドカード，競歩審判記入用紙の書式はある

のか？

A：�本連盟では特に書式を定めていないが１枚で失格になるの

で， と書く等工夫し，他の競歩審判員が使うレッドカー

ドや競歩審判記入用紙とは明確に区別したほうが良い。

「競歩審判七つ道具」〜2010千葉国体

　　　　�競歩審判員用　　　　　　　　　　　主任用

⑵　競歩審判員用の物品

・イエローパドル2種1組

・競歩審判記入用紙：出場全競技者が書けるだけの紙数を用意す

る。

・レッドカード：競歩審判員各10枚程度（競技者数により調整）

・バインダー：A4版程度

・筆記具：雨天時は鉛筆のほうが書ける

・競歩審判員配置図及びスタートリスト

・帽子や腕章など競歩審判員と他の競技役員とが明らかに判別で

きる物。JRWJとして任命された場合は指定の帽子。

・時計：標準時に合わせる

・雨カッパやビニール袋（バインダーが入り，かつ手を入れて袋

内で書ける大きさ）等の雨天対策用具など。

⑶　競歩記録員用の物品は次の通り

・競歩審判集計表（全競技者分を書き込める数）

・バインダーと筆記具

・レッドカード整理用ボードまたは用具（ホチキスと大型クリッ
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プ等）

・競歩記録員用机，椅子，雨天対策

⑷　掲示板係用の物品

・掲示板，椅子，筆記具，雨天対策

⑸　連絡員用の物品

・連絡員（補助員）と識別できる ADカード，服装，帽子等

・雨天対策

・夏場は熱中症対策用飲料水（メーカー名は隠す）や水筒

Q： イエローパドルのうち，ロスオブコンタクトのマークは，

国内で使用されているパドルのマークと国際競歩審判員が

使っているパドルのマークが異なっている。問題はないの

か？

A：�写真の左はWAの国際競歩歩審判員が使っているロスオブ

コンタクトのパドルで，右は国内で広く使用されているパ

ドルである。ご指摘のようにマークが異なっている。WA

の見解では競技者がロスオブコンタクトと認識できれば，

このマークでも差し支えないという。ただし，オリンピッ

クや世界陸上ではWAが使用しているマークであることと

された。したがって，2020東京オリンピックでは左のパ

ドルのマークを使用することとなる。

イエローパドル（ロスオブコンタクト）

WAパドル（左），国内パドル（右）
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Ⅲ　ペナルティゾーンマニュアル1

ペナルティゾーン（PENALTY�ZONE＝ Pit�Lane）の設置

⑴　トラック競技

トラック競技ではペナルティゾーンをホームストレートに置く

ため，競歩審判員主任，競歩記録員，掲示板などの位置がペナル

ティゾーンルールを適用しない通常の競技会とは異なるので注意

が必要である。

・ペナルティゾーンはホームストレートでフィニッシュラインを

起点として70m地点から始まり80m地点（100mのスタートラ

インからは20m地点から30m地点）までに設置する。ペナル

ティゾーンの長辺（長さ）は10m。短辺（幅）は5レーン～7レー

ンの3レーン分（1.22m×3＝3.66m）つまり約4ｍを標準とし，

競技者が同時に5名程度入れるくらいの広さにする。5名以上

同時に入ることが予想される場合にはさらに大きい広さを確保

しておく。

・ペナルティゾーンの両端には，入口「ENTRY」と出口「EXIT」

（出口）があり，同じ長さ（およそ2m幅）で設ける。

・ペナルティゾーンはコーン，バー等を使い明確に示す。

・掲示板はペナルティゾーン近くのフィールド内に設置する。

・競歩記録員は掲示板近くのフィールド内に位置する。

・主任はペナルティゾーン近くで競歩記録員，掲示板係ペナル

ティゾーン役員と連携が取りやすいところに位置する。
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道路競技ではエントリーする競技者の数がトラック競技よりも

多く，100名を超えることも珍しくない。従って10名以上同時

に入れるくらいの大きさを確保する必要があるのでゾーンを広げ

た方が良い。

・ペナルティゾーンはフィニッシュラインの手前100ｍ以内の

場所に設置することが望ましい。ただし，道路事情によりこ

れよりも遠いところでなければ

場所を確保できないこともある。

その際，主任とピットレーン役

員が密に連絡出来るようトラン

シーバー等の連絡手段を確保し

ておくようにする。

・ペナルティゾーンの両端には，

トラックと同様に入口「ENTRY」

と出口「EXIT」があり，同じ長

さ（約2m幅）で設ける。入口へ

の進入及び出口からの退出は，

競技者が多いことから衝突を避
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けるためコースの進行方向と平行方向が望ましい。

・ペナルティゾーンはコーン，バー，あるいは小さな柵等を使い，

明確に示す。

2　必要な用具

⑴　ペナルティゾーン設置関連用具

ペナルティゾーンの設置はコーンなどの用具を使うので用器具

係と連携して行う。

①　用具：コーン14個，バー12本＊長さ10ｍ×幅4ｍ（3レー

ン分）の場合

＜内訳＞ 長辺10m（コーン6，バー5）×2，短辺4ｍ（コーン3，

バー2）×2　

＊ 四隅が重複するのでコーンは4本減。出口と入口それぞれ幅

2m（バー1本分）開けるのでバー2本減。

②　標識：3種類「ENTRY（または入口）」「EXIT（または出口）」

「PENALTY ZONE（またはペナルティゾーン）」の標識を A3

版程度の大きさ作り「ENTRY」「EXIT」それぞれをグランド（地

面）またはバーに固定する。

⑵　ペナルティゾーン係員関係用具

・時間パドル：「5min.」（50km用），「1min.」（10km用），「30sec.」

（5km，3km用）の罰則時間告知用のパドルを表裏同一表記で

それぞれ1本ずつ。罰則時間終了10秒前を示す「10sec.」パド

ルは2本以上用意する。

・そのほかの用具：ペナルティゾーン記録表，記入用の机1台，

椅子5脚以上（記録表係と時計係全員分），バインダー1枚，日

よけあるいは雨対策用

パラソル，筆記具，ス

トップウォッチ4台以

上（競技者管理係1人

に1台）。
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⑶　掲示板（POSTING BOARD）について

・競歩用電光掲示板を使用する場合はペナルティゾーン仕様で使

用する。

・模造紙等で作成する場合は，競技者番号，レッドマークが4つ

貼れる欄を作りホワイトボード（マグネットが使える）に取り

付ける。

・競技者番号は白の

マグネットに黒文

字，レッドマークは

赤のマグネットに黒

文字。大きさは7㎝

角程度の大きさとす

る。

3　ペナルティゾーンにより追加する競技役員と任務

①　ペナルティゾーン主任（CPZ）1名：記録表係及び時計係を

コントロールするとともに競歩審判員主任と連携し，ペナル

ティゾーンに競技者を「入れる」「出す」を遅滞なく行う。

②　記録表係（Official）:ペナルティゾーン記録表の記入を担当

すると共に CPZと連携し時計係を管理する。

③　時計係（Assistant）:競技者がペナルティゾーンに所定の罰則

時間で正確に留まれるよう時間を管理する。

4　ペナルティゾーンの運用の実際と競歩関係競技役員の任務

①　競歩記録員はレッドカードが3枚揃った競技者が出たら，直

ちに競歩審判員主任または主任補佐に伝える。

②　競歩審判員主任またはペナルティゾーン主任は当該時間を表

記したパドルをペナルティゾーン付近（できるだけペナルティ

ゾーンの入口「ENTRY」近く）で当該競技者に示し，ペナルティ

ゾーンに入れる。

③　記録表係はペナルティゾーンに入れる競技者が発生したら当

該競技者の罰則時間の管理をさせる時計係を直ちに指名し，ペ

ナルティゾーンの入口「ENTRY」付近で待機させる。競技者が
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ペナルティゾーンに

入ったら記録表係は

その時刻を開始時刻

の欄に記入するとと

もに罰則時間を記入

する。当該競技者が

ペナルティゾーンを

出たらその時刻を終

了時刻の欄に記入す

る。当該競技者がペ

ナルティゾーン内に

いる間に失格した（4

枚目を受けた）場合

は，失格した時刻の

欄に告知された時刻を記録する。

④　時計係は，記録表係から指名されたらペナルティゾーンに入

る競技者を「ENTRY」付近で待機し，ペナルティゾーンに入っ

た瞬間（「ENTRY」の線を横切ったとき）にストップウォッチ

をスタートさせる。罰則時間の終了10秒前に10sec.パドルを

提示して，競技者を出口「EXIT」の線の手前まで誘導し，5秒

前になったらカウントダウン（ﾌｧｲﾌﾞ，ﾌｫｰ，ｽﾘｰ…）し，0（ｾﾞﾛ）

になったらパドルを外し，競技者をペナルティゾーンの外に出

しレースに復帰させる。

⑤　連絡員は競歩審判員がレッドカードを書いたら，カードの記

載内容を確認し（可能であれば記入した時間が日本時間に合致

しているかを確認），問題なければ迅速に主任または主任補佐

までカードを届けなければならない。

トラック競技では競歩審判員1名につき2名以上の連絡員を

配置し，トラックの外側（おおむね8レーン付近）を走って届

ける。

道路競技では競歩審判員一人に対して一人以上がつき，カー

ドが出たら自転車等を用いて主任まで迅速に運ぶ。競技中，連

絡員がカードを運んでいる最中に競歩審判員からカードが出る

ペナルティゾーンからレースに復帰
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ことが良くある。連絡員が戻るまで時間のロスが出ることもあ

るので，競歩審判員につく連絡員以外に2～3名の連絡員を代

替え要員として配置し，競技中コース上を自転車等でほぼ等間

隔で走らせ，担当連絡員に代わり運んでもらうと良い。
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5　競歩記録員と掲示板の位置

掲示板はペナルティゾーン入り口近くのトラックではフィールド

内，道路では競歩記録員が視認できる場所で，かつ競技者に見やす

い位置に置く。フィニッシュライン付近に別の掲示板をおいても良

いが人員が別に必要であり，ペナルティゾーンの掲示板と常に一致

しなければならないので注意が必要である。競歩記録員はペナル

ティゾーン近くの掲示板付近に位置する。

6　罰則時間の加算（ペナルティゾーンに入れられない場合）

レッドカードが3枚になった競技者はペナルティゾーンにとどま

らなければならないが，その競技者がペナルティゾーンを過ぎ，フィ

ニッシュに向かってしまった場合はペナルティゾーンに入れるこ

とはできない。この場合 TR54.7.3の該当時間を当該競技者のフィ

ニッシュ時間に加えた時間を当該競技者の記録となる。このことは

競歩審判員主任は審判長，記録・情報処理員，アナウンサー他関係

競技役員に事前に伝達しておく。なお，この場合，順位が変わるこ

ともあるので注意する。

7　失格となる場合

・当該競技者（ペナルティゾーンから出てきた競技者）が他の競

歩審判員からレッドカードが出された場合（つまり4枚目）。

・競技者が4枚以上のレッドカードをペナルティゾーンに入る前

や入っている間に受けた場合

・競歩審判員主任の権限によりラスト100mで失格した場合

（TR54.4.1）。

8　競技者への説明

競歩審判員主任はレース開始前に競技者にペナルティゾーンルー

ル（TR54.7.3）を説明する。説明の内容は次のとおり。

・レッドカード3枚で所定の時間ペナルティゾーンに入ること。

・時間パドルを見せられたらペナルティゾーンにすぐ入ること。

・罰則終了10秒前になったら出口「EXIT」付近で待機すること。

・レッドカード4枚以上か主任による失格判定で失格になること。
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・ペナルティゾー

ン内では歩型の

判定はないが，

ペナルティゾー

ン外はすべて判

定される。また，

ペナルティゾー

ン内での行動は

自由だがペナル

ティゾーンの外

に出ることや飲食はできないこと。ただし，主催者が用意した

飲料水は飲むことができる。

Ⅳ　競歩競技種目のチェックポイント

　　〜おさえておきたい重要項目〜

1　ビブスの付け方

競歩競技中にビブスが脱落し，競技に支障が出る事例がしばし

ば起きている。道路競技で

使用するビブスには4隅に

穴（ピンホール）があけて

あるタイプが多いがいずれ

も一カ所であるため競技者

は安全ピンで止める際，安

全ピンの一方をピンホール

に，もう一方をユニフォー

ムにつける（いわゆるちょ

ん掛けする）ことが多い。

紙製のビブスが多いためピ

ンポールが破れやすく，脱

落する要因となっている。

トラック競技でも道路ほど

ではないが，脱落するケー

スがある。

競技者への説明〜2018アジア Jr.



432

このような脱落を防ぐには，競技者がビブスをユニフォームに付

ける際，確実にかつ，脱落しにくくするため，ビブスの4隅のそれ

ぞれ2か所を安全ピンで通すよう（上図）競技者に指導する必要が

ある。ビブスを配布する際に図示し，さらに，注意書きを添えたり

たりする等，説明すると良い。

競技者係はビブスを点検する際に，安全ピンを正しく付けている

か必ず確認するよう，徹底する。

また，心拍数を測定する器具（ハートレートモニター等）を装着

している競技者を目にするが，胸につけるセンサーのベルトがビブ

ス（特に背中）を覆ってしまっている競技者もいる。競技者係はビ

ブスが隠れていないかを確認する必要がある。（競技者係のページ

参照）

2　給水テーブルの位置

給水テーブルは気温が高い夏季はもちろんのこと，冬季や，雨天

等の荒天であっても競技者の安全のためできるだけ設置するべきで

ある。毎年元旦に東京外苑で行っている冬季の元旦競歩では給水

テーブルを必ず設置している。（Ⅱ 1⑴①⒢給水係参照）

3　掲示板

競歩用の掲示板は，競技者にとって自身へのレッドカードが出て

いるかを知る唯一の方法で，たいへん重要である。

①　掲示板の位置

競技に支障のない場所で競技者，競歩記録員，観衆から見や

すい場所に置く。

トラック競技ではフィニッシュラインを10～20m程過ぎた

フィールド内に置く。ただし，ペナルティゾーンの場合はホー

ムストレートほぼ中央のフィールド内に設置する。

道路競技ではフィニッシュラインの手前，およそ100m以内

が望ましい。

②　アスリートビブスとマークの掲示

・アスリートビブスをあらかじめ掲示する場合は番号の若い順

に掲示する。競技者数が多く，全競技者を掲示できないとき
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は，レッドカードが出た順に掲示し，一度掲示したら他の欄

に絶対移動しない。

・マークは規則違反の種類を掲示する。大きさは7～10㎝角

以上が望ましい。

・失格した競技者のマークは種類に関係なく3つ（ペナルティ

ゾーンは4つ）までしか掲示できない。

③　主任による失格の場合の掲示

・主任よる失格があった場合，それまでのマークの数に関係な

く，マークが3つ（ピットレーンは4つ）になるように掲示

する。その際のマークは主任が判定した違反マークをつける。

④　掲示板の撤去

マークの撤去は主任が指示する。通常は競歩審判記入用紙を

すべて回収し，失格が確定した時点で撤去して良い。（Ⅱ 1⑸

掲示板係参照）

4　競歩記録員の役割と位置

競歩記録員は競技中，競歩審判集計表（summary sheets）の記入

を担当し，レッドカードの管理を行う。失格の告知を正確に行うに

はレッドカードの管理を厳正に行うことが必要であり，その業務を

担う競歩記録員は必ず任命しなければならない。

①　競技中の任務

・レッドカードが届く都度，競歩審判集計表に記入する。3枚

以上レッドカードが揃った競技者があった場合，できるだけ

速やかに主任に知らせる。

②　競技後の任務

・競歩審判集計表の仕上げ（イエローパドル情報の記入）

③　競歩記録員の位置

・トラック競技ではフィニッシュライン付近のトラックの外側

で掲示板が見やすく，かつ，観衆の視覚の邪魔にならないよ

うでトラックからできるだけ離れたダッグアウトか観客席下

近くに位置するようにする。
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5　競歩審判員主任による歩型判定と失格の告知

①　最後の100mの判定

TR54.4.1の競技会では，主任はフィニッシュする競技者の

歩型を最後の100mの範囲に限って判定する。

②　競歩審判員主任用レッドカード及び競歩審判記録用紙

主任が発行するレッドカードと記入する競歩審判記入用紙は

他の競歩審判員と区別できるようにする。

③　失格告知

失格した競技者にはできるだけ早く告知する。トラック競技

での告知は，できればフィニッシュライン手前で行い，周回記

録員にも認識できるようにする。道路でも同様だが，コース途

中で主任補佐が告知することもあるので，告知したら周回記録

員に伝達する。

競歩審判員主任により失格した競技者にはフィニッシュする

前に告知することができないので，フィニッシュ後主任補佐に

より，速やかに告知する。

④　失格した競技者が不在の場合

失格した競技者が告知する前にトラックやコースから自ら去

り，告知できない場合，アナウンサーを通して競歩審判員主任

または同補佐が指示する場所に来させて告知する。どうしても

告知できない場合でも失格の取り消しは無い。なお，この場

合の失格告知時刻はレッドカードの発行時刻の3番目の時刻と

し，競歩審判集計表に記録する。

6　競技終了後直後に迅速に行うべきこと

すべての競技者がフィニッシュしたら，記録の発表を速やかに行

うため，次のとおり行う。これらの作業が速ければ速いほど記録の

発表は速くなるが，正確さを第一とするのは無論のことである。

①　競歩審判員全員の競歩審判記入用紙を直ちに回収

②　レッドカードと集計表を突き合わせての再確認と署名

③　審判長によるレッドカードと集計表の確認と署名

④　署名された集計表のコピーを，記録・情報処理員に速やかに

提出
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7　抗議対応や質問への対応

①　ビデオの持ち込み

いかなる理由でも絶対再生させてはならないし見てはならな

い。

②　使用する資料

競歩審判集計表のみを使う。競歩審判集計表にはイエローパ

ドルの情報が記載された完全版のコピーを持参する。他の競技

者との比較を絶対してはならない。

③　質問や競歩審判集計表のコピー配布依頼

質問には競技確定後，主任が応える。集計表のコピーの要望

に対しては同様に競技確定後に TIC等から配布して良い。

8　日本記録への対応

日本記録は一人以上の JRWJsが歩型の判定をし，署名しなけれ

ばならないので，日本記録が出ることが予想される場合は JRWJs

を判定に入れておく必要がある。

9　ぺナルティゾーンを行う場合

ぺナルティゾーンは TR54.7.3〔注釈〕にある通り，ぺナルティ

ゾーンを行う場合には，本連盟主催競技会以外の競技会で，実施す

る場合は，事前に本連盟に申告し，運営方法について入念に確認し

た上で実施されたい。



競歩審判記入用紙　2016.2改定（JAAF-05B）
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競歩審判集計表　（JAAF-07Bトラックペナルティゾーン仕様）
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道路競走競技
道路競走競技は，広範囲にわたって競技が行われることから，事

前の打合わせを綿密に行うことが必要である。また緊急時に即応で

きる体制作りを行うことと，連絡網を整備しておくことも不可欠で

ある。

以下に関係部署毎に説明を加えるが，係名の後に（◎），（★）印

をつけている。これらは，（◎）：審判員は主任のみ配置し，実務は

運営スタッフやボランティアが行うケースもある。（★）：WAラベ

リング対象レース及び後援競技会等の一定水準の大会以外では原則

必要ない。ことを示している。

1　競技運営本部

⑴　総務

競技運営全体を管理運営するために，必要な措置をとる。エ

リート選手の出走や欠場情報を把握する。また，競技者の記録を

確認し，世界記録，アジア記録，日本記録，大会記録が出た場合

の対応を行う。

⑵　総務員

総務を補佐し，総務不在の場合は代行する。

⑶　技術総務

スタートラインおよびフィニッシュラインを含めたコース全般

の設定を行う。また，技術総務車に乗車し，レース当日のコース

が事前に計測されたコース通りに正しく整備されているかの確

認，必要な用器具が配備されていることを確認する。

⑷　ジュリー（★）

TR8（抗議と上訴）に規程された抗議について裁定する。

⑸　JTO（★）

審判長に必要な支援を行い，競技が競技規則と大会規程に従って

行われるよう，審判長を補佐する。問題が起こった時や意見を述べ

る必要がある場合は，審判長に注意を促し，必要に応じて助言する。

⑹　審判長

競技規則や競技注意事項が遵守されているか監視する。また，
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競技中の問題を処理し，異議・抗議を裁定する。競技終了後，競

技記録を確認し，署名する。

⑺　国際道路コース計測員（★）

コースが申請された公認長距離走路の通りに設定されているか

確認する。公式計測員車に乗車し，スタートライン，フィニッシュ

ライン，中間点，折し返し点，5km毎のポイントを最終確認する。

⑻　記録・情報処理員

①　競技情報

スタート人数，関門通過者数，関門収容者数，途中棄権者数，

完走者数を収集し，帳票（任意書式）を作成する。

②　記録情報

フィニッシュ記録を整理し，速やかに発表する。また，5km

毎地点の計測をしている場合は，上位選手（25位までを目安と

する）の通過情報を速やかに発表する。世界記録，アジア記録，

日本記録，大会記録が出た場合は，直ちに総務に報告する。

③　トランスポンダー

競技スタート前に，技術スタッフ立ち合いのもと装置が確実

に配置されシステムが正常に作動するか確認する。また，競技

開始前から終了までシステムが正常に作動し，トランスポン

ダーのフィニッシュライン通過時に競技者のフィニッシュタイ

ムが記録されていることを確実にする。　

⑼　医師・医務員

医師を含む医務員を複数名配置すると共に，緊急医療体制

（AEDの配置や救護所の設置，医療機関への搬出方法，連絡網の

設置等）の整備をすることが必要である。また，競技会の規模に

応じ，救護車や自転車等に乗車，あるいはランニングドクターと

して，コース全線を移動観察しながら緊急時に備えることが必要

である。その際，AEDを携帯しておくことが望ましい。

2　スタート管理

⑴　出発係（◎）

エリート選手のコール（確認）を行う。コール時にアスリー

トビブス，計時チップの装着確認およびロゴチェックを行う。
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一般選手に関して，コールは行わなくてもよい。

スタート地点への誘導を行う。

スタートまでの時間を5分前，3分前，1分前に合図する。

⑵　スターター

定められたスタート時刻に選手をスタートさせる。来賓者等が

スターターを務める場合，スタート台に上がる前にスターターと

綿密な打合せを行い，必要によっては練習を行う。スタート1分

前にスターター台に上がり，10秒前で「On your marks（位置に

ついて）」の声をかけ，定刻にスターターの背中をたたき信号器

を打たせる。

⑶　練習場係（◎）

エリート選手の練習スペースを確保し，安全に練習ができるよ

う選手以外の人が練習スペース内に立ち入らないように監視する。

3　コース管理

コースは複数の区間（名称は大会により異なる）に分けて管理さ

れるのが一般的で，各区間に設置される用器具，配置されるスタッ

フ（審判員，救護，ボランティア等）は区間管理者が把握しなけれ

ばならない。

⑴　監察員（◎）

①　選手がコースをはずれ，距離を短く走ることがないよう監察

を行う。監察員は等間隔で配置し，重要な場所にも配置する。

②　ランナーが安全に走行できるよう歩行者や応援者などの観衆

を整理しコースを確保する。

③　コースを明示するためのコーンやテープを計画通りに配置する。

④　規程のコースを他人の助力なしに競技しているかどうか監察

する（エリート選手が対象）。

⑤　競技中に明らかに異常な動作をする選手がいた場合は，健康

状態を把握するために声掛けを行う。また，安全を確保するた

めに一時的に競技者に触れても助力とはみなさない。

⑥　途中で競技を止めたランナーは，コースの端を歩かせ，直近

の収容関門，救護所へ向かうよう指示する。また，トランスポ

ンダーを使用している場合，回収する。
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⑦　技術員

コースを明示するためのコーンやテープ，距離を明示するた

めの看板等の用器具が計画通りに配置されているかの確認を行

う。また，5km毎のラインが正確な位置に引いてあるかどう

か確認する。

⑧　ランパス（◎）

大規模な大会の場合，歩行者をコース横断させるためにラン

パスを実施する場合がある。選手の走行を妨げることがないよ

う，関連スタッフと連携しランパスを実施する。

4　関門管理（◎）

⑴　関門を閉鎖時刻までに通過できなかった選手はレースを中止さ

せ収容する。

⑵　関門収容者のアスリートビブス情報，人数を収集し記録・情報

処理員に報告する。トランスポンダーを使用している場合，回収

する。

⑶　閉鎖方法は，閉鎖1分前，30秒前，10秒前，5秒前…1秒前を

通告し，「0」で関門をロープ等で閉鎖する。

5　給水所管理

⑴　スペシャル給水

①　スタート会場にてスペシャルドリンクを預かり，各給水所へ

搬送する。

②　各スペシャル給水は先頭選手通過予定時刻の30分前までに

準備を完了させる。

③　5km，10km，15km，20km，25km，30km，35km，40km

給水所にスペシャルテーブルを設置する。スペシャルテーブル

の台数は選手の人数により異なるが，選手の進行方向からテー

ブル番号1～10番まで設置し，選手のアスリートビブス末尾

と同じテーブルにボトルを配置するなどして，競技者がドリン

クを取りやすいよう工夫する。

④　各テーブルの間隔は10～15m程度を基準とする。

⑤　各テーブルはコースと平行になるように設置する。
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⑵　ゼネラル給水・給食（◎）

①　各テーブルは先頭選手通過予定時刻の30分前までに準備を

完了させる。

②　各テーブルはコースと平行になるように設置する。

6　救護所

医師，看護師，医学療法士，連絡員等の救護所スタッフと連携し競

技者を受け入れる。救護所での対応件数を収集し情報処理へ連携す

る。

7　フィニッシュ管理

⑴　決勝審判員

上位競技者の着順を判定し，着順を記録用紙に記入して審判長

に報告する。トランスポンダー計測を導入している場合は，トラ

ンスポンダーのデータと照合のうえ順位を確定させる。

⑵　計時員

上位競技者のフィニッシュタイムを記録用紙に記入し審判長に

報告する。トランスポンダー計測を導入している場合にはトラン

スポンダーで取得したタイムを正とし，計時員が取得したタイム

をバックアップとして使用する。

⑶　マーシャル

フィニッシュエリアでは競技終了まで，競技者とフィニッシュ

エリアに立ち入ることを許可された関係競技役員，大会関係者以

外をエリア内に立ち入らせない。

⑷　競技者誘導

フィニッシュゲートを男女もしくは種目によりレーン分けし

ている場合は，競技者の誘導を行う。フィニッシュラインから

100m程度手前からカラーコーン等でセパレートし，競技者を誘

導する。

⑸　入賞者管理（◎）

フィニッシュテープを管理し，持ち手をフィニッシュライン上

に立たせ，フィニッシュテープをセッティングする。

入賞者に順位カードの首かけを行う（決勝審判員に順位を確認
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のこと）。入賞者を表彰控え場所に誘導し表彰担当に引き渡す。

⑹　ドーピング検査シャペロン（★）

①　ドーピングコントロールオフィサー（DCO）から指示を受ける。

DCO（日本アンチドーピング機構）を中心に検査役員（ドー

ピング検査室役員，シャペロン）が打合せを行い，DCOから

指示を受ける。

②　対象者への通告

フィニッシュした検査対象者へ通告するとともに競技者の署

名をもらう。

③　飲料の提供

飲料を検査対象競技者へ提供し，ミックスゾーンへ誘導する。

④　検査ルームへの誘導

優勝者は，フィニッシュ直後に行われる簡易表彰，インタ

ビュー終了後，その他の検査対象者は，フィニッシュ直後，そ

れぞれエリート選手入口から館内に入り，ミックスゾーンを必

ず通り検査室へ誘導する。

⑤　競技者との同行

競技者が第三者と接触しないように配慮しながら検査室まで

同行監視する。

⑥　DCOへの引継ぎ

検査室で医師へ競技者を引継ぎ（チェックイン）後，競技者

は検査終了まで控室で待機，この間に，入賞者表彰，インタ

ビューが行われるが，検査未終了競技者の担当シャペロンは，

常に同行する。

※シャペロンとしての留意点

競技者が禁止物質，制限物質を摂取する可能性としては，以

下が考えられる。

本人の意思に関係なく，本人の飲料に禁止物質，制限物質が

混入されてしまう場合（知らない他人から飲料を渡されたり，

放置した飲みかけのビン ･ボトルに混入されたりしたものを飲

んでしまう場合）

　参照： 日本陸上競技連盟　HP「市民マラソン・ロードレース

運営ガイドライン」
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パラリンピック陸上競技の概要
（基礎知識）

1　パラ陸上競技：名称の由来

パラ陸上競技の “パラ ”はパラリンピックに由来し，パラリンピッ

クはイギリスのストークスマンデビル病院で行われた傷痍軍人のリ

ハビリテーションとしてのアーチェリー競技会に由来する。つま

り脊髄損傷を受けて下半身に麻痺をきたした（対麻痺＝ Paraplegia）

人の国際競技会（Olympic Gamesに由来）という造語に語源がある。

障がい者という言葉は様々な意味で悪いイメージを伴うことが多い

ことから，この “パラ ”が用いられている。

2020年に東京において2回目のパラリンピックが開催されるこ

とが決まり，日本国内でパラ競技への関心か高まっている。日本陸

連が主催・共催，後援する競技会においてもパラ種目を実施する競

技会が増えてきている。日本陸連公認審判員もパラ陸連競技会に運

営協力する機会が増大していることに鑑み，パラ陸上競技の知識を

持つことが求められている。

以下，日本パラ陸上競技連盟の著作物から引用させてもらい，パ

ラ陸上競技の概要を紹介する。

2　障がい者陸上競技団体

障がいを持つ人々の競技団体は，その歴史的背景から大きく

四つ存在する。特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協

会（JBMA），特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟

（JIDAF），一般社団法人日本聴覚障害者陸上競技協会（JDAA）そ

して一般社団法人日本パラ陸上競技連盟（JPA）である。すべて日

本パラリンピック委員会に加盟し，パラリンピックには日本パラ陸

上競技連盟が代表して選手派遣母体となっている。

3　クラス分け ＝ Classification：クラシフィケーション

⑴　クラス分けとは

障がいのある部位や種類はさまざまであり，同じ障がいでも，
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その程度は人それぞれ異なる。「クラス分け」は公平，平等な競走

を実現するために，同程度の障がいの重さの競技者でグループを

作ることを「クラス分け／ Classification」と呼ぶ。クラス分けを

行うための必要な知識・技術を学び，資格を取得したものを「ク

ラシファイヤー／ Classifier」と呼ぶ。

⑵　クラス分けの目的

①　障がいの確認をする。

競技者の障害の種類・程度が参加を認められているものか？

またそれが永続的かどうか？

②　公平に競い合うためのグループを作る。

同程度の障がいのある競技者同士で競い合うことができるよ

うにグループを作る。

⑶　クラス分けの種類

パラリンピックで採用される競技については，IPC（国際パラ

リンピック委員会）が定めている「国際クラス分け基準／ IPC 

Classification Code」に準じて，各国際競技連盟，国際障がい者

団体によってクラス分け規則が定められている。

また，全国障がい者スポーツ大会で使用される「障害区分」と

呼ばれる日本国内独自のクラス分け規則もある。

⑷　クラス分けの表示方法

頭のアルファベットは競技種別を表している。（T：競走種目と

跳躍種目　F：投てき種目）

数字の部分で十の位は障がいの種別，一の位は程度を表し，小

さいほど障がいが重い。

10番台： 視覚に障がいがあり，立位で競技する。

11＝ 不透明なゴーグル等を着用しガイドランナーやコーラー，

エスコートとともに競技する。

12＝ 視力0.0025～0.0032，ガイドランナーやコーラー，エス

コートとともに競技できる。

13=視力0.04～0.1，単独で競技する。

20番台： 知的に障がいがあり，立位で競技する。クラスは20

のみ　IQ検査（75以下）と精神科医の診断が必須

30番台： まひや筋硬直，運動障がいなどのある脳原性のまひ
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がある立位競技者及び車いすや投てき台を利用する

競技者

40番台： 低身長，脚長差，切断（義足未使用），筋力低下など

の障がいがあり，立位で競技する。

40～41＝ 低身長　42～44=下肢切断・下肢機能障がい　45

～49=上肢切断・上肢機能障がい

50番台： 脚長差，切断，関節可動域制限などの障がいがあり，

車いすや投てき台を使用する競技者。

T51～54＝ 四肢欠損 /関節可動域制限 /筋力低下（競技用車い

す「レーサー」に乗って競技する）

F51～58＝ 四肢欠損 /関節可動域制限 /筋力低下（車いす，投

てき台を使って競技する）

60番台： 切断等の理由により義足を装着して競技する。

61～64：下肢切断（競技用義足使用）

4　パラ陸上競技の特殊なルール

⑴　トラック競技　－　視覚障がい　（T11～ T13）　－

①　不透明なゴーグル /アイマスクの使用

T11クラスは必須。招集所 /出発係で完全に光を遮断するか

どうか確認する。予備のゴーグル /アイマスクを持ち込んでい

ないかどうかの確認も必要。T12は着用の義務がないので注意

する。

②　ガイドランナー

すべてのトラック種目で T11競技者はガイドランナーが必

須。ガイドは明瞭な識別可能なビブス（ベスト）を着用しなけ

ればならない。T12も含めガイドと走る際には30cm以下のテ

ザーと呼ばれるガイドロープを使用する。テザーは手か腕でつ

ながれていなければならない。

・ガイドは競技者に先行してフィニッシュしてはならない。

・競技者に適用される規則はガイドにも適用される。スタート

ではガイドもスターティングブロックを使用しなければなら

ず，不正スタートはガイドにも適用される。

・T11，T12のレーンを用いる種目ではガイドの有無に関わら
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ず二つのレーンが用いられる。奇数レーンが主になるため偶

数レーンにスタートラインを延長する。

・5000ｍ以上の種目では二人のガイドが認められる。交代は

バックストレートの審判長が定めた位置で行わねばならず，

交代の申請をしたにもかかわらず，しなかった場合は失格に

なる。

③　助力

・T11,T12競技者はタイマーを見ることができないため，競

技役員が読み上げるだけでなく，審判長の許可の元，同じチー

ムのメンバーがフィニッシュ付近外側で途中時間を伝えるこ

とが認められる。

・スターティングブロックの設置位置について，要望書に基づ

いて出発係によって設置の依頼ができる。

④　レース実施人数

T11,T12ではガイドのレーンを用意する必要から決勝進出

基準がWA規則と異なる。

100m～800m 最大4名（予選2組1着＋2）

1500m 最大6名（例　予選2組　2着＋2）

5000m/10000m 最大10名

⑵　トラック競技　－　脳原性まひ　（T35～ T38）　－

スタートの構えはクラウチングでもスタンディングでもかまわ

ない。クラウチングでもスターティングブロックの使用は任意で

ある。聴覚障がいを併せ持つ競技者にはストロボライトを使用す

るなどのアレンジを行うことがある。

⑶　トラック競技　－　下肢切断　（T41～ T44）　－

・スタートの構えはクラウチングでもスタンディングでもかま

わない。スターティングブロックの使用は任意である。クラ

ウチングの構えの時に両膝とも地面に付けることができない

場合があるが規則違反ではない。

・義足を着用する。ホッピングは禁止。両脚が同じ長さである

ことが必要。両脚が義足の場合は座高等から計算された身長

以上に義足を伸ばすことが禁止されている。事前に最大身長

が登録され招集所で計測される。
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⑷　トラック競技　－　上肢切断　（T45～ T47）　－

・スターティングブロックの設置位置について，要望書に基づ

いて出発係によって設置の依頼ができる。

・クラウチングスタートの際，腕を支えることができるようにブ

ロックやバッドを使用することができる。これらは競技者の

腕や手の一部として扱われる。義手を着用することもできる。

⑸　トラック競技　－　車いす　（T32～34/T51～54）　－

①　規格：少なくとも三つの車輪（大二つ，小一つ）があること。

大きな車輪の最大直径は700mm，小さな車輪の最大直径は

500mm。最後部が車輪であること。

・空気抵抗を減らすためにフェアリング，フード等の付属品は

不可。地面から車いすフレーム底部までの高さは500mm以

内。

・大きな車輪に付いているハンドリムを使って前進する（T32

に限り後進が認められている）。

②　スタート：車いすは競技者の四肢として扱われる。前輪はス

タートラインより前方にあってはいけない。車輪の接地位置で

判断する。

・スタートのやり直しの時の指示「Wheel back」

・800m以上のレースで最初の50m迄で競技者の多数が関わる

転倒があった場合，スターターの権限でリコールし再スター

トを行うことができる。

③　レース

・ヘルメットの着用が必須

・追い越し後にインサイドに戻る際，安全確保をする義務は追

い越した競技者にある。追い抜かれている競技者はレーンを

維持する義務がある。

・レーンナンバーはヘルメットに付ける。ブレイクラインマー

カーは使用せず，両サイドのフラッグを使用する。

・フィニッシュの判定は前輪の車軸がフィニッシュラインに到

達したとき。

・リレー：バトンは使用せず，タッチにより引き継ぎを行う。

次走者を押す行為は禁止。
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⑹　フィールド競技　－　視覚障がい　（T11～ T12）　－

①　アシスタント

・アシスタントを伴って競技場所（FOP）に入ることができる。

アシスタントはサークル，投てき場所，助走路内で方向を示

すことができる。完了後は速やかに外に出なければならない。

・アシスタントは試技の際，方向を示す目的で音を使うことが

できる。

・アシスタントは競技が正しく終了した後に競技者を連れ出す

ことができる。着地前に競技者に接触したり，サークルや砂

場に入り込んだりした場合は無効試技となる。

・アシスタントは跳躍種目で2名，投てき種目で１名までの人

数制限がある。コーチングは禁止。競技者とは離れた場所で

待機させることを推奨する。

・アシスタント（コーラー）の位置＝禁止場所は踏切エリア内，

砂場内

・試技に許される時間は1分だが，方向に問題が生じた場合は

時計を止めることができる。

⑺　フィールド競技　－　義足　（T42～44/T45～46）

・義足の脱落：跳躍中に脱落してしまったら，その義足の痕跡

から距離を測る。落下位置が砂場の手前や外であった場合は

無効試技となる。途中で脱落した場合，制限時間内であれば

装着しなおして競技を継続できる。

⑻　フィールド競技　座位の投てき　（T31～34/T51～57）　－

①　投てき台の規格：各辺300㎜以上の台座が水平または前方を

高く取り付けられていなければならない。サイドレストやバッ

クレストは安全目的で取り付け可能。座面の高さは座る前の状

態で750mm以内。

②　ホールディングバー：投てき台にはホールディングバー（握

り棒）の取り付けが認められている。

・曲がったり動いたりしない／まっすぐな形状であること／溶

接されていない

③　座位投てきでは常にサークルから行われる。やり投げでも同

様で，そのため角度線は34.92度となる。投てき台のいかなる
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部分もサークル内になくてはならない。砲丸投げでは足止め材

は使用しない。

④　試技に許される時間

・投てき台を設置するための制限時間はない。

・設置完了後，競技者が投てき台に移動し練習が許される時間

は，F32～34と F54～57：4分，F31と F51～53：5分

・競技開始後，6連投の場合は連続試技となるため１投目は1

分，2投目以降は2分となる。時間の計測は競技者の手に投

てき具が渡されてからとなる。

⑤　試技：TDが決定する。

・全員3連投後，TOP８による3連投　試技順の変更なし

・全員6連投

⑥　試技

・競技者はサークル内に位置するホールディングバーや投てき

台に触れることはできるが，投てき台の固定用ストラップ等

には触れることはできない。

・競技者は手にテープを貼ったり，手袋を使ったりはできない

が，F51～53では投てき物を持たないホールディングバー

を握る手であればテープを貼ったり手袋を使ったりすること

はできる。

⑦　リフティング規則：WPAルール36条

⒜　両脚が膝裏から臀部後方（坐骨結節）まで座面に接触する

ように座らなければならない。膝上切断の競技者は，大腿部

すべてが臀部後方（坐骨結節）まで座面に接触していなけれ

ばならない。

⒝　上記座位姿勢は，投てき動作の始めから投てきの着地点に

印がつけられるまでの間ずっと維持しなければならない。大

腿上部か骨盤あるいはその両方をベルトなどでしっかり固定

することを推奨する。

・競技者は判定の妨げとならないように体に密着したパンツ

を着用しなければならない。

⑧　その他の種目（Ｆ31～32，51）

・こん棒投： 重度の脳原性まひ競技者，頚椎損傷競技者のため
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の種目　重量397g　投げ方の制限なし。

詳細は一般社団法人日本パラ陸上競技連盟のウエブサイトを

参照していただきたい。

https://jaafd.org/contents/code/committee/committee2
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マスターズ陸上競技の基礎知識

1　マスターズとは

世界的な長寿命化・高齢化に伴って年長者の運動に参加する割合

も増加している。その中にあってマスターズ陸上競技も年々盛んに

なってきている。国内統括団体である公益社団法人日本マスターズ

陸上競技連合では本連盟が掲げる「ウエルネス陸上」をモットーと

し「記録へのチャレンジ」や「仲間作り」をも視野に入れた活動を行っ

ている。

このような状況から本連盟の公認審判員もマスターズ陸上競技に

関わる機会が増加している。そのためパラ陸上競技同様に基本的な

知識を身につけておくことは重要なことと考える。

2　年齢構成

WAの規程では35歳以上の男女がマスターとなっている。日本

マスターズ陸上競技連合では満18歳から入会でき，5歳刻みで年

齢グループが形成され同年代で競技ができるようになっている。

競技クラス
男性 女性 満年齢 備考
M-24 W-24 18歳から24歳 WMA非公認クラス
M-25 W-25 25歳から29歳 WMA非公認クラス
M-30 W-30 30歳から34歳 WMA非公認クラス
M-35 W-35 35歳から39歳

以下同様に5歳刻み

※年齢基準 競技会当日（複数日開催の場合は，競技会初日）の満年齢

3　特殊な規則と記録の公認

マスターズ陸上競技では若い（低い）競技クラスでは本連盟競技

規則に準じて行われ，記録も公認される。しかしながら競技クラス

の年齢が上がるに従い，競技規則が緩和されマスターズの特別な規

則が適用されると本連盟の公認記録としては取り扱うことができな

くなる。

マスターズの特別な競技規則の下で行われた競技については日本

マスターズ陸上競技連合の公認記録としての扱いとなる。（例：男



458

子80mH，スタンディングスタートの100m，立ち五段跳びなど）

詳細は公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合のウエブサイト

を参照していただきたい。

https://japan-masters.or.jp/site_data/files/CompetitionAdministra

tionRules2020.pdf
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競技会で使用する略語・略号
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競技会開催に関する公認申請

加盟団体あるいは協力団体が直接主催する公認すべき競技会およ

び，それらの下部組織が主催する公認すべき競技会について，加盟

団体あるいは協力団体は，事前にそれぞれの競技会要項が公認競技

会開催のすべての条件を満たすものであるか審査を行う。加盟団体

あるいは協力団体が管轄するすべての公認すべき競技会を一覧表に

示し，事前に本連盟に申請する。

1月上旬までに加盟団体あるいは協力団体宛に，本連盟より申請

書作成を依頼する。申請書の締め切りは2月下旬を基準に示され，

期日までに申請のあった競技会が4月までに陸連ホームページに掲

載されて開催申請手続きが完了する。ここに掲載された競技会のみ

が国内の公認競技会として認定される。

例外として加盟団体あるいは協力団体が管轄する主要な駅伝競走

の競技会もここに掲載する。（駅伝競走は，検定されていない距離

の使用，公認コースを使用しない場合がある点において例外的であ

る）

⑴　開催が認められる競技場

公認すべき競技会が開催される競技場は，別途本連盟に申請さ

れ認可を受けたものでなければならない。競技場の公認には期限

があり，競技会の開催日がこの期限内にあることが条件となる。

諸事情により，競技場の公認期限が切れて新たな申請の延長願

いが出される場合があるが，この延長期間に公認競技会を開催す

ることはできない。（詳細は本連盟施設用器具委員会に問い合わ

せること）

⑵　道路競走に関する留意事項

ロードレースなどの道路競走の開催申請にあたっては，実施さ

れる各距離の中でも本連盟の検定を受けている距離についてのみ

を競技会名に続いて（距離）の形で示す。

〔記載例〕※（　）内が検定を受けている距離

第51回青梅マラソン（30㎞，10㎞） 

 17130746　青梅30㎞コース
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　東京マラソン2017（マラソン）　17500011　東京マラソン

主催者はエントリーの際に競技者の登録の有無を確認する。プ

ログラムに登録者であることがわかるように表示する。登録者は

所属団体名・登録都道府県名を表記する。未登録者は所属名を表

記しないことが望ましい。

⑶　日程が連続していない同一競技会

1つの競技会で，日時が離れて開催する場合は，それぞれの連

続する日程ごとに記載する。競技会コードは同一とする。

〔例〕5月10日～11日，5月17日～18日　

第70回東京高校対校選手権　17131001　→

 5/10～11　第70回東京高校対校選手権　17131001

 5/17～18　第70回東京高校対校選手権　17131001

⑷　年度内に複数回開催される競技会

1つの主催者が，年度内に同様な競技会を複数回開催する場合

は，それぞれの連続する日程ごとに記載し，競技会コードは別々

とする。競技会名に競技会の回数や時期などを示し区別がつくよ

うにする。

〔例1〕4/6，10/11～12，11/23　東京高体連強化競技会　→

　　　4/6　　　　  第1回東京高体連強化競技会　17131004

　　　10/11～12　第2回東京高体連強化競技会　17131006

　　　11/23　　　 第3回東京高体連強化競技会　17131008

〔例2〕5/3～4，9/23　○○区陸上競技大会　→

　　　5/3～4　○○区春季陸上競技大会　17130707

　　　9/23 　　○○区秋季陸上競技大会　17130908

年末年始に開催される競技会が，都合により同一の年度内開催

となった場合は同じ競技会コードを使用してよい。

（競技会期日，記録申請日等で判別が可能なため）

〔例〕 2017年4月に開催されたロードレース大会の次回開催が，

年度内となる2018年3月になった場合など。

⑸　競技会コードに関する事項

すべての公認競技会は特有の競技会コードを持つ。競技会コー

ドは8桁の数字で表され，年度ごとに開催される競技会は原則と

して下6桁を固定する。競技会コードは本連盟および加盟団体あ
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るいは協力団体で管理し，付与する。

①　競技会コードの構造

（例：第101回日本陸上競技選手権　17500100）

　17　　　　　　　　 50　　　　　　　 0100

　開催年（2017年）　主催（日本陸連）　競技会名（日本選手権）

【年度】西暦の下2桁で示す

【主催】01～47…都道府県，50…全国・地域（ブロック）大会，

60～69…学生連盟

【競技会名】4桁の数字で示す

② 　競技会名を示す4桁の区分

競技会コードのうち競技会名を示す下4桁は，原則としてそ

の競技会内容に応じて以下のように区分する。

〈都道府県内〉

0001～0200　 都道府県規模…　選手権，駅伝，ロードレース，

国体予選，競歩，定通制，ジュニア，小学生大

会予選

0301～0400　都道府県規模…　記録会

0501～0600　 郡または都道府県内ブロック規模… 選手権，駅

伝，ロードレース，記録会

0701～1000　市区町村規模…　選手権，駅伝，記録会

〈高校生の競技会〉

1001～1200　 都道府県規模…　選手権，総体，駅伝，ロード

レース，新人

1301～1400　都道府県規模…　記録会

1501～1600　 郡または都道府県内ブロック規模… 選手権，駅

伝，ロードレース

1701～2000　 市区町村規模…　選手権，駅伝，ロードレース，

記録会

2001～2200　 都道府県および都道府県内ブロック規模…　地

区，新人

2301～2400　地区記録会

〈中学生の競技会〉

3001～3200　 都道府県規模…　選手権，総体，駅伝，ロード
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レース，新人

3301～3400　都道府県規模…　記録会

3501～3600　 郡または都道府県内ブロック規模… 選手権，駅

伝，ロードレース

3701～4000　 市区町村規模…　選手権，駅伝，ロードレース，

記録会

4001～4200　 都道府県および都道府県内ブロック規模…　地

区，新人

4301～4400　地区記録会

〈全国規模の競技会〉

0001～0999　日本陸連主催

1000～2999　地域陸協主催の地域選手権，地域競技会

4000～4699　実業団連合の全国競技会，地域競技会

5000～5099　 日本マスターズ陸上連合主催競技会・管轄競技

会

新規に開催される競技会のコードは，【主催】01～47にあたる

競技会は加盟団体が，【主催】50にあたる競技会は本連盟競技運

営委員会が，【主催】60～69にあたる競技会は日本学連がそれぞ

れ付与する。

競技会名はその競技会規模や地域性，競技会の性質などを明確

に示すものが望ましく，特に道路競技（マラソン，ハーフマラソ

ン，ロードレースなど）の名称には留意する。
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